
第３章 紛争案件一覧

第 章

紛争案件一覧

（ 発足後の紛争案件）
案件名（番

号は 紛争解

決機関の 番号

に対応）

申立国

【第三国参加国】
経 過

案件概要：①主な申立て事由

②パネル報告

③上級委報告

関連協定

第Ⅰ部

第Ⅱ部

記載

マレ－シア

－石油化学製品

の輸入許可制度

シンガポール 協議要請

パネル設置要請

パネル設置要請取り

下げ

①シンガポールは、マレーシアの

ポリエスリン及びポリプロピレン

を輸入禁止している措置は に

非整合として申立て。

米国－

ガソリン規制

ベネズエラ

ブラジル

【豪州、カナダ、

、ノルウェー】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置（

｢ ｣と合併）

パネル報告書配布

米国が上級委申立て

上級委報告書配布

パネル・上級委報告

書採択

①大気汚染防止のためのガソリン

規制が、 第 、 条、 協

定第 条に違反すると申立て。

②大気汚染防止のためのガソリン

規制は 第 条 には当たら

ず、 条 項違反と認定。

③ 第 条 のパネルの解釈

を一部修正し、米国の取ったガソ

リン規制は （有限天然資源の

保存に関する措置）には該当する

としたが、柱書の条件を満たさな

いため、結論としてパネルの判断

を支持。

韓国－農産

品検疫

米国 協議要請 ①米国の輸入果実に対する抜き取

り検査制度や柑橘類検査制度が輸

入制限となっており 第 条等

に反するとして、韓国が申立て。

米国－ガソ

リン規制

ブラジル 協議要請

パネル設置要請

パネル設置 「 」

と合併

を参照

韓国－食品

流通期限

米国 協議要請

二国間合意通報

①韓国の冷蔵・冷凍肉の流通期限

設定は科学的根拠を欠いており、

協定・ 協定等に反するとし

て米国が申立て。

米国－対日

自動車輸入に関

日本 協議要請（豪第三国

参加）

日米自動車協議決着

①米国 年通商法第 条、

条に基づく一方的な対抗措置（輸

入自動車への報復関税の賦課）は

第Ⅱ部

第 章

資料編

年

アルメニア
（ ）
マケドニア
（ ）
（ ）

年

ネパール
（ ）
カンボジア
（ ）
（ ）

年

サウジアラビア
（ ）
（ ）

年

ベトナム
（ ）
（ ）

トンガ
（ ）
（ ）

年

ウクライナ
（ ）
（ ）

カーボヴェルデ
（ ）
（ ）

年

モンテネグロ
（ ）
ロシア（ ）
（ ）

サモア
（ ）
バヌアツ
（ ）
（ ）

年

ラオス
（ ）
（ ）

タジキスタン
（ ）
（ ）

年

イエメン
（ ）
（ ）

年

カザフスタン
（ ）
（ ）

セーシェル
（ ）

年

アフガニスタン
（ ）
（ ）

カザフスタン
（ ）
（ ）

リベリア
（ ）

加盟
申請中の国
（ ）

レバノン、ブータ
ン、イラン、イラ
ク、シリア、東テ
ィモール
（ ）

ベラルーシ、アンド
ラ、ウズベキスタ
ン、アゼルバイジャ
ン、ボスニア･ヘル
ツェゴビナ、セルビ
ア
（ ）

バハマ
（ ）

アルジェリア、スー
ダン、リビア、エチ
オピア、サントメ･
プリンシペ民主共和
国、コモロ、赤道ギ
ニア、ソマリア，南
スーダン（ ）
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第３章 紛争案件一覧

案件名（番

号は 紛争解

決機関の 番号

に対応）

申立国

【第三国参加国】
経 過

案件概要：①主な申立て事由

②パネル報告

③上級委報告

関連協定

第Ⅰ部

第Ⅱ部

記載

－穀物及

び米輸入税

米国 協議要請

パネル設置要請

パネル設置要請取り

下げ

①輸入穀物新課税制度が 第

条（関税譲許）、 条（関税評

価協定）に違反するとして申立

て。その後、 条 項交渉合意

の一環で 枠設定、パネル設置要

請取り下げ等を合意して決着。

－ホタテ

貝に関する表示

問題

チリ 協議要請

パネル設置要請

パネル設置（｢ ｣と

合併）

を参照

日本－移動

電話に関する合

意

協議要請

協議妥結

① 年 月の日米移動電話合意

内容が、欧州企業の製品に対して

違反となっているとして が

申立て。

－バナナ

輸入制限

グアテマラ、ホン

ジュラス、メキシ

コ、米国

協議要請（再協議要

請 ）

協議妥結

① の 諸国へのバナナ輸入割

当が 違反となっているとして

中南米各国及び米国が申立て。

－米輸入

税

タイ 協議要請 ① の輸入穀物新課税制度が

第 条（ ）、 条（関税譲

許）、 条（関税評価協定）に

違反するとしてタイが申立て。

豪州－サケ

輸入禁止

カナダ

【 、インド、ノ

ルウェー、米国】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

パネル報告書配布

豪州が上級委申立て

上級委報告書配布

パネル・上級委報告

書採択

カナダが 第 条に

基づく対抗措置承認申請

豪州が 条仲裁

の要請（→その後仲裁決定は出さ

れず）

パネル設置要請（履

行確認）

パネル設置（履行確

認）

パネル報告書配布

（履行確認）

パネル報告書採択

（履行確認）

①豪州の検疫制度による鮭輸入禁

止措置が 第 条、 条及び

協定に違反するとカナダが申

立て。

②豪州の措置が 協定第 条

（科学的根拠に基づく措置実

施）、 条（内国民・最恵国待

遇）、 条（危険性評価に基づ

く措置の実施）、 条（適切な

保護水準の設定）及び 条（貿

易制限的とならない保護水準の確

保）に違反する旨判断。

③ 条違反についてはパネル判

断を覆したものの、その他の論点

についてはパネルの判断を支持。

豪州は 年 月までに措置の是

正を行う義務を負ったが、カナダ

は、履行期限までに是正が行われ

なかったとして 第 条基づ

く履行確認パネルの手続を行い、

パネルは豪州の勧告不履行を認め

た。

資料編

案件名（番

号は 紛争解

決機関の 番号

に対応）

申立国

【第三国参加国】
経 過

案件概要：①主な申立て事由

②パネル報告

③上級委報告

関連協定

第Ⅰ部

第Ⅱ部

記載

する報復関税の

賦課

双方手続を進行させ

ない旨表明したことにより終了

第 、 条違反として日本が

申立て。

、

－ホタテ貝に

関する表示問題

カナダ

【豪州、チリ、ア

イルランド、日

本、ペルー、米

国】

ペルー

【豪州、カナダ、

アイスランド、日

本、ペルー、米

国】

チリ

【豪州、カナダ、

アイスランド、日

本、ペルー、米

国】

協議要請（｢ ｣

、「 」 ）

パネル設置要請

（｢ ｣ 、「 」 ）

パネル設置（

｢ ｣「 」と合併）

二国間合意通報

①フランスのホタテガイの名称表

示規則が、カナダの同種のホタテ

ガイを差別的に取り扱っており、

、 協定の規定する内国民

待遇に違反しているとして申立

て。

、

日本－酒税格差

カナダ

米国

協議要請（

｢ ｣、「 」）

パネル設置要請

パネル設置

（｢ ｣、「 」と合併）

パネル報告書配布

日本が上級委申立て

上級委報告書配布

パネル・上級委報告

書採択

①以前 年 月にも日本の酒税

制度が 違反とのパネル報告書

が採択されたが、その後の酒税法

改正後もウィスキー、コニャッ

ク、ブランデー等に対する酒税が

焼酎に比べて高率であり、内国民

待遇違反であるとして申立て。

② 第 条違反を認定。

③ 第 条違反を認定。

第Ⅱ部

第 章

－穀物輸

入税

カナダ

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

二国間合意通報

①輸入穀物新課税制度が 第

条（関税譲許）、 条（関税評

価協定）に違反するとして申立

て。その後、 条 項交渉合意

の一環で 枠設定、パネル設置中

止等を合意して決着。

日本－酒税

格差

カナダ 協議要請

パネル設置要請

パネル設置 「 」

と合併

を参照

第Ⅱ部

第 章

日本－酒税

格差

米国 協議要請

パネル設置要請

パネル設置 ｢ と

合併｣

を参照

第Ⅱ部

第 章

－ホタテ

貝に関する表示

問題

ペルー 協議要請

パネル設置要請

パネル設置（｢ ｣と

合併）

を参照
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案件名（番

号は 紛争解

決機関の 番号

に対応）

申立国

【第三国参加国】
経 過

案件概要：①主な申立て事由

②パネル報告

③上級委報告

関連協定

第Ⅰ部

第Ⅱ部

記載

－穀物及

び米輸入税

米国 協議要請

パネル設置要請

パネル設置要請取り

下げ

①輸入穀物新課税制度が 第

条（関税譲許）、 条（関税評

価協定）に違反するとして申立

て。その後、 条 項交渉合意

の一環で 枠設定、パネル設置要

請取り下げ等を合意して決着。

－ホタテ

貝に関する表示

問題

チリ 協議要請

パネル設置要請

パネル設置（｢ ｣と

合併）

を参照

日本－移動

電話に関する合

意

協議要請

協議妥結

① 年 月の日米移動電話合意

内容が、欧州企業の製品に対して

違反となっているとして が

申立て。

－バナナ

輸入制限

グアテマラ、ホン

ジュラス、メキシ

コ、米国

協議要請（再協議要

請 ）

協議妥結

① の 諸国へのバナナ輸入割

当が 違反となっているとして

中南米各国及び米国が申立て。

－米輸入

税

タイ 協議要請 ① の輸入穀物新課税制度が

第 条（ ）、 条（関税譲

許）、 条（関税評価協定）に

違反するとしてタイが申立て。

豪州－サケ

輸入禁止

カナダ

【 、インド、ノ

ルウェー、米国】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

パネル報告書配布

豪州が上級委申立て

上級委報告書配布

パネル・上級委報告

書採択

カナダが 第 条に

基づく対抗措置承認申請

豪州が 条仲裁

の要請（→その後仲裁決定は出さ

れず）

パネル設置要請（履

行確認）

パネル設置（履行確

認）

パネル報告書配布

（履行確認）

パネル報告書採択

（履行確認）

①豪州の検疫制度による鮭輸入禁

止措置が 第 条、 条及び

協定に違反するとカナダが申

立て。

②豪州の措置が 協定第 条

（科学的根拠に基づく措置実

施）、 条（内国民・最恵国待

遇）、 条（危険性評価に基づ

く措置の実施）、 条（適切な

保護水準の設定）及び 条（貿

易制限的とならない保護水準の確

保）に違反する旨判断。

③ 条違反についてはパネル判

断を覆したものの、その他の論点

についてはパネルの判断を支持。

豪州は 年 月までに措置の是

正を行う義務を負ったが、カナダ

は、履行期限までに是正が行われ

なかったとして 第 条基づ

く履行確認パネルの手続を行い、

パネルは豪州の勧告不履行を認め

た。

資料編

案件名（番

号は 紛争解

決機関の 番号

に対応）

申立国

【第三国参加国】
経 過

案件概要：①主な申立て事由

②パネル報告

③上級委報告

関連協定

第Ⅰ部

第Ⅱ部

記載

する報復関税の

賦課

双方手続を進行させ

ない旨表明したことにより終了

第 、 条違反として日本が

申立て。

、

－ホタテ貝に

関する表示問題

カナダ

【豪州、チリ、ア

イルランド、日

本、ペルー、米

国】

ペルー

【豪州、カナダ、

アイスランド、日

本、ペルー、米

国】

チリ

【豪州、カナダ、

アイスランド、日

本、ペルー、米

国】

協議要請（｢ ｣

、「 」 ）

パネル設置要請

（｢ ｣ 、「 」 ）

パネル設置（

｢ ｣「 」と合併）

二国間合意通報

①フランスのホタテガイの名称表

示規則が、カナダの同種のホタテ

ガイを差別的に取り扱っており、

、 協定の規定する内国民

待遇に違反しているとして申立

て。

、

日本－酒税格差

カナダ

米国

協議要請（

｢ ｣、「 」）

パネル設置要請

パネル設置

（｢ ｣、「 」と合併）

パネル報告書配布

日本が上級委申立て

上級委報告書配布

パネル・上級委報告

書採択

①以前 年 月にも日本の酒税

制度が 違反とのパネル報告書

が採択されたが、その後の酒税法

改正後もウィスキー、コニャッ

ク、ブランデー等に対する酒税が

焼酎に比べて高率であり、内国民

待遇違反であるとして申立て。

② 第 条違反を認定。

③ 第 条違反を認定。

第Ⅱ部

第 章

－穀物輸

入税

カナダ

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

二国間合意通報

①輸入穀物新課税制度が 第

条（関税譲許）、 条（関税評

価協定）に違反するとして申立

て。その後、 条 項交渉合意

の一環で 枠設定、パネル設置中

止等を合意して決着。

日本－酒税

格差

カナダ 協議要請

パネル設置要請

パネル設置 「 」

と合併

を参照

第Ⅱ部

第 章

日本－酒税

格差

米国 協議要請

パネル設置要請

パネル設置 ｢ と

合併｣

を参照

第Ⅱ部

第 章

－ホタテ

貝に関する表示

問題

ペルー 協議要請

パネル設置要請

パネル設置（｢ ｣と

合併）

を参照
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第３章 紛争案件一覧

案件名（番

号は 紛争解

決機関の 番号

に対応）

申立国

【第三国参加国】
経 過

案件概要：①主な申立て事由

②パネル報告

③上級委報告

関連協定

第Ⅰ部

第Ⅱ部

記載

に適用することはできないと判

断。

－米に関

するウルグア

イ・ラウンド・

コミットメント

ウルグアイ 協議要請 ① の輸入穀物新課税制度が

第 条 項に違反するとしてウ

ルグアイが申立て。

ー

ホルモン牛肉に

関する措置

米国

【豪州、カナダ、

ニュージーラン

ド、ノルウェー】

カナダ

【豪州、ニュージ

ーランド、ノルウ

ェー、米国】

協議要請（「 」

）

パネル設置要請

（「 」 ）

パネル設置（

「 」と合併）

パネル報告書配布

が上級委申立て

上級委報告書配布

パネル・上級委報告

書採択

米国が 第 条に基

づく対抗措置承認申請

が 第 条仲裁

の要請

条仲裁決定の配

布

条仲裁決定の採

択

が本件の履行につ

いての米国及びカナダとの相違の

解決と、米国及びカナダによる譲

許停止の停止を目的として協議要

請（履行確認）

（ への通報は

付け） ・米国間で、 が年間一

定量（段階的に増加）の牛肉につ

いて ％の関税率割当を設け、米

国は段階的に 産品に対する対抗

措置を停止・撤廃する等の内容の

合意が成立。

①肉牛の飼料へのホルモン剤添加

規制及び当該飼料で育成された牛

の肉の輸入規制に係る 指令が、

米国牛肉の輸入を制限し、 第

条（内国民待遇）、 条（数

量制限）、 協定、 協定、農

業協定等に違反する、と米国が申

立て。

② の措置が 協定第 条（国

際的基準への準拠）、 条（危

険性評価に基づく措置の実施）及

び 条（適切な保護水準の設

定）に違反すると判断。

③ 協定第 条についてはパネ

ルの判断を支持したが、 条及

び 条についてはパネルの判断

を破棄。また、上級委は、 条

の要請する国際基準に基づかない

措置を執る場合には、係る措置を

執る国が 協定第 条（科学的

に正当な理由がある場合の国際基

準よりも高い保護水準の導入）と

の整合性の証明責任を負う、とし

たパネルの判断についてもこれを

破棄。

仲裁により には か月の履行期

間が認められたが、 が期間内の

履行は不可能、としたため、米国

及びカナダは 第 条に基づ

く対抗措置の承認申請を行い、対

抗措置の規模の仲裁を経て、

年 月の において、米国に年

億 百万米ドル、カナダに年

第Ⅱ部

第 章

資料編

案件名（番

号は 紛争解

決機関の 番号

に対応）

申立国

【第三国参加国】
経 過

案件概要：①主な申立て事由

②パネル報告

③上級委報告

関連協定

第Ⅰ部

第Ⅱ部

記載

ポーランド

－自動車輸入制

限

インド 協議要請

二国間合意通報

①ポーランドの輸入関税引上げ及

び 産向け無税枠の設定は 第

、 条に違反するとしてイン

ドが申立て。

韓国－瓶詰

水に関する規制

カナダ 協議要請

二国間合意通報

①韓国のミネラルウォーターの規

制（ か月の流通規制、オゾン処

理規制）が輸入制限となっている

としてカナダが申立て。

豪州－サケ

輸入禁止

米国

【カナダ、 、香

港、アイスラン

ド、インド、ノル

ウェー】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

パネル停止

二国間合意通報

①豪州の検疫制度による鮭輸入禁

止措置は 第 条、 条及び

協定に違反するとして米国が

申立て。

ブラジル－

乾燥ココナッツ

相殺関税

フィリピン

【カナダ、 、イ

ンドネシア、マレ

ーシア、スリラン

カ、米国】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

パネル報告書配布

フィリピンが上級委

申立て

上級委報告書配布

パネル・上級委報告

書採択

①ブラジルの農民支援措置に対す

る相殺関税賦課は、 第 、

、 条 項、 条 、農業協

定第 条に違反すると申立て。

②ブラジルの主張は 第 条に

基づくため 第 条は適用

されず、また、本件措置はブラジ

ルの 加盟以前の措置であり、

第 条は補助金協定と独立して適

用できないことから、結論として

年の 第 条及

び農業協定は本件には適用されな

いと判断。

③パネルの判断を支持。

ベネズエラ

－ への 調

査

メキシコ 協議要請

ベネズエラの調査終

了により妥結

①ベネズエラの 協定調査は 協

定に違反するとしてメキシコが申

立て。

米国－綿・

人造繊維下着輸

入制限

コスタリカ

【インド】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

パネル報告書配布

コスタリカの上級委

申立て

上級委報告書配布

上級委報告書採択

①米国の経過的繊維 協定発動は

繊維協定第 、 、 、

、 、 、 条に違反し

ているとコスタリカが申立て。

②米国は輸入の増加によって重大

な損害が発生したことを立証して

おらず繊維協定第 条に違反し

ているとした他、繊維協定第

、 、 、 条違反で

あると認定。

③パネルが規制措置の遡及的適用

を認めた点をコスタリカが上級委

申立て。上級委は、経過的 協定

措置は可能な限り限定的に適用さ

れなければならず、措置を遡及的
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第３章 紛争案件一覧

案件名（番

号は 紛争解

決機関の 番号

に対応）

申立国

【第三国参加国】
経 過

案件概要：①主な申立て事由

②パネル報告

③上級委報告

関連協定

第Ⅰ部

第Ⅱ部

記載

に適用することはできないと判

断。

－米に関

するウルグア

イ・ラウンド・

コミットメント

ウルグアイ 協議要請 ① の輸入穀物新課税制度が

第 条 項に違反するとしてウ

ルグアイが申立て。

ー

ホルモン牛肉に

関する措置

米国

【豪州、カナダ、

ニュージーラン

ド、ノルウェー】

カナダ

【豪州、ニュージ

ーランド、ノルウ

ェー、米国】

協議要請（「 」

）

パネル設置要請

（「 」 ）

パネル設置（

「 」と合併）

パネル報告書配布

が上級委申立て

上級委報告書配布

パネル・上級委報告

書採択

米国が 第 条に基

づく対抗措置承認申請

が 第 条仲裁

の要請

条仲裁決定の配

布

条仲裁決定の採

択

が本件の履行につ

いての米国及びカナダとの相違の

解決と、米国及びカナダによる譲

許停止の停止を目的として協議要

請（履行確認）

（ への通報は

付け） ・米国間で、 が年間一

定量（段階的に増加）の牛肉につ

いて ％の関税率割当を設け、米

国は段階的に 産品に対する対抗

措置を停止・撤廃する等の内容の

合意が成立。

①肉牛の飼料へのホルモン剤添加

規制及び当該飼料で育成された牛

の肉の輸入規制に係る 指令が、

米国牛肉の輸入を制限し、 第

条（内国民待遇）、 条（数

量制限）、 協定、 協定、農

業協定等に違反する、と米国が申

立て。

② の措置が 協定第 条（国

際的基準への準拠）、 条（危

険性評価に基づく措置の実施）及

び 条（適切な保護水準の設

定）に違反すると判断。

③ 協定第 条についてはパネ

ルの判断を支持したが、 条及

び 条についてはパネルの判断

を破棄。また、上級委は、 条

の要請する国際基準に基づかない

措置を執る場合には、係る措置を

執る国が 協定第 条（科学的

に正当な理由がある場合の国際基

準よりも高い保護水準の導入）と

の整合性の証明責任を負う、とし

たパネルの判断についてもこれを

破棄。

仲裁により には か月の履行期

間が認められたが、 が期間内の

履行は不可能、としたため、米国

及びカナダは 第 条に基づ

く対抗措置の承認申請を行い、対

抗措置の規模の仲裁を経て、

年 月の において、米国に年

億 百万米ドル、カナダに年

第Ⅱ部

第 章

資料編

案件名（番

号は 紛争解

決機関の 番号

に対応）

申立国

【第三国参加国】
経 過

案件概要：①主な申立て事由

②パネル報告

③上級委報告

関連協定

第Ⅰ部

第Ⅱ部

記載

ポーランド

－自動車輸入制

限

インド 協議要請

二国間合意通報

①ポーランドの輸入関税引上げ及

び 産向け無税枠の設定は 第

、 条に違反するとしてイン

ドが申立て。

韓国－瓶詰

水に関する規制

カナダ 協議要請

二国間合意通報

①韓国のミネラルウォーターの規

制（ か月の流通規制、オゾン処

理規制）が輸入制限となっている

としてカナダが申立て。

豪州－サケ

輸入禁止

米国

【カナダ、 、香

港、アイスラン

ド、インド、ノル

ウェー】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

パネル停止

二国間合意通報

①豪州の検疫制度による鮭輸入禁

止措置は 第 条、 条及び

協定に違反するとして米国が

申立て。

ブラジル－

乾燥ココナッツ

相殺関税

フィリピン

【カナダ、 、イ

ンドネシア、マレ

ーシア、スリラン

カ、米国】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

パネル報告書配布

フィリピンが上級委

申立て

上級委報告書配布

パネル・上級委報告

書採択

①ブラジルの農民支援措置に対す

る相殺関税賦課は、 第 、

、 条 項、 条 、農業協

定第 条に違反すると申立て。

②ブラジルの主張は 第 条に

基づくため 第 条は適用

されず、また、本件措置はブラジ

ルの 加盟以前の措置であり、

第 条は補助金協定と独立して適

用できないことから、結論として

年の 第 条及

び農業協定は本件には適用されな

いと判断。

③パネルの判断を支持。

ベネズエラ

－ への 調

査

メキシコ 協議要請

ベネズエラの調査終

了により妥結

①ベネズエラの 協定調査は 協

定に違反するとしてメキシコが申

立て。

米国－綿・

人造繊維下着輸

入制限

コスタリカ

【インド】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

パネル報告書配布

コスタリカの上級委

申立て

上級委報告書配布

上級委報告書採択

①米国の経過的繊維 協定発動は

繊維協定第 、 、 、

、 、 、 条に違反し

ているとコスタリカが申立て。

②米国は輸入の増加によって重大

な損害が発生したことを立証して

おらず繊維協定第 条に違反し

ているとした他、繊維協定第

、 、 、 条違反で

あると認定。

③パネルが規制措置の遡及的適用

を認めた点をコスタリカが上級委

申立て。上級委は、経過的 協定

措置は可能な限り限定的に適用さ

れなければならず、措置を遡及的
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第３章 紛争案件一覧

案件名（番

号は 紛争解

決機関の 番号

に対応）

申立国

【第三国参加国】
経 過

案件概要：①主な申立て事由

②パネル報告

③上級委報告

関連協定

第Ⅰ部

第Ⅱ部

記載

条仲裁決定の採

択

米 、米エクアドル

合意

協議要請Ⅱ（履行確

認）

パネル設置要請Ⅱ

（履行確認）

パネル設置Ⅱ（履行

確認）

パネル報告書配布Ⅱ

（履行確認 エクアドル申立て）

パネル報告書配布Ⅱ

（履行確認 米国申立て）

エクアドルが上級委

申立て（履行確認）

上級委員会報告書配

布（履行確認）

パネル・上級委報告

書採択（履行確認）

二国間合意通報

を含み、米国、エクアドルの協定

上の利益を損ねているとの事実認

定を却下。

日本－著作

隣接権

米国 協議要請

二国間合意通報

①日本の著作隣接権保護制度が

協定第 条などに違反する

として米国が申立て。

トルコ－繊

維・衣服輸入制

限

香港 協議要請 ①トルコの繊維・衣服輸入制限が

第 、 条に違反するとし

て香港が申立て。

ブラジル－

乾燥ココナッツ

及びココナッツ

ミルクパウダー

相殺関税

スリランカ 協議要請 ①乾燥ココナッツ･ココナッツミ

ルクに対するブラジルの相殺関税

賦課が、 第 、 、 条に違

反するとしてスリランカが申立

て。

カナダ－雑

誌に係る措置

米国 協議要請

パネル設置要請

パネル設置

パネル報告書配布

カナダが上級委申立

て

上級委報告書配布

パネル・上級委報告

書採択

①カナダの雑誌の輸入制限が、

第 条に違反する、また、雑

誌に対する税制等が、 第

条に違反するとして米国が申立

て。

②ある種の雑誌に対する輸入禁止

は 第 条に違反し、これは

第 条 では正当化できない

と認定。また、 第 条 項違

反を認定。

③パネルの判断を概ね肯定した

が、一部、輸入スプリット・ラン

雑誌と国産非スプリット・ラン雑

資料編

案件名（番

号は 紛争解

決機関の 番号

に対応）

申立国

【第三国参加国】
経 過

案件概要：①主な申立て事由

②パネル報告

③上級委報告

関連協定

第Ⅰ部

第Ⅱ部

記載

万カナダドルの報復関税賦課

が承認された。両国は同月に関税

賦課を開始した。なお、 年

月、 は本件で問題とされた措置

が是正されたにもかかわらず、米

国及びカナダが対抗措置を継続し

ているのは の関連規定等に反

するとして、両国に対して に

基づく二国間協議要請を行った。

（ ：対米国、 ：対カナ

ダ）

及び は、 年 月 日

にパネル報告書、 月 日には上

級委報告書が配布され、早急に履

行パネルを開始するよう勧告され

た。

ーバナナ

輸入制限

エクアドル

グアテマラ

ホンジュラス

メキシコ

米国

【ベリーズ、カメ

ルーン、コート・

ディボワール、ド

ミニカ共和国、ジ

ャマイカ、セント

ルシア、セント・

ビンセント、グレ

ナディーン、スリ

ナム、コロンビ

ア、ニカラグア、

日本、ブラジル、

パナマ、コスタリ

カ、カナダ、ドミ

ニカ、マダガスカ

ル、ガーナ、グレ

ナダ、インド、フ

ィリピン、セネガ

ル、ベネズエラ】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

パネル報告書配布

が上級委申立て

上級委報告書配布

パネル・上級委報告

書採択

パネル設置要請（履

行確認）

パネル設置（履行確

認）

米国が 第 条に基

づく対抗措置承認申請

米国が の 第

条仲裁の要請

米国が 条仲裁決

定の配布

パネル報告書配布

（履行確認）

米国が 仲裁決定

の採択

パネル報告書採択

（履行確認）

エクアドルが 第

条に基づく対抗措置承認申請

エクアドルが の

条仲裁の要請

エクアドルが 条

仲裁決定の配布

①バナナの輸入、販売、流通に関

する の制度が、 第 、 、

、 、 、 条、輸入許可手

続協定第 、 条、農業協定、

協定第 、 条、 第 、

、 、 条に違反するとの申立

て。

② 第 条 項、 条 項、 条

項、 条 項、輸入許可手続協

定第 条 項、 第 条、 条

に違反すると判断。

③概ねパネルの報告を支持した

が、 第 条 項の義務違反

を免除する認定についての解釈、

輸入許可手続が、 第 条と輸

入許可手続協定に違反することの

認定に際し解釈を修正。

履行確認パネル・上級委報告書

は、本件で争われた措置はすでに

存在しないとして、 に対して

何らの勧告も行わないと結論。

エクアドル申立と米国申立に

ついて、 ． 条パネルが異なる

タイムテーブルにて検討を行った

点は ． 条に非整合。 ．

条パネルによる、 諸国に対す

る無税枠の供与が 第 条に非

整合とする事実認定を却下。

． 条パネルによる、 のバ

ナナ輸入措置が 非整合の措置

第Ⅱ部

第 章

第Ⅱ部

第 章

第Ⅱ部

第 章
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第３章 紛争案件一覧

案件名（番

号は 紛争解

決機関の 番号

に対応）

申立国

【第三国参加国】
経 過

案件概要：①主な申立て事由

②パネル報告

③上級委報告

関連協定

第Ⅰ部

第Ⅱ部

記載

条仲裁決定の採

択

米 、米エクアドル

合意

協議要請Ⅱ（履行確

認）

パネル設置要請Ⅱ

（履行確認）

パネル設置Ⅱ（履行

確認）

パネル報告書配布Ⅱ

（履行確認 エクアドル申立て）

パネル報告書配布Ⅱ

（履行確認 米国申立て）

エクアドルが上級委

申立て（履行確認）

上級委員会報告書配

布（履行確認）

パネル・上級委報告

書採択（履行確認）

二国間合意通報

を含み、米国、エクアドルの協定

上の利益を損ねているとの事実認

定を却下。

日本－著作

隣接権

米国 協議要請

二国間合意通報

①日本の著作隣接権保護制度が

協定第 条などに違反する

として米国が申立て。

トルコ－繊

維・衣服輸入制

限

香港 協議要請 ①トルコの繊維・衣服輸入制限が

第 、 条に違反するとし

て香港が申立て。

ブラジル－

乾燥ココナッツ

及びココナッツ

ミルクパウダー

相殺関税

スリランカ 協議要請 ①乾燥ココナッツ･ココナッツミ

ルクに対するブラジルの相殺関税

賦課が、 第 、 、 条に違

反するとしてスリランカが申立

て。

カナダ－雑

誌に係る措置

米国 協議要請

パネル設置要請

パネル設置

パネル報告書配布

カナダが上級委申立

て

上級委報告書配布

パネル・上級委報告

書採択

①カナダの雑誌の輸入制限が、

第 条に違反する、また、雑

誌に対する税制等が、 第

条に違反するとして米国が申立

て。

②ある種の雑誌に対する輸入禁止

は 第 条に違反し、これは

第 条 では正当化できない

と認定。また、 第 条 項違

反を認定。

③パネルの判断を概ね肯定した

が、一部、輸入スプリット・ラン

雑誌と国産非スプリット・ラン雑

資料編

案件名（番

号は 紛争解

決機関の 番号

に対応）

申立国

【第三国参加国】
経 過

案件概要：①主な申立て事由

②パネル報告

③上級委報告

関連協定

第Ⅰ部

第Ⅱ部

記載

万カナダドルの報復関税賦課

が承認された。両国は同月に関税

賦課を開始した。なお、 年

月、 は本件で問題とされた措置

が是正されたにもかかわらず、米

国及びカナダが対抗措置を継続し

ているのは の関連規定等に反

するとして、両国に対して に

基づく二国間協議要請を行った。

（ ：対米国、 ：対カナ

ダ）

及び は、 年 月 日

にパネル報告書、 月 日には上

級委報告書が配布され、早急に履

行パネルを開始するよう勧告され

た。

ーバナナ

輸入制限

エクアドル

グアテマラ

ホンジュラス

メキシコ

米国

【ベリーズ、カメ

ルーン、コート・

ディボワール、ド

ミニカ共和国、ジ

ャマイカ、セント

ルシア、セント・

ビンセント、グレ

ナディーン、スリ

ナム、コロンビ

ア、ニカラグア、

日本、ブラジル、

パナマ、コスタリ

カ、カナダ、ドミ

ニカ、マダガスカ

ル、ガーナ、グレ

ナダ、インド、フ

ィリピン、セネガ

ル、ベネズエラ】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

パネル報告書配布

が上級委申立て

上級委報告書配布

パネル・上級委報告

書採択

パネル設置要請（履

行確認）

パネル設置（履行確

認）

米国が 第 条に基

づく対抗措置承認申請

米国が の 第

条仲裁の要請

米国が 条仲裁決

定の配布

パネル報告書配布

（履行確認）

米国が 仲裁決定

の採択

パネル報告書採択

（履行確認）

エクアドルが 第

条に基づく対抗措置承認申請

エクアドルが の

条仲裁の要請

エクアドルが 条

仲裁決定の配布

①バナナの輸入、販売、流通に関

する の制度が、 第 、 、

、 、 、 条、輸入許可手

続協定第 、 条、農業協定、

協定第 、 条、 第 、

、 、 条に違反するとの申立

て。

② 第 条 項、 条 項、 条

項、 条 項、輸入許可手続協

定第 条 項、 第 条、 条

に違反すると判断。

③概ねパネルの報告を支持した

が、 第 条 項の義務違反

を免除する認定についての解釈、

輸入許可手続が、 第 条と輸

入許可手続協定に違反することの

認定に際し解釈を修正。

履行確認パネル・上級委報告書

は、本件で争われた措置はすでに

存在しないとして、 に対して

何らの勧告も行わないと結論。

エクアドル申立と米国申立に

ついて、 ． 条パネルが異なる

タイムテーブルにて検討を行った

点は ． 条に非整合。 ．

条パネルによる、 諸国に対す

る無税枠の供与が 第 条に非

整合とする事実認定を却下。

． 条パネルによる、 のバ

ナナ輸入措置が 非整合の措置

第Ⅱ部

第 章

第Ⅱ部

第 章

第Ⅱ部

第 章
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第３章 紛争案件一覧

案件名（番

号は 紛争解

決機関の 番号

に対応）

申立国

【第三国参加国】
経 過

案件概要：①主な申立て事由

②パネル報告

③上級委報告

関連協定

第Ⅰ部

第Ⅱ部

記載

【カナダ、日本、

タイ、ウルグア

イ】

パキスタン

－医薬品農業用

化学品特許保護

米国 協議要請

パネル設置要請

二国間合意通報

①パキスタンの医薬品・農業用化

学品に関する特許保護制度が、

協定第 、 、 条に違反

するとして米国が申立て。

ポルトガル

－工業所有権法

下の特許保護

米国 協議要請

二国間合意通報

①ポルトガルの工業所有権法下の

特許保護が、 協定第 、

、 条に違反するとして米国が

申立て。

米国－キュ

ーバ自由民主化

法

【カナダ、日本、

マレーシア、メキ

シコ、タイ】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

によるパネル停止

パネル設置根拠喪失

①米国のキューバ自由民主化法に

基づく貿易制限、ビザ発給拒否、

米国からの外国人追放が、 第

、 、 、 、 条、及び

第 、 、 、 、 条

に違反するとして が申立て。

米国－対

輸入品関税引上

げ

協議要請

パネル設置要請

パネル設置要請取り

下げ

①米国の対 輸入品関税の一方的

引き上げが、 第 、 、

条及び 第 、 、 条に違反す

るとして が申立て。

韓国－通信

機器調達関連法

令・実態

協議要請

二国間合意通報

①通信機器に関する韓国の政府調

達慣行と米韓二国間条約に基づく

米国企業への優遇が、 第

、 条に違反するとして

が申立て。

韓国－農産

品検疫関連措置

米国 協議要請 ①韓国の農産品検疫関連措置が輸

入を制限しており、 第 、

条、 協定第 、 、 条、

協定第 、 、 条、農業協定第 条

に違反するとして米国が申立て。

日本－著作

隣接権

協議要請

※ の協議と一本化したため、日

米間合意に伴い終了

①日本の著作隣接権保護制度が、

協定第 、 条に違反

するとして が申立て。

トルコ－外

国映画放映収入

税

米国 協議要請

パネル設置要請

パネル設置

二国間合意通報

①トルコの外国映画放映収入税が

第 条に違反するとして米

国が申立て。

日本－消費

者フィルム印画

紙関連措置

米国

【 、メキシコ】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

パネル報告書配布

パネル報告書採択

①日本の消費者フィルム印画紙関

連措置が輸入品を差別しており、

利益を無効化・侵害しているとし

て、 第 、 条に違反すると

米国が申立て。

第Ⅱ部

第 章

資料編

案件名（番

号は 紛争解

決機関の 番号

に対応）

申立国

【第三国参加国】
経 過

案件概要：①主な申立て事由

②パネル報告

③上級委報告

関連協定

第Ⅰ部

第Ⅱ部

記載

誌を 第 条 項の同種の産品

とした判断を覆し、カナダの消費

税法 ． 部が、 第 条 項第

文、第 文に違反する、また、国

産雑誌への郵便料金の軽減は、

第 条 項 に違反すると

してパネルの解釈を修正。

米国－女性

羊毛コート輸入

制限

インド

【カナダ、コスタ

リカ、 、ノルウ

ェー、パキスタ

ン、トルコ】

パネル設置要請

パネル設置

パネル設置要請取り

下げ

①米国の繊維製品に関するセーフ

ガード措置が、繊維協定第 、 、

条に違反するとしてインドが申

立て。

米国－毛織

シャツ・ブラウ

ス輸入制限

インド

【カナダ、 、ノ

ルウェー、パキス

タン、トルコ】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

パネル報告書配布

インドが上級委申立

て

上級委報告書配布

パネル・上級委報告

書採択

①米国の繊維製品に関する経過的

繊維 協定措置が、 の第 、

条に違反するとインドが申立

て。

②米国の重大な損害の立証におい

て繊維協定第 、 条に違反する

と認定（ に関するパネル判断

については上級委申立てされ

ず）。

③手続的論点として、挙証責任が

申立国にあるとのパネル判断を支

持。

パネル報告書配布前の 年 月

日に米国は措置を撤廃したと宣

言。

トルコ－繊

維・衣服輸入制

限

インド

【 、香港、中

国、日本、フィリ

ピン、タイ、米

国】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

パネル報告書配布

トルコが上級委申立

て

上級委報告書配布

パネル・上級委報告

書採択

①トルコの繊維・衣服輸入制限

が、 第 、 条、繊維協定

第 条に違反するとインドが申立

て。

② 第 条、 条、繊維協定

第 条 項違反は、 第 条に

よって正当化されるとするトルコ

の主張を棄却。

③結論としてパネルの判断を支持

したが、同条 項 に係る検討も必

要であるとして、パネルの 第

条違反の理由を修正。

第Ⅱ部

第 章

ハンガリー

－農産品輸出

アルゼンチン、豪

州、カナダ、ニュ

ージーランド、タ

イ、米国

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

合意により解決とし

ながらもウェーバーの採用につき

未解決

①ハンガリーは、約束表のコミッ

トメントのレベルを越えて輸出

を交付しており、農業協定第

条及び第 部に違反するとして

米国、カナダほか各国が申立て。
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第３章 紛争案件一覧

案件名（番

号は 紛争解

決機関の 番号

に対応）

申立国

【第三国参加国】
経 過

案件概要：①主な申立て事由

②パネル報告

③上級委報告

関連協定

第Ⅰ部

第Ⅱ部

記載

【カナダ、日本、

タイ、ウルグア

イ】

パキスタン

－医薬品農業用

化学品特許保護

米国 協議要請

パネル設置要請

二国間合意通報

①パキスタンの医薬品・農業用化

学品に関する特許保護制度が、

協定第 、 、 条に違反

するとして米国が申立て。

ポルトガル

－工業所有権法

下の特許保護

米国 協議要請

二国間合意通報

①ポルトガルの工業所有権法下の

特許保護が、 協定第 、

、 条に違反するとして米国が

申立て。

米国－キュ

ーバ自由民主化

法

【カナダ、日本、

マレーシア、メキ

シコ、タイ】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

によるパネル停止

パネル設置根拠喪失

①米国のキューバ自由民主化法に

基づく貿易制限、ビザ発給拒否、

米国からの外国人追放が、 第

、 、 、 、 条、及び

第 、 、 、 、 条

に違反するとして が申立て。

米国－対

輸入品関税引上

げ

協議要請

パネル設置要請

パネル設置要請取り

下げ

①米国の対 輸入品関税の一方的

引き上げが、 第 、 、

条及び 第 、 、 条に違反す

るとして が申立て。

韓国－通信

機器調達関連法

令・実態

協議要請

二国間合意通報

①通信機器に関する韓国の政府調

達慣行と米韓二国間条約に基づく

米国企業への優遇が、 第

、 条に違反するとして

が申立て。

韓国－農産

品検疫関連措置

米国 協議要請 ①韓国の農産品検疫関連措置が輸

入を制限しており、 第 、

条、 協定第 、 、 条、

協定第 、 、 条、農業協定第 条

に違反するとして米国が申立て。

日本－著作

隣接権

協議要請

※ の協議と一本化したため、日

米間合意に伴い終了

①日本の著作隣接権保護制度が、

協定第 、 条に違反

するとして が申立て。

トルコ－外

国映画放映収入

税

米国 協議要請

パネル設置要請

パネル設置

二国間合意通報

①トルコの外国映画放映収入税が

第 条に違反するとして米

国が申立て。

日本－消費

者フィルム印画

紙関連措置

米国

【 、メキシコ】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

パネル報告書配布

パネル報告書採択

①日本の消費者フィルム印画紙関

連措置が輸入品を差別しており、

利益を無効化・侵害しているとし

て、 第 、 条に違反すると

米国が申立て。

第Ⅱ部

第 章

資料編

案件名（番

号は 紛争解

決機関の 番号

に対応）

申立国

【第三国参加国】
経 過

案件概要：①主な申立て事由

②パネル報告

③上級委報告

関連協定

第Ⅰ部

第Ⅱ部

記載

誌を 第 条 項の同種の産品

とした判断を覆し、カナダの消費

税法 ． 部が、 第 条 項第

文、第 文に違反する、また、国

産雑誌への郵便料金の軽減は、

第 条 項 に違反すると

してパネルの解釈を修正。

米国－女性

羊毛コート輸入

制限

インド

【カナダ、コスタ

リカ、 、ノルウ

ェー、パキスタ

ン、トルコ】

パネル設置要請

パネル設置

パネル設置要請取り

下げ

①米国の繊維製品に関するセーフ

ガード措置が、繊維協定第 、 、

条に違反するとしてインドが申

立て。

米国－毛織

シャツ・ブラウ

ス輸入制限

インド

【カナダ、 、ノ

ルウェー、パキス

タン、トルコ】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

パネル報告書配布

インドが上級委申立

て

上級委報告書配布

パネル・上級委報告

書採択

①米国の繊維製品に関する経過的

繊維 協定措置が、 の第 、

条に違反するとインドが申立

て。

②米国の重大な損害の立証におい

て繊維協定第 、 条に違反する

と認定（ に関するパネル判断

については上級委申立てされ

ず）。

③手続的論点として、挙証責任が

申立国にあるとのパネル判断を支

持。

パネル報告書配布前の 年 月

日に米国は措置を撤廃したと宣

言。

トルコ－繊

維・衣服輸入制

限

インド

【 、香港、中

国、日本、フィリ

ピン、タイ、米

国】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

パネル報告書配布

トルコが上級委申立

て

上級委報告書配布

パネル・上級委報告

書採択

①トルコの繊維・衣服輸入制限

が、 第 、 条、繊維協定

第 条に違反するとインドが申立

て。

② 第 条、 条、繊維協定

第 条 項違反は、 第 条に

よって正当化されるとするトルコ

の主張を棄却。

③結論としてパネルの判断を支持

したが、同条 項 に係る検討も必

要であるとして、パネルの 第

条違反の理由を修正。

第Ⅱ部

第 章

ハンガリー

－農産品輸出

アルゼンチン、豪

州、カナダ、ニュ

ージーランド、タ

イ、米国

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

合意により解決とし

ながらもウェーバーの採用につき

未解決

①ハンガリーは、約束表のコミッ

トメントのレベルを越えて輸出

を交付しており、農業協定第

条及び第 部に違反するとして

米国、カナダほか各国が申立て。
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第３章 紛争案件一覧

案件名（番

号は 紛争解

決機関の 番号

に対応）

申立国

【第三国参加国】
経 過

案件概要：①主な申立て事由

②パネル報告

③上級委報告

関連協定

第Ⅰ部

第Ⅱ部

記載

パネルⅡ報告書配布

（履行確認）

パネルⅡ報告書採択

（履行確認）

トルコー繊

維・衣服輸入制

限

タイ 協議要請 ①トルコの繊維・衣服輸入制限

が、 第 、 、 、 条及

び繊維協定第 条に違反するとし

てタイが申立て。

ーホルモ

ン家畜・牛肉制

限する措置

カナダ 協議要請

パネル設置要請

パネル設置（｢ ｣

と合併）

を参照

第Ⅱ部

第

章

米国ー生

鮮･冷凍トマト

輸入 措置

メキシコ 協議要請 ①生鮮・冷凍トマト輸入に対する

米国の 協定調査が、 第 、

条、及び 協定第 、 、 、 、

条に違反するとしてメキシコ

が申立て。

インドー医

薬品農業用化学

品特許保護

米国

【 】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

パネル報告書配布

インドが上級委申立

て

上級委報告書配布

パネル・上級委報告

書採択

①インドの医薬品・農業用化学品

の特許保護制度が 協定第

、 、 、 、 条等に違

反するとして米国が申立て。

②インドは医薬品・農業用化学品

の物質特許申請の新規性・優先性

を保護する適切な措置及び期間排

他的販売権を付与する措置を確立

していないとして、 協定第

条、 条、 条、

条違反を認定。

③ 条及び 条について

はパネルの判断を支持したもの

の、 条については、パネルの付

託事項ではないとして、パネルの

判断を破棄。

ブラジルー

自動車関連投資

措置

日本 協議要請 ①ブラジルの自動車関連投資措置

が、 第 、 、 条、

協定 第 条、補助金協定第 、

、 条に違反。し、利益を

無効化・侵害しているとして日本

が申立て。

ブラジルー

自動車貿易投資

関連措置

米国 協議要請 ①ブラジルの自動車貿易投資関連

措置が、 第 、 条、

協定第 条、補助金協定第 、

条に違反し、利益を無効化・侵害

しているとして米国が申立て。

資料編

案件名（番

号は 紛争解

決機関の 番号

に対応）

申立国

【第三国参加国】
経 過

案件概要：①主な申立て事由

②パネル報告

③上級委報告

関連協定

第Ⅰ部

第Ⅱ部

記載

②当該措置により、輸入品が国内

産品と比較して不利な待遇を付与

されたこと、実質的に輸入品に与

えられた利益に影響を及ぼしたこ

とを立証出来ていないとして、

第 、 条に違反しないと判

断。

日本－流通

サービス関連措

置

米国 協議要請

追加的協議要請

①日本の流通サービス関連措置

が、 第 、 、 、 条

に違反し、利益を無効化・侵害し

ているとして米国が申立て。

ブラジル－

航空機輸出ファ

イナンスプログ

ラム

カナダ

【豪州、 、韓

国、米国】

協議要請

パネル設置要請

パネル再要請（カナ

ダより取り下げ）

パネル設置要請

パネル設置

パネル報告書配布

ブラジルが上級委申

立て

上級委報告書配布

パネル・上級委報告

書採択

パネル設置要請（履

行確認）

パネル設置（履行確

認）

パネル報告書配布

（履行確認）

カナダが対抗措置承

認申請

ブラジルが上級委申

立て（履行確認）

上級委員会報告書配

布（履行確認）

パネル・上級委員会

報告書採択（履行確認）

対抗措置の規模に係

る仲裁裁定の配布

対抗措置の規模に係

る仲裁裁定の採択

パネルⅡ設置要請

（履行確認）

パネルⅡ設置（履行

確認）

①ブラジルの航空機輸出ファイナ

ンス･プログラム（ ）は、補

助金協定第 、 、 条に違

反すると申立て。

②ブラジルの措置は補助金協定第

、 条に違反し、輸出信

用に関する規定の補助金協定附属

書Ⅰ によっても正当化され

ず、輸出 であると認定。ま

た、履行期限については の一

般規定ではなく補助金協定第

条が適用されると認定。

③一部パネルの判断と異なる解釈

を示しつつもパネルの結論を支

持。

その後の 第 条パネル及び

上級委においても改訂されたブラ

ジルのプログラム（ ）等が

違反であると認定。その一

方、カナダは対抗措置の承認要請

を申立て、繊維協定の下での譲許

停止が承認された。その後カナダ

は、再度改訂されたブラジルのプ

ログラム（ Ⅲ）について

第 条パネルを要請、パネル

は、 Ⅲそれ自体は補助金協

定第 違反ではなくかつ

輸出信用アレンジメントの遵守グ

ラフについて規定する附属書Ⅰ

パラ で正当化されるとした。
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第３章 紛争案件一覧

案件名（番

号は 紛争解

決機関の 番号

に対応）

申立国

【第三国参加国】
経 過

案件概要：①主な申立て事由

②パネル報告

③上級委報告

関連協定

第Ⅰ部

第Ⅱ部

記載

パネルⅡ報告書配布

（履行確認）

パネルⅡ報告書採択

（履行確認）

トルコー繊

維・衣服輸入制

限

タイ 協議要請 ①トルコの繊維・衣服輸入制限

が、 第 、 、 、 条及

び繊維協定第 条に違反するとし

てタイが申立て。

ーホルモ

ン家畜・牛肉制

限する措置

カナダ 協議要請

パネル設置要請

パネル設置（｢ ｣

と合併）

を参照

第Ⅱ部

第

章

米国ー生

鮮･冷凍トマト

輸入 措置

メキシコ 協議要請 ①生鮮・冷凍トマト輸入に対する

米国の 協定調査が、 第 、

条、及び 協定第 、 、 、 、

条に違反するとしてメキシコ

が申立て。

インドー医

薬品農業用化学

品特許保護

米国

【 】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

パネル報告書配布

インドが上級委申立

て

上級委報告書配布

パネル・上級委報告

書採択

①インドの医薬品・農業用化学品

の特許保護制度が 協定第

、 、 、 、 条等に違

反するとして米国が申立て。

②インドは医薬品・農業用化学品

の物質特許申請の新規性・優先性

を保護する適切な措置及び期間排

他的販売権を付与する措置を確立

していないとして、 協定第

条、 条、 条、

条違反を認定。

③ 条及び 条について

はパネルの判断を支持したもの

の、 条については、パネルの付

託事項ではないとして、パネルの

判断を破棄。

ブラジルー

自動車関連投資

措置

日本 協議要請 ①ブラジルの自動車関連投資措置

が、 第 、 、 条、

協定 第 条、補助金協定第 、

、 条に違反。し、利益を

無効化・侵害しているとして日本

が申立て。

ブラジルー

自動車貿易投資

関連措置

米国 協議要請 ①ブラジルの自動車貿易投資関連

措置が、 第 、 条、

協定第 条、補助金協定第 、

条に違反し、利益を無効化・侵害

しているとして米国が申立て。

資料編

案件名（番

号は 紛争解

決機関の 番号

に対応）

申立国

【第三国参加国】
経 過

案件概要：①主な申立て事由

②パネル報告

③上級委報告

関連協定

第Ⅰ部

第Ⅱ部

記載

②当該措置により、輸入品が国内

産品と比較して不利な待遇を付与

されたこと、実質的に輸入品に与

えられた利益に影響を及ぼしたこ

とを立証出来ていないとして、

第 、 条に違反しないと判

断。

日本－流通

サービス関連措

置

米国 協議要請

追加的協議要請

①日本の流通サービス関連措置

が、 第 、 、 、 条

に違反し、利益を無効化・侵害し

ているとして米国が申立て。

ブラジル－

航空機輸出ファ

イナンスプログ

ラム

カナダ

【豪州、 、韓

国、米国】

協議要請

パネル設置要請

パネル再要請（カナ

ダより取り下げ）

パネル設置要請

パネル設置

パネル報告書配布

ブラジルが上級委申

立て

上級委報告書配布

パネル・上級委報告

書採択

パネル設置要請（履

行確認）

パネル設置（履行確

認）

パネル報告書配布

（履行確認）

カナダが対抗措置承

認申請

ブラジルが上級委申

立て（履行確認）

上級委員会報告書配

布（履行確認）

パネル・上級委員会

報告書採択（履行確認）

対抗措置の規模に係

る仲裁裁定の配布

対抗措置の規模に係

る仲裁裁定の採択

パネルⅡ設置要請

（履行確認）

パネルⅡ設置（履行

確認）

①ブラジルの航空機輸出ファイナ

ンス･プログラム（ ）は、補

助金協定第 、 、 条に違

反すると申立て。

②ブラジルの措置は補助金協定第

、 条に違反し、輸出信

用に関する規定の補助金協定附属

書Ⅰ によっても正当化され

ず、輸出 であると認定。ま

た、履行期限については の一

般規定ではなく補助金協定第

条が適用されると認定。

③一部パネルの判断と異なる解釈

を示しつつもパネルの結論を支

持。

その後の 第 条パネル及び

上級委においても改訂されたブラ

ジルのプログラム（ ）等が

違反であると認定。その一

方、カナダは対抗措置の承認要請

を申立て、繊維協定の下での譲許

停止が承認された。その後カナダ

は、再度改訂されたブラジルのプ

ログラム（ Ⅲ）について

第 条パネルを要請、パネル

は、 Ⅲそれ自体は補助金協

定第 違反ではなくかつ

輸出信用アレンジメントの遵守グ

ラフについて規定する附属書Ⅰ

パラ で正当化されるとした。
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第３章 紛争案件一覧

案件名（番

号は 紛争解

決機関の 番号

に対応）

申立国

【第三国参加国】
経 過

案件概要：①主な申立て事由

②パネル報告

③上級委報告

関連協定

第Ⅰ部

第Ⅱ部

記載

上級委報告を受け、アルゼンチン

は、 年 月 日までに統計税を

に削減し、 年 月 日ま

でに特別関税の上限を （譲許

税率）とする事で、勧告の履行を

行った。

豪州ー繊維

衣服靴輸入信用

制度

米国 協議要請 ①豪州の革製品に対する 交付

が、補助金協定第 条に違反する

として米国が申立て。

米国ーエビ

保護海ガメ法

インド

マレーシア

パキスタン

タイ

【豪州、コロンビ

ア、コスタリカ、

、グアテマラ、

香港、日本、メキ

シコ、ナイジェリ

ア、パキスタン、

フィリピン、セネ

ガル、シンガポー

ル、スリランカ、

ベネズエラ】

協議要請

マレーシア・タイが

パネル設置要請

パキスタンがパネル

設置要請

パネル設置、インド

がパネル設置要請

インドが単独でパネ

ル設置（前者に併合）

パネル報告書配布

米国が上級委員会申

立て

上級委員会報告書配

布

パネル・上級委員会

報告書採択

パネル設置（履行確

認）

パネル報告書配布

（履行確認）

上級委員会報告書配

布（履行確認）

パネル・上級委員会

報告書採択（履行確認）

①海ガメの保護を意図した、米国

のエビ及びエビ製品の輸入制限

が、 第 、 、 条に違反

し、利益を無効化・侵害している

と申立て。

②パネルは米国措置の 第 条

違反を認定し、ついで 第 条

の判断について柱書と各号の判断

は互換であるとして柱書から検討

を始め、米国措置は柱書に該当す

るとして 条違反を認定。

③ 第 条 に対するパネル

の判断のアプローチを拒絶し、

条の判断において各号と柱書の判

断順序は可換ではなく、まず各号

の要件が満たされるか、次に柱書

基準が満たされるかを判断しなく

てはならないとした。結論として

米国措置は第 条 に合致する

が、申立国との国際交渉の欠如や

措置の硬直性を理由に柱書に該当

するとして、 違反と判断。

その後の履行確認パネルにおい

て、上級委員会は米国の措置の改

良に伴い、履行措置が 第 条

に整合している旨認定。

第Ⅱ部

第 章

インドネシ

アー自動車関連

措置

米国 協議要請

パネル設置要請

パネル設置 ｢ ｣と

合併

を参照

グアテマラ

ーポートランド

セメント輸入

調査

メキシコ

【カナダ、エルサ

ルバドル、ホンジ

ュラス、米国】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

パネル報告書配布

①セメント輸入に対する 協定調

査が、 協定第 、 、 、 条に

違反するとしてメキシコが申立

て。

資料編

案件名（番

号は 紛争解

決機関の 番号

に対応）

申立国

【第三国参加国】
経 過

案件概要：①主な申立て事由

②パネル報告

③上級委報告

関連協定

第Ⅰ部

第Ⅱ部

記載

メキシコー

関税評価制度

協議要請 ① 加盟国からの輸入品とそ

れ以外の国からの輸入品とで、関

税評価協定基準が異なるメキシコ

の関税は、 第 条 項 に

違反するとして が申立て。

、

、 イ

ンドネシアー自

動車関連措置

日本

米国

日本

【インド、韓国、

米国 】

協議要請（「 」

、「 」 、「 」

※ は 以外の論点に

ついて提起）

パネル設置要請

（「 」 、「 」 、

「 」 ）

パネル設置

（「 」、「 」、「 」

と合併）

パネル報告書配布

パネル報告書採択

①「国民車｣計画の自動車及び関

連部品に関する措置が、 第

、 条、 協定第 条及び補

助金協定第 、 、 条、 協

定第 、 条に違反すると申立

て。

②韓国製品への優遇が 第 条

に、国産車への減税が 条に、

ローカルコンテント要求が

協定第 条に、関税等の免税が補

助金協定第 条に違反すると判断

したが、補助金協定第 条の違

反は認めない、また 協定第

条及び 条違反の問題は原告の

論証が不十分と判断。パネル報告

を受け、インドネシア政府は、

年 月に新自動車政策を導入

し、履行を果たした。

インドネシ

アー自動車関連

措置

日本 協議要請

パネル設置要請

パネル設置（｢ ｣

と合併）

を参照

アルゼンチ

ンー靴繊維衣服

関連措置

米国

【 、インドネシ

ア】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

パネル報告書配布

アルゼンチンが上級

委申立て

上級委員会報告書配

布

パネル・上級委員会

報告書採択

①アルゼンチンの靴・繊維・衣服

に関連する特定関税などの措置

が、 第 、 、 、 条、

協定第 条、関税評価協定第

、 条、繊維協定第 条に違反す

るとして米国が申立て。

②アルゼンチンの関税が譲許表の

約束に反するとして 第 条

の、輸入品に課される統計税が役

務の提供に必要な額を超えるとし

て同 条違反を認定。

③譲許表に規定された形式と異な

る形式での関税の適用は、譲許表

に規定した関税を超える徴収をも

たらす限りにおいて 第 条違

反であるとし、パネルの認定を変

更。
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案件名（番

号は 紛争解

決機関の 番号

に対応）

申立国

【第三国参加国】
経 過

案件概要：①主な申立て事由

②パネル報告

③上級委報告

関連協定

第Ⅰ部

第Ⅱ部

記載

上級委報告を受け、アルゼンチン

は、 年 月 日までに統計税を

に削減し、 年 月 日ま

でに特別関税の上限を （譲許

税率）とする事で、勧告の履行を

行った。

豪州ー繊維

衣服靴輸入信用

制度

米国 協議要請 ①豪州の革製品に対する 交付

が、補助金協定第 条に違反する

として米国が申立て。

米国ーエビ

保護海ガメ法

インド

マレーシア

パキスタン

タイ

【豪州、コロンビ

ア、コスタリカ、

、グアテマラ、

香港、日本、メキ

シコ、ナイジェリ

ア、パキスタン、

フィリピン、セネ

ガル、シンガポー

ル、スリランカ、

ベネズエラ】

協議要請

マレーシア・タイが

パネル設置要請

パキスタンがパネル

設置要請

パネル設置、インド

がパネル設置要請

インドが単独でパネ

ル設置（前者に併合）

パネル報告書配布

米国が上級委員会申

立て

上級委員会報告書配

布

パネル・上級委員会

報告書採択

パネル設置（履行確

認）

パネル報告書配布

（履行確認）

上級委員会報告書配

布（履行確認）

パネル・上級委員会

報告書採択（履行確認）

①海ガメの保護を意図した、米国

のエビ及びエビ製品の輸入制限

が、 第 、 、 条に違反

し、利益を無効化・侵害している

と申立て。

②パネルは米国措置の 第 条

違反を認定し、ついで 第 条

の判断について柱書と各号の判断

は互換であるとして柱書から検討

を始め、米国措置は柱書に該当す

るとして 条違反を認定。

③ 第 条 に対するパネル

の判断のアプローチを拒絶し、

条の判断において各号と柱書の判

断順序は可換ではなく、まず各号

の要件が満たされるか、次に柱書

基準が満たされるかを判断しなく

てはならないとした。結論として

米国措置は第 条 に合致する

が、申立国との国際交渉の欠如や

措置の硬直性を理由に柱書に該当

するとして、 違反と判断。

その後の履行確認パネルにおい

て、上級委員会は米国の措置の改

良に伴い、履行措置が 第 条

に整合している旨認定。

第Ⅱ部

第 章

インドネシ

アー自動車関連

措置

米国 協議要請

パネル設置要請

パネル設置 ｢ ｣と

合併

を参照

グアテマラ

ーポートランド

セメント輸入

調査

メキシコ

【カナダ、エルサ

ルバドル、ホンジ

ュラス、米国】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

パネル報告書配布

①セメント輸入に対する 協定調

査が、 協定第 、 、 、 条に

違反するとしてメキシコが申立

て。

資料編

案件名（番

号は 紛争解

決機関の 番号

に対応）

申立国

【第三国参加国】
経 過

案件概要：①主な申立て事由

②パネル報告

③上級委報告

関連協定

第Ⅰ部

第Ⅱ部

記載

メキシコー

関税評価制度

協議要請 ① 加盟国からの輸入品とそ

れ以外の国からの輸入品とで、関

税評価協定基準が異なるメキシコ

の関税は、 第 条 項 に

違反するとして が申立て。

、

、 イ

ンドネシアー自

動車関連措置

日本

米国

日本

【インド、韓国、

米国 】

協議要請（「 」

、「 」 、「 」

※ は 以外の論点に

ついて提起）

パネル設置要請

（「 」 、「 」 、

「 」 ）

パネル設置

（「 」、「 」、「 」

と合併）

パネル報告書配布

パネル報告書採択

①「国民車｣計画の自動車及び関

連部品に関する措置が、 第

、 条、 協定第 条及び補

助金協定第 、 、 条、 協

定第 、 条に違反すると申立

て。

②韓国製品への優遇が 第 条

に、国産車への減税が 条に、

ローカルコンテント要求が

協定第 条に、関税等の免税が補

助金協定第 条に違反すると判断

したが、補助金協定第 条の違

反は認めない、また 協定第

条及び 条違反の問題は原告の

論証が不十分と判断。パネル報告

を受け、インドネシア政府は、

年 月に新自動車政策を導入

し、履行を果たした。

インドネシ

アー自動車関連

措置

日本 協議要請

パネル設置要請

パネル設置（｢ ｣

と合併）

を参照

アルゼンチ

ンー靴繊維衣服

関連措置

米国

【 、インドネシ

ア】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

パネル報告書配布

アルゼンチンが上級

委申立て

上級委員会報告書配

布

パネル・上級委員会

報告書採択

①アルゼンチンの靴・繊維・衣服

に関連する特定関税などの措置

が、 第 、 、 、 条、

協定第 条、関税評価協定第

、 条、繊維協定第 条に違反す

るとして米国が申立て。

②アルゼンチンの関税が譲許表の

約束に反するとして 第 条

の、輸入品に課される統計税が役

務の提供に必要な額を超えるとし

て同 条違反を認定。

③譲許表に規定された形式と異な

る形式での関税の適用は、譲許表

に規定した関税を超える徴収をも

たらす限りにおいて 第 条違

反であるとし、パネルの認定を変

更。
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第３章 紛争案件一覧

案件名（番

号は 紛争解

決機関の 番号

に対応）

申立国

【第三国参加国】
経 過

案件概要：①主な申立て事由

②パネル報告

③上級委報告

関連協定

第Ⅰ部

第Ⅱ部

記載

パネル設置 ｢ ｣と

合併

ブラジルー

自動車貿易投資

関連措置

米国 協議要請 ① に基づく協議後、ブラジル

が新たにとった自動車関連措置

が、 第 、 条、 協定

第 条、補助金協定第 、 条に

違反し、また利益を無効化・侵害

しているとして米国が申立て。

日本ー豚肉

輸入に係る措置

協議要請 ①豚肉及び豚肉製品に係る日本の

措置が、 第 、 条 項、

条に違反し、また利益を無効化・

侵害して 条及び 条に違反して

いるとして が申立て。

英国ーコン

ピューター機器

関税分類

米国 協議要請

パネル設置要請

パネル設置 ｢ ｣と

合併

を参照

アイルラン

ドーコンピュー

ター機器関税分

類

米国 協議要請

パネル設置要請

パネル設置 ｢ ｣と

合併

を参照

ー鶏肉製

品輸入に関する

措置

ブラジル

【タイ、米国】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

パネル報告書

ブラジルが上級委申

立て

上級委報告書配布

パネル・上級委報告

書採択

①鶏肉製品に関する の輸入レジ

ーム及び関税割当が 第 、

条、輸入許可手続協定第 、

条に違反し、利益を無効化・侵害

しているとしてブラジルが申立

て。また、関税率割当の枠外にあ

る鶏肉の輸入に対し課される特別

協定の実行において、農業協定

第 、 条に違反するとして申立

て。

② 第 条は一般的な手続きに

ついてのみ適用され、本件措置は

この範囲外であるとした。また、

関税割当については無差別に適用

されるとして、 の 第 条

の非違反を認定。農業に関する協

定第 条 項 の違反を認定。

③ にかかる判断についてはパ

ネルを支持。パネルの 条 項 の

解釈を修正し 価格のみが同号

の発動価格との比較をされるべき

であるとしてパネル判断を修正す

るとともに、 規則が発動価格と

の比較において、 価格及び代

資料編

案件名（番

号は 紛争解

決機関の 番号

に対応）

申立国

【第三国参加国】
経 過

案件概要：①主な申立て事由

②パネル報告

③上級委報告

関連協定

第Ⅰ部

第Ⅱ部

記載

グアテマラが上級委

申立て

上級委員会報告書配

布

パネル・上級委報告

書採択

②グアテマラが調査開始を正当化

するためのダンピング、損害及び

因果関係に関する十分な証拠がな

いにもかかわらず調査を開始した

として、 協定第 条違反を認

定。

③メキシコはパネル設置要請の際

に申立て措置の特定を行わなかっ

たため、 第 条および 協定

条違反があるとして、適切に

パネル設置要請を行ったとのパネ

ルの判断を破棄。このため、パネ

ルが行った実質的な論点について

は何ら判断しなかった。

米国ーエビ

保護海ガメ法

フィリピン 協議要請 ①海ガメの保護を意図した、米国

のエビ及びエビ製品の輸入制限が

第

条、 協定第 条に違反し、

利益を無効化・侵害しているとし

てフィリピンが申立て。

、

ーコン

ピューター機器

関税分類

米国

【日本、韓国、イ

ンド、シンガポー

ル】

協議要請（「対英国

」及び「対アイルランド

」 ）

パネル設置要請

（「 」「 」 ）

パネル設置（

「 」「 」と合併）

パネル報告書配布

が上級委申立て

上級委報告書配布

パネル・上級委報告

書採択

①コンピューター機器に関する関

税分類の変更が、 第 条に違

反するとして米国が申立て。

②譲許表は輸出国の「正当な期

待」の観点からの解釈が必要であ

るとして、 第 条 項違反と

判断。

③パネルと同様に 第 条 項違

反としたが、輸出国の「正当な期

待」の観点からの譲許の解釈はウ

ィーン条約法条約第 条に規定さ

れた誠実な解釈の規則に反し、解

釈に当たっては当事者の共通の意

思が重要であるとした。また、同

条における解釈の補足的手段と

して、当事国での関税分類の実行

や、 における分類等を参照すべ

きであったとした。

米国ー旧東

独固形尿素輸入

への 措置

協議要請 ①旧東独からの固形尿素輸入に対

し米国が行った 協定措置は、

協定第 条及び 条に違反してい

るとして が申立て。

インドネシ

アー自動車関連

措置

日本 協議要請

パネル設置要請 を参照
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第３章 紛争案件一覧

案件名（番

号は 紛争解

決機関の 番号

に対応）

申立国

【第三国参加国】
経 過

案件概要：①主な申立て事由

②パネル報告

③上級委報告

関連協定

第Ⅰ部

第Ⅱ部

記載

パネル設置 ｢ ｣と

合併

ブラジルー

自動車貿易投資

関連措置

米国 協議要請 ① に基づく協議後、ブラジル

が新たにとった自動車関連措置

が、 第 、 条、 協定

第 条、補助金協定第 、 条に

違反し、また利益を無効化・侵害

しているとして米国が申立て。

日本ー豚肉

輸入に係る措置

協議要請 ①豚肉及び豚肉製品に係る日本の

措置が、 第 、 条 項、

条に違反し、また利益を無効化・

侵害して 条及び 条に違反して

いるとして が申立て。

英国ーコン

ピューター機器

関税分類

米国 協議要請

パネル設置要請

パネル設置 ｢ ｣と

合併

を参照

アイルラン

ドーコンピュー

ター機器関税分

類

米国 協議要請

パネル設置要請

パネル設置 ｢ ｣と

合併

を参照

ー鶏肉製

品輸入に関する

措置

ブラジル

【タイ、米国】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

パネル報告書

ブラジルが上級委申

立て

上級委報告書配布

パネル・上級委報告

書採択

①鶏肉製品に関する の輸入レジ

ーム及び関税割当が 第 、

条、輸入許可手続協定第 、

条に違反し、利益を無効化・侵害

しているとしてブラジルが申立

て。また、関税率割当の枠外にあ

る鶏肉の輸入に対し課される特別

協定の実行において、農業協定

第 、 条に違反するとして申立

て。

② 第 条は一般的な手続きに

ついてのみ適用され、本件措置は

この範囲外であるとした。また、

関税割当については無差別に適用

されるとして、 の 第 条

の非違反を認定。農業に関する協

定第 条 項 の違反を認定。

③ にかかる判断についてはパ

ネルを支持。パネルの 条 項 の

解釈を修正し 価格のみが同号

の発動価格との比較をされるべき

であるとしてパネル判断を修正す

るとともに、 規則が発動価格と

の比較において、 価格及び代

資料編

案件名（番

号は 紛争解

決機関の 番号

に対応）

申立国

【第三国参加国】
経 過

案件概要：①主な申立て事由

②パネル報告

③上級委報告

関連協定

第Ⅰ部

第Ⅱ部

記載

グアテマラが上級委

申立て

上級委員会報告書配

布

パネル・上級委報告

書採択

②グアテマラが調査開始を正当化

するためのダンピング、損害及び

因果関係に関する十分な証拠がな

いにもかかわらず調査を開始した

として、 協定第 条違反を認

定。

③メキシコはパネル設置要請の際

に申立て措置の特定を行わなかっ

たため、 第 条および 協定

条違反があるとして、適切に

パネル設置要請を行ったとのパネ

ルの判断を破棄。このため、パネ

ルが行った実質的な論点について

は何ら判断しなかった。

米国ーエビ

保護海ガメ法

フィリピン 協議要請 ①海ガメの保護を意図した、米国

のエビ及びエビ製品の輸入制限が

第

条、 協定第 条に違反し、

利益を無効化・侵害しているとし

てフィリピンが申立て。

、

ーコン

ピューター機器

関税分類

米国

【日本、韓国、イ

ンド、シンガポー

ル】

協議要請（「対英国

」及び「対アイルランド

」 ）

パネル設置要請

（「 」「 」 ）

パネル設置（

「 」「 」と合併）

パネル報告書配布

が上級委申立て

上級委報告書配布

パネル・上級委報告

書採択

①コンピューター機器に関する関

税分類の変更が、 第 条に違

反するとして米国が申立て。

②譲許表は輸出国の「正当な期

待」の観点からの解釈が必要であ

るとして、 第 条 項違反と

判断。

③パネルと同様に 第 条 項違

反としたが、輸出国の「正当な期

待」の観点からの譲許の解釈はウ

ィーン条約法条約第 条に規定さ

れた誠実な解釈の規則に反し、解

釈に当たっては当事者の共通の意

思が重要であるとした。また、同

条における解釈の補足的手段と

して、当事国での関税分類の実行

や、 における分類等を参照すべ

きであったとした。

米国ー旧東

独固形尿素輸入

への 措置

協議要請 ①旧東独からの固形尿素輸入に対

し米国が行った 協定措置は、

協定第 条及び 条に違反してい

るとして が申立て。

インドネシ

アー自動車関連

措置

日本 協議要請

パネル設置要請 を参照
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第３章 紛争案件一覧

案件名（番

号は 紛争解

決機関の 番号

に対応）

申立国

【第三国参加国】
経 過

案件概要：①主な申立て事由

②パネル報告

③上級委報告

関連協定

第Ⅰ部

第Ⅱ部

記載

条、 協定第 、 条に違反す

るとともに、利益を無効化・侵害

しているとして米国が申立て。

韓国ー酒税

【カナダ、メキシ

コ】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

パネル報告書配布

韓国が上級委申立て

上級委員会報告書配

布

パネル・上級委報告

書採択

①韓国の酒税法・教育税法による

酒類への内国税賦課は、 年

第 条 項に違反するとして

が申立て。

②異なった酒税が課されている酒

類は直接的競争産品又は代替可能

の産品であるとして、 第

条 項違反を認定。

③パネルの判断を支持。

日本ー農産

物に係る措置

米国

【ブラジル、 、

ハンガリー】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

パネル報告書配布

日本が上級委申立て

上級委報告書配布

パネル・上級委報告

書採択

二国間合意通報

①日本が特定の農産物への検疫措

置として品種ごとの検査を義務付

けていることが、 協定の関連

規定、 第 条、農業協定第

条に違反し、利益を無効化・侵害

しているとして米国が申立て。

② 日本の検疫措置は科学的根

拠を欠くため 協定第 条に、

より貿易制限的でない手段が

存在するため第 条に、及び

衛生植物検疫上の規制の透明性確

保に係る附属書 に違反すると判

断した。

③パネルの判断をおおむね支持し

たが、 協定 条について、パ

ネルが司法経済から検討を行わな

かったところ、日本の適切なリス

クアセスメントの欠如を理由に違

反を認定した。

日本は 年 月末までにパネ

ル・上級委の勧告を履行する旨米

国と合意し、同期間内に問題の措

置を廃止。その後も日米は新たな

検疫措置について協議を継続し、

年 月に本件について完全な

合意に至った旨 に通報した。

アルゼンチ

ンー靴繊維衣服

関連措置

【米国】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

パネル停止

パネル設置根拠喪失

①アルゼンチンの織物等に対する

特定関税などの措置が 第

条、繊維協定第 条、及び 協定

第 条に違反しているとして

が申立て。

米国ートウ

モロコシ輸入に

コロンビア 協議要請 ①米国のトウモロコシ輸入に対す

る 協定措置が、 協定第 、 、

資料編

案件名（番

号は 紛争解

決機関の 番号

に対応）

申立国

【第三国参加国】
経 過

案件概要：①主な申立て事由

②パネル報告

③上級委報告

関連協定

第Ⅰ部

第Ⅱ部

記載

表価格の つを認めている点が、

のみとの比較を定めた 条 項

に違反すると認定。

カナダー民

間航空機輸出に

係る措置

ブラジル

【 、米国】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

パネル報告書配布

カナダが上級委申立

て

上級委報告書配布

協議要請（履行確

認）

パネル設置要請（履

行確認）

パネル設置（履行確

認）

パネル報告書配布

（履行確認）

ブラジルが上級委申

立て（履行確認）

上級委報告書配布

（履行確認）

パネル・上級委報告

書採択

①ブラジルへの民間機輸出に対す

るカナダ政府・州の補助金交付

は、補助金協定第 条に違反する

とブラジルが申立て。

②③パネル及び上級委は、カナダ

の補助金の一部（ 制度に基づく

融資と技術提携制度（ ））に

ついてのみ輸出補助金であると認

定し、これらの廃止を勧告。判断

に際しては、補助金協定第

の利益の判定に受益者利益説と商

業的ベンチマークが採用された。

第 条パネルは について

は履行されたことを認定したが、

制度については完全に履行され

ていないと判断した。 第

条上級委は、 についてはブラ

ジルが立証に失敗したと判断し

た。

カナダー民

間航空機輸出に

係る措置

ブラジル 協議要請 ①カナダの と同様の措置は、

補助金協定第 条の悪影響があ

り、相殺関税の対象となる（

第 条）としてブラジルが申立

て。

ー乳製品

に係る措置

ニュージーランド

【米国】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

二国間合意通報

① 及び英国税務局のニュージー

ランド産バターに対する措置が

第 、 、 条及び 協定第

条、輸入許可手続協定第 条に違

反しているとしてニュージーラン

ドが申立て。

日本ー人工

衛星調達

協議要請

二国間合意通報

①日本の人工衛星調達の入札に係

る明細事項は明示的に米国以外を

排除するものであり、政府調達協

定附属書付表 に反し、 、

に違反するとして が申立

て。

フィリピン

ー豚肉・鶏肉に

係る措置

米国 協議要請

二国間合意通報

①フィリピンの豚肉・鶏肉の関税

割当に伴う許可等の遅延は、

年 第 、 、 条、農業協定

第 条、輸入許可手続協定第 、
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案件名（番

号は 紛争解

決機関の 番号

に対応）

申立国

【第三国参加国】
経 過

案件概要：①主な申立て事由

②パネル報告

③上級委報告

関連協定

第Ⅰ部

第Ⅱ部

記載

条、 協定第 、 条に違反す

るとともに、利益を無効化・侵害

しているとして米国が申立て。

韓国ー酒税

【カナダ、メキシ

コ】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

パネル報告書配布

韓国が上級委申立て

上級委員会報告書配

布

パネル・上級委報告

書採択

①韓国の酒税法・教育税法による

酒類への内国税賦課は、 年

第 条 項に違反するとして

が申立て。

②異なった酒税が課されている酒

類は直接的競争産品又は代替可能

の産品であるとして、 第

条 項違反を認定。

③パネルの判断を支持。

日本ー農産

物に係る措置

米国

【ブラジル、 、

ハンガリー】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

パネル報告書配布

日本が上級委申立て

上級委報告書配布

パネル・上級委報告

書採択

二国間合意通報

①日本が特定の農産物への検疫措

置として品種ごとの検査を義務付

けていることが、 協定の関連

規定、 第 条、農業協定第

条に違反し、利益を無効化・侵害

しているとして米国が申立て。

② 日本の検疫措置は科学的根

拠を欠くため 協定第 条に、

より貿易制限的でない手段が

存在するため第 条に、及び

衛生植物検疫上の規制の透明性確

保に係る附属書 に違反すると判

断した。

③パネルの判断をおおむね支持し

たが、 協定 条について、パ

ネルが司法経済から検討を行わな

かったところ、日本の適切なリス

クアセスメントの欠如を理由に違

反を認定した。

日本は 年 月末までにパネ

ル・上級委の勧告を履行する旨米

国と合意し、同期間内に問題の措

置を廃止。その後も日米は新たな

検疫措置について協議を継続し、

年 月に本件について完全な

合意に至った旨 に通報した。

アルゼンチ

ンー靴繊維衣服

関連措置

【米国】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

パネル停止

パネル設置根拠喪失

①アルゼンチンの織物等に対する

特定関税などの措置が 第

条、繊維協定第 条、及び 協定

第 条に違反しているとして

が申立て。

米国ートウ

モロコシ輸入に

コロンビア 協議要請 ①米国のトウモロコシ輸入に対す

る 協定措置が、 協定第 、 、

資料編

案件名（番

号は 紛争解

決機関の 番号

に対応）

申立国

【第三国参加国】
経 過

案件概要：①主な申立て事由

②パネル報告

③上級委報告

関連協定

第Ⅰ部

第Ⅱ部

記載

表価格の つを認めている点が、

のみとの比較を定めた 条 項

に違反すると認定。

カナダー民

間航空機輸出に

係る措置

ブラジル

【 、米国】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

パネル報告書配布

カナダが上級委申立

て

上級委報告書配布

協議要請（履行確

認）

パネル設置要請（履

行確認）

パネル設置（履行確

認）

パネル報告書配布

（履行確認）

ブラジルが上級委申

立て（履行確認）

上級委報告書配布

（履行確認）

パネル・上級委報告

書採択

①ブラジルへの民間機輸出に対す

るカナダ政府・州の補助金交付

は、補助金協定第 条に違反する

とブラジルが申立て。

②③パネル及び上級委は、カナダ

の補助金の一部（ 制度に基づく

融資と技術提携制度（ ））に

ついてのみ輸出補助金であると認

定し、これらの廃止を勧告。判断

に際しては、補助金協定第

の利益の判定に受益者利益説と商

業的ベンチマークが採用された。

第 条パネルは について

は履行されたことを認定したが、

制度については完全に履行され

ていないと判断した。 第

条上級委は、 についてはブラ

ジルが立証に失敗したと判断し

た。

カナダー民

間航空機輸出に

係る措置

ブラジル 協議要請 ①カナダの と同様の措置は、

補助金協定第 条の悪影響があ

り、相殺関税の対象となる（

第 条）としてブラジルが申立

て。

ー乳製品

に係る措置

ニュージーランド

【米国】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

二国間合意通報

① 及び英国税務局のニュージー

ランド産バターに対する措置が

第 、 、 条及び 協定第

条、輸入許可手続協定第 条に違

反しているとしてニュージーラン

ドが申立て。

日本ー人工

衛星調達

協議要請

二国間合意通報

①日本の人工衛星調達の入札に係

る明細事項は明示的に米国以外を

排除するものであり、政府調達協

定附属書付表 に反し、 、

に違反するとして が申立

て。

フィリピン

ー豚肉・鶏肉に

係る措置

米国 協議要請

二国間合意通報

①フィリピンの豚肉・鶏肉の関税

割当に伴う許可等の遅延は、

年 第 、 、 条、農業協定

第 条、輸入許可手続協定第 、
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第３章 紛争案件一覧

案件名（番

号は 紛争解

決機関の 番号

に対応）

申立国

【第三国参加国】
経 過

案件概要：①主な申立て事由

②パネル報告

③上級委報告

関連協定

第Ⅰ部

第Ⅱ部

記載

上級委員会報告書配

布

パネル・上級委報告

書採択

米国ー織

物・衣服に係る

措置

協議要請

二国間合意通報

①米国の織物・衣服に関する原産

地規則の変更は、繊維協定第

、 、 条、原産地規則協

定第 条、 第 条及び 協

定第 条に違反するとして が申

立て。

スウェーデ

ンー知的財産権

に係る措置

米国 協議要請

二国間合意通報

①スウェーデンが知的財産権を含

む民事訴訟手続に係る暫定措置を

策定しないことは、 協定第

、 、 条による義務に違反す

るとして米国が申立て。

チ

リー酒税

（ ）

【カナダ、メキシ

コ、ペルー、米

国】

（ ）

【カナダ、ペル

ー、米国】

協議要請（「 」

）

パネル設置要請

（「 」 ）

パネル設置

（「 」 にパネル

設置、その後 と合併）

パネル報告書配布

チリが上級委申立て

上級委報告書配布

パネル・上級委報告

書採択

① は、チリが輸入蒸留酒に対

し、国産蒸留酒（ぶどう酒を蒸留

させた『ピスコ』）よりも高い特

別売上税を課しているのは、

第 条に違反するとして申立

て。チリは提起に伴い暫定的な措

置改正を行ったが、 は当該新措

置も 違反として を提

起。

②チリの新措置についても、輸入

品と国産品を全体で比べると輸入

品に高い税率が課されているとし

て 第 条 項（内国税・課徴

金に係る内国民待遇）に違反する

と判断。

③、パネルの判断を概ね支持。

年 月の において、チリは

輸入蒸留酒と『ピスコ』への課税

率を同率にする法改正を完了し、

パネル・上級委の勧告を履行した

旨通報を行った。

米国

ー政府調達に係

る措置

日本

協議要請（「 」

）

パネル設置要請

（「 」 ）

パネル設置（ と

合併）

パネル停止

パネル設置根拠喪失

①米国マサチューセッツ州法が州

に対しミャンマー政府と取引のあ

った企業と取引することを禁じて

いるのは、政府調達協定第

（ ）、 、 条に違反し、利益

を無効化・侵害しているとして

が申立て。

第Ⅱ部

第 章

資料編

案件名（番

号は 紛争解

決機関の 番号

に対応）

申立国

【第三国参加国】
経 過

案件概要：①主な申立て事由

②パネル報告

③上級委報告

関連協定

第Ⅰ部

第Ⅱ部

記載

係るセーフガー

ド措置

、 、 条、 第 、 、

条に違反し、また利益を無効

化・侵害しているとしてコロンビ

アが申立て。

インドー医

薬品農業用化学

品特許保護

【米国】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

パネル報告書配布

パネル報告書採択

①インドの医薬品・農業用化学品

の特許保護制度が 協定第

、 条に違反するとして

が申立て。

②インドは医薬品及び農業用化学

品の物質特許申請の新規性・優先

性を保護する適切な措置及び期間

排他的販売権を付与する措置を確

立していないとして、 協定

第 条及び 条違反を認

定。

ベルギーー

の商業用電話帳

サービス

米国 協議要請 ①ベルギーの電話帳出版業に対す

る免許付与条件等の措置が、

第 、 、 、 条に違反

し、 のコミットメントによる利

益を無効化・侵害しているとして

米国が申立て。

ブラジルー

自動車貿易投資

関連措置

協議要請 ①ブラジル自動車関連措置（

年 月に新たにとられた措置等を

含む）が、 第 、 条、補助

金協定第 、 、 条、 協

定第 条に違反し、利益を無効

化・侵害しているとして が申立

て。

アイルラン

ドー著作隣接権

付与に係る措置

米国 協議要請

パネル設置要請

パネル設置要請取り

下げ

二国間合意通報

①アイルランドの著作隣接権付与

の制度が、 協定第 、

、 、 条に違反するとして米

国が申立て。

デンマーク

ー知的財産権に

係る措置

米国 協議要請

二国間合意通報

①デンマークが知的財産権を含む

民事訴訟手続に係る暫定措置を策

定しないことは、 協定第

、 、 条による義務に違反す

るとして米国が申立て。

韓国ー酒税

米国

【カナダ、メキシ

コ】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

パネル報告書配布

韓国が上級委申立て

（ と同一）

を参照
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第３章 紛争案件一覧

案件名（番

号は 紛争解

決機関の 番号

に対応）

申立国

【第三国参加国】
経 過

案件概要：①主な申立て事由

②パネル報告

③上級委報告

関連協定

第Ⅰ部

第Ⅱ部

記載

上級委員会報告書配

布

パネル・上級委報告

書採択

米国ー織

物・衣服に係る

措置

協議要請

二国間合意通報

①米国の織物・衣服に関する原産

地規則の変更は、繊維協定第

、 、 条、原産地規則協

定第 条、 第 条及び 協

定第 条に違反するとして が申

立て。

スウェーデ

ンー知的財産権

に係る措置

米国 協議要請

二国間合意通報

①スウェーデンが知的財産権を含

む民事訴訟手続に係る暫定措置を

策定しないことは、 協定第

、 、 条による義務に違反す

るとして米国が申立て。

チ

リー酒税

（ ）

【カナダ、メキシ

コ、ペルー、米

国】

（ ）

【カナダ、ペル

ー、米国】

協議要請（「 」

）

パネル設置要請

（「 」 ）

パネル設置

（「 」 にパネル

設置、その後 と合併）

パネル報告書配布

チリが上級委申立て

上級委報告書配布

パネル・上級委報告

書採択

① は、チリが輸入蒸留酒に対

し、国産蒸留酒（ぶどう酒を蒸留

させた『ピスコ』）よりも高い特

別売上税を課しているのは、

第 条に違反するとして申立

て。チリは提起に伴い暫定的な措

置改正を行ったが、 は当該新措

置も 違反として を提

起。

②チリの新措置についても、輸入

品と国産品を全体で比べると輸入

品に高い税率が課されているとし

て 第 条 項（内国税・課徴

金に係る内国民待遇）に違反する

と判断。

③、パネルの判断を概ね支持。

年 月の において、チリは

輸入蒸留酒と『ピスコ』への課税

率を同率にする法改正を完了し、

パネル・上級委の勧告を履行した

旨通報を行った。

米国

ー政府調達に係

る措置

日本

協議要請（「 」

）

パネル設置要請

（「 」 ）

パネル設置（ と

合併）

パネル停止

パネル設置根拠喪失

①米国マサチューセッツ州法が州

に対しミャンマー政府と取引のあ

った企業と取引することを禁じて

いるのは、政府調達協定第

（ ）、 、 条に違反し、利益

を無効化・侵害しているとして

が申立て。

第Ⅱ部

第 章

資料編

案件名（番

号は 紛争解

決機関の 番号

に対応）

申立国

【第三国参加国】
経 過

案件概要：①主な申立て事由

②パネル報告

③上級委報告

関連協定

第Ⅰ部

第Ⅱ部

記載

係るセーフガー

ド措置

、 、 条、 第 、 、

条に違反し、また利益を無効

化・侵害しているとしてコロンビ

アが申立て。

インドー医

薬品農業用化学

品特許保護

【米国】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

パネル報告書配布

パネル報告書採択

①インドの医薬品・農業用化学品

の特許保護制度が 協定第

、 条に違反するとして

が申立て。

②インドは医薬品及び農業用化学

品の物質特許申請の新規性・優先

性を保護する適切な措置及び期間

排他的販売権を付与する措置を確

立していないとして、 協定

第 条及び 条違反を認

定。

ベルギーー

の商業用電話帳

サービス

米国 協議要請 ①ベルギーの電話帳出版業に対す

る免許付与条件等の措置が、

第 、 、 、 条に違反

し、 のコミットメントによる利

益を無効化・侵害しているとして

米国が申立て。

ブラジルー

自動車貿易投資

関連措置

協議要請 ①ブラジル自動車関連措置（

年 月に新たにとられた措置等を

含む）が、 第 、 条、補助

金協定第 、 、 条、 協

定第 条に違反し、利益を無効

化・侵害しているとして が申立

て。

アイルラン

ドー著作隣接権

付与に係る措置

米国 協議要請

パネル設置要請

パネル設置要請取り

下げ

二国間合意通報

①アイルランドの著作隣接権付与

の制度が、 協定第 、

、 、 条に違反するとして米

国が申立て。

デンマーク

ー知的財産権に

係る措置

米国 協議要請

二国間合意通報

①デンマークが知的財産権を含む

民事訴訟手続に係る暫定措置を策

定しないことは、 協定第

、 、 条による義務に違反す

るとして米国が申立て。

韓国ー酒税

米国

【カナダ、メキシ

コ】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

パネル報告書配布

韓国が上級委申立て

（ と同一）

を参照
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第３章 紛争案件一覧

案件名（番

号は 紛争解

決機関の 番号

に対応）

申立国

【第三国参加国】
経 過

案件概要：①主な申立て事由

②パネル報告

③上級委報告

関連協定

第Ⅰ部

第Ⅱ部

記載

製品輸入に係る

数量制限

米国ー政府

調達に係る措置

日本 協議要請

パネル設置要請

パネル設置 ｢ ｣と

合併

を参照

第Ⅱ部

第 章

インドー農

業・織物・工業

製品輸入に係る

数量制限

協議要請

二国間合意通報

（上記 の米国による申立て

事由に加え） 協定第 、 、 条

に違反するとして申立て。

米国ーチリ

産鮭輸入に係る

相殺義務調査

チリ 協議要請 ①チリ産鮭に対する米商務省の補

助金相殺義務調査は補助金協定第

条に違反するとしてチリが申立

て。

韓国ー乳製

品輸入に係るセ

ーフガード決定

【米国】

協議要請

パネル設置要請

新規のパネル設置要

請

パネル設置

パネル報告書配布

韓国が上級委申立て

上級委報告書配布

パネル・上級委報告

書採択

①韓国が乳製品に輸入割当の形で

協定を発動したのは、 協定第

、 、 、 条及び 第 条に

違反するとして が申立て。

②重大な損害の認定について韓国

は全ての考慮要素を考慮していな

いとして 協定第 条違反を認

定し、重大な損害を防止するのに

必余な限度を超えるとして 協定

措置の適用に関する 協定第 条

違反を認定した。

③上級委は 協定第 条につい

て数量制限を適用する場合以外の

いかなる場合にも明白な説明が必

要とのパネルの判断を破棄すると

ともに、 第 条 項について

のパネルの解釈も破棄し、「予見

されなかった発展」は独立の要件

ではないが事実として証明される

べきある種の状況を示していると

し、パネルの事実認定の不尽によ

り審理できないとした。

米国ー韓国

製 に対する

税賦課

韓国 協議要請

パネル設置

パネル報告書配布

パネル設置要請（履

行確認）

パネル設置（履行確

認）

パネル停止（履行確

認）

①韓国製 に対する米商務省の

協定決定は、 協定第 、 、

、 条に反するとして韓国が申

立て。

②パネルは韓国の立証が不十分で

あるとして 協定第 条違

反を、僅少の基準は申請時に限ら

れるとして 条違反を、全ての

データが検証されている必要はな

資料編

案件名（番

号は 紛争解

決機関の 番号

に対応）

申立国

【第三国参加国】
経 過

案件概要：①主な申立て事由

②パネル報告

③上級委報告

関連協定

第Ⅰ部

第Ⅱ部

記載

米国ー韓国

製カラーテレビ

輸入に係る 措

置

韓国

【ブラジル】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置要請取り

下げ（再要請の権利留保）

韓国が要請を取り下

げ

①米国が韓国製カラーテレビに対

し、ダンピングの不在及び輸出中

断にも拘わらず 協定義務を賦課

していたことは、 第 条及び

協定第 、 、 、 、 、 条に

違反するとして韓国が申立て。

インドー農

業・織物・工業

製品輸入に係る

数量制限

米国 協議要請

パネル設置要請

パネル設置

パネル報告書配布

インドが上級委申立

て

上級委報告書配布

パネル・上級委報告

書採択

①インドが 品目に及ぶ農

業・織物・工業製品につき輸入数

量制限を行っているのは、 第

、 、 条、農業協定第

条 項、輸入ライセンス協定第 条

に違反するとして米国が申立て。

インド側は国際収支の擁護を目的

としていると主張した。

②インドの措置が、 第 条

（数量制限）に違反すること、ま

たインドの国際収支には問題が無

く国際収支擁護を理由とした貿易

制限は認められないため 第

条 項に違反するととも

に、農産品に対する輸入制限は農

業協定第 条（農産品の輸入制

限措置の一般的禁止）に違反し、

米国の協定上の利益を無効化・侵

害していると判断。

③パネルの判断を全面的に支持。

年 月の において、インド

は問題とされたすべての品目につ

いて数量制限を撤廃し の勧告

を履行した旨通報した。

インドー農

業・織物・工業

製品輸入に係る

数量制限

豪州 協議要請

二国間合意通報

（ の米国による申立て事由

と同様）

インドー農

業・織物・工業

製品輸入に係る

数量制限

カナダ 協議要請

二国間合意通報

（ の米国による申立て事由

と同様）

インドー農

業・織物・工業

製品輸入に係る

数量制限

ニュージーランド 協議要請

二国間合意通報

（ の米国による申立て事由

に加え）利益を無効化・侵害して

いる。

インドー農

業・織物・工業

スイス 協議要請

二国間合意通報

（上記 ～ の申立て事由と

同様。但し農業を除く）
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第３章 紛争案件一覧

案件名（番

号は 紛争解

決機関の 番号

に対応）

申立国

【第三国参加国】
経 過

案件概要：①主な申立て事由

②パネル報告

③上級委報告

関連協定

第Ⅰ部

第Ⅱ部

記載

製品輸入に係る

数量制限

米国ー政府

調達に係る措置

日本 協議要請

パネル設置要請

パネル設置 ｢ ｣と

合併

を参照

第Ⅱ部

第 章

インドー農

業・織物・工業

製品輸入に係る

数量制限

協議要請

二国間合意通報

（上記 の米国による申立て

事由に加え） 協定第 、 、 条

に違反するとして申立て。

米国ーチリ

産鮭輸入に係る

相殺義務調査

チリ 協議要請 ①チリ産鮭に対する米商務省の補

助金相殺義務調査は補助金協定第

条に違反するとしてチリが申立

て。

韓国ー乳製

品輸入に係るセ

ーフガード決定

【米国】

協議要請

パネル設置要請

新規のパネル設置要

請

パネル設置

パネル報告書配布

韓国が上級委申立て

上級委報告書配布

パネル・上級委報告

書採択

①韓国が乳製品に輸入割当の形で

協定を発動したのは、 協定第

、 、 、 条及び 第 条に

違反するとして が申立て。

②重大な損害の認定について韓国

は全ての考慮要素を考慮していな

いとして 協定第 条違反を認

定し、重大な損害を防止するのに

必余な限度を超えるとして 協定

措置の適用に関する 協定第 条

違反を認定した。

③上級委は 協定第 条につい

て数量制限を適用する場合以外の

いかなる場合にも明白な説明が必

要とのパネルの判断を破棄すると

ともに、 第 条 項について

のパネルの解釈も破棄し、「予見

されなかった発展」は独立の要件

ではないが事実として証明される

べきある種の状況を示していると

し、パネルの事実認定の不尽によ

り審理できないとした。

米国ー韓国

製 に対する

税賦課

韓国 協議要請

パネル設置

パネル報告書配布

パネル設置要請（履

行確認）

パネル設置（履行確

認）

パネル停止（履行確

認）

①韓国製 に対する米商務省の

協定決定は、 協定第 、 、

、 条に反するとして韓国が申

立て。

②パネルは韓国の立証が不十分で

あるとして 協定第 条違

反を、僅少の基準は申請時に限ら

れるとして 条違反を、全ての

データが検証されている必要はな

資料編

案件名（番

号は 紛争解

決機関の 番号

に対応）

申立国

【第三国参加国】
経 過

案件概要：①主な申立て事由

②パネル報告

③上級委報告

関連協定

第Ⅰ部

第Ⅱ部

記載

米国ー韓国

製カラーテレビ

輸入に係る 措

置

韓国

【ブラジル】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置要請取り

下げ（再要請の権利留保）

韓国が要請を取り下

げ

①米国が韓国製カラーテレビに対

し、ダンピングの不在及び輸出中

断にも拘わらず 協定義務を賦課

していたことは、 第 条及び

協定第 、 、 、 、 、 条に

違反するとして韓国が申立て。

インドー農

業・織物・工業

製品輸入に係る

数量制限

米国 協議要請

パネル設置要請

パネル設置

パネル報告書配布

インドが上級委申立

て

上級委報告書配布

パネル・上級委報告

書採択

①インドが 品目に及ぶ農

業・織物・工業製品につき輸入数

量制限を行っているのは、 第

、 、 条、農業協定第

条 項、輸入ライセンス協定第 条

に違反するとして米国が申立て。

インド側は国際収支の擁護を目的

としていると主張した。

②インドの措置が、 第 条

（数量制限）に違反すること、ま

たインドの国際収支には問題が無

く国際収支擁護を理由とした貿易

制限は認められないため 第

条 項に違反するととも

に、農産品に対する輸入制限は農

業協定第 条（農産品の輸入制

限措置の一般的禁止）に違反し、

米国の協定上の利益を無効化・侵

害していると判断。

③パネルの判断を全面的に支持。

年 月の において、インド

は問題とされたすべての品目につ

いて数量制限を撤廃し の勧告

を履行した旨通報した。

インドー農

業・織物・工業

製品輸入に係る

数量制限

豪州 協議要請

二国間合意通報

（ の米国による申立て事由

と同様）

インドー農

業・織物・工業

製品輸入に係る

数量制限

カナダ 協議要請

二国間合意通報

（ の米国による申立て事由

と同様）

インドー農

業・織物・工業

製品輸入に係る

数量制限

ニュージーランド 協議要請

二国間合意通報

（ の米国による申立て事由

に加え）利益を無効化・侵害して

いる。

インドー農

業・織物・工業

スイス 協議要請

二国間合意通報

（上記 ～ の申立て事由と

同様。但し農業を除く）
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第３章 紛争案件一覧

案件名（番

号は 紛争解

決機関の 番号

に対応）

申立国

【第三国参加国】
経 過

案件概要：①主な申立て事由

②パネル報告

③上級委報告

関連協定

第Ⅰ部

第Ⅱ部

記載

カナダが上級委Ⅱ申

立て 履行確認）

上級委Ⅱ報告書配布

履行確認）

上級委Ⅱ報告書採択

履行確認）

二国間合意通報

ープロ

セスチーズ輸出

に係る措置

米国 協議要請 ① のプロセスチーズ輸出に係る

が、農業協定第 、 、 、

条、補助金協定第 条に違反する

として米国が申立て。

ーバナ

ナ輸入制限

パナマ 協議要請

二国間合意通報

①バナナの輸入、販売、流通に関

する の制度に関する申立て（関

連する 協定を特定せず）。

豪州ー自

動車用皮革生産

者・輸入者への

米国 協議要請

パネル設置

パネル設置要請を取

り下げ

①豪州が自動車用皮革製品の生産

者・輸出者に対する補助金は、補

助金協定第 条に違反するとして

米国が申立て。

パキスタ

ンー獣皮輸出制

限

協議要請 ①パキスタンの獣皮輸出制限措置

は 産業の未加工、半加工原料調

達を制限しているとして が申立

て（関連する 協定を特定せ

ず）。

米国ー外

国小売業者への

課税制度

【豪州、バルバド

ス、ブラジル、カ

ナダ、中国、イン

ド、ジャマイカ、

日本】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

パネル報告書配布

米国が上級委申立て

上級委報告書配布

パネル・上級委報告

書採択

米国が 第 条に基

づく対抗措置承認申請

米国が 第 条仲

裁の要請

がパネル設置要請

履行確認）

パネル設置 履行確

認）

パネル報告書配布 履

行確認）

米国が上級委申立て

履行確認）

上級委報告書配布 履

行確認）

①米国の外国小売業者（ ）に

対する特別課税制度は、補助金協

定第 条、 第 条 項、

条に違反するとして が申立て。

②補助金協定第 条の輸出補助

金に該当するとして廃止を勧告、

③パネル判断を支持し採択。

上級委判断を受けて米国は履行措

置として 廃止並びに改正法

を制定したが、第 回 第 条

パネル及び 第 条上級委は

依然として輸出補助金であり協定

違反であると認定をし、 第

条上級委は補助金協定第

条の完全な実施を要請した。これ

により米国は、 廃止法案であ

る米国雇用創出法を制定したが、

第 回 第 条パネルはこの実

施措置についても完全な勧告を実

施していないと認定した。また、

第 条パネルは新たな勧告

第Ⅱ部

第 章

資料編

案件名（番

号は 紛争解

決機関の 番号

に対応）

申立国

【第三国参加国】
経 過

案件概要：①主な申立て事由

②パネル報告

③上級委報告

関連協定

第Ⅰ部

第Ⅱ部

記載

二国間合意通報 いとして 条の違反を認めなか

った。他方、パネルは米国の見直

しに関する 協定 条違反を認

めた。

米国ー鶏

肉製品輸入に係

る措置

協議要請 ①米国による 産鶏製品の輸入禁

止が 第 、 、 、 条及び

協定、 協定に反するとして

が申立て。

メキシコ

ー米国産高糖度

コーンシロップ

に対する 調査

米国 協議要請 ①メキシコの米コーンシロップに

対する 協定決定及び措置の発動

が、 協定第 、 条に反するとし

て米国が申立て。

フィリピ

ンー豚肉・鶏肉

に係る措置

米国 協議要請

二国間合意通報

の対象となった措置を改善

するとの 年政令 号も申立て

に含む）

、 カ

ナダー乳製品に

係る措置

米国

ニュージーランド

（

【アルゼンチン、

豪州、 、日本、

メキシコ】

協議要請 「 」

パネル設置要請

「 」

パネル設置

（「 」と合併）

パネル報告書配布

カナダが上級委申立

て

上級委報告書配布

パネル・上級委報告

書採択

パネル設置要請 履

行確認）

パネル設置 履行確

認）

パネル報告書配布 履

行確認）

カナダが上級委申立

て 履行確認）

上級委報告書配布 履

行確認）

パネルⅡ設置要請 履

行確認）

パネル・上級委報告

書採択、パネルⅡ設置 履行確

認）

パネルⅡ報告書配布

履行確認）

①カナダの乳製品に係る輸出補助

金及び関税割当は、 第 条、

農業協定第 条、 条、補助金協定

第 条、輸入ライセンス協定第 、

条に違反するとして米国が申立

て。

②③パネル及び上級委は、農業協

定第 条の輸出補助金に該当する

措置であり、農業協定第 条違反

であると認定（ただし、 条

に関する違反を認定したパネルの

判断は上級委で覆された）。ま

た、上級委は 第 条について

も、価格に基づく割当を行ってい

る点が同条に違反するとした。

第 条パネル及び上級委

は、カナダの履行が不十分である

と判断した。
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第３章 紛争案件一覧

案件名（番

号は 紛争解

決機関の 番号

に対応）

申立国

【第三国参加国】
経 過

案件概要：①主な申立て事由

②パネル報告

③上級委報告

関連協定

第Ⅰ部

第Ⅱ部

記載

カナダが上級委Ⅱ申

立て 履行確認）

上級委Ⅱ報告書配布

履行確認）

上級委Ⅱ報告書採択

履行確認）

二国間合意通報

ープロ

セスチーズ輸出

に係る措置

米国 協議要請 ① のプロセスチーズ輸出に係る

が、農業協定第 、 、 、

条、補助金協定第 条に違反する

として米国が申立て。

ーバナ

ナ輸入制限

パナマ 協議要請

二国間合意通報

①バナナの輸入、販売、流通に関

する の制度に関する申立て（関

連する 協定を特定せず）。

豪州ー自

動車用皮革生産

者・輸入者への

米国 協議要請

パネル設置

パネル設置要請を取

り下げ

①豪州が自動車用皮革製品の生産

者・輸出者に対する補助金は、補

助金協定第 条に違反するとして

米国が申立て。

パキスタ

ンー獣皮輸出制

限

協議要請 ①パキスタンの獣皮輸出制限措置

は 産業の未加工、半加工原料調

達を制限しているとして が申立

て（関連する 協定を特定せ

ず）。

米国ー外

国小売業者への

課税制度

【豪州、バルバド

ス、ブラジル、カ

ナダ、中国、イン

ド、ジャマイカ、

日本】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

パネル報告書配布

米国が上級委申立て

上級委報告書配布

パネル・上級委報告

書採択

米国が 第 条に基

づく対抗措置承認申請

米国が 第 条仲

裁の要請

がパネル設置要請

履行確認）

パネル設置 履行確

認）

パネル報告書配布 履

行確認）

米国が上級委申立て

履行確認）

上級委報告書配布 履

行確認）

①米国の外国小売業者（ ）に

対する特別課税制度は、補助金協

定第 条、 第 条 項、

条に違反するとして が申立て。

②補助金協定第 条の輸出補助

金に該当するとして廃止を勧告、

③パネル判断を支持し採択。

上級委判断を受けて米国は履行措

置として 廃止並びに改正法

を制定したが、第 回 第 条

パネル及び 第 条上級委は

依然として輸出補助金であり協定

違反であると認定をし、 第

条上級委は補助金協定第

条の完全な実施を要請した。これ

により米国は、 廃止法案であ

る米国雇用創出法を制定したが、

第 回 第 条パネルはこの実

施措置についても完全な勧告を実

施していないと認定した。また、

第 条パネルは新たな勧告

第Ⅱ部

第 章

資料編

案件名（番

号は 紛争解

決機関の 番号

に対応）

申立国

【第三国参加国】
経 過

案件概要：①主な申立て事由

②パネル報告

③上級委報告

関連協定

第Ⅰ部

第Ⅱ部

記載

二国間合意通報 いとして 条の違反を認めなか

った。他方、パネルは米国の見直

しに関する 協定 条違反を認

めた。

米国ー鶏

肉製品輸入に係

る措置

協議要請 ①米国による 産鶏製品の輸入禁

止が 第 、 、 、 条及び

協定、 協定に反するとして

が申立て。

メキシコ

ー米国産高糖度

コーンシロップ

に対する 調査

米国 協議要請 ①メキシコの米コーンシロップに

対する 協定決定及び措置の発動

が、 協定第 、 条に反するとし

て米国が申立て。

フィリピ

ンー豚肉・鶏肉

に係る措置

米国 協議要請

二国間合意通報

の対象となった措置を改善

するとの 年政令 号も申立て

に含む）

、 カ

ナダー乳製品に

係る措置

米国

ニュージーランド

（

【アルゼンチン、

豪州、 、日本、

メキシコ】

協議要請 「 」

パネル設置要請

「 」

パネル設置

（「 」と合併）

パネル報告書配布

カナダが上級委申立

て

上級委報告書配布

パネル・上級委報告

書採択

パネル設置要請 履

行確認）

パネル設置 履行確

認）

パネル報告書配布 履

行確認）

カナダが上級委申立

て 履行確認）

上級委報告書配布 履

行確認）

パネルⅡ設置要請 履

行確認）

パネル・上級委報告

書採択、パネルⅡ設置 履行確

認）

パネルⅡ報告書配布

履行確認）

①カナダの乳製品に係る輸出補助

金及び関税割当は、 第 条、

農業協定第 条、 条、補助金協定

第 条、輸入ライセンス協定第 、

条に違反するとして米国が申立

て。

②③パネル及び上級委は、農業協

定第 条の輸出補助金に該当する

措置であり、農業協定第 条違反

であると認定（ただし、 条

に関する違反を認定したパネルの

判断は上級委で覆された）。ま

た、上級委は 第 条について

も、価格に基づく割当を行ってい

る点が同条に違反するとした。

第 条パネル及び上級委

は、カナダの履行が不十分である

と判断した。
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第３章 紛争案件一覧

案件名（番

号は 紛争解

決機関の 番号

に対応）

申立国

【第三国参加国】
経 過

案件概要：①主な申立て事由

②パネル報告

③上級委報告

関連協定

第Ⅰ部

第Ⅱ部

記載

いとして、 協定第 条違

反を定。

ー著作

隣接権付与に係

る措置

米国 協議要請

パネル設置要請

二国間合意通報

① の著作隣接権付与の制度が、

協定第 、 、 、 条

に違反するとして米国が申立て。

ブラジル

ー支払期間に係

る措置

協議要請 ①ブラジルの輸入の支払期間に係

る措置は、輸入ライセンス協定第

、 条に違反するとして が申立

て。

カナダー

フィルム流通サ

ービスに係る措

置

協議要請 ①カナダのフィルム流通サービス

に係る措置は、 第 、 条

に違反するとして が申立て。

米国ー港

湾維持税

協議要請 ①米国の港湾維持税は、 第

、 、 、 、 条及び

年 第 条 項 についての解

釈了解に違反するとして が申立

て。

豪州ーコ

ート紙輸入に対

する 措置につ

いて

スイス 協議要請

二国間合意通報

①豪州のスイス産コート紙の輸入

に対する 協定措置は、 協定第

、 条に違反するとしてスイスが

申立て。

インドー

特定商品の輸入

に係る措置

協議要請

パネル設置要請

①インドの 政策において、獣

皮革が輸入品のネガティブ・リス

トに掲載され、実質的に輸入許可

が拒否されているのは、 第

条に違反するとして が申立て｡

アルゼン

チンー履き物輸

入に係るセーフ

ガード措置

【ブラジル、イン

ドネシア、パラグ

アイ、ウルグア

イ、米国】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

パネル報告書配布

アルゼンチンが上級

委申立て

上級委報告書配布

パネル・上級委報告

書採択

①アルゼンチンが輸入履き物に対

してとったセーフガード措置は、

協定第 、 、 、 、 条及び

第 条に違反するとして

が申立て。

②アルゼンチンの調査、輸入の増

加、重大な損害、因果関係の認定

は 協定第 条に違反すると判

断。

③ 協定第 条に関してはパネ

ル判断を支持。また、 協定措置

は 第 条と 協定双方が適

用されるという解釈を示した。な

お、 協定第 条脚注と 第

条に関するパネルの認定を破

棄した上で、アルゼンチンがメル

第Ⅱ部

第 章

資料編

案件名（番

号は 紛争解

決機関の 番号

に対応）

申立国

【第三国参加国】
経 過

案件概要：①主な申立て事由

②パネル報告

③上級委報告

関連協定

第Ⅰ部

第Ⅱ部

記載

パネル・上級委報告

書採択 履行確認）

がパネルⅡ設置要

請 履行確認）

パネルⅡ設置 履行確

認）

パネルⅡ報告書配布

履行確認）

米国が上級委Ⅱ申立

て 履行確認）

パネル・上級委Ⅱ報

告書配布 履行確認）

が必要であるとの米国の主張には

同意しないとした。

チリー酒

税

米国 協議要請 ①チリが輸入スピリッツに対し国

産品よりも高い特別売上税を課し

ているのは 第 条 項に違反

するとして米国が申立て。

チリー酒

税

協議要請

パネル設置要請

パネル設置 ｢ ｣と

合併

米国ーグ

ランドナッツに

係る関税割当

アルゼンチン 協議要請 ①米国の関税割当に係わる措置は

第 、 、 条、農業協定第

、 、 条、原産地規則協定第

条、輸入ライセンス協定第 条に

違反し、また無効化・侵害を生じ

ているとしてアルゼンチンが申立

て。

ペルーー

ブラジル製バス

輸入に係る

調査

ブラジル 協議要請 ①ブラジル製バス輸入に係わるペ

ルーの 調査手続は、補助金協

定第 、 条に違反するとして

ブラジルが申立て。

第 条、 条

カナダー

乳製品に係る措

置

ニュージーランド 協議要請

パネル設置要請

パネル設置 ｢ ｣

と合併

を参照

カナダー

医薬品特許保護

【日本、豪州、ブ

ラジル、コロンビ

ア、キューバ、イ

ンド、イスラエ

ル、ポーランド、

スイス、タイ、米

国】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

パネル報告書配布

パネル報告書採択

①カナダの特許法等の現行法は、

医薬品分野の発明の保護が不十分

であり、 協定第 、 、

、 、 、 条等に違反する

として が申立て。

②カナダ特許法第 条は、

協定第 条に基づき特許権

者に付与された排他的権利を制限

しており、 協定第 条に認

められた限定的例外にも該当しな
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第３章 紛争案件一覧

案件名（番

号は 紛争解

決機関の 番号

に対応）

申立国

【第三国参加国】
経 過

案件概要：①主な申立て事由

②パネル報告

③上級委報告

関連協定

第Ⅰ部

第Ⅱ部

記載

いとして、 協定第 条違

反を定。

ー著作

隣接権付与に係

る措置

米国 協議要請

パネル設置要請

二国間合意通報

① の著作隣接権付与の制度が、

協定第 、 、 、 条

に違反するとして米国が申立て。

ブラジル

ー支払期間に係

る措置

協議要請 ①ブラジルの輸入の支払期間に係

る措置は、輸入ライセンス協定第

、 条に違反するとして が申立

て。

カナダー

フィルム流通サ

ービスに係る措

置

協議要請 ①カナダのフィルム流通サービス

に係る措置は、 第 、 条

に違反するとして が申立て。

米国ー港

湾維持税

協議要請 ①米国の港湾維持税は、 第

、 、 、 、 条及び

年 第 条 項 についての解

釈了解に違反するとして が申立

て。

豪州ーコ

ート紙輸入に対

する 措置につ

いて

スイス 協議要請

二国間合意通報

①豪州のスイス産コート紙の輸入

に対する 協定措置は、 協定第

、 条に違反するとしてスイスが

申立て。

インドー

特定商品の輸入

に係る措置

協議要請

パネル設置要請

①インドの 政策において、獣

皮革が輸入品のネガティブ・リス

トに掲載され、実質的に輸入許可

が拒否されているのは、 第

条に違反するとして が申立て｡

アルゼン

チンー履き物輸

入に係るセーフ

ガード措置

【ブラジル、イン

ドネシア、パラグ

アイ、ウルグア

イ、米国】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

パネル報告書配布

アルゼンチンが上級

委申立て

上級委報告書配布

パネル・上級委報告

書採択

①アルゼンチンが輸入履き物に対

してとったセーフガード措置は、

協定第 、 、 、 、 条及び

第 条に違反するとして

が申立て。

②アルゼンチンの調査、輸入の増

加、重大な損害、因果関係の認定

は 協定第 条に違反すると判

断。

③ 協定第 条に関してはパネ

ル判断を支持。また、 協定措置

は 第 条と 協定双方が適

用されるという解釈を示した。な

お、 協定第 条脚注と 第

条に関するパネルの認定を破

棄した上で、アルゼンチンがメル

第Ⅱ部

第 章

資料編

案件名（番

号は 紛争解

決機関の 番号

に対応）

申立国

【第三国参加国】
経 過

案件概要：①主な申立て事由

②パネル報告

③上級委報告

関連協定

第Ⅰ部

第Ⅱ部

記載

パネル・上級委報告

書採択 履行確認）

がパネルⅡ設置要

請 履行確認）

パネルⅡ設置 履行確

認）

パネルⅡ報告書配布

履行確認）

米国が上級委Ⅱ申立

て 履行確認）

パネル・上級委Ⅱ報

告書配布 履行確認）

が必要であるとの米国の主張には

同意しないとした。

チリー酒

税

米国 協議要請 ①チリが輸入スピリッツに対し国

産品よりも高い特別売上税を課し

ているのは 第 条 項に違反

するとして米国が申立て。

チリー酒

税

協議要請

パネル設置要請

パネル設置 ｢ ｣と

合併

米国ーグ

ランドナッツに

係る関税割当

アルゼンチン 協議要請 ①米国の関税割当に係わる措置は

第 、 、 条、農業協定第

、 、 条、原産地規則協定第

条、輸入ライセンス協定第 条に

違反し、また無効化・侵害を生じ

ているとしてアルゼンチンが申立

て。

ペルーー

ブラジル製バス

輸入に係る

調査

ブラジル 協議要請 ①ブラジル製バス輸入に係わるペ

ルーの 調査手続は、補助金協

定第 、 条に違反するとして

ブラジルが申立て。

第 条、 条

カナダー

乳製品に係る措

置

ニュージーランド 協議要請

パネル設置要請

パネル設置 ｢ ｣

と合併

を参照

カナダー

医薬品特許保護

【日本、豪州、ブ

ラジル、コロンビ

ア、キューバ、イ

ンド、イスラエ

ル、ポーランド、

スイス、タイ、米

国】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

パネル報告書配布

パネル報告書採択

①カナダの特許法等の現行法は、

医薬品分野の発明の保護が不十分

であり、 協定第 、 、

、 、 、 条等に違反する

として が申立て。

②カナダ特許法第 条は、

協定第 条に基づき特許権

者に付与された排他的権利を制限

しており、 協定第 条に認

められた限定的例外にも該当しな
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第３章 紛争案件一覧

案件名（番

号は 紛争解

決機関の 番号

に対応）

申立国

【第三国参加国】
経 過

案件概要：①主な申立て事由

②パネル報告

③上級委報告

関連協定

第Ⅰ部

第Ⅱ部

記載

いないのは 協定第 、 条

に違反するとして米国が申立て。

豪州ー自

動車用皮革生産

者・輸出者への

補助金

米国

【 、メキシコ】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

パネル報告書配布

米国がパネル設置要

請 履行確認）

パネル設置 履行確

認）

パネル報告書配布 履

行確認）

パネル報告書採択

（履行確認）

二国間合意通報

①豪州が自動車用皮革の生産者・

輸出者に対して与えた財政的援助

は、補助金協定第 条に違反する

として米国が申立て。

②事実上の輸出条件を認定して補

助金協定第 条違反の輸出補助金

であると判断し、 日以内に廃止

することを勧告。

第 条パネルは豪州は禁止

補助金を廃止していないと認定し

た。また、一度きりの過去の補助

金の実効的な救済のためには補助

金全額の返済を求めるという考え

方も示した。

ベルギー

ー の性質を

有する所得税

米国 協議要請 ①ベルギーが「輸出経営者」をリ

クルートした者に対し税控除を認

めているのは、補助金協定第 条

に違反するとして米国が申立て。

オランダ

ー の性質を

有する所得税

米国 協議要請 ①オランダの所得税法において輸

出による収入に「輸出留保」を認

めているのは、補助金協定第 条

に違反するとして米国が申立て。

ギリシャ

ー の性質を

有する所得税

米国 協議要請 ①ギリシャの所得税法において輸

出者に年間の輸出収入の割合に応

じて税控除を認めているのは、補

助金協定第 条に違反するとして

米国が申立て。

アイルラ

ンドー補助金の

性質を有する所

得税

米国 協議要請 ①アイルランドの所得税法におい

て国内製造品の輸出による収入に

特別の税率を適用する資格を設け

ているのは、補助金協定第 条に

違反するとして米国が申立て。

フランス

ー補助金の性質

を有する所得税

米国 協議要請 ①フランスの所得税法において、

企業の海外取引の初期費用を暫定

的に税控除し、企業に特別な準備

金を認めているのは、補助金協定

第 条に違反するとして米国が申

立て。

メキシコ

ー米国産高糖度

コーンシロップ

に対する 調査

米国

【ジャマイカ、モ

ーリシャス】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

パネル報告書配布

①メキシコの米国産高糖度コーン

シロップに対する 協定調査及び

損害のおそれの決定は、 協定第

資料編

案件名（番

号は 紛争解

決機関の 番号

に対応）

申立国

【第三国参加国】
経 過

案件概要：①主な申立て事由

②パネル報告

③上級委報告

関連協定

第Ⅰ部

第Ⅱ部

記載

コスール諸国を含むすべての輸入

を考慮して重大な損害の認定をし

たのに、 協定措置をメルコスー

ル以外の輸入にのみ発動したこと

は正当化できないと判断。

タイーポ

ーランド製鉄鋼

に対する 措置

ポーランド

【日本、 、米

国】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

パネル報告書配布

タイが上級委申立て

上級委員会報告書配

布

パネル・上級委報告

書採択

①タイのポーランド製鉄鋼に対す

る 協定税賦課、及び情報開示の

拒否は 協定第 、 、 、 条に違

反するとしてポーランドが申立

て。

② 「実証的証拠」の「客観的

審査」に基づき、ダンピング輸入

の価格への影響を考慮しなかった

として 協定第 条第 文、

条違反、 協定第 条に列

挙された要因をすべて考慮せず、

また「公平かつ客観的な評価」若

しくは「実質的証拠」の「客観的

審査」に基づきいかに損害が肯定

されたかに関し、的確な説明を怠

ったとして 協定第 、 条違

反、 及び に基づき、ダ

ンピング輸入と損害との因果関係

を認定したとして 協定第 、

条違反を認定。

③ 協定第 条の一部、及び第

条についてのパネル決定

を破棄したが、タイの上級委申立

てがなかった 協定第 、 、

条違反に関するパネル決定に

ついては審査しなかった。

アルゼン

チンー履き物輸

入に係るセーフ

ガード措置

インドネシア 協議要請

パネル設置要請

パネル設置要請取り

下げ

①アルゼンチンが輸入履き物に対

してとったセーフガード措置は、

協定第 、 、 、 、 、 条、

及び 第 条に違反するとし

てインドネシアが申立て。

ー動

画・テレビ番組

に係る知的財産

権の執行

米国 協議要請

二国間合意通報

①ギリシャにおいて著作権者の許

可なく動画及びテレビ番組が放映

され、権利保護の措置がとられて

いないのは 協定第 、 条

に違反するとして米国が申立て。

ギリシャ

ー動画・テレビ

番組に係る知的

財産権の執行

米国 協議要請

二国間合意通報

①ギリシャにおいて著作権者の許

可なく動画及びテレビ番組が放映

され、権利保護の措置がとられて
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第３章 紛争案件一覧

案件名（番

号は 紛争解

決機関の 番号

に対応）

申立国

【第三国参加国】
経 過

案件概要：①主な申立て事由

②パネル報告

③上級委報告

関連協定

第Ⅰ部

第Ⅱ部

記載

いないのは 協定第 、 条

に違反するとして米国が申立て。

豪州ー自

動車用皮革生産

者・輸出者への

補助金

米国

【 、メキシコ】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

パネル報告書配布

米国がパネル設置要

請 履行確認）

パネル設置 履行確

認）

パネル報告書配布 履

行確認）

パネル報告書採択

（履行確認）

二国間合意通報

①豪州が自動車用皮革の生産者・

輸出者に対して与えた財政的援助

は、補助金協定第 条に違反する

として米国が申立て。

②事実上の輸出条件を認定して補

助金協定第 条違反の輸出補助金

であると判断し、 日以内に廃止

することを勧告。

第 条パネルは豪州は禁止

補助金を廃止していないと認定し

た。また、一度きりの過去の補助

金の実効的な救済のためには補助

金全額の返済を求めるという考え

方も示した。

ベルギー

ー の性質を

有する所得税

米国 協議要請 ①ベルギーが「輸出経営者」をリ

クルートした者に対し税控除を認

めているのは、補助金協定第 条

に違反するとして米国が申立て。

オランダ

ー の性質を

有する所得税

米国 協議要請 ①オランダの所得税法において輸

出による収入に「輸出留保」を認

めているのは、補助金協定第 条

に違反するとして米国が申立て。

ギリシャ

ー の性質を

有する所得税

米国 協議要請 ①ギリシャの所得税法において輸

出者に年間の輸出収入の割合に応

じて税控除を認めているのは、補

助金協定第 条に違反するとして

米国が申立て。

アイルラ

ンドー補助金の

性質を有する所

得税

米国 協議要請 ①アイルランドの所得税法におい

て国内製造品の輸出による収入に

特別の税率を適用する資格を設け

ているのは、補助金協定第 条に

違反するとして米国が申立て。

フランス

ー補助金の性質

を有する所得税

米国 協議要請 ①フランスの所得税法において、

企業の海外取引の初期費用を暫定

的に税控除し、企業に特別な準備

金を認めているのは、補助金協定

第 条に違反するとして米国が申

立て。

メキシコ

ー米国産高糖度

コーンシロップ

に対する 調査

米国

【ジャマイカ、モ

ーリシャス】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

パネル報告書配布

①メキシコの米国産高糖度コーン

シロップに対する 協定調査及び

損害のおそれの決定は、 協定第

資料編

案件名（番

号は 紛争解

決機関の 番号

に対応）

申立国

【第三国参加国】
経 過

案件概要：①主な申立て事由

②パネル報告

③上級委報告

関連協定

第Ⅰ部

第Ⅱ部

記載

コスール諸国を含むすべての輸入

を考慮して重大な損害の認定をし

たのに、 協定措置をメルコスー

ル以外の輸入にのみ発動したこと

は正当化できないと判断。

タイーポ

ーランド製鉄鋼

に対する 措置

ポーランド

【日本、 、米

国】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

パネル報告書配布

タイが上級委申立て

上級委員会報告書配

布

パネル・上級委報告

書採択

①タイのポーランド製鉄鋼に対す

る 協定税賦課、及び情報開示の

拒否は 協定第 、 、 、 条に違

反するとしてポーランドが申立

て。

② 「実証的証拠」の「客観的

審査」に基づき、ダンピング輸入

の価格への影響を考慮しなかった

として 協定第 条第 文、

条違反、 協定第 条に列

挙された要因をすべて考慮せず、

また「公平かつ客観的な評価」若

しくは「実質的証拠」の「客観的

審査」に基づきいかに損害が肯定

されたかに関し、的確な説明を怠

ったとして 協定第 、 条違

反、 及び に基づき、ダ

ンピング輸入と損害との因果関係

を認定したとして 協定第 、

条違反を認定。

③ 協定第 条の一部、及び第

条についてのパネル決定

を破棄したが、タイの上級委申立

てがなかった 協定第 、 、

条違反に関するパネル決定に

ついては審査しなかった。

アルゼン

チンー履き物輸

入に係るセーフ

ガード措置

インドネシア 協議要請

パネル設置要請

パネル設置要請取り

下げ

①アルゼンチンが輸入履き物に対

してとったセーフガード措置は、

協定第 、 、 、 、 、 条、

及び 第 条に違反するとし

てインドネシアが申立て。

ー動

画・テレビ番組

に係る知的財産

権の執行

米国 協議要請

二国間合意通報

①ギリシャにおいて著作権者の許

可なく動画及びテレビ番組が放映

され、権利保護の措置がとられて

いないのは 協定第 、 条

に違反するとして米国が申立て。

ギリシャ

ー動画・テレビ

番組に係る知的

財産権の執行

米国 協議要請

二国間合意通報

①ギリシャにおいて著作権者の許

可なく動画及びテレビ番組が放映

され、権利保護の措置がとられて
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第３章 紛争案件一覧

案件名（番

号は 紛争解

決機関の 番号

に対応）

申立国

【第三国参加国】
経 過

案件概要：①主な申立て事由

②パネル報告

③上級委報告

関連協定

第Ⅰ部

第Ⅱ部

記載

の、カナダは例外規定について争

っていない、とした。フランスが

輸入を禁止した温石綿とそれに代

替しうる繊維、又は温石綿を含む

産品と温石綿に代替しうる繊維を

含む産品とは、 第 条 項

（同種の産品に対する内国民待

遇）における「同種の産品」であ

るため、フランスの輸入禁止命令

は 条 項に違反しているもの

の、 第 条 （健康保護措

置の一般的例外）により正当化さ

れる旨判断。

③ 協定違反について、輸入禁

止も 条にいう強制規格に該当

するとしてパネル判断を覆した

が、事実認定の不尽を理由に審理

を継続できないとした。また、

第 条 項については、同種

の産品の認定について、特に消費

性向の観点などから同種性につい

て十分な立証がなされていないと

してこれを覆した。他方、 第

条についてはこれを支持し、申

立国は本件措置に関する の協定

違反を立証しなかったとして措置

の是正に係る勧告を行わなかっ

た。

米国ー

年 法

【日本、インド、

メキシコ】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

パネル報告書配布

米国が上級委申立て

上級委員会報告書配

布

パネル・上級委員会

報告書採択

が対抗措置承認申

請

対抗措置規模に係る

仲裁裁定配布

①米国 年 協定法は 年関

税法と並行して存在しており、

第 、 条、 設立協定第

条 、 協定第 ～ 条に違反

するとして が申立て。

② 年米国 協定法は、 損

害認定を要件としていないとして

第 条 項違反、 協定

税以外の救済措置を規定している

として 第 条 項違反、

及び より 設立協定第

条違反、 十分な手続的要

件を規定していないとして 協定

第 、 、 条違反を認定。

③パネル判断をすべて支持。

ー松柏

類木材の輸入に

係る措置

カナダ 協議要請 ①カナダからの松柏類木材の輸入

に係る 理事会指令及び関連措置

は、 第 、 、 条、 協

資料編

案件名（番

号は 紛争解

決機関の 番号

に対応）

申立国

【第三国参加国】
経 過

案件概要：①主な申立て事由

②パネル報告

③上級委報告

関連協定

第Ⅰ部

第Ⅱ部

記載

パネル報告書採択

米国がパネル設置要

請（履行確認）

パネル設置 履行確

認）

パネル報告書配布 履

行確認）

メキシコが上級委申

立て（履行確認）

上級委報告書配布 履

行確認）

パネル・上級委報告

書採択（履行確認）

～ 、 、 、 条に違反すると

して米国が申立て。

② 協定第 、 、 、

条（損害認定）、 条

（暫定措置）、 条（暫定措置

適用期間への遡及的賦課）、

条（暫定措置適用期間中の供託金

返還）、 、 条（ 協定

税の遡及的賦課に関する説明）そ

れぞれの違反を認定。

第 条パネルはメキシコの

再認定は 協定第 、 、

、 条 に違反しており、

したがってメキシコは当初パネル

の勧告を実施していないと結論

し、 第 条上級委もこれら

をすべて支持した。

スロバキ

ア－乳製品輸入

及び家畜輸送に

係る措置

スイス 協議要請 ①スロバキアの乳製品輸入及び家

畜輸送に係る措置は、スイスのチ

ーズ及び家畜の輸出に悪影響を与

えており、 第 、 、 、 、

条、 協定第 条、輸入ライセ

ンス協定第 条に違反するとして

スイスが申立て。

－コメ

の輸入税

インド 協議要請 ① 年 月から施行された の

コメの輸入税を決定する

はインドからのコメの輸

入を制限し、 第 、 、 、

、 条、関税評価協定第 、

条、輸入ライセンス協定第 、

条、 協定第 条、 協定第

条、農業協定第 条に違反すると

してインドが申立て。

ーアス

ベスト及びその

製品に係る輸入

禁止措置

カナダ 協議要請

パネル設置要請

パネル設置

パネル報告書配布

カナダが上級委申立

て

上級委報告書配布

パネル・上級委報告

書採択

①フランスのアスベスト及びその

製品の輸入禁止措置は、 協定

第 、 、 条、 協定第 条、農

業協定第 条に違反するとして、

カナダが申立て。

②輸入の一般的禁止には が適

用されるべきであり、 協定上

の問題ではなく、例外的な輸入許

可については 協定が規定する

「強制規格」と見なしうるもの

第Ⅱ部

第 章

678
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案件名（番

号は 紛争解

決機関の 番号

に対応）

申立国

【第三国参加国】
経 過

案件概要：①主な申立て事由

②パネル報告

③上級委報告

関連協定

第Ⅰ部

第Ⅱ部

記載

の、カナダは例外規定について争

っていない、とした。フランスが

輸入を禁止した温石綿とそれに代

替しうる繊維、又は温石綿を含む

産品と温石綿に代替しうる繊維を

含む産品とは、 第 条 項

（同種の産品に対する内国民待

遇）における「同種の産品」であ

るため、フランスの輸入禁止命令

は 条 項に違反しているもの

の、 第 条 （健康保護措

置の一般的例外）により正当化さ

れる旨判断。

③ 協定違反について、輸入禁

止も 条にいう強制規格に該当

するとしてパネル判断を覆した

が、事実認定の不尽を理由に審理

を継続できないとした。また、

第 条 項については、同種

の産品の認定について、特に消費

性向の観点などから同種性につい

て十分な立証がなされていないと

してこれを覆した。他方、 第

条についてはこれを支持し、申

立国は本件措置に関する の協定

違反を立証しなかったとして措置

の是正に係る勧告を行わなかっ

た。

米国ー

年 法

【日本、インド、

メキシコ】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

パネル報告書配布

米国が上級委申立て

上級委員会報告書配

布

パネル・上級委員会

報告書採択

が対抗措置承認申

請

対抗措置規模に係る

仲裁裁定配布

①米国 年 協定法は 年関

税法と並行して存在しており、

第 、 条、 設立協定第

条 、 協定第 ～ 条に違反

するとして が申立て。

② 年米国 協定法は、 損

害認定を要件としていないとして

第 条 項違反、 協定

税以外の救済措置を規定している

として 第 条 項違反、

及び より 設立協定第

条違反、 十分な手続的要

件を規定していないとして 協定

第 、 、 条違反を認定。

③パネル判断をすべて支持。

ー松柏

類木材の輸入に

係る措置

カナダ 協議要請 ①カナダからの松柏類木材の輸入

に係る 理事会指令及び関連措置

は、 第 、 、 条、 協

資料編

案件名（番

号は 紛争解

決機関の 番号

に対応）

申立国

【第三国参加国】
経 過

案件概要：①主な申立て事由

②パネル報告

③上級委報告

関連協定

第Ⅰ部

第Ⅱ部

記載

パネル報告書採択

米国がパネル設置要

請（履行確認）

パネル設置 履行確

認）

パネル報告書配布 履

行確認）

メキシコが上級委申

立て（履行確認）

上級委報告書配布 履

行確認）

パネル・上級委報告

書採択（履行確認）

～ 、 、 、 条に違反すると

して米国が申立て。

② 協定第 、 、 、

条（損害認定）、 条

（暫定措置）、 条（暫定措置

適用期間への遡及的賦課）、

条（暫定措置適用期間中の供託金

返還）、 、 条（ 協定

税の遡及的賦課に関する説明）そ

れぞれの違反を認定。

第 条パネルはメキシコの

再認定は 協定第 、 、

、 条 に違反しており、

したがってメキシコは当初パネル

の勧告を実施していないと結論

し、 第 条上級委もこれら

をすべて支持した。

スロバキ

ア－乳製品輸入

及び家畜輸送に

係る措置

スイス 協議要請 ①スロバキアの乳製品輸入及び家

畜輸送に係る措置は、スイスのチ

ーズ及び家畜の輸出に悪影響を与

えており、 第 、 、 、 、

条、 協定第 条、輸入ライセ

ンス協定第 条に違反するとして

スイスが申立て。

－コメ

の輸入税

インド 協議要請 ① 年 月から施行された の

コメの輸入税を決定する

はインドからのコメの輸

入を制限し、 第 、 、 、

、 条、関税評価協定第 、

条、輸入ライセンス協定第 、

条、 協定第 条、 協定第

条、農業協定第 条に違反すると

してインドが申立て。

ーアス

ベスト及びその

製品に係る輸入

禁止措置

カナダ 協議要請

パネル設置要請

パネル設置

パネル報告書配布

カナダが上級委申立

て

上級委報告書配布

パネル・上級委報告

書採択

①フランスのアスベスト及びその

製品の輸入禁止措置は、 協定

第 、 、 条、 協定第 条、農

業協定第 条に違反するとして、

カナダが申立て。

②輸入の一般的禁止には が適

用されるべきであり、 協定上

の問題ではなく、例外的な輸入許

可については 協定が規定する

「強制規格」と見なしうるもの

第Ⅱ部

第 章
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第３章 紛争案件一覧

案件名（番

号は 紛争解

決機関の 番号

に対応）

申立国

【第三国参加国】
経 過

案件概要：①主な申立て事由

②パネル報告

③上級委報告

関連協定

第Ⅰ部

第Ⅱ部

記載

ーイン

ド産無漂白綿布

に関する 調査

インド 協議要請 ①インド産無漂白綿布に対する

の 協定決定プロセスは、客観性

を欠き、インドの開発途上国とし

ての立場を無視しており、 協定

第 、 、 、 、 、 条及び

第 、 条に違反するとしてイン

ドが申立て。

ーイン

ドからのベット

リネン輸入に対

する 措置

インド

【日本、エジプ

ト、韓国、米国】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

パネル報告書配布

が上級委申立て

上級委員会報告書配

布

パネル・上級委報告

書採択

協議要請（履行確

認）

パネル設置要請（履

行確認）

パネル設置（履行確

認）

パネル報告書配布

（履行確認）

インドが上級委申立

て（履行確認）

上級委員会報告書配

布（履行確認）

パネル・上級委報告

書採択（履行確認）

①インド産のベッドリネンに対す

る の 措置決定プロセスは、不

公正で客観性を欠き、 協定第

、 、 、 、 、 条及び 第

、 条に違反するとしてインド

が申立て。

② が ダンピング・マージン

を決定する際に、ゼロイングを行

ったとして 協定第 条違

反、 国内産業の状態を考慮す

る際に、 協定第 条に列挙さ

れた要因のすべてを考慮しなかっ

た等として 条違反、 協定

税賦課前に、建設的な救済の可能

性を検討しなかったとして 協定

第 条違反を認定。

③ 協定第 条違反に係るパ

ネル認定を支持しつつ、更に、

の一般管理費等及び利潤額の計算

についてのパネル認定を一部破棄

し、 条違反を認定。

第 条パネルは、 の 協

定措置は 協定及び に違反し

ていないと結論したが、 第

条上級委は一部 第 条

パネル認定を破棄し、ダンピング

輸入量の決定について 協定第

、 条違反を認めた。

カナダー

自動車政策に係

る措置

協議要請

パネル設置要請

パネル設置 ｢ ｣

と合併

を参照

第Ⅱ部

第 章

スロバキ

アーハンガリー

小麦に対する輸

入税

ハンガリー 協議要請 ① 年 月に発効した、スロバ

キアのハンガリーからの小麦に対

する輸入税賦課の規則は、 第

、 条、農業協定第 条に違反す

るとしてハンガリーが申立て。

資料編

案件名（番

号は 紛争解

決機関の 番号

に対応）

申立国

【第三国参加国】
経 過

案件概要：①主な申立て事由

②パネル報告

③上級委報告

関連協定

第Ⅰ部

第Ⅱ部

記載

定第 、 、 、 、 条、 協定第

条に違反するとしてカナダが申

立て。

米国ーイ

ギリス製鉄鋼製

品に対する相殺

関税賦課

【ブラジル、メキ

シコ】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

パネル報告書配布

米国が上級委申立て

上級委報告書配布

パネル・上級委報告

書採択

①米国の、英国製鉄鋼製品に対す

る相殺関税の賦課は、補助金協定

第 、 、 、 条に違反し

ているとして が申立て。

②米国は国有企業 の民営化に

伴って当該企業に交付された補助

金が当然に後継の民営企業に継承

されたとみなすべきでは無かった

として、補助金協定 条にいう

補助金が存在せず米国の相殺関税

賦課は補助金協定第 条に反する

とした。

③パネル判断を支持

、 カ

ナダー自動車政

策に係る措置

日本

【インド、韓国、

米国】

協議要請（「 」

）

パネル設置要請

パネル設置

（「 」と合併）

パネル報告書配布

カナダが上級委申立

て

上級委報告書配布

パネル・上級委報告

書採択

①米加 （自由貿易協定）に基

づくオートパクト協定によって、

カナダは一部の自動車会社にロー

カルコンテント要求、製造販売要

求を条件に自動車の無関税輸入を

許しており、こうした措置は、

第 条 項、 条 項、

条、 第 条、補助金協定第

条、 第 、 、 条違反する、

として日本・ が申立て。

②同措置は 第 条 項（最

恵国待遇）に違反し、 条（自

由貿易地域への一般例外）で正当

化されない、 ローカルコンテ

ント要求は 第 条（内国民

待遇）違反、 輸入税の免除は

第 条（禁止補授与金）違

反、 自動車販売サービスへの

免税及びローカルコンテント要求

は 第 条及び 条違反、と

認定。

③ について 第 条違反と

したパネルの判断を棄却したもの

の、それ以外の論点については、

これらを概ね支持。

カナダは 年 月に問題となっ

た優遇措置を廃止する行政命令を

施行した。

第Ⅱ部

第 章

680
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案件名（番

号は 紛争解

決機関の 番号

に対応）

申立国

【第三国参加国】
経 過

案件概要：①主な申立て事由

②パネル報告

③上級委報告

関連協定

第Ⅰ部

第Ⅱ部

記載

ーイン

ド産無漂白綿布

に関する 調査

インド 協議要請 ①インド産無漂白綿布に対する

の 協定決定プロセスは、客観性

を欠き、インドの開発途上国とし

ての立場を無視しており、 協定

第 、 、 、 、 、 条及び

第 、 条に違反するとしてイン

ドが申立て。

ーイン

ドからのベット

リネン輸入に対

する 措置

インド

【日本、エジプ

ト、韓国、米国】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

パネル報告書配布

が上級委申立て

上級委員会報告書配

布

パネル・上級委報告

書採択

協議要請（履行確

認）

パネル設置要請（履

行確認）

パネル設置（履行確

認）

パネル報告書配布

（履行確認）

インドが上級委申立

て（履行確認）

上級委員会報告書配

布（履行確認）

パネル・上級委報告

書採択（履行確認）

①インド産のベッドリネンに対す

る の 措置決定プロセスは、不

公正で客観性を欠き、 協定第

、 、 、 、 、 条及び 第

、 条に違反するとしてインド

が申立て。

② が ダンピング・マージン

を決定する際に、ゼロイングを行

ったとして 協定第 条違

反、 国内産業の状態を考慮す

る際に、 協定第 条に列挙さ

れた要因のすべてを考慮しなかっ

た等として 条違反、 協定

税賦課前に、建設的な救済の可能

性を検討しなかったとして 協定

第 条違反を認定。

③ 協定第 条違反に係るパ

ネル認定を支持しつつ、更に、

の一般管理費等及び利潤額の計算

についてのパネル認定を一部破棄

し、 条違反を認定。

第 条パネルは、 の 協

定措置は 協定及び に違反し

ていないと結論したが、 第

条上級委は一部 第 条

パネル認定を破棄し、ダンピング

輸入量の決定について 協定第

、 条違反を認めた。

カナダー

自動車政策に係

る措置

協議要請

パネル設置要請

パネル設置 ｢ ｣

と合併

を参照

第Ⅱ部

第 章

スロバキ

アーハンガリー

小麦に対する輸

入税

ハンガリー 協議要請 ① 年 月に発効した、スロバ

キアのハンガリーからの小麦に対

する輸入税賦課の規則は、 第

、 条、農業協定第 条に違反す

るとしてハンガリーが申立て。

資料編

案件名（番

号は 紛争解

決機関の 番号

に対応）

申立国

【第三国参加国】
経 過

案件概要：①主な申立て事由

②パネル報告

③上級委報告

関連協定

第Ⅰ部

第Ⅱ部

記載

定第 、 、 、 、 条、 協定第

条に違反するとしてカナダが申

立て。

米国ーイ

ギリス製鉄鋼製

品に対する相殺

関税賦課

【ブラジル、メキ

シコ】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

パネル報告書配布

米国が上級委申立て

上級委報告書配布

パネル・上級委報告

書採択

①米国の、英国製鉄鋼製品に対す

る相殺関税の賦課は、補助金協定

第 、 、 、 条に違反し

ているとして が申立て。

②米国は国有企業 の民営化に

伴って当該企業に交付された補助

金が当然に後継の民営企業に継承

されたとみなすべきでは無かった

として、補助金協定 条にいう

補助金が存在せず米国の相殺関税

賦課は補助金協定第 条に反する

とした。

③パネル判断を支持

、 カ

ナダー自動車政

策に係る措置

日本

【インド、韓国、

米国】

協議要請（「 」

）

パネル設置要請

パネル設置

（「 」と合併）

パネル報告書配布

カナダが上級委申立

て

上級委報告書配布

パネル・上級委報告

書採択

①米加 （自由貿易協定）に基

づくオートパクト協定によって、

カナダは一部の自動車会社にロー

カルコンテント要求、製造販売要

求を条件に自動車の無関税輸入を

許しており、こうした措置は、

第 条 項、 条 項、

条、 第 条、補助金協定第

条、 第 、 、 条違反する、

として日本・ が申立て。

②同措置は 第 条 項（最

恵国待遇）に違反し、 条（自

由貿易地域への一般例外）で正当

化されない、 ローカルコンテ

ント要求は 第 条（内国民

待遇）違反、 輸入税の免除は

第 条（禁止補授与金）違

反、 自動車販売サービスへの

免税及びローカルコンテント要求

は 第 条及び 条違反、と

認定。

③ について 第 条違反と

したパネルの判断を棄却したもの

の、それ以外の論点については、

これらを概ね支持。

カナダは 年 月に問題となっ

た優遇措置を廃止する行政命令を

施行した。

第Ⅱ部

第 章

681

　　　　　　　　　

第
３
章
紛
争
案
件
一
覧

　　　資
料
編



第３章 紛争案件一覧

案件名（番

号は 紛争解

決機関の 番号

に対応）

申立国

【第三国参加国】
経 過

案件概要：①主な申立て事由

②パネル報告

③上級委報告

関連協定

第Ⅰ部

第Ⅱ部

記載

チェコー

ハンガリー小麦

の輸入税に係る

措置

ハンガリー 協議要請 ① 年 月に発効した、チェコ

の規制（ハンガリー小麦に対する

輸入税を増額）は、譲許表のバイ

ンド率を上回り、ハンガリーのみ

に適用しており、 第 、

条、農業協定第 条に違反すると

してハンガリーが申立て｡なお、

ハンガリーは 第 の緊急規定

を援用。

インドー

輸入制限

協議要請 ①インドの輸出入政策による輸入

制限は、 第 、 、 、

、 条、農業協定第

条、輸入ライセンス協定第 、 、

条に違反し、 第 、 条に

よって正当化されないとして が

申立て。

インドー

関税引き上げ措

置

協議要請 ①インドの 年関税法譲許表

、特別関税、特別付加関税に関

する措置は、全体として譲許税率

を上回る関税を課すものであり、

第 条 項 、 条 項に違

反するとして が申立て。

米国ー織

物・衣服に係る

措置

協議要請

二国間合意通報

①米国の織物・衣服に関する原産

地規則の変更について、米国は

前述 の 二国間合意の内容を

実施しておらず、依然として繊維

協定第 、 、 条、原産地

規則協定第 条、 第 条、

協定第 条に違反するとして

が申立て。

米国ー

年通商法第

条～ 条

【ブラジル、カナ

ダ、コロンビア、

コスタリカ、キュ

ーバ、ドミニカ、

ドミニカ共和国、

エクアドル、香

港、インド、イス

ラエル、ジャマイ

カ、日本、韓国、

セントルシア、タ

イ、中国】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

パネル報告書配布

パネル報告書採択

① は、バナナ問題の の勧告不

履行に関する米国の一方的決定に

関連して、米国の 年通商法タ

イトルⅢ第 章 条～ 条、特

に 、 条 が、 での承認を

経ることなく貿易紛争に係る米国

の対抗措置の発動を一方的に決定

する制度となっていることは、

第 条（一方的措置の禁止）

等に違反し、利益を無効化・侵害

しているとして申立て。

②米国が、

の中で、

「 協定違反若しくは米国の協

定上の権利侵害に関する通商法第

資料編

案件名（番

号は 紛争解

決機関の 番号

に対応）

申立国

【第三国参加国】
経 過

案件概要：①主な申立て事由

②パネル報告

③上級委報告

関連協定

第Ⅰ部

第Ⅱ部

記載

米国ー

牛・豚・穀物輸

入に係る措置

カナダ 協議要請 ①米国サウス･ダコダ州等で、

牛・豚・穀物を積載したカナダの

トラックの州内への立入り・通過

を禁じているのは、 協定第 ～

、 条、附属書 、 、 協定第

、 、 、 条、農業協定第 条、

第 、 、 、 、 条

項に違反し、利益を無効化・侵害

しているとしてカナダが申立て。

カナダは 第 の緊急規定を援

用。

アルゼン

チンー 産小麦

グルテン輸入に

係る相殺関税

協議要請 ①アルゼンチンの 産小麦グルテ

ンに対する相殺関税は、補助金協

定第 に定める か月の調査

期間を超過しており、補助金協定

第 条に違反しているとして が

申立て｡

、 イ

ンドー自動車セ

クターに係る措

置

【日本、韓国】

米国

【日本、韓国、

】

協議要請（「 」

）

パネル設置要請

（「 」 ）

パネル設置

「 」と合併

パネル報告書配布

インドが上級委申立

て

インド、上級委申立

て取り下げ

上級委報告書配布

パネル・上級委報告

書採択

①インドが自動車会社に課してい

る一定レベルのローカルコンテン

トの達成や部品の輸出義務達成度

に応じた輸入量規制による輸出入

均衡制度等は、 第 、 条

及び 協定第 条に違反すると

して ・米国が申立て。

②インドの措置について、 ロ

ーカルコンテント要求は 第

条 項（内国民待遇）に違反、

輸出入均衡要求は 第 条

（数量制限の一般的禁止）に違反

するとともに 第 条 項にも

違反すると認定。

③インドは上級委員会に申立てを

行ったが、審理開始後に同申立て

を取り下げたため、当該事実関係

のみが上級委報告書に記載され

た。

年 月、インドは問題の措置

を完全に廃止した。

第Ⅱ部

第 章

日本ー皮

革に係る関税割

当及び補助金

協議要請 ①日本の皮革の関税割当の運用及

び補助金は、日本の皮革産業と同

和地域に利益を与えており、輸入

許可手続協定第 、

及び補助金協定

第 条に違反するとして が申立

て。
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第３章 紛争案件一覧

案件名（番

号は 紛争解

決機関の 番号

に対応）

申立国

【第三国参加国】
経 過

案件概要：①主な申立て事由

②パネル報告

③上級委報告

関連協定

第Ⅰ部

第Ⅱ部

記載

チェコー

ハンガリー小麦

の輸入税に係る

措置

ハンガリー 協議要請 ① 年 月に発効した、チェコ

の規制（ハンガリー小麦に対する

輸入税を増額）は、譲許表のバイ

ンド率を上回り、ハンガリーのみ

に適用しており、 第 、

条、農業協定第 条に違反すると

してハンガリーが申立て｡なお、

ハンガリーは 第 の緊急規定

を援用。

インドー

輸入制限

協議要請 ①インドの輸出入政策による輸入

制限は、 第 、 、 、

、 条、農業協定第

条、輸入ライセンス協定第 、 、

条に違反し、 第 、 条に

よって正当化されないとして が

申立て。

インドー

関税引き上げ措

置

協議要請 ①インドの 年関税法譲許表

、特別関税、特別付加関税に関

する措置は、全体として譲許税率

を上回る関税を課すものであり、

第 条 項 、 条 項に違

反するとして が申立て。

米国ー織

物・衣服に係る

措置

協議要請

二国間合意通報

①米国の織物・衣服に関する原産

地規則の変更について、米国は

前述 の 二国間合意の内容を

実施しておらず、依然として繊維

協定第 、 、 条、原産地

規則協定第 条、 第 条、

協定第 条に違反するとして

が申立て。

米国ー

年通商法第

条～ 条

【ブラジル、カナ

ダ、コロンビア、

コスタリカ、キュ

ーバ、ドミニカ、

ドミニカ共和国、

エクアドル、香

港、インド、イス

ラエル、ジャマイ

カ、日本、韓国、

セントルシア、タ

イ、中国】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

パネル報告書配布

パネル報告書採択

① は、バナナ問題の の勧告不

履行に関する米国の一方的決定に

関連して、米国の 年通商法タ

イトルⅢ第 章 条～ 条、特

に 、 条 が、 での承認を

経ることなく貿易紛争に係る米国

の対抗措置の発動を一方的に決定

する制度となっていることは、

第 条（一方的措置の禁止）

等に違反し、利益を無効化・侵害

しているとして申立て。

②米国が、

の中で、

「 協定違反若しくは米国の協

定上の権利侵害に関する通商法第

資料編

案件名（番

号は 紛争解

決機関の 番号

に対応）

申立国

【第三国参加国】
経 過

案件概要：①主な申立て事由

②パネル報告

③上級委報告

関連協定

第Ⅰ部

第Ⅱ部

記載

米国ー

牛・豚・穀物輸

入に係る措置

カナダ 協議要請 ①米国サウス･ダコダ州等で、

牛・豚・穀物を積載したカナダの

トラックの州内への立入り・通過

を禁じているのは、 協定第 ～

、 条、附属書 、 、 協定第

、 、 、 条、農業協定第 条、

第 、 、 、 、 条

項に違反し、利益を無効化・侵害

しているとしてカナダが申立て。

カナダは 第 の緊急規定を援

用。

アルゼン

チンー 産小麦

グルテン輸入に

係る相殺関税

協議要請 ①アルゼンチンの 産小麦グルテ

ンに対する相殺関税は、補助金協

定第 に定める か月の調査

期間を超過しており、補助金協定

第 条に違反しているとして が

申立て｡

、 イ

ンドー自動車セ

クターに係る措

置

【日本、韓国】

米国

【日本、韓国、

】

協議要請（「 」

）

パネル設置要請

（「 」 ）

パネル設置

「 」と合併

パネル報告書配布

インドが上級委申立

て

インド、上級委申立

て取り下げ

上級委報告書配布

パネル・上級委報告

書採択

①インドが自動車会社に課してい

る一定レベルのローカルコンテン

トの達成や部品の輸出義務達成度

に応じた輸入量規制による輸出入

均衡制度等は、 第 、 条

及び 協定第 条に違反すると

して ・米国が申立て。

②インドの措置について、 ロ

ーカルコンテント要求は 第

条 項（内国民待遇）に違反、

輸出入均衡要求は 第 条

（数量制限の一般的禁止）に違反

するとともに 第 条 項にも

違反すると認定。

③インドは上級委員会に申立てを

行ったが、審理開始後に同申立て

を取り下げたため、当該事実関係

のみが上級委報告書に記載され

た。

年 月、インドは問題の措置

を完全に廃止した。

第Ⅱ部

第 章

日本ー皮

革に係る関税割

当及び補助金

協議要請 ①日本の皮革の関税割当の運用及

び補助金は、日本の皮革産業と同

和地域に利益を与えており、輸入

許可手続協定第 、

及び補助金協定

第 条に違反するとして が申立

て。
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第３章 紛争案件一覧

案件名（番

号は 紛争解

決機関の 番号

に対応）

申立国

【第三国参加国】
経 過

案件概要：①主な申立て事由

②パネル報告

③上級委報告

関連協定

第Ⅰ部

第Ⅱ部

記載

ドセメントへの

確定 税

ル、ホンジュラ

ス、米国】

パネル報告書採択 第 条に違反するとしてメキシコ

が申立て。

② 協定第 、 条（調査開始

の十分な証拠）、 条（メキシ

コ政府への通知）、 条（調

査開始の公告）、 条（申請

書全文の提供）、 、 条

（調査ファイルへのアクセス拒否

等）、 条（輸出者の反論の機

会）、附属書 （調査団に民間

の専門家が含まれていることの通

知）、 、 条（秘密情

報）、 条（重要事実の開

示）、 条（ファクツ・アベイ

ラブル）、 、 、 、 条

（損害及び因果関係の認定）それ

ぞれの違反を認定。

アルゼン

チンーイタリア

製ドリル刃に対

する 課税

協議要請 ①アルゼンチンのイタリア製ドリ

ル刃に対する 協定税賦課に際

し、調査期間が か月を超えてお

り、 協定第 条、 条に違反

するとして が申立て。

ーバナ

ナ輸入・販売・

流通制度

グアテマラ、ホン

ジュラス、メキシ

コ、パナマ、米国

協議要請

合意通報

① が勧告の実施として行ったバ

ナナ輸入制度の改善は、依然とし

て 輸入ライセンス協定第 条に

違反するとして米国及び中南米諸

国が申立て。（関連協定を特定せ

ず）

ハンガリ

ーーチェコ製鉄

鋼製品輸入に係

るセーフガード

措置

チェコ 協議要請 ①ハンガリーが広範囲の鉄鋼製品

の輸入割当をチェコに対してのみ

行っているのは、 第 、

条、 協定に違反するとしてチェ

コが申立て。

米国ー著

作権法第 条

【日本、豪州、ブ

ラジル、カナダ、

スイス】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

パネル報告書配布

パネル報告書採択

が対抗措置承認申

請

仲裁手続中断

二国間暫定合意

①米国の著作権法第 条 は公

共の場でラジオ・テレビによる音

楽を著作権料を払うことなく放送

することを認めるものであり、ベ

ルヌ条約 条～ 条の遵守を規定

する 協定第 条に違反する

として が申立て。

②米国著作権法第 条 の

規定は、 協定第 条で認め

られている著作権保護の例外の要

件を満たしていないとして、

協定第 条に基づき、ベル

資料編

案件名（番

号は 紛争解

決機関の 番号

に対応）

申立国

【第三国参加国】
経 過

案件概要：①主な申立て事由

②パネル報告

③上級委報告

関連協定

第Ⅰ部

第Ⅱ部

記載

条決定は、いかなる場合も

によって採択されたパネル・上級

委員会の決定に基づくものとす

る」旨規定していること、またそ

の遵守をパネル審理において繰り

返し約束したことをふまえ、問題

の措置は に反しないと判断。

しかしその一方で、仮にこの約束

が撤回されることがあれば、上記

パネルの結論もその根拠を失うこ

ととなる旨指摘。

ー医薬

品・農薬の特許

保護

カナダ 協議要請 ① 規則は医薬品と農薬に限って

特許期間の延長制度をとってお

り、 協定第 条 項に違反す

るとしてカナダが申立て。

ーコー

ヒーに係る特恵

措置

ブラジル 協議要請 ① の一般特恵に基づくコーヒー

の輸入は、ブラジル産コーヒーの

輸入に悪影響を与えており、授権

条項、 第 条に違反し、ブラ

ジルの利益を無効化・侵害してい

るとしてブラジルが申立て。

アルゼン

チンー牛革輸出

及び加工済み皮

革の輸入に係る

措置

【米国】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

パネル報告書配布

パネル報告書採択

①アルゼンチンの牛革の事実上の

輸出禁止は 第 条 項、 条

項 に違反し、また、付加価値

税及び事前取引高税は 第 条

項に違反するとして が申立て。

②事実上の輸出禁止措置につい

て、 第 条（数量制限の一般

的廃止）違反は否定したものの、

同措置は 第 条 項 （貿易

規制の公平かつ合理的な方法での

実施）に違反すると判断。また、

付加価値税及び事前取引高税につ

いては、ともに 第 条 項

（内国民待遇）に違反するとし、

これらの違反は税法の遵守を目的

として 号に該当するものの、遵

守にとって不可欠ではなく柱書の

正当と認められない差別に該当す

るため、 第 条 によって

正当化されないと判断。

グアテマ

ラーメキシコ製

灰色ポートラン

メキシコ

【 、エクアド

ル、エルサルバド

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

パネル報告書配布

①グアテマラのメキシコ製ポート

ランドセメントに対する確定 協

定税は、 協定第 ～ 、 ～ 、

、 条、附属書Ⅰ、Ⅱ及び

（ ）
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案件名（番

号は 紛争解

決機関の 番号

に対応）

申立国

【第三国参加国】
経 過

案件概要：①主な申立て事由

②パネル報告

③上級委報告

関連協定

第Ⅰ部

第Ⅱ部

記載

ドセメントへの

確定 税

ル、ホンジュラ

ス、米国】

パネル報告書採択 第 条に違反するとしてメキシコ

が申立て。

② 協定第 、 条（調査開始

の十分な証拠）、 条（メキシ

コ政府への通知）、 条（調

査開始の公告）、 条（申請

書全文の提供）、 、 条

（調査ファイルへのアクセス拒否

等）、 条（輸出者の反論の機

会）、附属書 （調査団に民間

の専門家が含まれていることの通

知）、 、 条（秘密情

報）、 条（重要事実の開

示）、 条（ファクツ・アベイ

ラブル）、 、 、 、 条

（損害及び因果関係の認定）それ

ぞれの違反を認定。

アルゼン

チンーイタリア

製ドリル刃に対

する 課税

協議要請 ①アルゼンチンのイタリア製ドリ

ル刃に対する 協定税賦課に際

し、調査期間が か月を超えてお

り、 協定第 条、 条に違反

するとして が申立て。

ーバナ

ナ輸入・販売・

流通制度

グアテマラ、ホン

ジュラス、メキシ

コ、パナマ、米国

協議要請

合意通報

① が勧告の実施として行ったバ

ナナ輸入制度の改善は、依然とし

て 輸入ライセンス協定第 条に

違反するとして米国及び中南米諸

国が申立て。（関連協定を特定せ

ず）

ハンガリ

ーーチェコ製鉄

鋼製品輸入に係

るセーフガード

措置

チェコ 協議要請 ①ハンガリーが広範囲の鉄鋼製品

の輸入割当をチェコに対してのみ

行っているのは、 第 、

条、 協定に違反するとしてチェ

コが申立て。

米国ー著

作権法第 条

【日本、豪州、ブ

ラジル、カナダ、

スイス】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

パネル報告書配布

パネル報告書採択

が対抗措置承認申

請

仲裁手続中断

二国間暫定合意

①米国の著作権法第 条 は公

共の場でラジオ・テレビによる音

楽を著作権料を払うことなく放送

することを認めるものであり、ベ

ルヌ条約 条～ 条の遵守を規定

する 協定第 条に違反する

として が申立て。

②米国著作権法第 条 の

規定は、 協定第 条で認め

られている著作権保護の例外の要

件を満たしていないとして、

協定第 条に基づき、ベル

資料編

案件名（番

号は 紛争解

決機関の 番号

に対応）

申立国

【第三国参加国】
経 過

案件概要：①主な申立て事由

②パネル報告

③上級委報告

関連協定

第Ⅰ部

第Ⅱ部

記載

条決定は、いかなる場合も

によって採択されたパネル・上級

委員会の決定に基づくものとす

る」旨規定していること、またそ

の遵守をパネル審理において繰り

返し約束したことをふまえ、問題

の措置は に反しないと判断。

しかしその一方で、仮にこの約束

が撤回されることがあれば、上記

パネルの結論もその根拠を失うこ

ととなる旨指摘。

ー医薬

品・農薬の特許

保護

カナダ 協議要請 ① 規則は医薬品と農薬に限って

特許期間の延長制度をとってお

り、 協定第 条 項に違反す

るとしてカナダが申立て。

ーコー

ヒーに係る特恵

措置

ブラジル 協議要請 ① の一般特恵に基づくコーヒー

の輸入は、ブラジル産コーヒーの

輸入に悪影響を与えており、授権

条項、 第 条に違反し、ブラ

ジルの利益を無効化・侵害してい

るとしてブラジルが申立て。

アルゼン

チンー牛革輸出

及び加工済み皮

革の輸入に係る

措置

【米国】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

パネル報告書配布

パネル報告書採択

①アルゼンチンの牛革の事実上の

輸出禁止は 第 条 項、 条

項 に違反し、また、付加価値

税及び事前取引高税は 第 条

項に違反するとして が申立て。

②事実上の輸出禁止措置につい

て、 第 条（数量制限の一般

的廃止）違反は否定したものの、

同措置は 第 条 項 （貿易

規制の公平かつ合理的な方法での

実施）に違反すると判断。また、

付加価値税及び事前取引高税につ

いては、ともに 第 条 項

（内国民待遇）に違反するとし、

これらの違反は税法の遵守を目的

として 号に該当するものの、遵

守にとって不可欠ではなく柱書の

正当と認められない差別に該当す

るため、 第 条 によって

正当化されないと判断。

グアテマ

ラーメキシコ製

灰色ポートラン

メキシコ

【 、エクアド

ル、エルサルバド

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

パネル報告書配布

①グアテマラのメキシコ製ポート

ランドセメントに対する確定 協

定税は、 協定第 ～ 、 ～ 、

、 条、附属書Ⅰ、Ⅱ及び

（ ）
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第３章 紛争案件一覧

案件名（番

号は 紛争解

決機関の 番号

に対応）

申立国

【第三国参加国】
経 過

案件概要：①主な申立て事由

②パネル報告

③上級委報告

関連協定

第Ⅰ部

第Ⅱ部

記載

韓国ー政

府調達に係る措

置

米国

【 、日本】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

パネル報告書配布

パネル報告書採択

①韓国の空港建設機関 は

政府調達協定の規律の対象であ

り、その入札方法、国内のパート

ナー化、不服申立て手続の欠如

は、政府調達協定第 条 に違反

するとして米国が申立て。

② は韓国が協定附属書に

おいて約束した協定の適用対象機

関に含まれない、 協定加盟時

の適用範囲に関する交渉で、米国

に対する韓国の説明が十分ではな

かったことは事実だが、米国はそ

の際に更なる確認を行うべきだっ

た、 韓国の措置が協定上の利

益を無効化・侵害していることに

ついて米国は十分な説明を行わな

かった旨判断した（米国敗訴）。

アルゼン

チンー履き物輸

入に係る措置

米国

【インドネシア】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

①アルゼンチンの決議 は、非

メルコスール諸国からの履き物輸

入にセーフガード義務を課し、更

に関税割当数量措置を設けている

点で、 協定第 条 、 条 、

条に違反するとして米国が申立

て。

米国ー

からの特定品目

に係る輸入措置

【ドミニカ、エク

アドル、インド、

ジャマイカ、日

本、セントルシ

ア】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

パネル報告書配布

が上級委申立て

上級委報告書配布

パネル・上級委報告

書採択

①米国が仲裁の結果（このケース

では （ バナナⅢ案件）に係

る対抗措置の規模に関する仲裁）

を待たずに制裁措置を賦課するこ

とは、 第 、 、 、 条及び

第 、 、 、 条に違反

するとして が申立て。

②米国による の承認を経ない

制裁措置の発動決定は 第 条

（ の承認を条件とした対抗措

置の発動）、 条（一方的措置の

禁止）、 条（対抗措置の規模

に係る仲裁等）に違反し、措置の

発動による輸入手続費用の増加は

第 条（最恵国待遇）、 条

（譲許表に基づく関税賦課）に違

反すると判断。

③ 違反に関するパネルの判断

を破棄するとともに、 第 条

違反については、米国の制裁決定

は 条 （ 承認に基づく制

裁決定）に違反するとしたパネル

資料編

案件名（番

号は 紛争解

決機関の 番号

に対応）

申立国

【第三国参加国】
経 過

案件概要：①主な申立て事由

②パネル報告

③上級委報告

関連協定

第Ⅰ部

第Ⅱ部

記載

ヌ条約 条の 及び同 条

条違反を認定。

、 韓

国ー生鮮・チル

ド・冷凍牛肉の

輸入に係る措置

米国（ ）

【豪州、カナダ、

ニュージーラン

ド】

豪州（ ）

【カナダ、ニュー

ジーランド、米

国】

協議要請（「 」

パネル設置要請

（「 」

パネル設置（

「 」合併）

パネル報告書配布

韓国が上級委申立て

上級委報告書配布

パネル・上級委報告

書採択

①韓国の輸入牛肉に対する措置

（取扱店の限定、売上へのマーク

アップ税賦課、輸入牛肉への詳細

なラベリングの義務づけ、国内畜

産業者への補助金等）は 第

、 、 、 条、農業協定

第 、 、 、 条、輸入ライセンス

協定第 、 条に違反するとして米

国が申立て。

②マークアップ税賦課等一部の制

度は韓国の譲許表に規定された経

過期間内に廃止すべきとした上

で、各種の流通制限及び国産牛肉

より厳しいラベリング要件等につ

いては 第 条 項（内国民待

遇）違反、国内畜産業者への補助

金は農業協定第 条（国内助成

に関する一般的規律）違反とする

など、米国の主張をほぼ全面的に

認定。

③農業協定に関するパネルの判断

を一部破棄したものの、 に関

するパネルの判断については概ね

これを支持。

第Ⅱ部

第 章

米国ー

年 法

日本

【 、インド】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

パネル報告書配布

米国が上級委申立て

上級委員会報告書配

布

パネル・上級委員会

報告書採択

日本が対抗措置承認

申請

仲裁手続中断

① 年米国 協定法が特定の場

合に商品を米国内に輸入・販売す

る行為に対して刑事罰や損害賠償

請求権を認めていること、及び

協定に定める手続的セーフガード

なしに法的決定を行うのは、

第 、 、 条及び 協定に違

反するとして日本が申立て。

② 米国 協定法が 損害認

定を要件としていないとして

第 条 項違反、 協定税以

外の救済措置を規定しているとし

て 第 条 項、 協定第

条違反、 調査開始要件及び申

請の証拠要件に関する規定がない

として 協定第 、 、 、

条違反、 ～ より

協定第 条、 設立協定第

条違反を認定。

③パネル判断をすべて支持。
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案件名（番

号は 紛争解

決機関の 番号

に対応）

申立国

【第三国参加国】
経 過

案件概要：①主な申立て事由

②パネル報告

③上級委報告

関連協定

第Ⅰ部

第Ⅱ部

記載

韓国ー政

府調達に係る措

置

米国

【 、日本】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

パネル報告書配布

パネル報告書採択

①韓国の空港建設機関 は

政府調達協定の規律の対象であ

り、その入札方法、国内のパート

ナー化、不服申立て手続の欠如

は、政府調達協定第 条 に違反

するとして米国が申立て。

② は韓国が協定附属書に

おいて約束した協定の適用対象機

関に含まれない、 協定加盟時

の適用範囲に関する交渉で、米国

に対する韓国の説明が十分ではな

かったことは事実だが、米国はそ

の際に更なる確認を行うべきだっ

た、 韓国の措置が協定上の利

益を無効化・侵害していることに

ついて米国は十分な説明を行わな

かった旨判断した（米国敗訴）。

アルゼン

チンー履き物輸

入に係る措置

米国

【インドネシア】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

①アルゼンチンの決議 は、非

メルコスール諸国からの履き物輸

入にセーフガード義務を課し、更

に関税割当数量措置を設けている

点で、 協定第 条 、 条 、

条に違反するとして米国が申立

て。

米国ー

からの特定品目

に係る輸入措置

【ドミニカ、エク

アドル、インド、

ジャマイカ、日

本、セントルシ

ア】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

パネル報告書配布

が上級委申立て

上級委報告書配布

パネル・上級委報告

書採択

①米国が仲裁の結果（このケース

では （ バナナⅢ案件）に係

る対抗措置の規模に関する仲裁）

を待たずに制裁措置を賦課するこ

とは、 第 、 、 、 条及び

第 、 、 、 条に違反

するとして が申立て。

②米国による の承認を経ない

制裁措置の発動決定は 第 条

（ の承認を条件とした対抗措

置の発動）、 条（一方的措置の

禁止）、 条（対抗措置の規模

に係る仲裁等）に違反し、措置の

発動による輸入手続費用の増加は

第 条（最恵国待遇）、 条

（譲許表に基づく関税賦課）に違

反すると判断。

③ 違反に関するパネルの判断

を破棄するとともに、 第 条

違反については、米国の制裁決定

は 条 （ 承認に基づく制

裁決定）に違反するとしたパネル

資料編

案件名（番

号は 紛争解

決機関の 番号

に対応）

申立国

【第三国参加国】
経 過

案件概要：①主な申立て事由

②パネル報告

③上級委報告

関連協定

第Ⅰ部

第Ⅱ部

記載

ヌ条約 条の 及び同 条

条違反を認定。

、 韓

国ー生鮮・チル

ド・冷凍牛肉の

輸入に係る措置

米国（ ）

【豪州、カナダ、

ニュージーラン

ド】

豪州（ ）

【カナダ、ニュー

ジーランド、米

国】

協議要請（「 」

パネル設置要請

（「 」

パネル設置（

「 」合併）

パネル報告書配布

韓国が上級委申立て

上級委報告書配布

パネル・上級委報告

書採択

①韓国の輸入牛肉に対する措置

（取扱店の限定、売上へのマーク

アップ税賦課、輸入牛肉への詳細

なラベリングの義務づけ、国内畜

産業者への補助金等）は 第

、 、 、 条、農業協定

第 、 、 、 条、輸入ライセンス

協定第 、 条に違反するとして米

国が申立て。

②マークアップ税賦課等一部の制

度は韓国の譲許表に規定された経

過期間内に廃止すべきとした上

で、各種の流通制限及び国産牛肉

より厳しいラベリング要件等につ

いては 第 条 項（内国民待

遇）違反、国内畜産業者への補助

金は農業協定第 条（国内助成

に関する一般的規律）違反とする

など、米国の主張をほぼ全面的に

認定。

③農業協定に関するパネルの判断

を一部破棄したものの、 に関

するパネルの判断については概ね

これを支持。

第Ⅱ部

第 章

米国ー

年 法

日本

【 、インド】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

パネル報告書配布

米国が上級委申立て

上級委員会報告書配

布

パネル・上級委員会

報告書採択

日本が対抗措置承認

申請

仲裁手続中断

① 年米国 協定法が特定の場

合に商品を米国内に輸入・販売す

る行為に対して刑事罰や損害賠償

請求権を認めていること、及び

協定に定める手続的セーフガード

なしに法的決定を行うのは、

第 、 、 条及び 協定に違

反するとして日本が申立て。

② 米国 協定法が 損害認

定を要件としていないとして

第 条 項違反、 協定税以

外の救済措置を規定しているとし

て 第 条 項、 協定第

条違反、 調査開始要件及び申

請の証拠要件に関する規定がない

として 協定第 、 、 、

条違反、 ～ より

協定第 条、 設立協定第

条違反を認定。

③パネル判断をすべて支持。
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第３章 紛争案件一覧

案件名（番

号は 紛争解

決機関の 番号

に対応）

申立国

【第三国参加国】
経 過

案件概要：①主な申立て事由

②パネル報告

③上級委報告

関連協定

第Ⅰ部

第Ⅱ部

記載

パネル設置 ｢ ｣

と合併

カナダー

特許保護に関す

る期間

米国 協議要請

パネル設置要請

パネル設置

パネル報告書配布

カナダが上級委申立

て

上級委報告書配布

パネル・上級委報告

書採択

①カナダ特許法が規定する 年

月 日以前に申請された特許の

保護期間が 年であるのは、

協定第 、 、 、 条等

に違反するとして米国が申立て。

② 協定第 条に従い、カ

ナダは 協定適用の日に特許

で保護されていた発明について

も、 協定上の義務の履行が

求められるのであり、特許の最低

保護期間を 年とする 協定

第 条違反を認定。

③パネルの判断を支持。

アルゼン

チンー薬品に対

する特許保護期

間及び農業化学

品に対する試験

数値の保護

米国 協議要請

二国間合意通報

①アルゼンチンにおける、薬品に

対する特許保護の欠如と排他的商

業特権を付与する効率的な体制の

欠如、及び経過期間における協定

との整合性を減ずるような法律等

の変更は、 協定第 条 項に

違反するとして米国が申立て。

（

）

ーフラ

イト管理システ

ムの開発に係る

措置

米国 協議要請 ①フランス政府が供与に同意し

が承認した、エアバス社の飛行機

に搭載されるフライト管理システ

ムの開発に対する 億 千万フラン

の優遇された条件での融資は、

及び補助金協定に違反すると

して米国が申立て。

フランス

ーフライト管理

システムの開発

に係る措置

米国 協議要請 ①フランス政府が供与に同意し

が承認した、エアバス社の飛行機

に搭載されるフライト管理システ

ムの開発に対する 億 千万フラン

の優遇された条件での融資は、

及び補助金協定に違反すると

して米国が申立て。

、

ー農産物と食糧

に関する商標と

地域的表示の保

護

米国

豪州

【アルゼンチン、

豪州、ブラジル、

カナダ、中国、台

湾、コロンビア、

グアテマラ、イン

ド、メキシコ、ニ

協議要請（「 」

）

パネル設置要請

（「 」と合併）

パネル設置

パネル報告書配布

パネル報告書採択

① の地理的表示（ ）保護制度

は内国民待遇を確保しておらず、

と類似または同一の先在商標に

対する効果的な保護を怠ってお

り、 協定及び に違反す

るとして米国等が申立て。

② の制度が外国 の保護要件と

して、当該外国における の へ

の同等の保護（「同等性及び相互

～

（ ）

資料編

案件名（番

号は 紛争解

決機関の 番号

に対応）

申立国

【第三国参加国】
経 過

案件概要：①主な申立て事由

②パネル報告

③上級委報告

関連協定

第Ⅰ部

第Ⅱ部

記載

の判断を破棄したが、

（対抗措置の規模に関する の

承認）、 条及び 条違反に

ついては、これを支持。

米国ー小

麦グルテン輸入

に係るセーフガ

ード措置

【豪州、カナダ、

ニュージーラン

ド】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

パネル報告書配布

米国が上級委申立て

上級委報告書配布

パネル・上級委報告

書採択

① 年 月 日から実施された小

麦グルテン輸入に係る数量制限措

置は、 協定第 、 、 、 条、農

業協定第 条 、 第 、 条

に違反するとして が申立て。

②米国の因果関係の認定は 協定

第 、 条に違反すると

認定。

③ 協定第 条の違反認定は支持

する一方で、パネルの解釈を破棄

し、調査当局は、 協定第

条に列挙されていない要因でも調

査当局が関係を有すると認識した

要因も検討する必要があるとし、

また、 協定第 条は輸入の

増加単独ではなくその他の要因と

あわせて重大な損害が発生してい

るか否かを決定しなければならな

いとの解釈を示した。また、カナ

ダを 協定措置の対象から除外し

たことについて 協定第 、

違反としたパネルの判断を支持

し、米国の通報について

、 違反としたパネ

ルの判断を支持したが、

違反のパネルの判断は破棄し違反

していないとした。

第Ⅱ部

第 章

米国ーカ

ナダからの牛肉

輸入に関する相

殺関税調査

カナダ 協議要請 ① 年 月 日から実施された

カナダからの輸入牛肉に関する対

抗関税調査は、補助金協定第 、

、 、 、 条及び農業協定第

条に違反するとしてカナダが申

立て。

南アフリ

カーインドから

の特定の薬品に

対する 関税

インド 協議要請 ① 年 月 日に決定されたイ

ンドからの特定薬品に対する 協

定税は、 協定第 、 、 条及び

第 、 条に違反するとして

インドが申立て。

韓国ー冷

凍牛肉に関する

措置

豪州 協議要請

パネル設置要請 を参照

第 章
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第３章 紛争案件一覧

案件名（番

号は 紛争解

決機関の 番号

に対応）

申立国

【第三国参加国】
経 過

案件概要：①主な申立て事由

②パネル報告

③上級委報告

関連協定

第Ⅰ部

第Ⅱ部

記載

パネル設置 ｢ ｣

と合併

カナダー

特許保護に関す

る期間

米国 協議要請

パネル設置要請

パネル設置

パネル報告書配布

カナダが上級委申立

て

上級委報告書配布

パネル・上級委報告

書採択

①カナダ特許法が規定する 年

月 日以前に申請された特許の

保護期間が 年であるのは、

協定第 、 、 、 条等

に違反するとして米国が申立て。

② 協定第 条に従い、カ

ナダは 協定適用の日に特許

で保護されていた発明について

も、 協定上の義務の履行が

求められるのであり、特許の最低

保護期間を 年とする 協定

第 条違反を認定。

③パネルの判断を支持。

アルゼン

チンー薬品に対

する特許保護期

間及び農業化学

品に対する試験

数値の保護

米国 協議要請

二国間合意通報

①アルゼンチンにおける、薬品に

対する特許保護の欠如と排他的商

業特権を付与する効率的な体制の

欠如、及び経過期間における協定

との整合性を減ずるような法律等

の変更は、 協定第 条 項に

違反するとして米国が申立て。

（

）

ーフラ

イト管理システ

ムの開発に係る

措置

米国 協議要請 ①フランス政府が供与に同意し

が承認した、エアバス社の飛行機

に搭載されるフライト管理システ

ムの開発に対する 億 千万フラン

の優遇された条件での融資は、

及び補助金協定に違反すると

して米国が申立て。

フランス

ーフライト管理

システムの開発

に係る措置

米国 協議要請 ①フランス政府が供与に同意し

が承認した、エアバス社の飛行機

に搭載されるフライト管理システ

ムの開発に対する 億 千万フラン

の優遇された条件での融資は、

及び補助金協定に違反すると

して米国が申立て。

、

ー農産物と食糧

に関する商標と

地域的表示の保

護

米国

豪州

【アルゼンチン、

豪州、ブラジル、

カナダ、中国、台

湾、コロンビア、

グアテマラ、イン

ド、メキシコ、ニ

協議要請（「 」

）

パネル設置要請

（「 」と合併）

パネル設置

パネル報告書配布

パネル報告書採択

① の地理的表示（ ）保護制度

は内国民待遇を確保しておらず、

と類似または同一の先在商標に

対する効果的な保護を怠ってお

り、 協定及び に違反す

るとして米国等が申立て。

② の制度が外国 の保護要件と

して、当該外国における の へ

の同等の保護（「同等性及び相互

～

（ ）

資料編

案件名（番

号は 紛争解

決機関の 番号

に対応）

申立国

【第三国参加国】
経 過

案件概要：①主な申立て事由

②パネル報告

③上級委報告

関連協定

第Ⅰ部

第Ⅱ部

記載

の判断を破棄したが、

（対抗措置の規模に関する の

承認）、 条及び 条違反に

ついては、これを支持。

米国ー小

麦グルテン輸入

に係るセーフガ

ード措置

【豪州、カナダ、

ニュージーラン

ド】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

パネル報告書配布

米国が上級委申立て

上級委報告書配布

パネル・上級委報告

書採択

① 年 月 日から実施された小

麦グルテン輸入に係る数量制限措

置は、 協定第 、 、 、 条、農

業協定第 条 、 第 、 条

に違反するとして が申立て。

②米国の因果関係の認定は 協定

第 、 条に違反すると

認定。

③ 協定第 条の違反認定は支持

する一方で、パネルの解釈を破棄

し、調査当局は、 協定第

条に列挙されていない要因でも調

査当局が関係を有すると認識した

要因も検討する必要があるとし、

また、 協定第 条は輸入の

増加単独ではなくその他の要因と

あわせて重大な損害が発生してい

るか否かを決定しなければならな

いとの解釈を示した。また、カナ

ダを 協定措置の対象から除外し

たことについて 協定第 、

違反としたパネルの判断を支持

し、米国の通報について

、 違反としたパネ

ルの判断を支持したが、

違反のパネルの判断は破棄し違反

していないとした。

第Ⅱ部

第 章

米国ーカ

ナダからの牛肉

輸入に関する相

殺関税調査

カナダ 協議要請 ① 年 月 日から実施された

カナダからの輸入牛肉に関する対

抗関税調査は、補助金協定第 、

、 、 、 条及び農業協定第

条に違反するとしてカナダが申

立て。

南アフリ

カーインドから

の特定の薬品に

対する 関税

インド 協議要請 ① 年 月 日に決定されたイ

ンドからの特定薬品に対する 協

定税は、 協定第 、 、 条及び

第 、 条に違反するとして

インドが申立て。

韓国ー冷

凍牛肉に関する

措置

豪州 協議要請

パネル設置要請 を参照

第 章
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第３章 紛争案件一覧

案件名（番

号は 紛争解

決機関の 番号

に対応）

申立国

【第三国参加国】
経 過

案件概要：①主な申立て事由

②パネル報告

③上級委報告

関連協定

第Ⅰ部

第Ⅱ部

記載

、 米

国ー生鮮、チル

ド、冷凍ラム肉

輸入に係るセー

フガード措置

ニュージーランド

豪州

【豪州、ニュージ

ーランド、カナ

ダ、 、アイスラ

ンド、日本】

協議要請

（「 」 ）

パネル設置要請

（「 」同日

パネル設置

（「 」と合併）

パネル報告書配布

米国が上級委申立て

上級委報告書配布

パネル・上級委報告

書採択

①米国は、輸入生鮮、チルド、冷

凍ラム肉に関税割当の様式で 協

定措置を課した。これに対して豪

州及びニュージーランドは 協定

第 、 、 、 、 条及び 第

、 、 条に違反するとして申

立て。

②③パネル及び上級委は、米国は

「事情の予見されなかった発展」

について立証しておらず 第

条 項 違反を認定。また、

米国が上流の産物の生産者も含め

て国内産業とみなしたことは 協

定第 条違反とした。また重

大な損害のおそれについて上級委

は、米国 の調査は使用したデ

ータについて 協定第 条の

要求を満たしていない為、 協定

第 条に違反するとした。因

果関係の認定については、上級委

は調査当局には「真正かつ相当な

関係」の立証が求められるとし

て、米国 は因果関係の立証責

任を果たしていないとの判断を下

した。

第Ⅱ部

第 章

米国ーラ

ム肉輸入に係る

セーフガード措

置

豪州 協議要請

パネル設置要請

パネル設置 ｢ ｣

と合併

を参照

第Ⅱ部

第 章

米国ー韓

国産ステンレス

鋼板（厚板及び

薄板）に対する

措置

韓国

【日本、 】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

パネル報告書配布

パネル報告書採択

①米国商務省の仮決定及び最終決

定は、ダンピング・マージンの賦

課、計算等に欠陥があり、 及

び 協定に違反するとして韓国が

申立て。

② 不必要な通貨の換算を行っ

ているとして 協定第 条違

反、 未払い販売について、非

関連企業への直接販売に関する価

格の比較可能性を確保しない調整

を行っていること、及び関連輸入

業者経由での販売について、輸出

価格の構成のためのものとしては

許容されない調整を行っていると

して、 協定第 条柱書違反、

複数の期間の平均値を用いて

正常価額と輸出価格との比較を行

資料編

案件名（番

号は 紛争解

決機関の 番号

に対応）

申立国

【第三国参加国】
経 過

案件概要：①主な申立て事由

②パネル報告

③上級委報告

関連協定

第Ⅰ部

第Ⅱ部

記載

ュージーランド、

トルコ】

主義要件」）を求めていること等

は、 協定第 条及び 第

条（内国民待遇）に反すると

した一方、既に登録されている商

標と同一又は類似の の限定的な

登録については、 協定第

条に反するが、 条（商標権

に係る限定的な例外）によって正

当化されるとした。

インドー

自動車部門にお

ける貿易と投資

に係る措置

米国

【 、日本、韓

国】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

と同一パネル

パネル報告書配布

インドが上級委申立

て

上級委申立て取り下

げ

上級委報告書配布

パネル・上級委報告

書採択

①インドが自動車会社に要求して

いる ローカルコンテントの達

成、 完成車・部品の輸出額と

他製品の輸入額との均衡要求によ

る為替制限、及び 前年の輸出

額をベースとした輸出入均衡は、

第 、 条及び 協定第

条に違反するとして米国が申立

て。

②インドによるローカルコンテン

ト要求は 第 条 項（内国民

待遇）に反し、輸出入均衡要求は

第 条（数量制限）に違反す

ると判断。

③インドはパネル判断について上

級委へ申立てを行ったが、後に新

自動車政策の導入を理由に同申立

てを取り下げた。

第Ⅱ部

第 章

米国ーオ

ムニバス法第

条

【日本、カナダ、

ニカラグア】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

パネル報告書配布

が上級委申立て

上級委報告書配布

パネル・上級委報告

書採択

①米国のオムニバス法第 条

は、キューバ法により資産等を没

収された商標権者が以前に放棄し

た商標等について、米国内での登

録・更新を認めておらず、

協定第 （パリ条約 条等）、 、

、 、 、 、 、 、 条等

に違反するとして が申立て。

②オムニバス法第 条 が

商標権者の民事手続の権利を制限

しており 協定第 条に違反

すると認定。

③オムニバス法第 条は 協

定第 条には違反しないとしてパ

ネルの判断を覆したが、商標・商

号について最恵国待遇、内国民待

遇を遵守していないとして、

協定第 （パリ条約

条）、 、 条違反を認定。
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第３章 紛争案件一覧

案件名（番

号は 紛争解

決機関の 番号

に対応）

申立国

【第三国参加国】
経 過

案件概要：①主な申立て事由

②パネル報告

③上級委報告

関連協定

第Ⅰ部

第Ⅱ部

記載

、 米

国ー生鮮、チル

ド、冷凍ラム肉

輸入に係るセー

フガード措置

ニュージーランド

豪州

【豪州、ニュージ

ーランド、カナ

ダ、 、アイスラ

ンド、日本】

協議要請

（「 」 ）

パネル設置要請

（「 」同日

パネル設置

（「 」と合併）

パネル報告書配布

米国が上級委申立て

上級委報告書配布

パネル・上級委報告

書採択

①米国は、輸入生鮮、チルド、冷

凍ラム肉に関税割当の様式で 協

定措置を課した。これに対して豪

州及びニュージーランドは 協定

第 、 、 、 、 条及び 第

、 、 条に違反するとして申

立て。

②③パネル及び上級委は、米国は

「事情の予見されなかった発展」

について立証しておらず 第

条 項 違反を認定。また、

米国が上流の産物の生産者も含め

て国内産業とみなしたことは 協

定第 条違反とした。また重

大な損害のおそれについて上級委

は、米国 の調査は使用したデ

ータについて 協定第 条の

要求を満たしていない為、 協定

第 条に違反するとした。因

果関係の認定については、上級委

は調査当局には「真正かつ相当な

関係」の立証が求められるとし

て、米国 は因果関係の立証責

任を果たしていないとの判断を下

した。

第Ⅱ部

第 章

米国ーラ

ム肉輸入に係る

セーフガード措

置

豪州 協議要請

パネル設置要請

パネル設置 ｢ ｣

と合併

を参照

第Ⅱ部

第 章

米国ー韓

国産ステンレス

鋼板（厚板及び

薄板）に対する

措置

韓国

【日本、 】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

パネル報告書配布

パネル報告書採択

①米国商務省の仮決定及び最終決

定は、ダンピング・マージンの賦

課、計算等に欠陥があり、 及

び 協定に違反するとして韓国が

申立て。

② 不必要な通貨の換算を行っ

ているとして 協定第 条違

反、 未払い販売について、非

関連企業への直接販売に関する価

格の比較可能性を確保しない調整

を行っていること、及び関連輸入

業者経由での販売について、輸出

価格の構成のためのものとしては

許容されない調整を行っていると

して、 協定第 条柱書違反、

複数の期間の平均値を用いて

正常価額と輸出価格との比較を行

資料編

案件名（番

号は 紛争解

決機関の 番号

に対応）

申立国

【第三国参加国】
経 過

案件概要：①主な申立て事由

②パネル報告

③上級委報告

関連協定

第Ⅰ部

第Ⅱ部

記載

ュージーランド、

トルコ】

主義要件」）を求めていること等

は、 協定第 条及び 第

条（内国民待遇）に反すると

した一方、既に登録されている商

標と同一又は類似の の限定的な

登録については、 協定第

条に反するが、 条（商標権

に係る限定的な例外）によって正

当化されるとした。

インドー

自動車部門にお

ける貿易と投資

に係る措置

米国

【 、日本、韓

国】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

と同一パネル

パネル報告書配布

インドが上級委申立

て

上級委申立て取り下

げ

上級委報告書配布

パネル・上級委報告

書採択

①インドが自動車会社に要求して

いる ローカルコンテントの達

成、 完成車・部品の輸出額と

他製品の輸入額との均衡要求によ

る為替制限、及び 前年の輸出

額をベースとした輸出入均衡は、

第 、 条及び 協定第

条に違反するとして米国が申立

て。

②インドによるローカルコンテン

ト要求は 第 条 項（内国民

待遇）に反し、輸出入均衡要求は

第 条（数量制限）に違反す

ると判断。

③インドはパネル判断について上

級委へ申立てを行ったが、後に新

自動車政策の導入を理由に同申立

てを取り下げた。

第Ⅱ部

第 章

米国ーオ

ムニバス法第

条

【日本、カナダ、

ニカラグア】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

パネル報告書配布

が上級委申立て

上級委報告書配布

パネル・上級委報告

書採択

①米国のオムニバス法第 条

は、キューバ法により資産等を没

収された商標権者が以前に放棄し

た商標等について、米国内での登

録・更新を認めておらず、

協定第 （パリ条約 条等）、 、

、 、 、 、 、 、 条等

に違反するとして が申立て。

②オムニバス法第 条 が

商標権者の民事手続の権利を制限

しており 協定第 条に違反

すると認定。

③オムニバス法第 条は 協

定第 条には違反しないとしてパ

ネルの判断を覆したが、商標・商

号について最恵国待遇、内国民待

遇を遵守していないとして、

協定第 （パリ条約

条）、 、 条違反を認定。
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第３章 紛争案件一覧

案件名（番

号は 紛争解

決機関の 番号

に対応）

申立国

【第三国参加国】
経 過

案件概要：①主な申立て事由

②パネル報告

③上級委報告

関連協定

第Ⅰ部

第Ⅱ部

記載

扱いに関する米国 年法の本措

置への適用について、 協定第

、 条違反を認定。

トリニダ

ードトバゴーコ

スタリカからの

パスタ輸入に関

する措置

コスタリカ 協議要請 ①トリニダードトバゴの 協定調

査とそれに先立つ予審、同国の

年ダンピング防止税及び相殺

関税規制は 協定に違反するとし

てコスタリカが申立て。

米国ー

年関税法第

条とその改

正

協議要請 ①米国関税法第 条は 年に

ウルグアイ・ラウンド実施法によ

り改正されているが、未だその改

正は不十分であり、内国民待遇及

び 協定に違反するとして

が申立て。

条

トリニダ

ードトバゴーコ

スタリカからの

パスタ類輸入に

おける 措置

コスタリカ 協議要請 ①トリニダードトバゴのコスタリ

カからの当該輸入品に対する 協

定措置は、 協定に違反するとし

てコスタリカが申立て。

ニカラグ

アーホンジュラ

スとコロンビア

からの輸入に対

する措置

コロンビア

【カナダ、コスタ

リカ、 、ホンジ

ュラス、米国】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

①ニカラグアが 年に設置し

た、ホンジュラス及びコロンビア

からの物品及びサービスについて

の税制は、最恵国待遇他に違反す

るとしてコロンビアが申立て。

アルゼン

チンーイタリア

からのセラミッ

ク製床タイル輸

入に対する 措

置

【日本、トルコ、

米国】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

パネル報告書配布

パネル報告書採択

二国間合意通報

①本件 協定調査及び措置は不適

正であり、 協定に違反するとし

て が申立て。

②アルゼンチンが、 ダンピン

グ計算のために輸出者から提示さ

れた情報の多くを、理由の説明も

なく無視したことは 協定第

条及び附属書Ⅱに、 サンプル

とされた輸出者の個別ダンピン

グ・マージンを算出しなかったこ

とは 協定第 条に、 価格

の比較可能性に影響を与える物理

的な特性における差異に対して妥

当な考慮を払わなかったことは

協定第 条に、 確定的措置を

発動するか否かの基礎として考慮

した重要な事実を輸出者に公開し

なかったことは 協定第 条に

違反すると判断。

アルゼン

チンーブラジル

ブラジル パネル設置要請

パネル設置

①アルゼンチンのブラジル産綿及

び綿混合織物輸入に対する経過的

資料編

案件名（番

号は 紛争解

決機関の 番号

に対応）

申立国

【第三国参加国】
経 過

案件概要：①主な申立て事由

②パネル報告

③上級委報告

関連協定

第Ⅰ部

第Ⅱ部

記載

っているとして 条第 文違反

を認定。

米国ーシ

ュガーシロップ

の再分類

カナダ 協議要請 ①米国税関によって提案されてい

るある種類のシュガーシロップの

再分類は 協定第 条及び農業

協定第 条に違反するとしてカナ

ダが申立て。

コロンビ

アータイ製ポリ

エステル単繊維

輸入に係るセー

フガード措置

タイ パネル設置要請

タイがパネル設置要

請取り下げ

①コロンビアは 年 月よりタ

イ製ポリエステル単繊維の輸入を

一方的に抑制する 協定措置をと

っており、繊維及び繊維製品に関

する協定第 条及び 条に違反する

としてタイが申立て。

エクアド

ルーメキシコ産

灰色ポートラン

ドセメント輸入

に係る暫定的

措置

メキシコ 協議要請 ①エクアドルの暫定的 協定措置

及びそれに先行する行為は 協定

及び 協定に違反するとしてメ

キシコが申立て。

ブラジル

ー輸入ライセン

スと最低輸入価

格

協議要請 ①ブラジルの織物製品等の輸入品

に対するライセンス制度と最低価

格の設定は、 協定、農業協

定、ライセンス協定他に違反する

として が申立て。

米国ー日

本製熱延鋼板に

対する 措置

日本

【ブラジル、カナ

ダ、チリ、 、韓

国】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

パネル報告書配布

米国が上級委申立て

上級委報告書配布

パネル・上級委報告

書採択

二国間合意通報

①本件 協定措置は、損害の認定

に際し米国産業への影響及びダン

ピング・マージンが過大評価され

ている、調査手続が不公正であ

る、などの点で 及び 協定に

違反するとして日本が申立て。

② 個別ケースに係る入手可能

な事実の利用について 協定第

条違反、 独立当事者間の価

格を基準とした正常価額の計算に

おける本国での関連企業への販売

の除外決定方式について同 条

違反、 入手可能な事実に完全

に基づいているダンピング・マー

ジンのみを調査対象企業以外のダ

ンピング・マージン計算から除外

することを義務づけた米国法令に

ついて同 、 条及び 設立

協定第 条違反を認定。

③パネル判断を概ね支持。損害認

定における次工程向け産品市場の

第Ⅰ部

第 章

692



第３章 紛争案件一覧

案件名（番

号は 紛争解

決機関の 番号

に対応）

申立国

【第三国参加国】
経 過

案件概要：①主な申立て事由

②パネル報告

③上級委報告

関連協定

第Ⅰ部

第Ⅱ部

記載

扱いに関する米国 年法の本措

置への適用について、 協定第

、 条違反を認定。

トリニダ

ードトバゴーコ

スタリカからの

パスタ輸入に関

する措置

コスタリカ 協議要請 ①トリニダードトバゴの 協定調

査とそれに先立つ予審、同国の

年ダンピング防止税及び相殺

関税規制は 協定に違反するとし

てコスタリカが申立て。

米国ー

年関税法第

条とその改

正

協議要請 ①米国関税法第 条は 年に

ウルグアイ・ラウンド実施法によ

り改正されているが、未だその改

正は不十分であり、内国民待遇及

び 協定に違反するとして

が申立て。

条

トリニダ

ードトバゴーコ

スタリカからの

パスタ類輸入に

おける 措置

コスタリカ 協議要請 ①トリニダードトバゴのコスタリ

カからの当該輸入品に対する 協

定措置は、 協定に違反するとし

てコスタリカが申立て。

ニカラグ

アーホンジュラ

スとコロンビア

からの輸入に対

する措置

コロンビア

【カナダ、コスタ

リカ、 、ホンジ

ュラス、米国】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

①ニカラグアが 年に設置し

た、ホンジュラス及びコロンビア

からの物品及びサービスについて

の税制は、最恵国待遇他に違反す

るとしてコロンビアが申立て。

アルゼン

チンーイタリア

からのセラミッ

ク製床タイル輸

入に対する 措

置

【日本、トルコ、

米国】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

パネル報告書配布

パネル報告書採択

二国間合意通報

①本件 協定調査及び措置は不適

正であり、 協定に違反するとし

て が申立て。

②アルゼンチンが、 ダンピン

グ計算のために輸出者から提示さ

れた情報の多くを、理由の説明も

なく無視したことは 協定第

条及び附属書Ⅱに、 サンプル

とされた輸出者の個別ダンピン

グ・マージンを算出しなかったこ

とは 協定第 条に、 価格

の比較可能性に影響を与える物理

的な特性における差異に対して妥

当な考慮を払わなかったことは

協定第 条に、 確定的措置を

発動するか否かの基礎として考慮

した重要な事実を輸出者に公開し

なかったことは 協定第 条に

違反すると判断。

アルゼン

チンーブラジル

ブラジル パネル設置要請

パネル設置

①アルゼンチンのブラジル産綿及

び綿混合織物輸入に対する経過的

資料編

案件名（番

号は 紛争解

決機関の 番号

に対応）

申立国

【第三国参加国】
経 過

案件概要：①主な申立て事由

②パネル報告

③上級委報告

関連協定

第Ⅰ部

第Ⅱ部

記載

っているとして 条第 文違反

を認定。

米国ーシ

ュガーシロップ

の再分類

カナダ 協議要請 ①米国税関によって提案されてい

るある種類のシュガーシロップの

再分類は 協定第 条及び農業

協定第 条に違反するとしてカナ

ダが申立て。

コロンビ

アータイ製ポリ

エステル単繊維

輸入に係るセー

フガード措置

タイ パネル設置要請

タイがパネル設置要

請取り下げ

①コロンビアは 年 月よりタ

イ製ポリエステル単繊維の輸入を

一方的に抑制する 協定措置をと

っており、繊維及び繊維製品に関

する協定第 条及び 条に違反する

としてタイが申立て。

エクアド

ルーメキシコ産

灰色ポートラン

ドセメント輸入

に係る暫定的

措置

メキシコ 協議要請 ①エクアドルの暫定的 協定措置

及びそれに先行する行為は 協定

及び 協定に違反するとしてメ

キシコが申立て。

ブラジル

ー輸入ライセン

スと最低輸入価

格

協議要請 ①ブラジルの織物製品等の輸入品

に対するライセンス制度と最低価

格の設定は、 協定、農業協

定、ライセンス協定他に違反する

として が申立て。

米国ー日

本製熱延鋼板に

対する 措置

日本

【ブラジル、カナ

ダ、チリ、 、韓

国】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

パネル報告書配布

米国が上級委申立て

上級委報告書配布

パネル・上級委報告

書採択

二国間合意通報

①本件 協定措置は、損害の認定

に際し米国産業への影響及びダン

ピング・マージンが過大評価され

ている、調査手続が不公正であ

る、などの点で 及び 協定に

違反するとして日本が申立て。

② 個別ケースに係る入手可能

な事実の利用について 協定第

条違反、 独立当事者間の価

格を基準とした正常価額の計算に

おける本国での関連企業への販売

の除外決定方式について同 条

違反、 入手可能な事実に完全

に基づいているダンピング・マー

ジンのみを調査対象企業以外のダ

ンピング・マージン計算から除外

することを義務づけた米国法令に

ついて同 、 条及び 設立

協定第 条違反を認定。

③パネル判断を概ね支持。損害認

定における次工程向け産品市場の

第Ⅰ部

第 章
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第３章 紛争案件一覧

案件名（番

号は 紛争解

決機関の 番号

に対応）

申立国

【第三国参加国】
経 過

案件概要：①主な申立て事由

②パネル報告

③上級委報告

関連協定

第Ⅰ部

第Ⅱ部

記載

になり得ず、また、米国の 年

関税法第 ⅲ 条は補助

金協定第 条に違反しないと判

断。

フィリピ

ンー自動車開発

計画（ ）

米国

【インド、日本】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

①フィリピンの自動車開発計画

は、 協定第 条、補助金協定

第 条及び 条に違反するとして

米国が申立て。

アルゼン

チンー特許及び

試験データ保護

米国 協議要請

二国間合意通報

①アルゼンチンは、医薬品等の秘

密試験やデータに対する保護を怠

っている等、 協定第 、

、 、 、 、 、 、 及び

条に違反するとして米国が申立

て。

ブラジル

ー最低輸入価格

措置

米国 協議要請 ①ブラジルの最低輸入価格措置

は、関税評価協定第 ～ 条及び

条、輸入許可手続に関する協定第

～ 条、繊維協定第 ～ 条及び農

業第 条 項に違反するとして米国

が申立て。

ルーマニ

アー最低輸入価

格措置

米国 協議要請

二国間合意通報

①ルーマニアの農産品、衣服類、

蒸留酒等に対する最低又は最高輸

入価格の設定は、関税評価協定

～ 条及び 条、農業第 条 項及

び繊維協定第 条及び 条に違反す

るとして米国が申立て。

ブラジル

ー特許保護

米国

【ドミニカ共和

国、ホンジュラ

ス、インド、日

本】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

二国間合意通報

①ブラジルの 年工業所有権法

は、 協定第 条、 条に違

反するとして米国が申立て。

米国ー

年通商法第

条改正

協議要請 ①米国の 年通商法第 条は

アフリカ 法第 条により改正

され、譲許停止品目を定期的に変

えることを一方的に義務づけてい

る。これは、 第 条 項、 条

項、 条及び 条に違反するとし

て が申立て。

ニカラグ

アーホンジュラ

スとコロンビア

からの輸入に対

する措置

ホンジュラス 協議要請 ①ニカラグアが 年に設置し

た、ホンジュラス及びコロンビア

からの物品及びサービスについて

の税制は、 第 、 条及び

第 、 条に違反するとし

てホンジュラスが申立て。

資料編

案件名（番

号は 紛争解

決機関の 番号

に対応）

申立国

【第三国参加国】
経 過

案件概要：①主な申立て事由

②パネル報告

③上級委報告

関連協定

第Ⅰ部

第Ⅱ部

記載

産綿及び綿混合

織物輸入に対す

る経過的セーフ

ガード措置

【パキスタン、パ

ラグアイ、米国】

二国間合意通報 協定措置は、繊維協定第 、 、

条他に違反するとしてブラジル

が申立て。

エクアド

ルーメキシコ産

セメントに対す

るアンチ・ダン

ピング措置

メキシコ 協議要請 ①エクアドルのメキシコ産セメン

トに対する最終的な 協定措置

は、 協定第 ～ 、 、 条他に

違反するとしてメキシコが申立

て。

米国ーパ

キスタン産綿製

紡績糸に係る経

過的セーフガー

ド措置

パキスタン

【 、インド】

協議要請、パネル設

置要請

パネル設置

パネル報告書配布

米国が上級委申立て

上級委報告書配布

パネル・上級委報告

書採択

①米国のパキスタン産綿製紡績糸

に係る経過的 協定措置は、同措

置発動の要件（繊維協定第 条 、

、 及び 項）を満たしていない

ので、上記各条項に違反するとし

てパキスタンが申立て。

②③パネル及び上級委は、米国の

垂直統合された生産者が自己消費

する場合を国内産業から除外した

ことは繊維協定第 条違反であ

ると認定。また、重大な損害の帰

責分析については、米国がメキシ

コからの輸入の効果を個別に検討

しなかったことは繊維協定第

条に違反すると認定。なお、上級

委は、 条の違反認定に当たっ

て、国内当局の措置決定時に存在

しなかった証拠をパネルが考慮し

たことは 第 条に違反してい

ると判断。

チリーメ

カジキの輸送及

び輸出に対する

措置

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

二国間合意通報

パネル設置停止を継

続

①チリ漁業法第 項を基礎とし

て設立された、チリの漁港におけ

るメカジキ陸揚げの禁止は、

第 条及び 条に違反するとして

が申立て。

米国ー輸

出制限を補助金

として扱う措置

カナダ

【豪州、 、イン

ド】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

パネル報告書配布

パネル報告書採択

①米国の （

）他は、他

国の輸出制限措置を資金面での貢

献と扱うものであり、これらは補

助金協定第 、 、 、 、

、 、 条及びマラケシュ

協定第 条に違反するとしてカ

ナダが申立て。

②この紛争で定義された輸出制限

は 第 の資金面での貢献
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案件名（番

号は 紛争解

決機関の 番号

に対応）

申立国

【第三国参加国】
経 過

案件概要：①主な申立て事由

②パネル報告

③上級委報告

関連協定

第Ⅰ部

第Ⅱ部

記載

になり得ず、また、米国の 年

関税法第 ⅲ 条は補助

金協定第 条に違反しないと判

断。

フィリピ

ンー自動車開発

計画（ ）

米国

【インド、日本】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

①フィリピンの自動車開発計画

は、 協定第 条、補助金協定

第 条及び 条に違反するとして

米国が申立て。

アルゼン

チンー特許及び

試験データ保護

米国 協議要請

二国間合意通報

①アルゼンチンは、医薬品等の秘

密試験やデータに対する保護を怠

っている等、 協定第 、

、 、 、 、 、 、 及び

条に違反するとして米国が申立

て。

ブラジル

ー最低輸入価格

措置

米国 協議要請 ①ブラジルの最低輸入価格措置

は、関税評価協定第 ～ 条及び

条、輸入許可手続に関する協定第

～ 条、繊維協定第 ～ 条及び農

業第 条 項に違反するとして米国

が申立て。

ルーマニ

アー最低輸入価

格措置

米国 協議要請

二国間合意通報

①ルーマニアの農産品、衣服類、

蒸留酒等に対する最低又は最高輸

入価格の設定は、関税評価協定

～ 条及び 条、農業第 条 項及

び繊維協定第 条及び 条に違反す

るとして米国が申立て。

ブラジル

ー特許保護

米国

【ドミニカ共和

国、ホンジュラ

ス、インド、日

本】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

二国間合意通報

①ブラジルの 年工業所有権法

は、 協定第 条、 条に違

反するとして米国が申立て。

米国ー

年通商法第

条改正

協議要請 ①米国の 年通商法第 条は

アフリカ 法第 条により改正

され、譲許停止品目を定期的に変

えることを一方的に義務づけてい

る。これは、 第 条 項、 条

項、 条及び 条に違反するとし

て が申立て。

ニカラグ

アーホンジュラ

スとコロンビア

からの輸入に対

する措置

ホンジュラス 協議要請 ①ニカラグアが 年に設置し

た、ホンジュラス及びコロンビア

からの物品及びサービスについて

の税制は、 第 、 条及び

第 、 条に違反するとし

てホンジュラスが申立て。
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案件名（番

号は 紛争解

決機関の 番号

に対応）

申立国

【第三国参加国】
経 過

案件概要：①主な申立て事由

②パネル報告

③上級委報告

関連協定

第Ⅰ部

第Ⅱ部

記載

産綿及び綿混合

織物輸入に対す

る経過的セーフ

ガード措置

【パキスタン、パ

ラグアイ、米国】

二国間合意通報 協定措置は、繊維協定第 、 、

条他に違反するとしてブラジル

が申立て。

エクアド

ルーメキシコ産

セメントに対す

るアンチ・ダン

ピング措置

メキシコ 協議要請 ①エクアドルのメキシコ産セメン

トに対する最終的な 協定措置

は、 協定第 ～ 、 、 条他に

違反するとしてメキシコが申立

て。

米国ーパ

キスタン産綿製

紡績糸に係る経

過的セーフガー

ド措置

パキスタン

【 、インド】

協議要請、パネル設

置要請

パネル設置

パネル報告書配布

米国が上級委申立て

上級委報告書配布

パネル・上級委報告

書採択

①米国のパキスタン産綿製紡績糸

に係る経過的 協定措置は、同措

置発動の要件（繊維協定第 条 、

、 及び 項）を満たしていない

ので、上記各条項に違反するとし

てパキスタンが申立て。

②③パネル及び上級委は、米国の

垂直統合された生産者が自己消費

する場合を国内産業から除外した

ことは繊維協定第 条違反であ

ると認定。また、重大な損害の帰

責分析については、米国がメキシ

コからの輸入の効果を個別に検討

しなかったことは繊維協定第

条に違反すると認定。なお、上級

委は、 条の違反認定に当たっ

て、国内当局の措置決定時に存在

しなかった証拠をパネルが考慮し

たことは 第 条に違反してい

ると判断。

チリーメ

カジキの輸送及

び輸出に対する

措置

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

二国間合意通報

パネル設置停止を継

続

①チリ漁業法第 項を基礎とし

て設立された、チリの漁港におけ

るメカジキ陸揚げの禁止は、

第 条及び 条に違反するとして

が申立て。

米国ー輸

出制限を補助金

として扱う措置

カナダ

【豪州、 、イン

ド】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

パネル報告書配布

パネル報告書採択

①米国の （

）他は、他

国の輸出制限措置を資金面での貢

献と扱うものであり、これらは補

助金協定第 、 、 、 、

、 、 条及びマラケシュ

協定第 条に違反するとしてカ

ナダが申立て。

②この紛争で定義された輸出制限

は 第 の資金面での貢献
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第３章 紛争案件一覧

案件名（番

号は 紛争解

決機関の 番号

に対応）

申立国

【第三国参加国】
経 過

案件概要：①主な申立て事由

②パネル報告

③上級委報告

関連協定

第Ⅰ部

第Ⅱ部

記載

をコストに見合う合理的なレート

で認めてこなかったことも約束違

反（参照文書 不履行）と判

断。ただし、国内に拠点を持たず

かつ回線設備を保有しない形での

外国事業者のメキシコにおける専

用回線利用の禁止措置はメキシコ

の自由化約束に違反しないと判

断。

エジプト

ー大豆油入りツ

ナ缶の輸入禁止

措置

タイ 協議要請 ①エジプトによるタイからの大豆

油入りツナ缶輸入禁止は、 第

、 及び 条、また 協定第

、 、 及び附属書 に違反すると

してタイが申立て。

米国ーイ

ンドからの鋼板

に対するアン

チ・ダンピング

措置及び相殺関

税措置

インド

【チリ、 、日

本】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

パネル報告書配布

パネル報告書採択

①本件 協定措置に係る米国商務

省（ ）の課税決定、国際貿易

委員会（ ）の損害認定、ファ

クツ･アベイラブル（ ）に関す

る 規則の適用等は 、 協

定、補助金協定、 設立協定に

違反するとしてインドが申立て。

② が米国販売価格についての

情報を用いず、 にのみ基づいて

ダンピング認定をしたことは 協

定第 条及び附属書Ⅱパラグラ

フ に違反すると認定。他方、

に関する修正 年関税法 条

、 条 、 の規定自体

は、協定で許容された裁量の行使

であって 協定第 条、附属書

Ⅱに違反していないとされた。

チリー農

産物に対する価

格拘束制度及び

セーフガード措

置

アルゼンチン

【豪州、ブラジ

ル、コロンビア、

コスタリカ、 、

エクアドル、エル

サルバドル、グア

テマラ、ホンジュ

ラス、日本、ニカ

ラグア、パラグア

イ、ベネズエラ、

米国】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

パネル報告書配布

チリが上級委申立て

上級委報告書配布

パネル・上級委報告

書採択

履行確認パネル設置

要請

履行確認パネル設置

履行確認パネル報告

書配

①チリによる小麦、小麦粉及び食

用植物油の輸入に関する価格拘束

制度及び 協定措置について、前

者は 第 条及び農業協定第

条、また後者は 協定及び 第

条に違反するとしてアルゼン

チンが申立て。

②チリの価格拘束制度は農業協定

第 条及び 第 条に違反し

ていると認定。また、チリの 協

定措置は 第 条 項 と

協定第 、 、 条に違反すると認

定（ 協定措置については上級委

申立てせず）。

資料編

案件名（番

号は 紛争解

決機関の 番号

に対応）

申立国

【第三国参加国】
経 過

案件概要：①主な申立て事由

②パネル報告

③上級委報告

関連協定

第Ⅰ部

第Ⅱ部

記載

米国ーラ

インパイプ輸入

に係るセーフガ

ード措置

韓国

【豪州、カナダ、

、日本、メキシ

コ】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

パネル報告書配布

米国が上級委申立て

上級委報告書配布

パネル・上級委報告

書採択

米国、 措置を終了

①米国のラインパイプ輸入につい

て 協定措置発動に至る手続と決

定及び同措置自体が 協定第 、

、 、 、 、 、 、 条及び

第 、 、 条に違反するとし

て韓国が申立て。

② 第 条 項、 条及び

協定第 、 、 、

、 及び 条に違反すると

認定した。他方、 条について

は韓国が必要な範囲について十分

な立証を尽くしていないとして違

反を認めなかった。

③損害認定について「重大な損

害」若しくはその「おそれ」のい

ずれかを個別に認定をしなければ

ならないとしたパネル判断を覆

し、個別または双方のいずれでも

良いとして「重大な損害又はその

おそれがある」と認定した米国

の認定は 協定と整合的であ

るとした。 協定調査対象国と

協定措置の適用国との適応関係

（パラレリズム）について、

国からの輸入を調査対象と

して損害認定をしていながら、

協定措置の発動では 国を対

象から外したことは 協定第 、

条に違反するとした。また、 協

定 条についてもパネル判断を

覆し、米国の違反を認めた。

第Ⅱ部

第 章

メキシコ

ー米国産輸入豚

に対するアン

チ・ダンピング

措置

米国 協議要請 ①メキシコは 年 月に米国か

らの生きた豚に対して 協定調査

を行い、その結果、同措置を実施

したが、これは 協定、農業協

定、 協定、 協定の各協定に

違反するとして米国が申立て。

メキシコ

ー電気通信サー

ビスに対する措

置

米国

【日本、 、カナ

ダ、豪州、ブラジ

ル、キューバ、グ

アテマラ、ホンジ

ュラス、インド、

ニカラグア】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

パネル報告書配布

パネル報告書採択

①メキシコが電気通信サービス分

野において差別的規制を維持した

ことは、 に違反するとして米

国が申立て。

②メキシコが電気通信サービス分

野において反競争的で差別的規制

維持したことは自由化約束違反

（参照文書 不履行）、また、

越境基本電気通信サービスの供給

第Ⅱ部

第 章

696



第３章 紛争案件一覧

案件名（番

号は 紛争解

決機関の 番号

に対応）

申立国

【第三国参加国】
経 過

案件概要：①主な申立て事由

②パネル報告

③上級委報告

関連協定

第Ⅰ部

第Ⅱ部

記載

をコストに見合う合理的なレート

で認めてこなかったことも約束違

反（参照文書 不履行）と判

断。ただし、国内に拠点を持たず

かつ回線設備を保有しない形での

外国事業者のメキシコにおける専

用回線利用の禁止措置はメキシコ

の自由化約束に違反しないと判

断。

エジプト

ー大豆油入りツ

ナ缶の輸入禁止

措置

タイ 協議要請 ①エジプトによるタイからの大豆

油入りツナ缶輸入禁止は、 第

、 及び 条、また 協定第

、 、 及び附属書 に違反すると

してタイが申立て。

米国ーイ

ンドからの鋼板

に対するアン

チ・ダンピング

措置及び相殺関

税措置

インド

【チリ、 、日

本】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

パネル報告書配布

パネル報告書採択

①本件 協定措置に係る米国商務

省（ ）の課税決定、国際貿易

委員会（ ）の損害認定、ファ

クツ･アベイラブル（ ）に関す

る 規則の適用等は 、 協

定、補助金協定、 設立協定に

違反するとしてインドが申立て。

② が米国販売価格についての

情報を用いず、 にのみ基づいて

ダンピング認定をしたことは 協

定第 条及び附属書Ⅱパラグラ

フ に違反すると認定。他方、

に関する修正 年関税法 条

、 条 、 の規定自体

は、協定で許容された裁量の行使

であって 協定第 条、附属書

Ⅱに違反していないとされた。

チリー農

産物に対する価

格拘束制度及び

セーフガード措

置

アルゼンチン

【豪州、ブラジ

ル、コロンビア、

コスタリカ、 、

エクアドル、エル

サルバドル、グア

テマラ、ホンジュ

ラス、日本、ニカ

ラグア、パラグア

イ、ベネズエラ、

米国】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

パネル報告書配布

チリが上級委申立て

上級委報告書配布

パネル・上級委報告

書採択

履行確認パネル設置

要請

履行確認パネル設置

履行確認パネル報告

書配

①チリによる小麦、小麦粉及び食

用植物油の輸入に関する価格拘束

制度及び 協定措置について、前

者は 第 条及び農業協定第

条、また後者は 協定及び 第

条に違反するとしてアルゼン

チンが申立て。

②チリの価格拘束制度は農業協定

第 条及び 第 条に違反し

ていると認定。また、チリの 協

定措置は 第 条 項 と

協定第 、 、 条に違反すると認

定（ 協定措置については上級委

申立てせず）。

資料編

案件名（番

号は 紛争解

決機関の 番号

に対応）

申立国

【第三国参加国】
経 過

案件概要：①主な申立て事由

②パネル報告

③上級委報告

関連協定

第Ⅰ部

第Ⅱ部

記載

米国ーラ

インパイプ輸入

に係るセーフガ

ード措置

韓国

【豪州、カナダ、

、日本、メキシ

コ】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

パネル報告書配布

米国が上級委申立て

上級委報告書配布

パネル・上級委報告

書採択

米国、 措置を終了

①米国のラインパイプ輸入につい

て 協定措置発動に至る手続と決

定及び同措置自体が 協定第 、

、 、 、 、 、 、 条及び

第 、 、 条に違反するとし

て韓国が申立て。

② 第 条 項、 条及び

協定第 、 、 、

、 及び 条に違反すると

認定した。他方、 条について

は韓国が必要な範囲について十分

な立証を尽くしていないとして違

反を認めなかった。

③損害認定について「重大な損

害」若しくはその「おそれ」のい

ずれかを個別に認定をしなければ

ならないとしたパネル判断を覆

し、個別または双方のいずれでも

良いとして「重大な損害又はその

おそれがある」と認定した米国

の認定は 協定と整合的であ

るとした。 協定調査対象国と

協定措置の適用国との適応関係

（パラレリズム）について、

国からの輸入を調査対象と

して損害認定をしていながら、

協定措置の発動では 国を対

象から外したことは 協定第 、

条に違反するとした。また、 協

定 条についてもパネル判断を

覆し、米国の違反を認めた。

第Ⅱ部

第 章

メキシコ

ー米国産輸入豚

に対するアン

チ・ダンピング

措置

米国 協議要請 ①メキシコは 年 月に米国か

らの生きた豚に対して 協定調査

を行い、その結果、同措置を実施

したが、これは 協定、農業協

定、 協定、 協定の各協定に

違反するとして米国が申立て。

メキシコ

ー電気通信サー

ビスに対する措

置

米国

【日本、 、カナ

ダ、豪州、ブラジ

ル、キューバ、グ

アテマラ、ホンジ

ュラス、インド、

ニカラグア】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

パネル報告書配布

パネル報告書採択

①メキシコが電気通信サービス分

野において差別的規制を維持した

ことは、 に違反するとして米

国が申立て。

②メキシコが電気通信サービス分

野において反競争的で差別的規制

維持したことは自由化約束違反

（参照文書 不履行）、また、

越境基本電気通信サービスの供給

第Ⅱ部

第 章
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第３章 紛争案件一覧

案件名（番

号は 紛争解

決機関の 番号

に対応）

申立国

【第三国参加国】
経 過

案件概要：①主な申立て事由

②パネル報告

③上級委報告

関連協定

第Ⅰ部

第Ⅱ部

記載

対する相殺関税

措置

【ブラジル、中

国、インド、韓

国、メキシコ】

パネル報告書配布

米国上級委申立て

上級委報告書配布

履行確認協議要請

履行確認パネル設置

履行確認パネル報告

書配布

履行確認パネル報告

書採択

、 条に違反するとして が申

立て。

②③パネル及び上級委は民営化後

の利益継続の認定については補助

金協定第 、 、 、 、

、 条違反であると認定。

ただし、上級委は、民営化前の補

助金による利益の民営化後の継続

については、独立当事者間の公正

な価格での民営化が民営化前の補

助金利益を必ず消滅させるという

パネル認定を破棄し、消滅させる

と推定することができるとした。

第 条パネルは、なお一部

について 違反であると認定し

た。

米国ード

イツからの鉄鋼

板に対する相殺

関税措置

【日本、ノルウェ

ー】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

パネル報告書配布

米国上級委申立て

上級委報告書配布

パネル・上級委員会

報告書採択

①米国が、ドイツからの腐食防止

鉄鋼製品に対して 年より相殺

関税措置を開始し、 年 月の

サンセット・レビューにおいても

その継続を決定したことに関し、

補助金協定第 、 、 条に違反

すると が申立て。

②③パネル及び上級委は、サンセ

ット・レビューを自動的に開始す

る米国法令は第 条違反に違反

しないとした。また、上級委は、

サンセット・レビューのデミニマ

ス基準についてのパネルの認定を

破棄し、補助金協定 条のデミ

ニマス基準の準用を否定した。

米国ー鉄

鋼製品及び溶接

ラインパイプに

対するセーフガ

ード措置

【アルゼンチン、

カナダ、日本、韓

国、メキシコ】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置（パネル

は編成されず終了）

①米国の 年通商法第 及び

条は、輸入増加と損害の因果

関係の決定に関する規定において

協定第 、 条に違反し、また、

実施法第 条は同協定の

、 、 条に違反し、これら両規

定は、最恵国待遇違反でもある、

として が申立て。

フィリピ

ンー韓国からの

合成樹脂に対す

るアンチ・ダン

ピング措置

韓国 協議要請 ①フィリピンの韓国からの合成樹

脂に対する 協定措置は、ダンピ

ング・マージンの分析、収集及び

賦課、また同種の産品、ダンピン

グ、損害及び因果関係の結論の出

し方に問題があり、 協定第 、

資料編

案件名（番

号は 紛争解

決機関の 番号

に対応）

申立国

【第三国参加国】
経 過

案件概要：①主な申立て事由

②パネル報告

③上級委報告

関連協定

第Ⅰ部

第Ⅱ部

記載

チリが上級委申立て

履行確認

上級委報告書配布 履

行確認

履行確認パネル・上

級委報告書採択

③農業協定違反についてはパネル

判断を支持したものの、 第

条違反はアルゼンチンから提訴さ

れた範囲ではないとしてこれを認

めなかった。

第 条パネルは、チリによ

る価格拘束制度や各種課徴金制度

に類似する国境措置の維持は、農

業協定第 条に反していると

し、チリは による勧告を履行

していない旨判断した。 第

条上級委は、農業協定第 条

等の違反を認定した。

トルコー

鉄管継手に対す

るアンチ・ダン

ピング措置

ブラジル 協議要請 ①トルコによるブラジルからの鉄

管継手に対する 協定課税は、調

査開始、調査方法、ダンピングと

被害の関係の評価や決定、及び課

税賦課につき、 第 条及び

協定第 、 、 、 、 条に違反す

るとしてブラジルが申立て。

ーイン

スタントコーヒ

ーに影響を与え

る措置

ブラジル 協議要請 ① のブラジル産インスタントコ

ーヒーに対する 適用の引き下

げ、及び 年 月の適用廃止は

の授権条項に違反するとして

ブラジルが申立て。

ベルギー

ーコメに対する

関税措置の実施

米国

【インド、日本】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

パネル停止

二国間合意通報

①ベルギーが 年 月に導入し

たコメに関する関税制度は、関税

評価協定、 協定及び農業協定

に違反するとして米国が申立て。

エジプト

ートルコからの

鉄鋼に対するア

ンチ・ダンピン

グ措置

トルコ

【チリ、 、日

本、米国】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

パネル報告書配布

パネル報告書採択

①エジプトの 協定措置は適切な

調査に基づいておらず、 及び

協定に違反するとしてトルコが

申立て。

②損害認定にあたり、 協定第

条に列挙されている要因をす

べて考慮しなかったことによる同

条違反、トルコの輸出企業 社に

対して説明なくファクツ・アベイ

ラブル（ ）を利用したことに関

する 協定第 条及び附属書Ⅱ

パラグラフ 違反を認定。

米国ー

からの輸入品に

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

①米国の相殺関税措置の賦課継続

は、補助金協定第 、 、 、

698



第３章 紛争案件一覧

案件名（番

号は 紛争解

決機関の 番号

に対応）

申立国

【第三国参加国】
経 過

案件概要：①主な申立て事由

②パネル報告

③上級委報告

関連協定

第Ⅰ部

第Ⅱ部

記載

対する相殺関税

措置

【ブラジル、中

国、インド、韓

国、メキシコ】

パネル報告書配布

米国上級委申立て

上級委報告書配布

履行確認協議要請

履行確認パネル設置

履行確認パネル報告

書配布

履行確認パネル報告

書採択

、 条に違反するとして が申

立て。

②③パネル及び上級委は民営化後

の利益継続の認定については補助

金協定第 、 、 、 、

、 条違反であると認定。

ただし、上級委は、民営化前の補

助金による利益の民営化後の継続

については、独立当事者間の公正

な価格での民営化が民営化前の補

助金利益を必ず消滅させるという

パネル認定を破棄し、消滅させる

と推定することができるとした。

第 条パネルは、なお一部

について 違反であると認定し

た。

米国ード

イツからの鉄鋼

板に対する相殺

関税措置

【日本、ノルウェ

ー】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

パネル報告書配布

米国上級委申立て

上級委報告書配布

パネル・上級委員会

報告書採択

①米国が、ドイツからの腐食防止

鉄鋼製品に対して 年より相殺

関税措置を開始し、 年 月の

サンセット・レビューにおいても

その継続を決定したことに関し、

補助金協定第 、 、 条に違反

すると が申立て。

②③パネル及び上級委は、サンセ

ット・レビューを自動的に開始す

る米国法令は第 条違反に違反

しないとした。また、上級委は、

サンセット・レビューのデミニマ

ス基準についてのパネルの認定を

破棄し、補助金協定 条のデミ

ニマス基準の準用を否定した。

米国ー鉄

鋼製品及び溶接

ラインパイプに

対するセーフガ

ード措置

【アルゼンチン、

カナダ、日本、韓

国、メキシコ】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置（パネル

は編成されず終了）

①米国の 年通商法第 及び

条は、輸入増加と損害の因果

関係の決定に関する規定において

協定第 、 条に違反し、また、

実施法第 条は同協定の

、 、 条に違反し、これら両規

定は、最恵国待遇違反でもある、

として が申立て。

フィリピ

ンー韓国からの

合成樹脂に対す

るアンチ・ダン

ピング措置

韓国 協議要請 ①フィリピンの韓国からの合成樹

脂に対する 協定措置は、ダンピ

ング・マージンの分析、収集及び

賦課、また同種の産品、ダンピン

グ、損害及び因果関係の結論の出

し方に問題があり、 協定第 、

資料編

案件名（番

号は 紛争解

決機関の 番号

に対応）

申立国

【第三国参加国】
経 過

案件概要：①主な申立て事由

②パネル報告

③上級委報告

関連協定

第Ⅰ部

第Ⅱ部

記載

チリが上級委申立て

履行確認

上級委報告書配布 履

行確認

履行確認パネル・上

級委報告書採択

③農業協定違反についてはパネル

判断を支持したものの、 第

条違反はアルゼンチンから提訴さ

れた範囲ではないとしてこれを認

めなかった。

第 条パネルは、チリによ

る価格拘束制度や各種課徴金制度

に類似する国境措置の維持は、農

業協定第 条に反していると

し、チリは による勧告を履行

していない旨判断した。 第

条上級委は、農業協定第 条

等の違反を認定した。

トルコー

鉄管継手に対す

るアンチ・ダン

ピング措置

ブラジル 協議要請 ①トルコによるブラジルからの鉄

管継手に対する 協定課税は、調

査開始、調査方法、ダンピングと

被害の関係の評価や決定、及び課

税賦課につき、 第 条及び

協定第 、 、 、 、 条に違反す

るとしてブラジルが申立て。

ーイン

スタントコーヒ

ーに影響を与え

る措置

ブラジル 協議要請 ① のブラジル産インスタントコ

ーヒーに対する 適用の引き下

げ、及び 年 月の適用廃止は

の授権条項に違反するとして

ブラジルが申立て。

ベルギー

ーコメに対する

関税措置の実施

米国

【インド、日本】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

パネル停止

二国間合意通報

①ベルギーが 年 月に導入し

たコメに関する関税制度は、関税

評価協定、 協定及び農業協定

に違反するとして米国が申立て。

エジプト

ートルコからの

鉄鋼に対するア

ンチ・ダンピン

グ措置

トルコ

【チリ、 、日

本、米国】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

パネル報告書配布

パネル報告書採択

①エジプトの 協定措置は適切な

調査に基づいておらず、 及び

協定に違反するとしてトルコが

申立て。

②損害認定にあたり、 協定第

条に列挙されている要因をす

べて考慮しなかったことによる同

条違反、トルコの輸出企業 社に

対して説明なくファクツ・アベイ

ラブル（ ）を利用したことに関

する 協定第 条及び附属書Ⅱ

パラグラフ 違反を認定。

米国ー

からの輸入品に

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

①米国の相殺関税措置の賦課継続

は、補助金協定第 、 、 、
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第３章 紛争案件一覧

案件名（番

号は 紛争解

決機関の 番号

に対応）

申立国

【第三国参加国】
経 過

案件概要：①主な申立て事由

②パネル報告

③上級委報告

関連協定

第Ⅰ部

第Ⅱ部

記載

、新たな対抗措置

品目リストを申請

日本、対抗措置を

より一年間延長を表明

日本、対抗措置を

より一年間延長を表明

日本、対抗措置を

より一年間延長を表明

日本、対抗措置を

より一年間延長を表明

日本、対抗措置を

より一年間延長を表明

日本、対抗措置を

より一年間延長を表明

日本、対抗措置を

より一年間延長を表明

米国ーブ

ラジルからの鉄

鋼製品に対する

相殺関税賦課

ブラジル 協議要請 ①米国は、国内相殺関税法に従

い、ブラジルの民営化企業が民営

化前に受けた補助金の利益に対し

て相殺関税を賦課し続けており、

この行為は、補助金協定第 、

、 、 、 、 条に違反する

としてブラジルが申立て。

ーブラ

ジルからの可鍛

鋳鉄管継手に対

するアンチ・ダ

ンピング措置

ブラジル

【チリ、日本、米

国】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

パネル報告書配布

ブラジルが上級委申

立て

上級委報告書配布

パネル・上級委報告

書採択

①本件 協定措置に係る調査及び

評価は 協定第 ～ 、 、 、

、 条及び 第 条に違反す

るとしてブラジルが申立て。

②｢ゼロイング｣に関する 協定第

条、｢損害関連要因の公開｣

に関する 協定第 条及び

条違反を認定。

③パネル判断を概ね支持したが、

損害認定に関する情報公開につい

て 協定第 、 条に違反して

いないとしたパネル判断を破棄

し、利害関係者に重要であり、か

つ機密ではない情報を公開しなか

った 措置について、同条違反を

認定。

チリー農

産品に対する価

格拘束制度及び

セーフガード措

置

グアテマラ 協議要請 ①チリの農産品に対する価格拘束

制度及び 協定に関する国内法、

協定調査及び発動、またその対

象品目の拡大要求は、 第

条、農業協定第 条、及び 協定

資料編

案件名（番

号は 紛争解

決機関の 番号

に対応）

申立国

【第三国参加国】
経 過

案件概要：①主な申立て事由

②パネル報告

③上級委報告

関連協定

第Ⅰ部

第Ⅱ部

記載

、 、 、 、 、 及び附属書Ⅱ

に違反するとして韓国が申立て。

メキシコ

ー電気変圧器に

対するアンチ・

ダンピング暫定

措置

ブラジル 協議要請 ①メキシコが 年 月に行った

ブラジルからの電気変圧器に対す

る 協定上の暫定措置は、 協定

第 条 、 、 条、 条 項、 条 項

ⅰ、ⅱ及び附属書Ⅱに違反すると

してブラジルが申立て。

、 米

国― 関税法

改正条項（通

称：バード条

項）

豪州、ブラジル、

チリ、 、イン

ド、インドネシ

ア、日本、韓国、

タイ

【アルゼンチン、

カナダ、コスタリ

カ、香港、イスラ

エル、メキシコ、

ノルウェー】

カナダ、メキシコ

【アルゼンチン、

豪州、ブラジル、

コスタリカ、 、

香港、インド、イ

ンドネシア、イス

ラエル、日本、韓

国、ノルウェー、

タイ】

協議要請（「 」

）

パネル設置要請

（「 」 ）

パネル設置（ と

合併）

パネル報告書配布

米国が上級委申立て

上級委報告書配布

第 条に基づく対

抗措置承認申請（日本、 、韓

国、ブラジル、インド、チリ、

墨、カナダ）

米国が 第 仲裁

の要請

対抗措置申請仲裁判

断発出

か国・地域（日、

、韓、加、墨、印、ブラジル）

が対抗措置の内容を申請

対抗措置の内容承認

チリが対抗措置の内

容を申請

チリの対抗措置の内

容承認

豪州、米国と合意

タイ、米国と合意

インドネシア、米国

と合意

、カナダが対抗措

置の内容を申請

日本が対抗措置の内

容を申請

、新たな対抗措置

品目リストを申請

日本、新たな対抗措

置品目リストを申請

①バード修正条項は、関税当局が

徴収した相殺関税、 協定税に相

当する額を、影響を受けた生産者

に対して配分することを規定して

おり、 協定、補助金協定、

及び 設立協定に違反するとし

て申立て。

②本条項は 協定及び補助金協定

上許容される措置に該当しないた

め、 協定第 、 条､補助

金協定第 、 条、 第

、 条及び 設立協定第

条違反、また、 協定調査申

請支持のインセンテｨブとなると

して、 協定第 条、補助金協

定第 違反を認定。

③同条項が 協定調査申請支持の

インセンテｨブとなり 協定第

条、補助金協定第 条に違反す

るとのパネル判断を否定。 協定

第 、 条、補助金協定第

、 条及び 設立協定第

条違反についてはパネル判断

を支持。
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第３章 紛争案件一覧

案件名（番

号は 紛争解

決機関の 番号

に対応）

申立国

【第三国参加国】
経 過

案件概要：①主な申立て事由

②パネル報告

③上級委報告

関連協定

第Ⅰ部

第Ⅱ部

記載

、新たな対抗措置

品目リストを申請

日本、対抗措置を

より一年間延長を表明

日本、対抗措置を

より一年間延長を表明

日本、対抗措置を

より一年間延長を表明

日本、対抗措置を

より一年間延長を表明

日本、対抗措置を

より一年間延長を表明

日本、対抗措置を

より一年間延長を表明

日本、対抗措置を

より一年間延長を表明

米国ーブ

ラジルからの鉄

鋼製品に対する

相殺関税賦課

ブラジル 協議要請 ①米国は、国内相殺関税法に従

い、ブラジルの民営化企業が民営

化前に受けた補助金の利益に対し

て相殺関税を賦課し続けており、

この行為は、補助金協定第 、

、 、 、 、 条に違反する

としてブラジルが申立て。

ーブラ

ジルからの可鍛

鋳鉄管継手に対

するアンチ・ダ

ンピング措置

ブラジル

【チリ、日本、米

国】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

パネル報告書配布

ブラジルが上級委申

立て

上級委報告書配布

パネル・上級委報告

書採択

①本件 協定措置に係る調査及び

評価は 協定第 ～ 、 、 、

、 条及び 第 条に違反す

るとしてブラジルが申立て。

②｢ゼロイング｣に関する 協定第

条、｢損害関連要因の公開｣

に関する 協定第 条及び

条違反を認定。

③パネル判断を概ね支持したが、

損害認定に関する情報公開につい

て 協定第 、 条に違反して

いないとしたパネル判断を破棄

し、利害関係者に重要であり、か

つ機密ではない情報を公開しなか

った 措置について、同条違反を

認定。

チリー農

産品に対する価

格拘束制度及び

セーフガード措

置

グアテマラ 協議要請 ①チリの農産品に対する価格拘束

制度及び 協定に関する国内法、

協定調査及び発動、またその対

象品目の拡大要求は、 第

条、農業協定第 条、及び 協定

資料編

案件名（番

号は 紛争解

決機関の 番号

に対応）

申立国

【第三国参加国】
経 過

案件概要：①主な申立て事由

②パネル報告

③上級委報告

関連協定

第Ⅰ部

第Ⅱ部

記載

、 、 、 、 、 及び附属書Ⅱ

に違反するとして韓国が申立て。

メキシコ

ー電気変圧器に

対するアンチ・

ダンピング暫定

措置

ブラジル 協議要請 ①メキシコが 年 月に行った

ブラジルからの電気変圧器に対す

る 協定上の暫定措置は、 協定

第 条 、 、 条、 条 項、 条 項

ⅰ、ⅱ及び附属書Ⅱに違反すると

してブラジルが申立て。

、 米

国― 関税法

改正条項（通

称：バード条

項）

豪州、ブラジル、

チリ、 、イン

ド、インドネシ

ア、日本、韓国、

タイ

【アルゼンチン、

カナダ、コスタリ

カ、香港、イスラ

エル、メキシコ、

ノルウェー】

カナダ、メキシコ

【アルゼンチン、

豪州、ブラジル、

コスタリカ、 、

香港、インド、イ

ンドネシア、イス

ラエル、日本、韓

国、ノルウェー、

タイ】

協議要請（「 」

）

パネル設置要請

（「 」 ）

パネル設置（ と

合併）

パネル報告書配布

米国が上級委申立て

上級委報告書配布

第 条に基づく対

抗措置承認申請（日本、 、韓

国、ブラジル、インド、チリ、

墨、カナダ）

米国が 第 仲裁

の要請

対抗措置申請仲裁判

断発出

か国・地域（日、

、韓、加、墨、印、ブラジル）

が対抗措置の内容を申請

対抗措置の内容承認

チリが対抗措置の内

容を申請

チリの対抗措置の内

容承認

豪州、米国と合意

タイ、米国と合意

インドネシア、米国

と合意

、カナダが対抗措

置の内容を申請

日本が対抗措置の内

容を申請

、新たな対抗措置

品目リストを申請

日本、新たな対抗措

置品目リストを申請

①バード修正条項は、関税当局が

徴収した相殺関税、 協定税に相

当する額を、影響を受けた生産者

に対して配分することを規定して

おり、 協定、補助金協定、

及び 設立協定に違反するとし

て申立て。

②本条項は 協定及び補助金協定

上許容される措置に該当しないた

め、 協定第 、 条､補助

金協定第 、 条、 第

、 条及び 設立協定第

条違反、また、 協定調査申

請支持のインセンテｨブとなると

して、 協定第 条、補助金協

定第 違反を認定。

③同条項が 協定調査申請支持の

インセンテｨブとなり 協定第

条、補助金協定第 条に違反す

るとのパネル判断を否定。 協定

第 、 条、補助金協定第

、 条及び 設立協定第

条違反についてはパネル判断

を支持。
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第３章 紛争案件一覧

案件名（番

号は 紛争解

決機関の 番号

に対応）

申立国

【第三国参加国】
経 過

案件概要：①主な申立て事由

②パネル報告

③上級委報告

関連協定

第Ⅰ部

第Ⅱ部

記載

必要な手続を満たしておらず、

協定第 条、及び 第 条、

条、 条に違反するとして米国

が申立て。

米国ー特

許法

ブラジル 協議要請 ①米国特許法（ 章他）は、政府

の助成を受けた発明に関する特許

権につき制限を行っており、

協定第 ､ 条、 協定

第 条、 第 条、 条に違反

するとしてブラジルが申立て。

米国ーイ

タリアからのシ

ームレスパイプ

に対するアン

チ・ダンピング

措置

協議要請 ①イタリアからのシームレスパイ

プに関する 年 月の によ

る 協定賦課継続とのサンセッ

ト・レビュー最終決定、及びサン

セット・レビュー開始は、 協定

第 、 、 、 及びマ

ラケシュ協定第 に違反すると

して が申立て。

チリー混

合食用油に対す

る暫定セーフガ

ード措置

アルゼンチン 協議要請 ① チリは本年 月に輸入混合食

用油に対し暫定 協定措置

を適用したが、本件は 協

定上の事前の協議を行って

おらず、また、同種の又は

直接競合産品の定義や、決

定基準が不明確であること

等から、 第 条及び

協定第 、 、 、 条に違反

するとしてアルゼンチンが

申立て。

ペルーー

タバコ税

チリ 協議要請

パネル設置要請

パネル設置

チリがパネル取り下

げ

① 年 月に修正された一般販

売税は選択的な消費税について規

定しており、本規定はペルーブラ

ンドのタバコに比べて、輸入タバ

コに対して高い税金を課してお

り、 第 条 項（内国民待

遇）に違反するとしてチリが申立

て。

チリー砂

糖に対するセー

フガード措置

コロンビア 協議要請

と置き換え

①チリの砂糖に対する 協定措置

は、 年 月の決定及び同年

月の延長決定において、 協定第

、 、 、 、 、 、 及び 第

条が求めている諸手続に違反

しているとしてコロンビアが申立

て。

資料編

案件名（番

号は 紛争解

決機関の 番号

に対応）

申立国

【第三国参加国】
経 過

案件概要：①主な申立て事由

②パネル報告

③上級委報告

関連協定

第Ⅰ部

第Ⅱ部

記載

第 、 、 、 、 、 条等に違反

するとしてグアテマラが申立て。

米国ーウ

ルグアイ・ラウ

ンド合意実施法

条

カナダ 協議要請

パネル設置要請

パネル設置

パネル報告書配布

パネル報告書採択

①米国のウルグアイ・ラウンド合

意実施法 及びその解釈指針

の下では、 において

協定違反とされた 協定又は相殺

関税措置について、 の勧告に

整合的な形でこれを課すことを規

定しており、これは過去にダンピ

ング認定が行われた未精算の輸入

案件についてオリジナル調査とは

異なるルールによる行政見直し

と、これに基づく 協定・ の

適用を義務づけるものであり、

、 協定、補助金協定及び

の諸規定に違反するとしてカ

ナダが申立て。

② 及び はカナダが問題と

している措置（未精算の過去の輸

入に対する修正ルールの適用）を

義務づけておらず、 諸規定に

は違反しないとして、カナダの主

張を棄却。

カナダー

地方航空機産業

に対する輸出信

用及び融資保証

ブラジル

【豪州、 、イン

ド、米国】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

パネル報告書配布

ブラジルが 第

条及び 第 条に基づく対抗

措置の承認申請

仲裁人の報告（秘密

版）の送付

仲裁人の報告（非秘

密版）の配布

ブラジルの対抗措置

の内容承認

①カナダ政府及び政府関連企業か

らのカナダ地方航空機産業に対す

る輸出信用及び融資保証は、輸出

補助金に該当し補助金協定第 条

に違反するとしてブラジルが申立

て。

②カナダの輸出信用及び融資保証

は 附属書Ⅰ で正当化されな

いと判断したものも含めて一部の

制度につき補助金協定第 条

違反を認め、補助金協定第 条

に基づき 日以内に廃止すること

を勧告。

カナダはこの勧告履行を拒否した

ため、ブラジルは対抗措置の申請

をし、仲裁人はカナダの履行を促

すため 割増しの対抗措置の規模

を認定。

ー米国

からのコーング

ルテン飼料に対

する関税割当

米国 協議要請 ① は小麦グルテンケースの

採択をもって米国産コーングルテ

ン飼料に対する関税割当が実施可

能になったとしているが、本件は
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第３章 紛争案件一覧

案件名（番

号は 紛争解

決機関の 番号

に対応）

申立国

【第三国参加国】
経 過

案件概要：①主な申立て事由

②パネル報告

③上級委報告

関連協定

第Ⅰ部

第Ⅱ部

記載

必要な手続を満たしておらず、

協定第 条、及び 第 条、

条、 条に違反するとして米国

が申立て。

米国ー特

許法

ブラジル 協議要請 ①米国特許法（ 章他）は、政府

の助成を受けた発明に関する特許

権につき制限を行っており、

協定第 ､ 条、 協定

第 条、 第 条、 条に違反

するとしてブラジルが申立て。

米国ーイ

タリアからのシ

ームレスパイプ

に対するアン

チ・ダンピング

措置

協議要請 ①イタリアからのシームレスパイ

プに関する 年 月の によ

る 協定賦課継続とのサンセッ

ト・レビュー最終決定、及びサン

セット・レビュー開始は、 協定

第 、 、 、 及びマ

ラケシュ協定第 に違反すると

して が申立て。

チリー混

合食用油に対す

る暫定セーフガ

ード措置

アルゼンチン 協議要請 ① チリは本年 月に輸入混合食

用油に対し暫定 協定措置

を適用したが、本件は 協

定上の事前の協議を行って

おらず、また、同種の又は

直接競合産品の定義や、決

定基準が不明確であること

等から、 第 条及び

協定第 、 、 、 条に違反

するとしてアルゼンチンが

申立て。

ペルーー

タバコ税

チリ 協議要請

パネル設置要請

パネル設置

チリがパネル取り下

げ

① 年 月に修正された一般販

売税は選択的な消費税について規

定しており、本規定はペルーブラ

ンドのタバコに比べて、輸入タバ

コに対して高い税金を課してお

り、 第 条 項（内国民待

遇）に違反するとしてチリが申立

て。

チリー砂

糖に対するセー

フガード措置

コロンビア 協議要請

と置き換え

①チリの砂糖に対する 協定措置

は、 年 月の決定及び同年

月の延長決定において、 協定第

、 、 、 、 、 、 及び 第

条が求めている諸手続に違反

しているとしてコロンビアが申立

て。

資料編

案件名（番

号は 紛争解

決機関の 番号

に対応）

申立国

【第三国参加国】
経 過

案件概要：①主な申立て事由

②パネル報告

③上級委報告

関連協定

第Ⅰ部

第Ⅱ部

記載

第 、 、 、 、 、 条等に違反

するとしてグアテマラが申立て。

米国ーウ

ルグアイ・ラウ

ンド合意実施法

条

カナダ 協議要請

パネル設置要請

パネル設置

パネル報告書配布

パネル報告書採択

①米国のウルグアイ・ラウンド合

意実施法 及びその解釈指針

の下では、 において

協定違反とされた 協定又は相殺

関税措置について、 の勧告に

整合的な形でこれを課すことを規

定しており、これは過去にダンピ

ング認定が行われた未精算の輸入

案件についてオリジナル調査とは

異なるルールによる行政見直し

と、これに基づく 協定・ の

適用を義務づけるものであり、

、 協定、補助金協定及び

の諸規定に違反するとしてカ

ナダが申立て。

② 及び はカナダが問題と

している措置（未精算の過去の輸

入に対する修正ルールの適用）を

義務づけておらず、 諸規定に

は違反しないとして、カナダの主

張を棄却。

カナダー

地方航空機産業

に対する輸出信

用及び融資保証

ブラジル

【豪州、 、イン

ド、米国】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

パネル報告書配布

ブラジルが 第

条及び 第 条に基づく対抗

措置の承認申請

仲裁人の報告（秘密

版）の送付

仲裁人の報告（非秘

密版）の配布

ブラジルの対抗措置

の内容承認

①カナダ政府及び政府関連企業か

らのカナダ地方航空機産業に対す

る輸出信用及び融資保証は、輸出

補助金に該当し補助金協定第 条

に違反するとしてブラジルが申立

て。

②カナダの輸出信用及び融資保証

は 附属書Ⅰ で正当化されな

いと判断したものも含めて一部の

制度につき補助金協定第 条

違反を認め、補助金協定第 条

に基づき 日以内に廃止すること

を勧告。

カナダはこの勧告履行を拒否した

ため、ブラジルは対抗措置の申請

をし、仲裁人はカナダの履行を促

すため 割増しの対抗措置の規模

を認定。

ー米国

からのコーング

ルテン飼料に対

する関税割当

米国 協議要請 ① は小麦グルテンケースの

採択をもって米国産コーングルテ

ン飼料に対する関税割当が実施可

能になったとしているが、本件は
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第３章 紛争案件一覧

案件名（番

号は 紛争解

決機関の 番号

に対応）

申立国

【第三国参加国】
経 過

案件概要：①主な申立て事由

②パネル報告

③上級委報告

関連協定

第Ⅰ部

第Ⅱ部

記載

定めているが、これらはチリ製マ

ッチのマーケットアクセスを阻害

しており、 協定第 、 、 条、

ライセンス協定第 、 、 条及び

第 条の内国民待遇義務に

違反するとしてチリが申立て。

アルゼン

チンー医薬品輸

入に関する措置

インド 協議要請 ①アルゼンチンが医薬品の輸入に

関し、輸出国を 、 にリス

ト化し、それぞれに異なった検査

や許可等を要求するのは、 協

定第 、 、 条、最恵国待遇、内

国民待遇及び 設立協定第

に違反するとしてインドが申立

て。

米国ー

関税法改正

条項（通称：バ

ード条項）

カナダ、メキシコ 協議要請

パネル設置要請

パネル設置 ｢ ｣

と合併

を参照

第Ⅰ部

第 章

スロバキ

アー砂糖の輸入

に対するセーフ

ガード措置

ポーランド 協議要請

二国間合意通報

①スロバキアの砂糖の輸入に対す

る 協定措置は、 協定に定めら

れた調査手続、損害の決定、適用

期間及び 協定委員会への通報等

に不備があり、同協定の 条 、

条 、 条 、 条 、 条

、 、 にそれぞれ違反す

るとしてポーランドが申立て。

米国ーカ

ナダからの軟材

に対する仮決定

カナダ

【 、インド、日

本】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

パネル報告書配布

パネル報告書採択

二国間合意通報

① 年 月の米国商務省による

カナダから輸入された軟材に対す

る相殺関税仮決定及び危機的な事

態の仮決定は、 第 条 項及

び補助金協定第 、 、 、 、

、 、 条に違反する。また、

米国の相殺関税措置に関するレビ

ューについては 条 及び補助

金協定第 、 、 、 条にそれ

ぞれ違反するとして、 第 条

による緊急な協議を求めるとカナ

ダが申立て。

②カナダの立木伐採権の付与制度

は補助金協定第 に該当する

とした上で、米国の調査は価格を

カナダ市場の条件ではなく米国の

立木で計算していることなどが補

助金協定第 、 、 、

第Ⅱ部

第 章

資料編

案件名（番

号は 紛争解

決機関の 番号

に対応）

申立国

【第三国参加国】
経 過

案件概要：①主な申立て事由

②パネル報告

③上級委報告

関連協定

第Ⅰ部

第Ⅱ部

記載

ブラジル

ーインドからの

ジュート製鞄に

対するアンチ・

ダンピング措置

インド 協議要請 ①ブラジルのインド産ジュート鞄

に対する 協定措置は、存在しな

いインド企業に関するデータに基

づいた 協定措置継続の決定や、

その決定に関する再考の拒否、生

産コスト・国内販売価格・輸出価

格等の新たな証拠の無視、等が

第 条及び 条、 協定及び

設立協定第 条に違反すると

してインドが申立て。

チリー砂

糖に対するセー

フガード措置と

譲許表の修正

コロンビア 協議要請 ①チリの砂糖に対する 協定措置

とその延長決定、及び当該砂糖の

譲許表修正の交渉においてチリが

コロンビアを実質的利害関係無し

としたことは、 協定第 、 、

、 、 、 、 、 第 、

、 条等に違反するとし

てコロンビアが申立て。

ーイワ

シの表示

ペルー

【カナダ、チリ、

コロンビア、エク

アドル、ベネズエ

ラ、米国】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

パネル報告書配布

が上級委申立て

上級委報告書配布

パネル・上級委報告

書採択

二国間合意通報

① 欧州理事会規則がヨーロッパ

マイワシ（ ）

から製造されたイワシ製品のみ、

保存イワシ（

）と表示することを認

め、ペルーから輸出されたイワシ

（ ）について

「イワシ」の表示を使うことを認

めていないことは 協定第 、

条、 第 、 、 条 項に違

反するとしてペルーが申立て。

② 規則はイワシ製品の表示に関

する国際規格（ 規格）に整

合的ではなく、国際規格への準拠

を規定した 協定第 条に違反

しており、また、同条の例外的な

適用除外について は十分な立証

を行わなかったと判断。

③ 条の立証責任についてパネ

ル判断を覆し、例外的な適用除外

についてはペルー側に の措置が

これに該当しないことについての

立証義務があるとしたが、その他

はパネルの判断を概ね支持。。

第Ⅱ部

第 章

メキシコ

ーマッチの輸入

に関する措置

チリ 協議要請

協議取り下げ

①メキシコはマッチの素材及びそ

の廃棄物について環境の観点も含

めたリスト化や、輸送の規定等を

704



第３章 紛争案件一覧

案件名（番

号は 紛争解

決機関の 番号

に対応）

申立国

【第三国参加国】
経 過

案件概要：①主な申立て事由

②パネル報告

③上級委報告

関連協定

第Ⅰ部

第Ⅱ部

記載

定めているが、これらはチリ製マ

ッチのマーケットアクセスを阻害

しており、 協定第 、 、 条、

ライセンス協定第 、 、 条及び

第 条の内国民待遇義務に

違反するとしてチリが申立て。

アルゼン

チンー医薬品輸

入に関する措置

インド 協議要請 ①アルゼンチンが医薬品の輸入に

関し、輸出国を 、 にリス

ト化し、それぞれに異なった検査

や許可等を要求するのは、 協

定第 、 、 条、最恵国待遇、内

国民待遇及び 設立協定第

に違反するとしてインドが申立

て。

米国ー

関税法改正

条項（通称：バ

ード条項）

カナダ、メキシコ 協議要請

パネル設置要請

パネル設置 ｢ ｣

と合併

を参照

第Ⅰ部

第 章

スロバキ

アー砂糖の輸入

に対するセーフ

ガード措置

ポーランド 協議要請

二国間合意通報

①スロバキアの砂糖の輸入に対す

る 協定措置は、 協定に定めら

れた調査手続、損害の決定、適用

期間及び 協定委員会への通報等

に不備があり、同協定の 条 、

条 、 条 、 条 、 条

、 、 にそれぞれ違反す

るとしてポーランドが申立て。

米国ーカ

ナダからの軟材

に対する仮決定

カナダ

【 、インド、日

本】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

パネル報告書配布

パネル報告書採択

二国間合意通報

① 年 月の米国商務省による

カナダから輸入された軟材に対す

る相殺関税仮決定及び危機的な事

態の仮決定は、 第 条 項及

び補助金協定第 、 、 、 、

、 、 条に違反する。また、

米国の相殺関税措置に関するレビ

ューについては 条 及び補助

金協定第 、 、 、 条にそれ

ぞれ違反するとして、 第 条

による緊急な協議を求めるとカナ

ダが申立て。

②カナダの立木伐採権の付与制度

は補助金協定第 に該当する

とした上で、米国の調査は価格を

カナダ市場の条件ではなく米国の

立木で計算していることなどが補

助金協定第 、 、 、

第Ⅱ部

第 章

資料編

案件名（番

号は 紛争解

決機関の 番号

に対応）

申立国

【第三国参加国】
経 過

案件概要：①主な申立て事由

②パネル報告

③上級委報告

関連協定

第Ⅰ部

第Ⅱ部

記載

ブラジル

ーインドからの

ジュート製鞄に

対するアンチ・

ダンピング措置

インド 協議要請 ①ブラジルのインド産ジュート鞄

に対する 協定措置は、存在しな

いインド企業に関するデータに基

づいた 協定措置継続の決定や、

その決定に関する再考の拒否、生

産コスト・国内販売価格・輸出価

格等の新たな証拠の無視、等が

第 条及び 条、 協定及び

設立協定第 条に違反すると

してインドが申立て。

チリー砂

糖に対するセー

フガード措置と

譲許表の修正

コロンビア 協議要請 ①チリの砂糖に対する 協定措置

とその延長決定、及び当該砂糖の

譲許表修正の交渉においてチリが

コロンビアを実質的利害関係無し

としたことは、 協定第 、 、

、 、 、 、 、 第 、

、 条等に違反するとし

てコロンビアが申立て。

ーイワ

シの表示

ペルー

【カナダ、チリ、

コロンビア、エク

アドル、ベネズエ

ラ、米国】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

パネル報告書配布

が上級委申立て

上級委報告書配布

パネル・上級委報告

書採択

二国間合意通報

① 欧州理事会規則がヨーロッパ

マイワシ（ ）

から製造されたイワシ製品のみ、

保存イワシ（

）と表示することを認

め、ペルーから輸出されたイワシ

（ ）について

「イワシ」の表示を使うことを認

めていないことは 協定第 、

条、 第 、 、 条 項に違

反するとしてペルーが申立て。

② 規則はイワシ製品の表示に関

する国際規格（ 規格）に整

合的ではなく、国際規格への準拠

を規定した 協定第 条に違反

しており、また、同条の例外的な

適用除外について は十分な立証

を行わなかったと判断。

③ 条の立証責任についてパネ

ル判断を覆し、例外的な適用除外

についてはペルー側に の措置が

これに該当しないことについての

立証義務があるとしたが、その他

はパネルの判断を概ね支持。。

第Ⅱ部

第 章

メキシコ

ーマッチの輸入

に関する措置

チリ 協議要請

協議取り下げ

①メキシコはマッチの素材及びそ

の廃棄物について環境の観点も含

めたリスト化や、輸送の規定等を
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第３章 紛争案件一覧

案件名（番

号は 紛争解

決機関の 番号

に対応）

申立国

【第三国参加国】
経 過

案件概要：①主な申立て事由

②パネル報告

③上級委報告

関連協定

第Ⅰ部

第Ⅱ部

記載

ルーマニ

アー小麦及び小

麦粉の輸入制限

ハンガリー 協議要請

パネル設置要請

パネル設置要請取り

下げ

①ルーマニアは 年 月より、

小麦及び小麦粉の輸入に対して品

質要件を課し、それを満たさない

ものについては輸入を禁止してい

る。本件は 第 条 項（数量

制限の一般的禁止）違反、かつ国

内の同産品には本要件を課してい

ないことから、 第 条（内

国民待遇）違反であるとしてハン

ガリーが申立て。（本件について

ハンガリーは 第 条 による緊

急な協議を要請）

アルゼン

チンーブラジル

からの家禽に対

するアンチ・ダ

ンピング措置

ブラジル

【カナダ、チリ、

、グアテマラ、

パラグアイ、米

国】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

パネル報告書送付

パネル報告書採択

①本件 協定措置は、調査手続、

協定税の賦課及び課税価格の決

定につき、 協定第 ～ 、 、

条、関税評価協定第 、 条及び

第 条に違反するとしてブラ

ジルが申立て。

②本件 協定措置に係る、調査開

始に関する決定･申請拒否･通知、

質問への回答期限、知られている

輸出者への申請書提示、輸出者か

ら提示された価格データの扱い、

個別のダンピング･マージン算

出、正常価額算出における運送費

等の相違に対する妥当な考慮、物

理的特性の相違への対応、加重平

均に基づく正常価額の算出、損害

認定における客観的な検討･経済

的要因や指標の考慮及びダンピン

グでない輸入の扱いについて、

協定第 、 、 、 、

、 、 、 、 、

、 、 条及び附属書

Ⅱ、 条違反を認定。

ー一般

特恵

タイ 協議要請 ① 年 月 日付で修正され

た、 年 月から 年 月ま

での の一般特恵は、 第 条

（最恵国待遇）及び授権条項に違

反するとしてタイが申立て。

米国ー繊

維製品及び衣類

に関する原産地

規則

インド

【バングラディシ

ュ、中国、 、パ

キスタン、フィリ

ピン】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

パネル報告書配布

パネル報告書採択

①米国の繊維製品及び衣類に関す

る非特恵分野の原産地規則（ウル

グアイ・ラウンド実施法 第

条等）改正案は、繊維製品の

付加価値又は製品の品質の変化に

資料編

案件名（番

号は 紛争解

決機関の 番号

に対応）

申立国

【第三国参加国】
経 過

案件概要：①主な申立て事由

②パネル報告

③上級委報告

関連協定

第Ⅰ部

第Ⅱ部

記載

、 条違反であると判

断。また、措置の適用についても

遡及適用が補助金協定 条に、

開始時期や期間が 及び 条

に違反するとした。

トルコー

生鮮果物に関す

る輸入手続

エクアドル

【コロンビア、

、米国】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

二国間合意通報

①トルコの生鮮果物に関する輸入

手続は、トルコ農業省による書類

の発行を求めており、本手続は

第 、 、 、 、 条、 協

定第 、 、附属書 、 、ライセ

ンス協定第 条、農業協定第 条、

及び 第 、 条にそれぞれ

違反するとしてエクアドルが申立

て。

アルゼン

チンー桃缶の輸

入に関するセー

フガード措置

チリ

【 、パラグア

イ、米国】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

パネル報告書配布

パネル報告書採択

アルゼンチンが

に問題のセーフガード

措置を撤廃したことを表明

①アルゼンチンの桃缶の輸入に対

する 協定措置に関する調査は、

「事情の予見されなかった発展」

の要件を満たしておらず、また国

内産業への損害についての証拠が

ない等不備があり、 協定第 、

、 、 、 条及び 第 条

項に違反するとしてチリが申立

て。

②「予見されなかった発展」につ

いての 第 条 項 条違反

であると認定。また、アルゼンチ

ン当局による輸入増カナダの認定

は不十分であり 第 条 項

、 協定第 、 条違

反、また重大な損害のおそれにつ

いてアルゼンチン当局は、関連す

るすべての要因を検討していない

ことや重大な損害が明らかに差し

迫ったものでないこと等から、

第 条 項 条、 協定第

、 、 条違反であ

ると認定。

米国ーア

ンチ・ダンピン

グの適用方法に

関する措置

ブラジル 協議要請

月の協議要請をキャ

ンセル、新規協議要請

①米国商務省は、 協定に定めら

れる ％（デミニマス）ルールを

ダンピング調査にのみ適用し、レ

ビューには ％を適用してお

り、 協定第 、 、 条

等に違反するとしてブラジルが申

立て。
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案件名（番

号は 紛争解

決機関の 番号

に対応）

申立国

【第三国参加国】
経 過

案件概要：①主な申立て事由

②パネル報告

③上級委報告

関連協定

第Ⅰ部

第Ⅱ部

記載

ルーマニ

アー小麦及び小

麦粉の輸入制限

ハンガリー 協議要請

パネル設置要請

パネル設置要請取り

下げ

①ルーマニアは 年 月より、

小麦及び小麦粉の輸入に対して品

質要件を課し、それを満たさない

ものについては輸入を禁止してい

る。本件は 第 条 項（数量

制限の一般的禁止）違反、かつ国

内の同産品には本要件を課してい

ないことから、 第 条（内

国民待遇）違反であるとしてハン

ガリーが申立て。（本件について

ハンガリーは 第 条 による緊

急な協議を要請）

アルゼン

チンーブラジル

からの家禽に対

するアンチ・ダ

ンピング措置

ブラジル

【カナダ、チリ、

、グアテマラ、

パラグアイ、米

国】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

パネル報告書送付

パネル報告書採択

①本件 協定措置は、調査手続、

協定税の賦課及び課税価格の決

定につき、 協定第 ～ 、 、

条、関税評価協定第 、 条及び

第 条に違反するとしてブラ

ジルが申立て。

②本件 協定措置に係る、調査開

始に関する決定･申請拒否･通知、

質問への回答期限、知られている

輸出者への申請書提示、輸出者か

ら提示された価格データの扱い、

個別のダンピング･マージン算

出、正常価額算出における運送費

等の相違に対する妥当な考慮、物

理的特性の相違への対応、加重平

均に基づく正常価額の算出、損害

認定における客観的な検討･経済

的要因や指標の考慮及びダンピン

グでない輸入の扱いについて、

協定第 、 、 、 、

、 、 、 、 、

、 、 条及び附属書

Ⅱ、 条違反を認定。

ー一般

特恵

タイ 協議要請 ① 年 月 日付で修正され

た、 年 月から 年 月ま

での の一般特恵は、 第 条

（最恵国待遇）及び授権条項に違

反するとしてタイが申立て。

米国ー繊

維製品及び衣類

に関する原産地

規則

インド

【バングラディシ

ュ、中国、 、パ

キスタン、フィリ

ピン】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

パネル報告書配布

パネル報告書採択

①米国の繊維製品及び衣類に関す

る非特恵分野の原産地規則（ウル

グアイ・ラウンド実施法 第

条等）改正案は、繊維製品の

付加価値又は製品の品質の変化に

資料編

案件名（番

号は 紛争解

決機関の 番号

に対応）

申立国

【第三国参加国】
経 過

案件概要：①主な申立て事由

②パネル報告

③上級委報告

関連協定

第Ⅰ部

第Ⅱ部

記載

、 条違反であると判

断。また、措置の適用についても

遡及適用が補助金協定 条に、

開始時期や期間が 及び 条

に違反するとした。

トルコー

生鮮果物に関す

る輸入手続

エクアドル

【コロンビア、

、米国】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

二国間合意通報

①トルコの生鮮果物に関する輸入

手続は、トルコ農業省による書類

の発行を求めており、本手続は

第 、 、 、 、 条、 協

定第 、 、附属書 、 、ライセ

ンス協定第 条、農業協定第 条、

及び 第 、 条にそれぞれ

違反するとしてエクアドルが申立

て。

アルゼン

チンー桃缶の輸

入に関するセー

フガード措置

チリ

【 、パラグア

イ、米国】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

パネル報告書配布

パネル報告書採択

アルゼンチンが

に問題のセーフガード

措置を撤廃したことを表明

①アルゼンチンの桃缶の輸入に対

する 協定措置に関する調査は、

「事情の予見されなかった発展」

の要件を満たしておらず、また国

内産業への損害についての証拠が

ない等不備があり、 協定第 、

、 、 、 条及び 第 条

項に違反するとしてチリが申立

て。

②「予見されなかった発展」につ

いての 第 条 項 条違反

であると認定。また、アルゼンチ

ン当局による輸入増カナダの認定

は不十分であり 第 条 項

、 協定第 、 条違

反、また重大な損害のおそれにつ

いてアルゼンチン当局は、関連す

るすべての要因を検討していない

ことや重大な損害が明らかに差し

迫ったものでないこと等から、

第 条 項 条、 協定第

、 、 条違反であ

ると認定。

米国ーア

ンチ・ダンピン

グの適用方法に

関する措置

ブラジル 協議要請

月の協議要請をキャ

ンセル、新規協議要請

①米国商務省は、 協定に定めら

れる ％（デミニマス）ルールを

ダンピング調査にのみ適用し、レ

ビューには ％を適用してお

り、 協定第 、 、 条

等に違反するとしてブラジルが申

立て。
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第３章 紛争案件一覧

案件名（番

号は 紛争解

決機関の 番号

に対応）

申立国

【第三国参加国】
経 過

案件概要：①主な申立て事由

②パネル報告

③上級委報告

関連協定

第Ⅰ部

第Ⅱ部

記載

履行確認パネル設置

要請

履行確認パネル設置

履行確認パネル報告

書配布

履行確認パネル報告

書採択

二国間合意通報

定第 条に違反するとして米国が

申立て。

②日本の措置は十分な科学的根拠

に基づいておらず 協定第 条

（科学的根拠に基づく措置の実

施）に違反するとともに、 条

（科学的根拠が不十分な場合の国

際的な衛生植物検疫措置の参照）

の要件を満たしておらず、 条

の規定する危険性評価にも基づい

ていない旨判断。

③パネルの判断を全面的に支持。

日米は 年 月末までの 勧告

の履行に合意したが、米国は期限

内に履行が行われなかったとして

履行パネルの設置を要請、パネル

は日本の改正検疫措置は依然とし

て 協定第 、 条に違反す

ると判断した。日本は 年 月

に問題の措置を改正した。

ー開発

途上国に対する

差別的関税

インド

【ボリビア、ブラ

ジル、コロンビ

ア、コスタリカ、

キューバ、エクア

ドル、エルサルバ

ドル、グアテマ

ラ、ホンジュラ

ス、モーリシャ

ス、ニカラグア、

パキスタン、パナ

マ、パラグアイ、

ペルー、スリラン

カ、ベネズエラ、

米国】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

パネル報告書配布

上級委申立て

上級委報告書配布

パネル・上級委報告

書採択

① による特恵関税制度（麻薬の

生産及び取引の撲滅を目的とし

た、特定開発途上国からの輸入品

に対する特恵付与）は、 第

条の最恵国待遇等を無効化・侵害

しているとしてインドが申立て。

② の措置が 第 条 項に反す

ることをインドが立証した一方

で、 は同措置が 第 条

（生命・健康の保護を目的とする

措置の一般的例外）に該当するこ

と及び開発途上国に対する特別な

待遇を認めた授権条項により正当

化できることを立証できなかった

として、インドの主張を認定。

③授権条項に関するパネルの解釈

を一部破棄したものの、その他の

パネルの判断を支持。

第Ⅱ部

第 章

米国ーカ

ナダからの軟材

に対する暫定的

アンチ・ダンピ

ング措置

カナダ 協議要請

二国間合意通報

①米国のカナダ産軟材に対する暫

定的 協定措置は、調査開始の要

件であるダンピングの証拠がない

等、 協定第 条、 条、

条、 条に違反するとしてカナ

ダが申立て。

資料編

案件名（番

号は 紛争解

決機関の 番号

に対応）

申立国

【第三国参加国】
経 過

案件概要：①主な申立て事由

②パネル報告

③上級委報告

関連協定

第Ⅰ部

第Ⅱ部

記載

関係のない基準に基づき原産地を

決定するもので、米国内産業の保

護を目的に利用されており、原産

地規則協定第 条 に

違反するとしてインドが申立て。

②原産地規則協定第 条 （貿易

上の目的を追求する手段としての

原産地規則の利用）違反について

インドは 条の国内産業保

護の効果を立証できておらず、ま

た、 条は原産地規則協定第 条

が禁止する貿易歪曲効果を持

つ規則とは見なし得ないこと等か

ら、インドの主張を全面的に棄

却。

米国ー日

本製表面処理鋼

板へのアンチ･

ダンピング措置

に対するサンセ

ット･レビュー

日本

【ブラジル、カナ

ダ、チリ、 、イ

ンド、韓国、ノル

ウェー】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

パネル報告書配布

日本が上級委申立て

上級委報告書配布

パネル・上級委報告

書採択

①本件 協定措置に関する米国商

務省（ ）及び国際貿易委員会

（ ）の判断について、十分な

証拠のないサンセット・レビュー

手続の自動開始、不当に高い 協

定措置撤回基準、不適切なダピン

グマージンによる認定及び不適切

な累積判断が 第 、 条、

協定第 、 、 、 、 、 、

条及び同附属書Ⅱ及び 設立協

定第 条に違反するとして日本が

申立て。

②日本の主張を棄却。

③米国がゼロイングを利用してい

ることが 協定 条に違反して

いることなど申立てにおける法的

主張を一部認めたものの、パネル

の事実認定が不十分なこと等か

ら、米国の本判断が 協定不整

合であるとは判断できないとし

た。

日本ー輸

入リンゴに係る

検疫措置

米国

【豪州、ブラジ

ル、中国、台湾、

、ニュージーラ

ンド】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

パネル報告書配布

日本が上級委申立て

上級委員会報告書配

布

パネル・上級委員会

報告書採択

シークエンス合意

① 年以降日本が課している、

火傷病の可能性のある米国産リン

ゴ（火傷病が検出された場所の近

隣の果樹園のリンゴを含む）への

検疫措置（火傷病完全無病園地の

指定、輸出園地周囲への衝地帯の

設置、年 回の園地検査の実施

等）は、 第 条、 協定第

、 、 、 、 、 、

、 、 条、附属書 、農業協

708



第３章 紛争案件一覧

案件名（番

号は 紛争解

決機関の 番号

に対応）

申立国

【第三国参加国】
経 過

案件概要：①主な申立て事由

②パネル報告

③上級委報告

関連協定

第Ⅰ部

第Ⅱ部

記載

履行確認パネル設置

要請

履行確認パネル設置

履行確認パネル報告

書配布

履行確認パネル報告

書採択

二国間合意通報

定第 条に違反するとして米国が

申立て。

②日本の措置は十分な科学的根拠

に基づいておらず 協定第 条

（科学的根拠に基づく措置の実

施）に違反するとともに、 条

（科学的根拠が不十分な場合の国

際的な衛生植物検疫措置の参照）

の要件を満たしておらず、 条

の規定する危険性評価にも基づい

ていない旨判断。

③パネルの判断を全面的に支持。

日米は 年 月末までの 勧告

の履行に合意したが、米国は期限

内に履行が行われなかったとして

履行パネルの設置を要請、パネル

は日本の改正検疫措置は依然とし

て 協定第 、 条に違反す

ると判断した。日本は 年 月

に問題の措置を改正した。

ー開発

途上国に対する

差別的関税

インド

【ボリビア、ブラ

ジル、コロンビ

ア、コスタリカ、

キューバ、エクア

ドル、エルサルバ

ドル、グアテマ

ラ、ホンジュラ

ス、モーリシャ

ス、ニカラグア、

パキスタン、パナ

マ、パラグアイ、

ペルー、スリラン

カ、ベネズエラ、

米国】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

パネル報告書配布

上級委申立て

上級委報告書配布

パネル・上級委報告

書採択

① による特恵関税制度（麻薬の

生産及び取引の撲滅を目的とし

た、特定開発途上国からの輸入品

に対する特恵付与）は、 第

条の最恵国待遇等を無効化・侵害

しているとしてインドが申立て。

② の措置が 第 条 項に反す

ることをインドが立証した一方

で、 は同措置が 第 条

（生命・健康の保護を目的とする

措置の一般的例外）に該当するこ

と及び開発途上国に対する特別な

待遇を認めた授権条項により正当

化できることを立証できなかった

として、インドの主張を認定。

③授権条項に関するパネルの解釈

を一部破棄したものの、その他の

パネルの判断を支持。

第Ⅱ部

第 章

米国ーカ

ナダからの軟材

に対する暫定的

アンチ・ダンピ

ング措置

カナダ 協議要請

二国間合意通報

①米国のカナダ産軟材に対する暫

定的 協定措置は、調査開始の要

件であるダンピングの証拠がない

等、 協定第 条、 条、

条、 条に違反するとしてカナ

ダが申立て。

資料編

案件名（番

号は 紛争解

決機関の 番号

に対応）

申立国

【第三国参加国】
経 過

案件概要：①主な申立て事由

②パネル報告

③上級委報告

関連協定

第Ⅰ部

第Ⅱ部

記載

関係のない基準に基づき原産地を

決定するもので、米国内産業の保

護を目的に利用されており、原産

地規則協定第 条 に

違反するとしてインドが申立て。

②原産地規則協定第 条 （貿易

上の目的を追求する手段としての

原産地規則の利用）違反について

インドは 条の国内産業保

護の効果を立証できておらず、ま

た、 条は原産地規則協定第 条

が禁止する貿易歪曲効果を持

つ規則とは見なし得ないこと等か

ら、インドの主張を全面的に棄

却。

米国ー日

本製表面処理鋼

板へのアンチ･

ダンピング措置

に対するサンセ

ット･レビュー

日本

【ブラジル、カナ

ダ、チリ、 、イ

ンド、韓国、ノル

ウェー】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

パネル報告書配布

日本が上級委申立て

上級委報告書配布

パネル・上級委報告

書採択

①本件 協定措置に関する米国商

務省（ ）及び国際貿易委員会

（ ）の判断について、十分な

証拠のないサンセット・レビュー

手続の自動開始、不当に高い 協

定措置撤回基準、不適切なダピン

グマージンによる認定及び不適切

な累積判断が 第 、 条、

協定第 、 、 、 、 、 、

条及び同附属書Ⅱ及び 設立協

定第 条に違反するとして日本が

申立て。

②日本の主張を棄却。

③米国がゼロイングを利用してい

ることが 協定 条に違反して

いることなど申立てにおける法的

主張を一部認めたものの、パネル

の事実認定が不十分なこと等か

ら、米国の本判断が 協定不整

合であるとは判断できないとし

た。

日本ー輸

入リンゴに係る

検疫措置

米国

【豪州、ブラジ

ル、中国、台湾、

、ニュージーラ

ンド】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

パネル報告書配布

日本が上級委申立て

上級委員会報告書配

布

パネル・上級委員会

報告書採択

シークエンス合意

① 年以降日本が課している、

火傷病の可能性のある米国産リン

ゴ（火傷病が検出された場所の近

隣の果樹園のリンゴを含む）への

検疫措置（火傷病完全無病園地の

指定、輸出園地周囲への衝地帯の

設置、年 回の園地検査の実施

等）は、 第 条、 協定第

、 、 、 、 、 、

、 、 条、附属書 、農業協
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第３章 紛争案件一覧

案件名（番

号は 紛争解

決機関の 番号

に対応）

申立国

【第三国参加国】
経 過

案件概要：①主な申立て事由

②パネル報告

③上級委報告

関連協定

第Ⅰ部

第Ⅱ部

記載

セーフガード措

置

パネル設置 ｢ ｣

と合併

ペルーー

特定の製品に対

する課税措置

チリ 協議要請

パネル設置要請

パネル設置要請取り

下げ

①ペルーの、国産品以外の産品に

対する税制措置は 第 条に

違反するとしてチリが申立て。

トルコー

ハンガリー産ペ

ットフードの輸

入禁止措置

ハンガリー 協議要請 ①トルコの （牛海綿状脳症）

拡大を防止するためのペットフー

ド輸入禁止措置は、 第 条、

協定第 条、 条、 条、

条、 条、 条、 条、

条、附属書 、農業協定第 条に

違反するとしてハンガリーが申立

て。

米国ーカ

ナダからの軟材

に対する相殺関

税決定

カナダ

【中国、 、イン

ド、日本】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

パネル報告書配布

米国が上級委申立て

上級委報告書配布

パネル・上級委報告

書採択

履行確認パネル設置

要請

履行確認パネル設置

履行確認パネル報告

書配布

米国が上級委申立て

履行確認

上級委報告書配布 履

行確認

履行確認パネル・上

級委報告書採択

二国間合意通報

更なる二国間合意の

通報

①米国がカナダからの軟材に対し

て決定した補助金の存在、程度及

び影響を決定するための調査の開

始及び実施等については、補助金

協定第 、 、 、 、 、 、

、 、 、 条、 第 条

項、 条 項に違反するとしてカ

ナダが申立て。

②③パネル及び上級委は、米国は

必要な補助金の利益の「転嫁」分

析を一部の取引において怠ったと

し、補助金協定第 条、 条及

び 第 条 項に違反すると認

定。

第 条パネルはなお同協定

違反があると判断し、 第

条上級委パネルもこれを支持し

た。

第Ⅱ部

第 章

米国ー鉄

鋼製品に対する

セーフガード措

置

ニュージーランド 協議要請

パネル設置要請

パネル設置 ｢ ｣

と合併

を参照 第Ⅱ部

第 章

米国ー鉄

鋼製品に対する

セーフガード措

置

ブラジル 協議要請

パネル設置要請

パネル設置 ｢ ｣

と合併

を参照 第Ⅱ部

第 章

資料編

案件名（番

号は 紛争解

決機関の 番号

に対応）

申立国

【第三国参加国】
経 過

案件概要：①主な申立て事由

②パネル報告

③上級委報告

関連協定

第Ⅰ部

第Ⅱ部

記載

、 、

、 、

、 、

、

米国ー鉄鋼製品

に対するセーフ

ガード措置

日本

韓国（

中国（

スイス

ノルウェー

ニュージーランド

ブラジル

【カナダ、キュー

バ、台湾、メキシ

コ、タイ、トル

コ、ベネズエラ】

協議要請（「 」

「 」 、「 」 、

「 」 、「 」 、

「 」 、「 」 ）

パネル設置要請

（「 」「 」 、

「 」 、「 」

「 」 、「 」 、

「 」 ）

パネル設置（その他

案件は以下の日付でパネル設置と

同時に に合併→「 」

「 」 、「 」

「 」「 」 、

「 」 、「 」 ）

パネル報告書配布

米国が上級委申立て

上級委報告書配布

パネル・上級委報告

書採択

①米国の鉄鋼製品に対する 協定

措置は、国内産業への重大な損害

等のセーフガード措置発動条件が

欠如している等、 協定第 、 、

、 、 、 、 、 条、 第 、

、 、 、 条等に違反する

として申立て。

②③パネル及び上級委は、米国の

協定措置は、事情の予見されな

かった発展について 第 上

項 条、 協定第 条の違反、

輸入の増加に関する事実認定に関

して 協定第 、 条の違反、

調査対象と措置対象の範囲が不一

致であるとして 協定第 、

、 条違反を認定。

第Ⅱ部

第 章

米国ー鉄

鋼製品に対する

セーフガード措

置

日本 協議要請

パネル設置要請

パネル設置 ｢ ｣

と合併

を参照

第Ⅱ部

第 章

米国ーフ

ロリダ州のオレ

ンジ及びグレー

プフルーツの加

工品に対する消

費税

ブラジル

【チリ、 、メキ

シコ、パラグア

イ】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

二国間合意通報

①フロリダ州の国内産でない柑橘

類（オレンジ及びグレープフルー

ツ）の加工品に対する消費税は

第 条 項 及び 条 項、

項及び 項に違反するとしてブラ

ジルが申立て。

米国ー鉄

鋼製品に対する

セーフガード措

置

韓国 協議要請

パネル設置要請

パネル設置 ｢ ｣

と合併

を参照 第Ⅱ部

第 章

米国ー鉄

鋼製品に対する

セーフガード措

置

中国 協議要請

パネル設置要請

パネル設置 ｢ ｣

と合併

を参照 第Ⅱ部

第 章

米国ー鉄

鋼製品に対する

セーフガード措

置

スイス 協議要請

パネル設置要請

パネル設置 ｢ ｣

と合併

を参照 第Ⅱ部

第 章

米国ー鉄

鋼製品に対する

ノルウェー 協議要請

パネル設置要請

を参照 第Ⅱ部

第 章
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第３章 紛争案件一覧

案件名（番

号は 紛争解

決機関の 番号

に対応）

申立国

【第三国参加国】
経 過

案件概要：①主な申立て事由

②パネル報告

③上級委報告

関連協定

第Ⅰ部

第Ⅱ部

記載

セーフガード措

置

パネル設置 ｢ ｣

と合併

ペルーー

特定の製品に対

する課税措置

チリ 協議要請

パネル設置要請

パネル設置要請取り

下げ

①ペルーの、国産品以外の産品に

対する税制措置は 第 条に

違反するとしてチリが申立て。

トルコー

ハンガリー産ペ

ットフードの輸

入禁止措置

ハンガリー 協議要請 ①トルコの （牛海綿状脳症）

拡大を防止するためのペットフー

ド輸入禁止措置は、 第 条、

協定第 条、 条、 条、

条、 条、 条、 条、

条、附属書 、農業協定第 条に

違反するとしてハンガリーが申立

て。

米国ーカ

ナダからの軟材

に対する相殺関

税決定

カナダ

【中国、 、イン

ド、日本】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

パネル報告書配布

米国が上級委申立て

上級委報告書配布

パネル・上級委報告

書採択

履行確認パネル設置

要請

履行確認パネル設置

履行確認パネル報告

書配布

米国が上級委申立て

履行確認

上級委報告書配布 履

行確認

履行確認パネル・上

級委報告書採択

二国間合意通報

更なる二国間合意の

通報

①米国がカナダからの軟材に対し

て決定した補助金の存在、程度及

び影響を決定するための調査の開

始及び実施等については、補助金

協定第 、 、 、 、 、 、

、 、 、 条、 第 条

項、 条 項に違反するとしてカ

ナダが申立て。

②③パネル及び上級委は、米国は

必要な補助金の利益の「転嫁」分

析を一部の取引において怠ったと

し、補助金協定第 条、 条及

び 第 条 項に違反すると認

定。

第 条パネルはなお同協定

違反があると判断し、 第

条上級委パネルもこれを支持し

た。

第Ⅱ部

第 章

米国ー鉄

鋼製品に対する

セーフガード措

置

ニュージーランド 協議要請

パネル設置要請

パネル設置 ｢ ｣

と合併

を参照 第Ⅱ部

第 章

米国ー鉄

鋼製品に対する

セーフガード措

置

ブラジル 協議要請

パネル設置要請

パネル設置 ｢ ｣

と合併

を参照 第Ⅱ部

第 章

資料編

案件名（番

号は 紛争解

決機関の 番号

に対応）

申立国

【第三国参加国】
経 過

案件概要：①主な申立て事由

②パネル報告

③上級委報告

関連協定

第Ⅰ部

第Ⅱ部

記載

、 、

、 、

、 、

、

米国ー鉄鋼製品

に対するセーフ

ガード措置

日本

韓国（

中国（

スイス

ノルウェー

ニュージーランド

ブラジル

【カナダ、キュー

バ、台湾、メキシ

コ、タイ、トル

コ、ベネズエラ】

協議要請（「 」

「 」 、「 」 、

「 」 、「 」 、

「 」 、「 」 ）

パネル設置要請

（「 」「 」 、

「 」 、「 」

「 」 、「 」 、

「 」 ）

パネル設置（その他

案件は以下の日付でパネル設置と

同時に に合併→「 」

「 」 、「 」

「 」「 」 、

「 」 、「 」 ）

パネル報告書配布

米国が上級委申立て

上級委報告書配布

パネル・上級委報告

書採択

①米国の鉄鋼製品に対する 協定

措置は、国内産業への重大な損害

等のセーフガード措置発動条件が

欠如している等、 協定第 、 、

、 、 、 、 、 条、 第 、

、 、 、 条等に違反する

として申立て。

②③パネル及び上級委は、米国の

協定措置は、事情の予見されな

かった発展について 第 上

項 条、 協定第 条の違反、

輸入の増加に関する事実認定に関

して 協定第 、 条の違反、

調査対象と措置対象の範囲が不一

致であるとして 協定第 、

、 条違反を認定。

第Ⅱ部

第 章

米国ー鉄

鋼製品に対する

セーフガード措

置

日本 協議要請

パネル設置要請

パネル設置 ｢ ｣

と合併

を参照

第Ⅱ部

第 章

米国ーフ

ロリダ州のオレ

ンジ及びグレー

プフルーツの加

工品に対する消

費税

ブラジル

【チリ、 、メキ

シコ、パラグア

イ】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

二国間合意通報

①フロリダ州の国内産でない柑橘

類（オレンジ及びグレープフルー

ツ）の加工品に対する消費税は

第 条 項 及び 条 項、

項及び 項に違反するとしてブラ

ジルが申立て。

米国ー鉄

鋼製品に対する

セーフガード措

置

韓国 協議要請

パネル設置要請

パネル設置 ｢ ｣

と合併

を参照 第Ⅱ部

第 章

米国ー鉄

鋼製品に対する

セーフガード措

置

中国 協議要請

パネル設置要請

パネル設置 ｢ ｣

と合併

を参照 第Ⅱ部

第 章

米国ー鉄

鋼製品に対する

セーフガード措

置

スイス 協議要請

パネル設置要請

パネル設置 ｢ ｣

と合併

を参照 第Ⅱ部

第 章

米国ー鉄

鋼製品に対する

ノルウェー 協議要請

パネル設置要請

を参照 第Ⅱ部

第 章
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第３章 紛争案件一覧

案件名（番

号は 紛争解

決機関の 番号

に対応）

申立国

【第三国参加国】
経 過

案件概要：①主な申立て事由

②パネル報告

③上級委報告

関連協定

第Ⅰ部

第Ⅱ部

記載

更なる二国間合意の

通報

はカナダの主張を認めなかった。

これに対して同上級委は、 方

式におけるゼロイングの適用は協

定第 条違反とするととも

に、ウルグアイ・ラウンド実施法

条決定における － 方式でゼ

ロイングが適用されたことは、

協定第 条が定める「公正な比

較」要件に反するとして、パネル

の判断を覆した。

、 、

ー砂

糖への輸出補助

金

豪州

ブラジル

タイ

【豪州、ブラジ

ル、タイはそれぞ

れのパネルに第三

国参加、バルバド

ス、ベリーズ、カ

ナダ、中国、コロ

ンビア、キュー

バ、フィジー、ギ

アナ、インド、ジ

ャマイカ、ケニ

ア、マダガスカ

ル、マラウイ、モ

ーリシャス、ニュ

ージーランド、パ

ラグアイ、セント

キャッツアンドネ

ービーズ、スワジ

ランド、タンザニ

ア、トリニダード

トバゴ、米国、コ

ートジボアール】

協議要請（「 」

同日、「 」 ）

パネル設置要請

（「 」「 」同日）

パネル設置

（「 」「 」と合併）

パネル報告書配布

が上級委申立て

豪州・ブラジル・タ

イが上級委申立て

上級委報告書配布

パネル・上級委報告

書採択

豪州、ブラジル、タ

イがそれぞれ と 第 条及び

条に基づく了解に至ったことを

通報

① の、砂糖への輸出補助金は、

農業協定（第 、 、 、

、 条）、 （第 、

条）、 （第 条 、 条）に

違反するとして申立て。

② が譲許表に明記されている約

束の水準を超えて輸出補助金を交

付しており農業協定第 条及び

条の違反を認定。

③パネルの認定を支持。

第Ⅱ部

第 章

ー砂糖

への輸出

ブラジル 協議要請

パネル設置要請

パネル設置 ｢ ｣

と合併

を参照

第Ⅱ部

第 章

米国ー高

地産綿花に対す

る補助金

ブラジル

【アルゼンチン、

豪州、ベナン、カ

ナダ、チャド、中

国、台湾、 、イ

ンド、ニュージー

ランド、パキスタ

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

パネル報告書送付

米国が上級委申立て

上級委報告書送付

①米国の、高地産綿花に対する国

内補助金及び輸出補助金は、農業

協定第 、 、 、 条、

補助金協定第 、 、

、 、 、附属書Ⅰ 条、

第 条 項に違反するとしてブラ

ジルが申立て。

第Ⅱ部

第 章

資料編

案件名（番

号は 紛争解

決機関の 番号

に対応）

申立国

【第三国参加国】
経 過

案件概要：①主な申立て事由

②パネル報告

③上級委報告

関連協定

第Ⅰ部

第Ⅱ部

記載

ー鉄鋼

製品に対する暫

定セーフガード

措置

米国

【エジプト、日

本、韓国、トル

コ】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

① の、鉄鋼製品に対する暫定セ

ーフガード措置は、国内産業への

重大な損害等の 協定措置発動条

件が欠如している等、 協定第

条、 条、 条、 条、

条、 条、 条、 第 条、

条、 条に違反するとして米国

が申立て。

ウルグア

イー特定の製品

に対する課税措

置

チリ

【 、メキシコ、

米国】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

二国間合意通報

①ペルーの、国産品以外の産品に

対する税制措置は 第 条及び

条に違反するとしてチリが申

立て。

米国ーフ

ランス産及びド

イツ産鉄鋼製品

に対するアン

チ・ダンピング

措置及び相殺関

税賦課へのサン

セット・レビュ

ー

協議要請 ①米国のフランス産及びドイツ産

腐食防止鉄鋼製品等への 協定措

置及び相殺関税賦課のサンセッ

ト・レビューによる継続の決定等

は、 、 協定、補助金協定、

設立協定に違反するとして

が申立て。

ー輸入

ワインに対する

措置

アルゼンチン 協議要請 ① のワインの製造方法等に関す

る規則は 協定第 条、 条、

第 条 項、 条 項、 設

立協定第 条に違反するとして

アルゼンチンが申立て。

米国ーカ

ナダ産軟材に対

するダンピング

の最終決定

カナダ

【中国、 、イン

ド、日本、ニュー

ジーランド、タ

イ】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

パネル報告書配布

米国が上級委申立て

上級委報告書配布

履行確認パネル設置

要請

履行確認パネル設置

履行確認パネル報告

書配布

カナダが上級委申立

て（履行確認）

上級委報告書配布

（履行確認）

履行確認パネル・上

級委報告書採択

二国間合意通報

①米国の、カナダ産軟材に対する

ダンピングの最終決定等は、 協

定および に違反するとしてカ

ナダが申立て。

②③パネル及び上級委は、米国が

ゼロイング手法を用いてダンピン

グ・マージンを計算したことは

協定第 条に違反すると判

断。

米国は 勧告の履行措置として

新たなダンピング・マージンを算

定する際、正常価格（国内価格）

と輸出価格の比較を個別取引ごと

に行う中で（ － 方式：

）引

き続きゼロイングを適用した。カ

ナダはこれを 協定第 条及

び 条違反と主張し、 第

条パネルが設置されたが、パネル

第Ⅱ部

第 章

712



第３章 紛争案件一覧

案件名（番

号は 紛争解

決機関の 番号

に対応）

申立国

【第三国参加国】
経 過

案件概要：①主な申立て事由

②パネル報告

③上級委報告

関連協定

第Ⅰ部

第Ⅱ部

記載

更なる二国間合意の

通報

はカナダの主張を認めなかった。

これに対して同上級委は、 方

式におけるゼロイングの適用は協

定第 条違反とするととも

に、ウルグアイ・ラウンド実施法

条決定における － 方式でゼ

ロイングが適用されたことは、

協定第 条が定める「公正な比

較」要件に反するとして、パネル

の判断を覆した。

、 、

ー砂

糖への輸出補助

金

豪州

ブラジル

タイ

【豪州、ブラジ

ル、タイはそれぞ

れのパネルに第三

国参加、バルバド

ス、ベリーズ、カ

ナダ、中国、コロ

ンビア、キュー

バ、フィジー、ギ

アナ、インド、ジ

ャマイカ、ケニ

ア、マダガスカ

ル、マラウイ、モ

ーリシャス、ニュ

ージーランド、パ

ラグアイ、セント

キャッツアンドネ

ービーズ、スワジ

ランド、タンザニ

ア、トリニダード

トバゴ、米国、コ

ートジボアール】

協議要請（「 」

同日、「 」 ）

パネル設置要請

（「 」「 」同日）

パネル設置

（「 」「 」と合併）

パネル報告書配布

が上級委申立て

豪州・ブラジル・タ

イが上級委申立て

上級委報告書配布

パネル・上級委報告

書採択

豪州、ブラジル、タ

イがそれぞれ と 第 条及び

条に基づく了解に至ったことを

通報

① の、砂糖への輸出補助金は、

農業協定（第 、 、 、

、 条）、 （第 、

条）、 （第 条 、 条）に

違反するとして申立て。

② が譲許表に明記されている約

束の水準を超えて輸出補助金を交

付しており農業協定第 条及び

条の違反を認定。

③パネルの認定を支持。

第Ⅱ部

第 章

ー砂糖

への輸出

ブラジル 協議要請

パネル設置要請

パネル設置 ｢ ｣

と合併

を参照

第Ⅱ部

第 章

米国ー高

地産綿花に対す

る補助金

ブラジル

【アルゼンチン、

豪州、ベナン、カ

ナダ、チャド、中

国、台湾、 、イ

ンド、ニュージー

ランド、パキスタ

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

パネル報告書送付

米国が上級委申立て

上級委報告書送付

①米国の、高地産綿花に対する国

内補助金及び輸出補助金は、農業

協定第 、 、 、 条、

補助金協定第 、 、

、 、 、附属書Ⅰ 条、

第 条 項に違反するとしてブラ

ジルが申立て。

第Ⅱ部

第 章

資料編

案件名（番

号は 紛争解

決機関の 番号

に対応）

申立国

【第三国参加国】
経 過

案件概要：①主な申立て事由

②パネル報告

③上級委報告

関連協定

第Ⅰ部

第Ⅱ部

記載

ー鉄鋼

製品に対する暫

定セーフガード

措置

米国

【エジプト、日

本、韓国、トル

コ】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

① の、鉄鋼製品に対する暫定セ

ーフガード措置は、国内産業への

重大な損害等の 協定措置発動条

件が欠如している等、 協定第

条、 条、 条、 条、

条、 条、 条、 第 条、

条、 条に違反するとして米国

が申立て。

ウルグア

イー特定の製品

に対する課税措

置

チリ

【 、メキシコ、

米国】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

二国間合意通報

①ペルーの、国産品以外の産品に

対する税制措置は 第 条及び

条に違反するとしてチリが申

立て。

米国ーフ

ランス産及びド

イツ産鉄鋼製品

に対するアン

チ・ダンピング

措置及び相殺関

税賦課へのサン

セット・レビュ

ー

協議要請 ①米国のフランス産及びドイツ産

腐食防止鉄鋼製品等への 協定措

置及び相殺関税賦課のサンセッ

ト・レビューによる継続の決定等

は、 、 協定、補助金協定、

設立協定に違反するとして

が申立て。

ー輸入

ワインに対する

措置

アルゼンチン 協議要請 ① のワインの製造方法等に関す

る規則は 協定第 条、 条、

第 条 項、 条 項、 設

立協定第 条に違反するとして

アルゼンチンが申立て。

米国ーカ

ナダ産軟材に対

するダンピング

の最終決定

カナダ

【中国、 、イン

ド、日本、ニュー

ジーランド、タ

イ】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

パネル報告書配布

米国が上級委申立て

上級委報告書配布

履行確認パネル設置

要請

履行確認パネル設置

履行確認パネル報告

書配布

カナダが上級委申立

て（履行確認）

上級委報告書配布

（履行確認）

履行確認パネル・上

級委報告書採択

二国間合意通報

①米国の、カナダ産軟材に対する

ダンピングの最終決定等は、 協

定および に違反するとしてカ

ナダが申立て。

②③パネル及び上級委は、米国が

ゼロイング手法を用いてダンピン

グ・マージンを計算したことは

協定第 条に違反すると判

断。

米国は 勧告の履行措置として

新たなダンピング・マージンを算

定する際、正常価格（国内価格）

と輸出価格の比較を個別取引ごと

に行う中で（ － 方式：

）引

き続きゼロイングを適用した。カ

ナダはこれを 協定第 条及

び 条違反と主張し、 第

条パネルが設置されたが、パネル

第Ⅱ部

第 章
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第３章 紛争案件一覧

案件名（番

号は 紛争解

決機関の 番号

に対応）

申立国

【第三国参加国】
経 過

案件概要：①主な申立て事由

②パネル報告

③上級委報告

関連協定

第Ⅰ部

第Ⅱ部

記載

米国が上級委申立て

（履行確認）

アルゼンチンが上級

委申立て（履行確認）

上級委報告書配布

（履行確認）

上級委報告書採択

（履行確認）

アルゼンチンが対抗

措置承認申請

米国が仲裁を要請

仲裁手続を中断

（ ）規則（輸出企業がサンセ

ット・レビュー参加権を放棄した

場合、商務省はダンピングの存続

又は再発の可能性を認める決定を

しなければならないとする）を

協定第 条（一部 、 条）

違反とした。

アルゼンチン申立てによる 第

パネルは、 について定

めた商務省 規則を引き続き

協定第 条違反としたほか、

によるダンピング再発可能性

の決定についても十分な事実関係

に基づいておらず、同じく 条

に反するとした。また、申立て人

の意見書の守秘に関する の措

置は協定第 条に反すると判

断された。

、

ー冷凍骨なし鶏

肉の関税分類

ブラジル

【中国、タイ、米

国】

タイ（ ）

【ブラジル、中

国、米国】

協議要請（「 」

）

パネル設置要請

（「 」 ）

パネル設置（

「 」と合併）

パネル報告書配布

が上級委申立て

上級委報告書配布

パネル・上級委報告

書採択

タイ・ 、シークエ

ンス合意（

ブラジル・ 、シー

クエンス合意（

①「加塩肉」として譲許した冷凍

骨なし鶏肉（加塩）の関税分類を

「冷凍肉」に変更する 規則は、

第 条、 条に違反し、

第 条 項の無効化又は侵

害を生じさせるとしてブラジル及

びタイが申立て。

②文言の「通常の意味」や「文

脈」から解釈して、 は加塩され

た冷凍骨なし鶏肉を「加塩肉」と

して譲許していると判断した上

で、 の関税分類の変更により従

価税で譲許された「加塩肉」に従

量税が課されていることについ

て、直ちに協定違反となるもので

はないが、従価換算の結果、実際

の税率は譲許税率を上回っている

として、 の措置は 第 条

（譲許表に基づく関税賦

課）に違反すると判断。

③パネルの判断を概ね支持。

豪州ー輸

入果物及び野菜

に対する措置

フィリピン

【チリ、中国、

、エクアドル、

インド、タイ、米

国】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

①豪州の輸入果物及び野菜に対す

る措置は 第 条、 条、 協

定（第 、 、 、 、 、 条）、

輸入ライセンス協定第 条、 条に

違反するとしてフィリピンが申立

て。

資料編

案件名（番

号は 紛争解

決機関の 番号

に対応）

申立国

【第三国参加国】
経 過

案件概要：①主な申立て事由

②パネル報告

③上級委報告

関連協定

第Ⅰ部

第Ⅱ部

記載

ン、パラグアイ、

ベネズエラ、日

本、タイ】

パネル・上級委報告

書採択

パネル設置要請（履

行確認）

パネル設置（履行確

認）

報告書配布（履行確

認）

米国が上級委申立て

（履行確認）

ブラジルが上級委申

立て（履行確認）

上級委員会報告書採

択（履行確認）

パネル・上級委員会

報告書採択（履行確認）

に停止した

仲裁の再開を要請

仲裁人につき合意

仲裁決定書発出

ブラジルが対抗措置

承認申請

対抗措置承認

ブラジルが

から対抗措置を発動する旨通知

ブラジルが対抗措置

発動延期

ブラジル・米国が

の締結を通知

②、農業協定第 条違反や補助金

協定第 条違反等を認定。

③パネルの認定を支持。

条パネルは、補助金協定第

、 条等の違反を認定し、米国が

履行を行っていないとしたとこ

ろ、 条上級委員会は、米国に

よる措置は の勧告と裁定の履

行を行っておらず、 農業協定

及び に非整合的であり、両協

定上の義務を果たすよう が米

国に要求することを勧告するとし

た。

米国ーア

ルゼンチン産油

井管（ ）に

対するアンチ・

ダンピング措置

へのサンセッ

ト・レビュー

アルゼンチン

【台湾、 、日

本、韓国、メキシ

コ】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

パネル報告書送付

米国が上級委申立て

上級委報告書送付

パネル・上級委報告

書採択

パネル設置要請（履

行確認）

パネル設置（履行確

認）

パネル報告書配布

（履行確認）

①米国のアルゼンチン産 に対

する 協定措置のサンセット・レ

ビューによる措置継続の決定等は

協定、 、 設立協定に違

反するとしてアルゼンチンが申立

て。

②米国 （

）を 協定第 条違反

と認定。

③「パネルは“客観的評価”を行

っていない」とし、その認定を破

棄。また、本件ではパネル及び上

級委が、 について定めた米

国 年関税法及び商務省
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第３章 紛争案件一覧

案件名（番

号は 紛争解

決機関の 番号

に対応）

申立国

【第三国参加国】
経 過

案件概要：①主な申立て事由

②パネル報告

③上級委報告

関連協定

第Ⅰ部

第Ⅱ部

記載

米国が上級委申立て

（履行確認）

アルゼンチンが上級

委申立て（履行確認）

上級委報告書配布

（履行確認）

上級委報告書採択

（履行確認）

アルゼンチンが対抗

措置承認申請

米国が仲裁を要請

仲裁手続を中断

（ ）規則（輸出企業がサンセ

ット・レビュー参加権を放棄した

場合、商務省はダンピングの存続

又は再発の可能性を認める決定を

しなければならないとする）を

協定第 条（一部 、 条）

違反とした。

アルゼンチン申立てによる 第

パネルは、 について定

めた商務省 規則を引き続き

協定第 条違反としたほか、

によるダンピング再発可能性

の決定についても十分な事実関係

に基づいておらず、同じく 条

に反するとした。また、申立て人

の意見書の守秘に関する の措

置は協定第 条に反すると判

断された。

、

ー冷凍骨なし鶏

肉の関税分類

ブラジル

【中国、タイ、米

国】

タイ（ ）

【ブラジル、中

国、米国】

協議要請（「 」

）

パネル設置要請

（「 」 ）

パネル設置（

「 」と合併）

パネル報告書配布

が上級委申立て

上級委報告書配布

パネル・上級委報告

書採択

タイ・ 、シークエ

ンス合意（

ブラジル・ 、シー

クエンス合意（

①「加塩肉」として譲許した冷凍

骨なし鶏肉（加塩）の関税分類を

「冷凍肉」に変更する 規則は、

第 条、 条に違反し、

第 条 項の無効化又は侵

害を生じさせるとしてブラジル及

びタイが申立て。

②文言の「通常の意味」や「文

脈」から解釈して、 は加塩され

た冷凍骨なし鶏肉を「加塩肉」と

して譲許していると判断した上

で、 の関税分類の変更により従

価税で譲許された「加塩肉」に従

量税が課されていることについ

て、直ちに協定違反となるもので

はないが、従価換算の結果、実際

の税率は譲許税率を上回っている

として、 の措置は 第 条

（譲許表に基づく関税賦

課）に違反すると判断。

③パネルの判断を概ね支持。

豪州ー輸

入果物及び野菜

に対する措置

フィリピン

【チリ、中国、

、エクアドル、

インド、タイ、米

国】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

①豪州の輸入果物及び野菜に対す

る措置は 第 条、 条、 協

定（第 、 、 、 、 、 条）、

輸入ライセンス協定第 条、 条に

違反するとしてフィリピンが申立

て。

資料編

案件名（番

号は 紛争解

決機関の 番号

に対応）

申立国

【第三国参加国】
経 過

案件概要：①主な申立て事由

②パネル報告

③上級委報告

関連協定

第Ⅰ部

第Ⅱ部

記載

ン、パラグアイ、

ベネズエラ、日

本、タイ】

パネル・上級委報告

書採択

パネル設置要請（履

行確認）

パネル設置（履行確

認）

報告書配布（履行確

認）

米国が上級委申立て

（履行確認）

ブラジルが上級委申

立て（履行確認）

上級委員会報告書採

択（履行確認）

パネル・上級委員会

報告書採択（履行確認）

に停止した

仲裁の再開を要請

仲裁人につき合意

仲裁決定書発出

ブラジルが対抗措置

承認申請

対抗措置承認

ブラジルが

から対抗措置を発動する旨通知

ブラジルが対抗措置

発動延期

ブラジル・米国が

の締結を通知

②、農業協定第 条違反や補助金

協定第 条違反等を認定。

③パネルの認定を支持。

条パネルは、補助金協定第

、 条等の違反を認定し、米国が

履行を行っていないとしたとこ

ろ、 条上級委員会は、米国に

よる措置は の勧告と裁定の履

行を行っておらず、 農業協定

及び に非整合的であり、両協

定上の義務を果たすよう が米

国に要求することを勧告するとし

た。

米国ーア

ルゼンチン産油

井管（ ）に

対するアンチ・

ダンピング措置

へのサンセッ

ト・レビュー

アルゼンチン

【台湾、 、日

本、韓国、メキシ

コ】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

パネル報告書送付

米国が上級委申立て

上級委報告書送付

パネル・上級委報告

書採択

パネル設置要請（履

行確認）

パネル設置（履行確

認）

パネル報告書配布

（履行確認）

①米国のアルゼンチン産 に対

する 協定措置のサンセット・レ

ビューによる措置継続の決定等は

協定、 、 設立協定に違

反するとしてアルゼンチンが申立

て。

②米国 （

）を 協定第 条違反

と認定。

③「パネルは“客観的評価”を行

っていない」とし、その認定を破

棄。また、本件ではパネル及び上

級委が、 について定めた米

国 年関税法及び商務省
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第３章 紛争案件一覧

案件名（番

号は 紛争解

決機関の 番号

に対応）

申立国

【第三国参加国】
経 過

案件概要：①主な申立て事由

②パネル報告

③上級委報告

関連協定

第Ⅰ部

第Ⅱ部

記載

カナダ、 よ

り改正国内法が発効したことを発

表

定遵守）違反について米国はこれ

を立証しなかったとする一方で、

カナダの輸入穀物への差別的取り

扱いは 第 条 項に違反する

と判断。

③パネルの判断を全面的に支持。

米国ーカ

ナダ産軟材に対

する の調査

カナダ

【中国、 、日

本、韓国】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

パネル報告書配布

パネル報告書採択

履行確認パネル設置

要請

履行確認パネル設置

履行確認パネル報告

書配布

カナダが上級委申立

て（履行確認）

上級委報告書配布

（履行確認）

履行確認パネル・上

級委報告書採択

二国間合意通報

①カナダ産軟材に対する （国

際貿易委員会）の調査（損害認定

等）は、 、 協定、補助金協

定に違反するとしてカナダが申立

て。

②損害の因果関係の認定におい

て、 が検討した要因から「輸

入が相当程度増加している」と

し、それに基づいて損害のおそれ

を肯定したことは 協定第 、

条、第 、 条違反であ

ると認定。

カナダの申立てにより設置された

第 条パネルは、米国によ

る履行措置は 等に整合的であ

り、米国は 勧告を履行したと

判断した。しかし、同上級委は、

損害のおそれに係る 決定につ

いて、パネルの検討方法は不適切

であったとしてパネル判断を破棄

したが、米国の履行措置の適法性

及び履行の成立・不成立について

は、パネルによる事実関係の審理

が不十分として判断を行わなかっ

た。

第Ⅱ部

第 章

チリー輸

入果糖に対する

セーフガード措

置

アルゼンチン 協議要請 ①チリの、輸入果糖に対する 協

定措置は、 協定 、 、

、 、 、 、 、

条 、 第 条 項に違反する

としてアルゼンチンが申立て。

インドー

年～ 年

の輸出入政策の

下での輸入制限

【米国】

協議要請 ①インドの 年～ 年の輸出

入政策の下での輸入制限は、

（第 、 、 条）、農業協定第

条、輸入ライセンス協定（第

、 、 条）、 協定（第 、 、

、 、 条）、 協定第 条に違

反し、 第 、 条によって

正当化されないとして が申立

て。

資料編

案件名（番

号は 紛争解

決機関の 番号

に対応）

申立国

【第三国参加国】
経 過

案件概要：①主な申立て事由

②パネル報告

③上級委報告

関連協定

第Ⅰ部

第Ⅱ部

記載

豪州ー輸

入パイナップル

に対する措置

フィリピン

【 、タイ】

協議要請 ①豪州の輸入パイナップルに対す

る措置は 第 条、 条、

協定（第 、 、 、 、 、

条）に違反するとしてフィリピン

が申立て。

ペルーー

アルゼンチン産

野菜油に対する

アンチ・ダンピ

ング暫定措置

アルゼンチン 協議要請 ①ペルーのアルゼンチン産野菜油

に対する 協定暫定措置等は、

協定第 、 、 、 、

、 、 、 、 、 、

、 、 条、 第 条に違

反するとしてアルゼンチンが申立

て。

韓国ー商

用船貿易に関す

る措置

【中国、台湾、日

本、メキシコ、ノ

ルウェー、米国】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

パネル報告書配布

パネル報告書採択

①韓国の商用船造船に対する補助

金は、補助金協定第 、

、 、 条等に違反す

るとして が申立て。

②韓国の補助金が 条 の禁止

補助金であることを認め、廃止を

勧告した。 の著しい害の主張は

退けた。

第Ⅱ部

第 章

米国の鉄

鋼製品に対する

セーフガード措

置

台湾

【日本】

協議要請 ①米国の鉄鋼製品に対する 協定

措置は、国内産業への重大な損害

等の 協定措置発動条件が欠如し

ている等、 協定第 条、

条、 条、 条、 条、

条、 第 条 項、 条 項に違

反するとして台湾が申立て。

ベネズエ

ラー農産品に対

する輸入ライセ

ンス措置

米国

【アルゼンチン、

カナダ、チリ、

、ニュージーラ

ンド】

協議要請 ①ベネズエラの、農産品（とうも

ろこし、乳製品等）に対する輸入

ライセンス協定措置は、農業協定

第 条、 第 、 、 、

条、 協定第 条、輸入

ライセンス協定第 、 、

、 、 、 条に違反する

として米国が申立て。

カナダー

小麦の輸出に関

する措置及び輸

入穀物の取扱

米国

【豪州、チリ、中

国、台湾、 、日

本、メキシコ】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

パネル報告書配布

米国が上級委申立て

上級委報告書配布

パネル・上級委報告

書採択

①カナダ政府及びカナダ小麦委員

会の小麦の輸出に関する措置（小

麦委員会への売買、価格設定、支

払保証等に係る特権の付与等）は

第 条に違反し、輸入穀物

の保管・運搬に係る差別的取扱は

第 条、 協定第 条に

違反するとして米国が申立て。

②カナダの小麦輸出関連制度の

第 条（国家貿易企業の協

716



第３章 紛争案件一覧

案件名（番

号は 紛争解

決機関の 番号

に対応）

申立国

【第三国参加国】
経 過

案件概要：①主な申立て事由

②パネル報告

③上級委報告

関連協定

第Ⅰ部

第Ⅱ部

記載

カナダ、 よ

り改正国内法が発効したことを発

表

定遵守）違反について米国はこれ

を立証しなかったとする一方で、

カナダの輸入穀物への差別的取り

扱いは 第 条 項に違反する

と判断。

③パネルの判断を全面的に支持。

米国ーカ

ナダ産軟材に対

する の調査

カナダ

【中国、 、日

本、韓国】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

パネル報告書配布

パネル報告書採択

履行確認パネル設置

要請

履行確認パネル設置

履行確認パネル報告

書配布

カナダが上級委申立

て（履行確認）

上級委報告書配布

（履行確認）

履行確認パネル・上

級委報告書採択

二国間合意通報

①カナダ産軟材に対する （国

際貿易委員会）の調査（損害認定

等）は、 、 協定、補助金協

定に違反するとしてカナダが申立

て。

②損害の因果関係の認定におい

て、 が検討した要因から「輸

入が相当程度増加している」と

し、それに基づいて損害のおそれ

を肯定したことは 協定第 、

条、第 、 条違反であ

ると認定。

カナダの申立てにより設置された

第 条パネルは、米国によ

る履行措置は 等に整合的であ

り、米国は 勧告を履行したと

判断した。しかし、同上級委は、

損害のおそれに係る 決定につ

いて、パネルの検討方法は不適切

であったとしてパネル判断を破棄

したが、米国の履行措置の適法性

及び履行の成立・不成立について

は、パネルによる事実関係の審理

が不十分として判断を行わなかっ

た。

第Ⅱ部

第 章

チリー輸

入果糖に対する

セーフガード措

置

アルゼンチン 協議要請 ①チリの、輸入果糖に対する 協

定措置は、 協定 、 、

、 、 、 、 、

条 、 第 条 項に違反する

としてアルゼンチンが申立て。

インドー

年～ 年

の輸出入政策の

下での輸入制限

【米国】

協議要請 ①インドの 年～ 年の輸出

入政策の下での輸入制限は、

（第 、 、 条）、農業協定第

条、輸入ライセンス協定（第

、 、 条）、 協定（第 、 、

、 、 条）、 協定第 条に違

反し、 第 、 条によって

正当化されないとして が申立

て。

資料編

案件名（番

号は 紛争解

決機関の 番号

に対応）

申立国

【第三国参加国】
経 過

案件概要：①主な申立て事由

②パネル報告

③上級委報告

関連協定

第Ⅰ部

第Ⅱ部

記載

豪州ー輸

入パイナップル

に対する措置

フィリピン

【 、タイ】

協議要請 ①豪州の輸入パイナップルに対す

る措置は 第 条、 条、

協定（第 、 、 、 、 、

条）に違反するとしてフィリピン

が申立て。

ペルーー

アルゼンチン産

野菜油に対する

アンチ・ダンピ

ング暫定措置

アルゼンチン 協議要請 ①ペルーのアルゼンチン産野菜油

に対する 協定暫定措置等は、

協定第 、 、 、 、

、 、 、 、 、 、

、 、 条、 第 条に違

反するとしてアルゼンチンが申立

て。

韓国ー商

用船貿易に関す

る措置

【中国、台湾、日

本、メキシコ、ノ

ルウェー、米国】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

パネル報告書配布

パネル報告書採択

①韓国の商用船造船に対する補助

金は、補助金協定第 、

、 、 条等に違反す

るとして が申立て。

②韓国の補助金が 条 の禁止

補助金であることを認め、廃止を

勧告した。 の著しい害の主張は

退けた。

第Ⅱ部

第 章

米国の鉄

鋼製品に対する

セーフガード措

置

台湾

【日本】

協議要請 ①米国の鉄鋼製品に対する 協定

措置は、国内産業への重大な損害

等の 協定措置発動条件が欠如し

ている等、 協定第 条、

条、 条、 条、 条、

条、 第 条 項、 条 項に違

反するとして台湾が申立て。

ベネズエ

ラー農産品に対

する輸入ライセ

ンス措置

米国

【アルゼンチン、

カナダ、チリ、

、ニュージーラ

ンド】

協議要請 ①ベネズエラの、農産品（とうも

ろこし、乳製品等）に対する輸入

ライセンス協定措置は、農業協定

第 条、 第 、 、 、

条、 協定第 条、輸入

ライセンス協定第 、 、

、 、 、 条に違反する

として米国が申立て。

カナダー

小麦の輸出に関

する措置及び輸

入穀物の取扱

米国

【豪州、チリ、中

国、台湾、 、日

本、メキシコ】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

パネル報告書配布

米国が上級委申立て

上級委報告書配布

パネル・上級委報告

書採択

①カナダ政府及びカナダ小麦委員

会の小麦の輸出に関する措置（小

麦委員会への売買、価格設定、支

払保証等に係る特権の付与等）は

第 条に違反し、輸入穀物

の保管・運搬に係る差別的取扱は

第 条、 協定第 条に

違反するとして米国が申立て。

②カナダの小麦輸出関連制度の

第 条（国家貿易企業の協
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第３章 紛争案件一覧

案件名（番

号は 紛争解

決機関の 番号

に対応）

申立国

【第三国参加国】
経 過

案件概要：①主な申立て事由

②パネル報告

③上級委報告

関連協定

第Ⅰ部

第Ⅱ部

記載

メキシコ

ーニカラグア産

キングサリ

（

）に対す

る輸入禁止措置

ニカラグア 協議要請

ニカラグア協議取り

下げ

①メキシコの輸入禁止措置は

（第 、 、 、 、

条）、ライセンス協定（第

、 、 、 条）、

協定（第 、 、 、

、 条等）に違反するとしてニ

カラグアが申立て。

米国ー賭

博サービスの越

境移動に関する

措置

アンテｨグア･バー

ブーダ【日本、

、カナダ、メキ

シコ、台湾、中

国】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

パネル報告書配布

米国が上級委申立て

アンテｨグア･バーブ

ーダが上級委申立て

上級委報告書配布

パネル・上級委報告

書採択

協議要請 履行確認

パネル設置要請 履行

確認

パネル設置 履行確

認

パネル報告書配布 履

行確認

パネル報告書採択 履

行確認

アンテｨグア･バーブ

ーダが対抗措置申請

米国が仲裁を申請

仲裁に付託

仲裁報告書発出

アンティグア・バー

ブ－ダが対抗措置申請、同日

は対抗措置を承認

①米国のインターネｯト賭博の越

境取引を禁じる措置は 第 、

、 、 、 、 条に違

反するとしてアンティグア・バー

ブーダが申立て。

②米国の当該措置は、米国が自由

化を約束した「娯楽サービス」の

自由化約束違反であると判断し

た。米国は 第 条に基づく

違反の正当化を主張したものの、

パネルは公徳の保護のためである

ことは認めたが、事前協議の欠如

などを理由として、米国の措置は

同条 の「必要性」を満たさない

として、 第 条で正当化さ

れないとした。

③米国の措置が自由化約束違反で

あるとのパネル判断を支持。ただ

し、米国の措置が 第 条に

該当するか否かについては、米国

がアンティグア・バーブーダと十

分な協議をしていないことを理由

に該当しないと判断していたパネ

ル判断を破棄し 号に該当すると

した。ただし、米国内法で州際賭

博を許容している法令があること

から、当該措置が内外無差別に運

用されることを確保すれば、米国

のインターネｯト賭博禁止措置は

第 条に合致するとした。

条パネルでは、米国が本件履

行にあたって行った新たな立法措

置によっても履行がなされていな

いとの判断を行った。

第Ⅱ部

第 章

ー冷凍

骨なし鶏肉の関

税分類

タイ 協議要請

パネル設置要請

パネル設置 ｢ ｣

と合併

を参照

資料編

案件名（番

号は 紛争解

決機関の 番号

に対応）

申立国

【第三国参加国】
経 過

案件概要：①主な申立て事由

②パネル報告

③上級委報告

関連協定

第Ⅰ部

第Ⅱ部

記載

米国ーメ

キシコ産鉄鋼製

品に対する相殺

関税賦課

メキシコ

【カナダ、中国、

台湾、 】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

①米国のメキシコ産鉄鋼製品に対

する相殺関税賦課は、補助金協定

第 、 、 、 条に違反すると

してメキシコが申立て。

米国ーメ

キシコ産セメン

トに対するアン

チ・ダンピング

措置

メキシコ

【カナダ、中国、

台湾、 、日本】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

メキシコの要請によ

りパネル停止

パネル設置根拠喪失

二国間合意通報

①米国のメキシコ産セメントに対

する 協定措置は、 協定（第

、 、 、 、 、 、 、 、 、

、 条）、 （第 、 、

条）、 設立協定第 条に違

反するとしてメキシコが申立て。

年 月 日付けで 協定措置を

取り消すことを合意。

米国ーメ

キシコ産油井管

に対するアン

チ・ダンピング

措置

メキシコ

【アルゼンチン、

カナダ、中国、台

湾、 、日本、ベ

ネズエラ、タイ】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

パネル報告書配布

メキシコが上級委申

立て

米国が上級委申立て

上級委報告書配布

パネル・上級委報告

書採択

協議要請 履行確認

パネル設置要請 履行

確認

パネル設置 履行確

認

メキシコの要請によ

りパネル停止

パネル設置根拠喪失

①米国のメキシコ産油井管に対す

る 協定措置は、 協定第 、 、

、 、 、 、 条）、 第

、 条、 設立協定第 条に

違反するとしてメキシコが申立

て。

②サンセット・レビューに係る米

国商務省のサンセット・ポリシ

ー・ブルテン（ ：サンセッ

ト・レビューに関する運用規則）

が の判断にとって「決定的又

は結論づけるもの」であるとし

て、当該 の内容について 協

定第 条（ 協定税及び価格約

束に係る起案及び見直し）違反を

認定したが、もう つの主要論点

であった、米国貿易委員会

（ ）によるサンセット・レビ

ューにおける損害継続・再発の

「蓋然性」判断については、 協

定（第 、 条）には違反しない

と判断。

③ そのものの違法性について

パネルの判断は客観性を欠いてい

たとしてこれを破棄する一方、

による損害継続・再発の「蓋

然性」判断については、協定に違

反しないとしたパネルの判断を支

持。

ー砂糖

への輸出補助金

タイ 協議要請

パネル設置要請

パネル設置 ｢ ｣

と合併

を参照

第Ⅱ部

第 章
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第３章 紛争案件一覧

案件名（番

号は 紛争解

決機関の 番号

に対応）

申立国

【第三国参加国】
経 過

案件概要：①主な申立て事由

②パネル報告

③上級委報告

関連協定

第Ⅰ部

第Ⅱ部

記載

メキシコ

ーニカラグア産

キングサリ

（

）に対す

る輸入禁止措置

ニカラグア 協議要請

ニカラグア協議取り

下げ

①メキシコの輸入禁止措置は

（第 、 、 、 、

条）、ライセンス協定（第

、 、 、 条）、

協定（第 、 、 、

、 条等）に違反するとしてニ

カラグアが申立て。

米国ー賭

博サービスの越

境移動に関する

措置

アンテｨグア･バー

ブーダ【日本、

、カナダ、メキ

シコ、台湾、中

国】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

パネル報告書配布

米国が上級委申立て

アンテｨグア･バーブ

ーダが上級委申立て

上級委報告書配布

パネル・上級委報告

書採択

協議要請 履行確認

パネル設置要請 履行

確認

パネル設置 履行確

認

パネル報告書配布 履

行確認

パネル報告書採択 履

行確認

アンテｨグア･バーブ

ーダが対抗措置申請

米国が仲裁を申請

仲裁に付託

仲裁報告書発出

アンティグア・バー

ブ－ダが対抗措置申請、同日

は対抗措置を承認

①米国のインターネｯト賭博の越

境取引を禁じる措置は 第 、

、 、 、 、 条に違

反するとしてアンティグア・バー

ブーダが申立て。

②米国の当該措置は、米国が自由

化を約束した「娯楽サービス」の

自由化約束違反であると判断し

た。米国は 第 条に基づく

違反の正当化を主張したものの、

パネルは公徳の保護のためである

ことは認めたが、事前協議の欠如

などを理由として、米国の措置は

同条 の「必要性」を満たさない

として、 第 条で正当化さ

れないとした。

③米国の措置が自由化約束違反で

あるとのパネル判断を支持。ただ

し、米国の措置が 第 条に

該当するか否かについては、米国

がアンティグア・バーブーダと十

分な協議をしていないことを理由

に該当しないと判断していたパネ

ル判断を破棄し 号に該当すると

した。ただし、米国内法で州際賭

博を許容している法令があること

から、当該措置が内外無差別に運

用されることを確保すれば、米国

のインターネｯト賭博禁止措置は

第 条に合致するとした。

条パネルでは、米国が本件履

行にあたって行った新たな立法措

置によっても履行がなされていな

いとの判断を行った。

第Ⅱ部

第 章

ー冷凍

骨なし鶏肉の関

税分類

タイ 協議要請

パネル設置要請

パネル設置 ｢ ｣

と合併

を参照

資料編

案件名（番

号は 紛争解

決機関の 番号

に対応）

申立国

【第三国参加国】
経 過

案件概要：①主な申立て事由

②パネル報告

③上級委報告

関連協定

第Ⅰ部

第Ⅱ部

記載

米国ーメ

キシコ産鉄鋼製

品に対する相殺

関税賦課

メキシコ

【カナダ、中国、

台湾、 】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

①米国のメキシコ産鉄鋼製品に対

する相殺関税賦課は、補助金協定

第 、 、 、 条に違反すると

してメキシコが申立て。

米国ーメ

キシコ産セメン

トに対するアン

チ・ダンピング

措置

メキシコ

【カナダ、中国、

台湾、 、日本】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

メキシコの要請によ

りパネル停止

パネル設置根拠喪失

二国間合意通報

①米国のメキシコ産セメントに対

する 協定措置は、 協定（第

、 、 、 、 、 、 、 、 、

、 条）、 （第 、 、

条）、 設立協定第 条に違

反するとしてメキシコが申立て。

年 月 日付けで 協定措置を

取り消すことを合意。

米国ーメ

キシコ産油井管

に対するアン

チ・ダンピング

措置

メキシコ

【アルゼンチン、

カナダ、中国、台

湾、 、日本、ベ

ネズエラ、タイ】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

パネル報告書配布

メキシコが上級委申

立て

米国が上級委申立て

上級委報告書配布

パネル・上級委報告

書採択

協議要請 履行確認

パネル設置要請 履行

確認

パネル設置 履行確

認

メキシコの要請によ

りパネル停止

パネル設置根拠喪失

①米国のメキシコ産油井管に対す

る 協定措置は、 協定第 、 、

、 、 、 、 条）、 第

、 条、 設立協定第 条に

違反するとしてメキシコが申立

て。

②サンセット・レビューに係る米

国商務省のサンセット・ポリシ

ー・ブルテン（ ：サンセッ

ト・レビューに関する運用規則）

が の判断にとって「決定的又

は結論づけるもの」であるとし

て、当該 の内容について 協

定第 条（ 協定税及び価格約

束に係る起案及び見直し）違反を

認定したが、もう つの主要論点

であった、米国貿易委員会

（ ）によるサンセット・レビ

ューにおける損害継続・再発の

「蓋然性」判断については、 協

定（第 、 条）には違反しない

と判断。

③ そのものの違法性について

パネルの判断は客観性を欠いてい

たとしてこれを破棄する一方、

による損害継続・再発の「蓋

然性」判断については、協定に違

反しないとしたパネルの判断を支

持。

ー砂糖

への輸出補助金

タイ 協議要請

パネル設置要請

パネル設置 ｢ ｣

と合併

を参照

第Ⅱ部

第 章
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第３章 紛争案件一覧

案件名（番

号は 紛争解

決機関の 番号

に対応）

申立国

【第三国参加国】
経 過

案件概要：①主な申立て事由

②パネル報告

③上級委報告

関連協定

第Ⅰ部

第Ⅱ部

記載

仲裁手続停止

（ ）

を まで延長す

ることに合意（

を まで延長す

ることに合意（ ）

を まで延長

することに合意

を まで延長す

ることに合意（

を まで延

長することに合意（

を まで延

長することに合意（ ）

を まで延長す

ることに合意（ ）

を まで延長

することに合意（ ）

カナダ・ が二国間

で解決合意

を まで延長す

ることに合意（

を まで延長す

ることに合意（

アルゼンチン・ 、

二国間で解決合意

ー遺伝

子組み換え作物

の認可及び販売

に関する措置

カナダ 協議要請

パネル設置要請

パネル設置 ｢ ｣

と合併

を参照

ー遺伝

子組み換え作物

の認可及び販売

に関する措置

アルゼンチン 協議要請

パネル設置要請

パネル設置 ｢ ｣

と合併

を参照

米国ーダ

ンピング・マー

ジンの算出に係

る法律、規則及

び計算方法

【アルゼンチン、

ブラジル、中国、

台湾、香港、イン

ド、日本、韓国、

メキシコ、ノルウ

ェー、トルコ】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

パネル報告書配布

が上級委申立て

米国が上級委申立て

上級委員会報告書配

布

パネル・上級委員会

報告書採択

①米国のダンピング・マージンの

算出に係る法律、規則及び計算方

法は 協定、 、 設立協定

に違反するとして が申立て。

②初回調査におけるゼロイングの

個別ケースにおける適用及びゼロ

イング手法そのものを 協定第

条違反と認定。一方、同条

の射程は当初調査に限られるとし

て行政見直しにおけるゼロイング

資料編

案件名（番

号は 紛争解

決機関の 番号

に対応）

申立国

【第三国参加国】
経 過

案件概要：①主な申立て事由

②パネル報告

③上級委報告

関連協定

第Ⅰ部

第Ⅱ部

記載

豪州ー輸

入品への検疫制

度

【カナダ、チリ、

中国、インド、フ

ィリピン、タイ、

米国 】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

二国間合意通報

①豪州の輸入品への検疫措置は

協定（第 、 、 、

、 、 、 、 条等）に

違反するとして が申立て。

南アフリ

カートルコ産毛

布類へのアン

チ・ダンピング

措置

トルコ 協議要請 ①南アフリカのトルコ産毛布への

協定措置は、 第 、 条、

協定第 、 、 、 条に違反す

るとしてトルコが申立て。

チェコー

ポーランド産輸

入豚肉への追加

関税

ポーランド 協議要請 ①チェコのポーランド産輸入豚肉

への追加関税は農業協定第 条に

違反し、 第 条、 条の下で

享受する利益を無効化・侵害して

いるとしてポーランドが申立て。

ー農産

品及び食品の商

標及び地理的表

示の保護

豪州 協議要請

パネル設置要請

パネル設置 ｢ ｣

と合併

を参照

ー遺伝

子組み換え作物

の認可及び販売

に関する措置

米国

カナダ

アルゼンチン

【アルゼンチン、

豪州、ブラジル、

カナダ、チリ、中

国、台湾、コロン

ビア、エルサルバ

ドル、ホンジュラ

ス、メキシコ、ニ

ュージーランド、

ノルウェー、パラ

グアイ、ペルー、

タイ、ウルグア

イ】

米及び加が協議要請

アルゼンチンが協議

要請

パネル設置要請

パネル設置

（「 」「 」と合併）

パネル報告書配布

パネル報告書採択

を とす

ることに合

を に修

正することに合意（ ）

を とすること

に合意

シークエンス合意

米国が対抗措置申請

、仲裁を要請

仲裁に委ねることに

合意

を まで延長す

ることに合意

米国・ が仲裁停止

を要請

① の遺伝子組み換え作物の認可

及び販売に関する措置は 協定

第 、 、 、 条等、 第 、

、 、 条、農業協定第 条、

協定第 、 条に違反するとし

て米国等が申立て。

② による検疫関連措置は、危険

性の評価が不十分で科学的根拠を

欠いており、 協定第 条、

条、 条、附属書 等に

反する旨判断。
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第３章 紛争案件一覧

案件名（番

号は 紛争解

決機関の 番号

に対応）

申立国

【第三国参加国】
経 過

案件概要：①主な申立て事由

②パネル報告

③上級委報告

関連協定

第Ⅰ部

第Ⅱ部

記載

仲裁手続停止

（ ）

を まで延長す

ることに合意（

を まで延長す

ることに合意（ ）

を まで延長

することに合意

を まで延長す

ることに合意（

を まで延

長することに合意（

を まで延

長することに合意（ ）

を まで延長す

ることに合意（ ）

を まで延長

することに合意（ ）

カナダ・ が二国間

で解決合意

を まで延長す

ることに合意（

を まで延長す

ることに合意（

アルゼンチン・ 、

二国間で解決合意

ー遺伝

子組み換え作物

の認可及び販売

に関する措置

カナダ 協議要請

パネル設置要請

パネル設置 ｢ ｣

と合併

を参照

ー遺伝

子組み換え作物

の認可及び販売

に関する措置

アルゼンチン 協議要請

パネル設置要請

パネル設置 ｢ ｣

と合併

を参照

米国ーダ

ンピング・マー

ジンの算出に係

る法律、規則及

び計算方法

【アルゼンチン、

ブラジル、中国、

台湾、香港、イン

ド、日本、韓国、

メキシコ、ノルウ

ェー、トルコ】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

パネル報告書配布

が上級委申立て

米国が上級委申立て

上級委員会報告書配

布

パネル・上級委員会

報告書採択

①米国のダンピング・マージンの

算出に係る法律、規則及び計算方

法は 協定、 、 設立協定

に違反するとして が申立て。

②初回調査におけるゼロイングの

個別ケースにおける適用及びゼロ

イング手法そのものを 協定第

条違反と認定。一方、同条

の射程は当初調査に限られるとし

て行政見直しにおけるゼロイング

資料編

案件名（番

号は 紛争解

決機関の 番号

に対応）

申立国

【第三国参加国】
経 過

案件概要：①主な申立て事由

②パネル報告

③上級委報告

関連協定

第Ⅰ部

第Ⅱ部

記載

豪州ー輸

入品への検疫制

度

【カナダ、チリ、

中国、インド、フ

ィリピン、タイ、

米国 】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

二国間合意通報

①豪州の輸入品への検疫措置は

協定（第 、 、 、

、 、 、 、 条等）に

違反するとして が申立て。

南アフリ

カートルコ産毛

布類へのアン

チ・ダンピング

措置

トルコ 協議要請 ①南アフリカのトルコ産毛布への

協定措置は、 第 、 条、

協定第 、 、 、 条に違反す

るとしてトルコが申立て。

チェコー

ポーランド産輸

入豚肉への追加

関税

ポーランド 協議要請 ①チェコのポーランド産輸入豚肉

への追加関税は農業協定第 条に

違反し、 第 条、 条の下で

享受する利益を無効化・侵害して

いるとしてポーランドが申立て。

ー農産

品及び食品の商

標及び地理的表

示の保護

豪州 協議要請

パネル設置要請

パネル設置 ｢ ｣

と合併

を参照

ー遺伝

子組み換え作物

の認可及び販売

に関する措置

米国

カナダ

アルゼンチン

【アルゼンチン、

豪州、ブラジル、

カナダ、チリ、中

国、台湾、コロン

ビア、エルサルバ

ドル、ホンジュラ

ス、メキシコ、ニ

ュージーランド、

ノルウェー、パラ

グアイ、ペルー、

タイ、ウルグア

イ】

米及び加が協議要請

アルゼンチンが協議

要請

パネル設置要請

パネル設置

（「 」「 」と合併）

パネル報告書配布

パネル報告書採択

を とす

ることに合

を に修

正することに合意（ ）

を とすること

に合意

シークエンス合意

米国が対抗措置申請

、仲裁を要請

仲裁に委ねることに

合意

を まで延長す

ることに合意

米国・ が仲裁停止

を要請

① の遺伝子組み換え作物の認可

及び販売に関する措置は 協定

第 、 、 、 条等、 第 、

、 、 条、農業協定第 条、

協定第 、 条に違反するとし

て米国等が申立て。

② による検疫関連措置は、危険

性の評価が不十分で科学的根拠を

欠いており、 協定第 条、

条、 条、附属書 等に

反する旨判断。
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第３章 紛争案件一覧

案件名（番

号は 紛争解

決機関の 番号

に対応）

申立国

【第三国参加国】
経 過

案件概要：①主な申立て事由

②パネル報告

③上級委報告

関連協定

第Ⅰ部

第Ⅱ部

記載

第 、 、 、 、 、

条違反であることを認定。

③パネルの判断を概ね支持。

米国ー韓

国産 に対

する相殺関税調

査

韓国

【中国、台湾、

、日本】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

パネル報告書配布

米国が上級委申立て

上級委報告書配布

パネル・上級委報告

書採択

①米国の韓国産 に対する相殺

関税調査は、 第 条 項、 条

項、補助金協定第 、 、 、

、 、 、 、 、 、 条に

違反するとして韓国が申立て。

②韓国政府による指示委託は政府

機関を除き立証されていないと認

定し、需要の減退の因果関係に関

するノンアトリビューション

（ 条）について補助金協定違

反を認定。

③パネルの証拠の認定方法等に誤

りがあるとして、米国の指示委託

の認定は ⅳ 条に違反

するとしたパネルの判断を破棄。

ただし、米国の当該措置が 協

定整合的か否かの判断には立ち入

っていない。

第Ⅱ部

第 章

クロアチ

アー野生動物及

び肉製品の輸入

に関する措置

ハンガリー 協議要請

年に二国間合意

に至っていたことを通報

①クロアチアの野生動物及び肉製

品の輸入に関する措置は 第

、 条、 協定第 、 、

、 、 、 、 、 、

、 条等に違反するとしてハン

ガリーが申立て。

メキシコ

ー関税評価等の

ための価格制度

グアテマラ 協議要請

二国間合意通報

①メキシコの関税評価等のための

価格制度は 第 、 、 、

条、 第 条の実施に関する

協定（関税評価協定）第 、 、

、 、 、 、 、 、 、 、 、

、 条、農業協定第 条、 設

立協定第 条に違反するとして

グアテマラが申立て。

ー韓国

産 チップに

対する相殺関税

措置

韓国

【中国、台湾、日

本、米国】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

パネル報告書配布

パネル報告書採択

① の韓国産 に対する相殺

関税調査は補助金協定第 、 、

、 、 、 、 、 、 条に

違反するとして韓国が申立て。

② が認定した韓国政府による指

示委託の一部（ ⅳ

条）と利益認定の一部（

条、 条）と損害決定の一部

（ 、 条）について 違

反と判断したものの、 の相殺関

第Ⅱ部

第 章

資料編

案件名（番

号は 紛争解

決機関の 番号

に対応）

申立国

【第三国参加国】
経 過

案件概要：①主な申立て事由

②パネル報告

③上級委報告

関連協定

第Ⅰ部

第Ⅱ部

記載

履行確認協議要請

履行確認パネル設置

要請

履行確認パネル設置

履行確認パネル報告

書配布

が上級委申立て

（履行確認）

米国が上級委申立て

（履行確認）

上級委員会報告書送

付（履行確認）

履行確認パネル・上

級委員会報告書採択

が対抗措置承認申

請

米国、仲裁を要請

仲裁に付託

仲裁手続停止

仲裁手続停止延長

仲裁手続

停止延長

米 間で解決に向け

た覚書に合意

が仲裁手続停止の

要請を取り下げ

米 が共同で文書を

提出し、仲裁手続が終了

の個別ケースにおける適用及びゼ

ロイング手法そのものは違反とさ

れなかった。

③初回調査に関するパネルの判断

を支持する一方、行政見直しにお

けるゼロイングの個別ケース適用

が 協定第 条に反しないとし

たパネルの判断についてはこれを

破棄。

履行確認パネルは、 ）原手続に

おける 勧告の採択以後に行わ

れた後継の定期見直しの決定につ

いて履行確認パネルの審理対象と

なると判断したほか、 の主張の

一部を認め、 ）履行期間経過後

にゼロイングを用いて行われた定

期見直しの決定、 ）履行期間経

過後にゼロイングを用いて算定さ

れた預託率の適用について協定違

反を認定したが、 ）履行期間経

過以前にゼロイングを用いて行わ

れた定期見直しの決定については

協定違反を認定しなかった。これ

に対し、上級委員会報告書では、

履行期間経過以前にゼロイングを

用いて行われた定期見直しの決定

についても協定違反が認定され

た。

メキシコ

ー牛肉及びコメ

に対するアン

チ・ダンピング

措置

米国

【中国、 、トル

コ】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

パネル報告書配布

メキシコが上級委申

立て

上級委報告書配布

パネル・上級委報告

書採択

①本件 協定措置及びそれに関す

る法制は、 協定に違反するとし

て米国が申立て。

②損害認定に際して「実質的な証

拠」に基づく「客観的な検討」を

行わなかったこと、ダンピング・

マージンが僅少の輸出者の調査を

終了しなかったこと、提訴状に記

載されていない輸出者に十分な情

報提出の機会を付与することなく

その他レートを適用したこと、フ

ァクツ・アベイラブル使用の際

に、マージンが最高になる証拠の

採用を当然に求める国内法の規

定、企業の回答期限を短く設定し

た国内法の規定等につき、 協定

722



第３章 紛争案件一覧

案件名（番

号は 紛争解

決機関の 番号

に対応）

申立国

【第三国参加国】
経 過

案件概要：①主な申立て事由

②パネル報告

③上級委報告

関連協定

第Ⅰ部

第Ⅱ部

記載

第 、 、 、 、 、

条違反であることを認定。

③パネルの判断を概ね支持。

米国ー韓

国産 に対

する相殺関税調

査

韓国

【中国、台湾、

、日本】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

パネル報告書配布

米国が上級委申立て

上級委報告書配布

パネル・上級委報告

書採択

①米国の韓国産 に対する相殺

関税調査は、 第 条 項、 条

項、補助金協定第 、 、 、

、 、 、 、 、 、 条に

違反するとして韓国が申立て。

②韓国政府による指示委託は政府

機関を除き立証されていないと認

定し、需要の減退の因果関係に関

するノンアトリビューション

（ 条）について補助金協定違

反を認定。

③パネルの証拠の認定方法等に誤

りがあるとして、米国の指示委託

の認定は ⅳ 条に違反

するとしたパネルの判断を破棄。

ただし、米国の当該措置が 協

定整合的か否かの判断には立ち入

っていない。

第Ⅱ部

第 章

クロアチ

アー野生動物及

び肉製品の輸入

に関する措置

ハンガリー 協議要請

年に二国間合意

に至っていたことを通報

①クロアチアの野生動物及び肉製

品の輸入に関する措置は 第

、 条、 協定第 、 、

、 、 、 、 、 、

、 条等に違反するとしてハン

ガリーが申立て。

メキシコ

ー関税評価等の

ための価格制度

グアテマラ 協議要請

二国間合意通報

①メキシコの関税評価等のための

価格制度は 第 、 、 、

条、 第 条の実施に関する

協定（関税評価協定）第 、 、

、 、 、 、 、 、 、 、 、

、 条、農業協定第 条、 設

立協定第 条に違反するとして

グアテマラが申立て。

ー韓国

産 チップに

対する相殺関税

措置

韓国

【中国、台湾、日

本、米国】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

パネル報告書配布

パネル報告書採択

① の韓国産 に対する相殺

関税調査は補助金協定第 、 、

、 、 、 、 、 、 条に

違反するとして韓国が申立て。

② が認定した韓国政府による指

示委託の一部（ ⅳ

条）と利益認定の一部（

条、 条）と損害決定の一部

（ 、 条）について 違

反と判断したものの、 の相殺関

第Ⅱ部

第 章

資料編

案件名（番

号は 紛争解

決機関の 番号

に対応）

申立国

【第三国参加国】
経 過

案件概要：①主な申立て事由

②パネル報告

③上級委報告

関連協定

第Ⅰ部

第Ⅱ部

記載

履行確認協議要請

履行確認パネル設置

要請

履行確認パネル設置

履行確認パネル報告

書配布

が上級委申立て

（履行確認）

米国が上級委申立て

（履行確認）

上級委員会報告書送

付（履行確認）

履行確認パネル・上

級委員会報告書採択

が対抗措置承認申

請

米国、仲裁を要請

仲裁に付託

仲裁手続停止

仲裁手続停止延長

仲裁手続

停止延長

米 間で解決に向け

た覚書に合意

が仲裁手続停止の

要請を取り下げ

米 が共同で文書を

提出し、仲裁手続が終了

の個別ケースにおける適用及びゼ

ロイング手法そのものは違反とさ

れなかった。

③初回調査に関するパネルの判断

を支持する一方、行政見直しにお

けるゼロイングの個別ケース適用

が 協定第 条に反しないとし

たパネルの判断についてはこれを

破棄。

履行確認パネルは、 ）原手続に

おける 勧告の採択以後に行わ

れた後継の定期見直しの決定につ

いて履行確認パネルの審理対象と

なると判断したほか、 の主張の

一部を認め、 ）履行期間経過後

にゼロイングを用いて行われた定

期見直しの決定、 ）履行期間経

過後にゼロイングを用いて算定さ

れた預託率の適用について協定違

反を認定したが、 ）履行期間経

過以前にゼロイングを用いて行わ

れた定期見直しの決定については

協定違反を認定しなかった。これ

に対し、上級委員会報告書では、

履行期間経過以前にゼロイングを

用いて行われた定期見直しの決定

についても協定違反が認定され

た。

メキシコ

ー牛肉及びコメ

に対するアン

チ・ダンピング

措置

米国

【中国、 、トル

コ】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

パネル報告書配布

メキシコが上級委申

立て

上級委報告書配布

パネル・上級委報告

書採択

①本件 協定措置及びそれに関す

る法制は、 協定に違反するとし

て米国が申立て。

②損害認定に際して「実質的な証

拠」に基づく「客観的な検討」を

行わなかったこと、ダンピング・

マージンが僅少の輸出者の調査を

終了しなかったこと、提訴状に記

載されていない輸出者に十分な情

報提出の機会を付与することなく

その他レートを適用したこと、フ

ァクツ・アベイラブル使用の際

に、マージンが最高になる証拠の

採用を当然に求める国内法の規

定、企業の回答期限を短く設定し

た国内法の規定等につき、 協定
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第３章 紛争案件一覧

案件名（番

号は 紛争解

決機関の 番号

に対応）

申立国

【第三国参加国】
経 過

案件概要：①主な申立て事由

②パネル報告

③上級委報告

関連協定

第Ⅰ部

第Ⅱ部

記載

衣料品の輸入に

関する措置

条及び繊維協定第 条に違反する

として米国が申立て。

インドー

バングラディシ

ュ製電池に対す

るアンチ・ダン

ピング措置

バングラディシュ 協議要請

二国間合意通報

①インドのバングラディシュ製電

池に対する 協定措置は 第

、 、 条、 協定第 、

、 、 、 、 、 、

、 、 、 、 、 、

、 、 条に違反するとし

てバングラディシュが申立て。

ー商用

船への援助

韓国 協議要請 ① の商用船への補助金は、補助

金協定第 、 、 、 、

、 、 、 、 、

、 、 条に違反するとし

て韓国が申立て。

メキシコ

ーソフトドリン

ク及びその他の

飲料に係る税制

措置

米国

【カナダ、中国、

、グアテマラ、

日本】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

パネル報告書配布

メキシコが上級委申

立て

上級委報告書配布

パネル・上級委報告

書採択

メキシコが違反措置

の撤廃

①メキシコにおけるさとうきびに

よる砂糖を使用した以外の飲料及

び関連するサービスへの課税及び

同サービスに係る簿記や報告の義

務づけは 第 条 項、 項に

違反するとして米国が申立て。

② 第 条 項、 項（内国民

待遇）の違反を認定するととも

に、当該税制措置が 第 条

（法令遵守を目的とした措置

の適用除外）により正当化される

とのメキシコの主張を退ける判断

を行った。

③ 第 条 はメキシコが主

張するような「他の国際協定（こ

の場合は ）を他国に遵守さ

せるための措置」までも正当化す

るものではない、としてメキシコ

の主張を退けるとともに、他の論

点についても概ねパネルの判断を

支持。

中国ー半

導体回路に係る

増値税

米国

【 、日本、メキ

シコ】

協議要請

二国間合意通報

①中国国内で生産・販売された半

導体の生産者に対する増値税の還

付は半導体輸入品については実施

されておらず 第 、 条 項

及び 第 条に違反するとして

米国が申立て。

米国ーカ

ナダ産小麦に対

する のダン

ピング決定

カナダ 協議要請

パネル設置要請

①カナダ産小麦に対する米国

のダンピング決定は 第 条 項

、 協定第 、 、 、

、 、 条及び 第 、

資料編

案件名（番

号は 紛争解

決機関の 番号

に対応）

申立国

【第三国参加国】
経 過

案件概要：①主な申立て事由

②パネル報告

③上級委報告

関連協定

第Ⅰ部

第Ⅱ部

記載

税措置に関する主張を相当程度認

め、韓国の主張を退けた。

ドミニカ

共和国ー紙巻き

タバコの輸入に

関する措置

ホンジュラス 協議要請 ①ドミニカ共和国の、紙巻きタバ

コの輸入に関する措置は 第

条 項、 条 項 、 条 項お

よび 項、 条 項に違反するとし

てホンジュラスが申立て。

ー商用

船の貿易に関す

る措置

韓国

【中国、日本、米

国】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

パネル報告書配布

パネル報告書採択

①韓国の商用船に関する補助金措

置（ ）に対抗する形で が

新設した商用船の貿易に関する補

助金措置は、 によらない紛争

解決手段であり、 第 条、

第 条 項、 条 項、 第

、 条に違反するとして韓

国が申立て。

②補助金協定と の違反につい

ては認めないとした一方、 の措

置は 紛争解決と同じ種類の是

正を求めるものであり 第

条に違反すると判断。

第Ⅱ部

第 章

ドミニカ

ー紙巻きタバコ

の輸入及び国内

販売に関する措

置

ホンジュラス

【チリ、中国、

、エルサルバド

ル、グアテマラ、

ニカラグア、米

国】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

パネル報告書配布

ドミニカが上級委申

立て

上級委報告書配布

パネル・上級委報告

書採択

二国間合意通報

①ドミニカの、紙巻きタバコの輸

入及び国内販売に関する措置は

第 、 、 、 条に違反

するとしてホンジュラスが申立

て。

②ドミニカによる外国産タバコへ

の課徴金賦課が 第 条（譲許

表）に、納税印紙貼付義務は

第 条 項に、特別消費税の賦課

は 第 条 項に反すると判

断。

③パネルの判断を支持。

第Ⅱ部

第 章

エクアド

ルー繊維板（フ

ァイバーボー

ド）の輸入に関

するセーフガー

ド措置

チリ 協議要請 ①エクアドルの繊維板の輸入に関

するセーフガード措置は 協定第

、 、 、 、 、 、 条、 第

条 項 に違反するとしてチ

リが申立て。

インドー

からの特定製

品に対するアン

チ・ダンピング

措置

【トルコ、台湾】

協議要請 ①インドの からの特定製品に対

する 協定措置は 第 条、

協定第 、 、 、 、 、

、 、 条に違反するとし

て が申立て。

エジプト

ー繊維製品及び

米国

【 】

協議要請

二国間合意通報

①エジプトの、繊維製品及び衣料

品の輸入に関する措置は 第
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第３章 紛争案件一覧

案件名（番

号は 紛争解

決機関の 番号

に対応）

申立国

【第三国参加国】
経 過

案件概要：①主な申立て事由

②パネル報告

③上級委報告

関連協定

第Ⅰ部

第Ⅱ部

記載

衣料品の輸入に

関する措置

条及び繊維協定第 条に違反する

として米国が申立て。

インドー

バングラディシ

ュ製電池に対す

るアンチ・ダン

ピング措置

バングラディシュ 協議要請

二国間合意通報

①インドのバングラディシュ製電

池に対する 協定措置は 第

、 、 条、 協定第 、

、 、 、 、 、 、

、 、 、 、 、 、

、 、 条に違反するとし

てバングラディシュが申立て。

ー商用

船への援助

韓国 協議要請 ① の商用船への補助金は、補助

金協定第 、 、 、 、

、 、 、 、 、

、 、 条に違反するとし

て韓国が申立て。

メキシコ

ーソフトドリン

ク及びその他の

飲料に係る税制

措置

米国

【カナダ、中国、

、グアテマラ、

日本】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

パネル報告書配布

メキシコが上級委申

立て

上級委報告書配布

パネル・上級委報告

書採択

メキシコが違反措置

の撤廃

①メキシコにおけるさとうきびに

よる砂糖を使用した以外の飲料及

び関連するサービスへの課税及び

同サービスに係る簿記や報告の義

務づけは 第 条 項、 項に

違反するとして米国が申立て。

② 第 条 項、 項（内国民

待遇）の違反を認定するととも

に、当該税制措置が 第 条

（法令遵守を目的とした措置

の適用除外）により正当化される

とのメキシコの主張を退ける判断

を行った。

③ 第 条 はメキシコが主

張するような「他の国際協定（こ

の場合は ）を他国に遵守さ

せるための措置」までも正当化す

るものではない、としてメキシコ

の主張を退けるとともに、他の論

点についても概ねパネルの判断を

支持。

中国ー半

導体回路に係る

増値税

米国

【 、日本、メキ

シコ】

協議要請

二国間合意通報

①中国国内で生産・販売された半

導体の生産者に対する増値税の還

付は半導体輸入品については実施

されておらず 第 、 条 項

及び 第 条に違反するとして

米国が申立て。

米国ーカ

ナダ産小麦に対

する のダン

ピング決定

カナダ 協議要請

パネル設置要請

①カナダ産小麦に対する米国

のダンピング決定は 第 条 項

、 協定第 、 、 、

、 、 条及び 第 、

資料編

案件名（番

号は 紛争解

決機関の 番号

に対応）

申立国

【第三国参加国】
経 過

案件概要：①主な申立て事由

②パネル報告

③上級委報告

関連協定

第Ⅰ部

第Ⅱ部

記載

税措置に関する主張を相当程度認

め、韓国の主張を退けた。

ドミニカ

共和国ー紙巻き

タバコの輸入に

関する措置

ホンジュラス 協議要請 ①ドミニカ共和国の、紙巻きタバ

コの輸入に関する措置は 第

条 項、 条 項 、 条 項お

よび 項、 条 項に違反するとし

てホンジュラスが申立て。

ー商用

船の貿易に関す

る措置

韓国

【中国、日本、米

国】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

パネル報告書配布

パネル報告書採択

①韓国の商用船に関する補助金措

置（ ）に対抗する形で が

新設した商用船の貿易に関する補

助金措置は、 によらない紛争

解決手段であり、 第 条、

第 条 項、 条 項、 第

、 条に違反するとして韓

国が申立て。

②補助金協定と の違反につい

ては認めないとした一方、 の措

置は 紛争解決と同じ種類の是

正を求めるものであり 第

条に違反すると判断。

第Ⅱ部

第 章

ドミニカ

ー紙巻きタバコ

の輸入及び国内

販売に関する措

置

ホンジュラス

【チリ、中国、

、エルサルバド

ル、グアテマラ、

ニカラグア、米

国】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

パネル報告書配布

ドミニカが上級委申

立て

上級委報告書配布

パネル・上級委報告

書採択

二国間合意通報

①ドミニカの、紙巻きタバコの輸

入及び国内販売に関する措置は

第 、 、 、 条に違反

するとしてホンジュラスが申立

て。

②ドミニカによる外国産タバコへ

の課徴金賦課が 第 条（譲許

表）に、納税印紙貼付義務は

第 条 項に、特別消費税の賦課

は 第 条 項に反すると判

断。

③パネルの判断を支持。

第Ⅱ部

第 章

エクアド

ルー繊維板（フ

ァイバーボー

ド）の輸入に関

するセーフガー

ド措置

チリ 協議要請 ①エクアドルの繊維板の輸入に関

するセーフガード措置は 協定第

、 、 、 、 、 、 条、 第

条 項 に違反するとしてチ

リが申立て。

インドー

からの特定製

品に対するアン

チ・ダンピング

措置

【トルコ、台湾】

協議要請 ①インドの からの特定製品に対

する 協定措置は 第 条、

協定第 、 、 、 、 、

、 、 条に違反するとし

て が申立て。

エジプト

ー繊維製品及び

米国

【 】

協議要請

二国間合意通報

①エジプトの、繊維製品及び衣料

品の輸入に関する措置は 第
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第３章 紛争案件一覧

案件名（番

号は 紛争解

決機関の 番号

に対応）

申立国

【第三国参加国】
経 過

案件概要：①主な申立て事由

②パネル報告

③上級委報告

関連協定

第Ⅰ部

第Ⅱ部

記載

パネル・上級委報告

書採択

」の義務に従っ

ていないとして、米国が申立て。

②米国の申立てのうち 件につい

ては による関税分類及び関税評

価が 第 条 項 に違反する

としたが、 件については違反が

なく、また 件については米国が

の措置の違法性を十分証明して

いないとした。

③「関税措置全体について」法的

な判断を求めることはできない、

としたパネルの判断を覆したが、

事実関係が十分に審理されていな

いとして、通関制度そのものに関

する実体的判断は行わず、デジタ

ル・ビデオ・インターフェース付

き モニターの関税分類に関す

る共通関税の実施についてのみ、

第 条 項 違反を認め、そ

れ以外の の個別措置について

は、米国の申立てを退ける判断を

行った。

ー大型

民間航空機の取

引に関連する措

置

米国

【豪州、ブラジ

ル、カナダ、中

国、日本、韓

国 】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

パネル報告書配布

が上級委申立て

米が上級委申立て

上級委報告書配布

パネル・上級委報告

書採択

米国が対抗措置承認

申請

協議要請（履行確

認）

が仲裁を要請

仲裁手続を中断

パネル設置要請（履

行確認）

パネル設置（履行確

認）

履行確認パネル報告

書配布

が上級委申立（履

行確認）

① による民間大型航空機企業へ

の補助金供給は 第 、

、 、 、 、

、 、 条及び

第 条に違反するとして米国が

申立て。

③上級委は、約 億ドルの の

補助金について撤廃か米国への悪

影響除去を勧告（輸出補助金とし

て即時撤廃を求める）。

第Ⅱ部

第 章

資料編

案件名（番

号は 紛争解

決機関の 番号

に対応）

申立国

【第三国参加国】
経 過

案件概要：①主な申立て事由

②パネル報告

③上級委報告

関連協定

第Ⅰ部

第Ⅱ部

記載

、 、 、 、 、

条に違反するとしてカナダが

申立て。

米国ーカ

ナダ産軟材に対

する相殺関税措

置見直し

カナダ 協議要請

二国間合意通報

①カナダ産軟材に対する米国の相

殺関税措置見直しは補助金協定第

、 、 、 、 、

、 、 条及び 第

条に違反するとしてカナダが

申立て。

韓国ーイ

ンドネシア製紙

に対するアン

チ・ダンピング

関税

インドネシア

【カナダ、中国、

、日本、米国、

台湾】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

パネル報告書配布

パネル報告書採択

協議要請（履行確

認）

パネル設置要請（履

行確認）

パネル設置（履行確

認）

パネル報告書配布

（履行確認）

パネル報告書採択

（履行確認）

①インドネシア産の紙に対する韓

国の 協定調査は、調査開始要件

の不備、損害認定、ファクツ・ア

ベイラブル（ ）の利用等に関

し、 協定及び に違反すると

してインドネシアが申立て。

② における「二次的情報源から

の情報」に基づいて判断を行う場

合の 協定第 条及び附属書

Ⅱ 違反、損害認定に関する

条違反、機密情報の取り扱いに対

する 協定第 条違反等を認

定。他方、韓国当局による

（複数の輸出者を同一

の主体とみなすこと）の適用につ

いては、パネルは 協定に整合的

と判断した。

条パネルは、履行手続におけ

る韓国当局の再決定の 協定第

条及び附属書Ⅱ 違反等を認

定。

ーイン

ド製鉄鋼製品に

対するアンチ・

ダンピング関税

インド 協議要請

二国間合意通報

①インド製鉄鋼製品に対する の

協定税の差別的賦課は 協定第

、 、 、 条に違反する

としてインドが申立て。

メキシコ

ー 産オリーブ

オイルに対する

暫定的相殺関税

措置

協議要請 ① 産オリーブオイルに対するメ

キシコの暫定的相殺関税措置は補

助金協定第 、 、 、 、 条

及び農業協定の 、 条に違反

するとして が申立て。

ー通関

措置

米国

【アルゼンチン、

豪州、ブラジル、

中国、台湾、香

港、インド、日

本、韓国】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

パネル報告書配布

米国が上級委申立て

上級委報告書配布

① による産品の関税上の分類又

は評価に関する措置及び輸入の要

件、制限又は禁止の実施方法が

第 条 項 の規定する「一

律の実施（
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案件名（番

号は 紛争解

決機関の 番号

に対応）

申立国

【第三国参加国】
経 過

案件概要：①主な申立て事由

②パネル報告

③上級委報告

関連協定

第Ⅰ部

第Ⅱ部

記載

パネル・上級委報告

書採択

」の義務に従っ

ていないとして、米国が申立て。

②米国の申立てのうち 件につい

ては による関税分類及び関税評

価が 第 条 項 に違反する

としたが、 件については違反が

なく、また 件については米国が

の措置の違法性を十分証明して

いないとした。

③「関税措置全体について」法的

な判断を求めることはできない、

としたパネルの判断を覆したが、

事実関係が十分に審理されていな

いとして、通関制度そのものに関

する実体的判断は行わず、デジタ

ル・ビデオ・インターフェース付

き モニターの関税分類に関す

る共通関税の実施についてのみ、

第 条 項 違反を認め、そ

れ以外の の個別措置について

は、米国の申立てを退ける判断を

行った。

ー大型

民間航空機の取

引に関連する措

置

米国

【豪州、ブラジ

ル、カナダ、中

国、日本、韓

国 】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

パネル報告書配布

が上級委申立て

米が上級委申立て

上級委報告書配布

パネル・上級委報告

書採択

米国が対抗措置承認

申請

協議要請（履行確

認）

が仲裁を要請

仲裁手続を中断

パネル設置要請（履

行確認）

パネル設置（履行確

認）

履行確認パネル報告

書配布

が上級委申立（履

行確認）

① による民間大型航空機企業へ

の補助金供給は 第 、

、 、 、 、

、 、 条及び

第 条に違反するとして米国が

申立て。

③上級委は、約 億ドルの の

補助金について撤廃か米国への悪

影響除去を勧告（輸出補助金とし

て即時撤廃を求める）。

第Ⅱ部

第 章

資料編

案件名（番

号は 紛争解

決機関の 番号

に対応）

申立国

【第三国参加国】
経 過

案件概要：①主な申立て事由

②パネル報告

③上級委報告

関連協定

第Ⅰ部

第Ⅱ部

記載

、 、 、 、 、

条に違反するとしてカナダが

申立て。

米国ーカ

ナダ産軟材に対

する相殺関税措

置見直し

カナダ 協議要請

二国間合意通報

①カナダ産軟材に対する米国の相

殺関税措置見直しは補助金協定第

、 、 、 、 、

、 、 条及び 第

条に違反するとしてカナダが

申立て。

韓国ーイ

ンドネシア製紙

に対するアン

チ・ダンピング

関税

インドネシア

【カナダ、中国、

、日本、米国、

台湾】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

パネル報告書配布

パネル報告書採択

協議要請（履行確

認）

パネル設置要請（履

行確認）

パネル設置（履行確

認）

パネル報告書配布

（履行確認）

パネル報告書採択

（履行確認）

①インドネシア産の紙に対する韓

国の 協定調査は、調査開始要件

の不備、損害認定、ファクツ・ア

ベイラブル（ ）の利用等に関

し、 協定及び に違反すると

してインドネシアが申立て。

② における「二次的情報源から

の情報」に基づいて判断を行う場

合の 協定第 条及び附属書

Ⅱ 違反、損害認定に関する

条違反、機密情報の取り扱いに対

する 協定第 条違反等を認

定。他方、韓国当局による

（複数の輸出者を同一

の主体とみなすこと）の適用につ

いては、パネルは 協定に整合的

と判断した。

条パネルは、履行手続におけ

る韓国当局の再決定の 協定第

条及び附属書Ⅱ 違反等を認

定。

ーイン

ド製鉄鋼製品に

対するアンチ・

ダンピング関税

インド 協議要請

二国間合意通報

①インド製鉄鋼製品に対する の

協定税の差別的賦課は 協定第

、 、 、 条に違反する

としてインドが申立て。

メキシコ

ー 産オリーブ

オイルに対する

暫定的相殺関税

措置

協議要請 ① 産オリーブオイルに対するメ

キシコの暫定的相殺関税措置は補

助金協定第 、 、 、 、 条

及び農業協定の 、 条に違反

するとして が申立て。

ー通関

措置

米国

【アルゼンチン、

豪州、ブラジル、

中国、台湾、香

港、インド、日

本、韓国】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

パネル報告書配布

米国が上級委申立て

上級委報告書配布

① による産品の関税上の分類又

は評価に関する措置及び輸入の要

件、制限又は禁止の実施方法が

第 条 項 の規定する「一

律の実施（
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第３章 紛争案件一覧

案件名（番

号は 紛争解

決機関の 番号

に対応）

申立国

【第三国参加国】
経 過

案件概要：①主な申立て事由

②パネル報告

③上級委報告

関連協定

第Ⅰ部

第Ⅱ部

記載

ていることが正当化されるか否か

についての米国、カナダ、 間の

相違を解決するため、早急に履行

パネルを開始する旨 が当事者

に求めるよう勧告。

カナダー

ホルモン牛肉紛

争に係る義務の

継続的な延長

【豪州、ブラジ

ル、中国、台湾、

インド、メキシ

コ、ニュージーラ

ンド、ノルウェ

ー、米国】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

パネル報告書配布

が上級委申立て

米国が上級委申立て

上級委員会報告書配

布

パネル・上級委員会

報告書採択

を参照

米国ーゼ

ロイング及びサ

ンセット・レビ

ューに係る措置

日本

【中国、 、香

港、ノルウェー、

台湾（履行パネ

ル）】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

パネル報告書配布

日本が上級委申立て

米国が上級委申立て

上級委員会報告書配

布

パネル・上級委員会

報告書採択

日本があっぺい対抗

措置承認申請

米国が仲裁を要請

仲裁に付託

パネル設置要請（履

行確認）

パネル設置（履行確

認）

日米両国の合意に基

づき仲裁手続停止

パネル報告書配布

（履行確認）

米国が上級委申立て

上級委員会報告書配

布（履行確認）

パネル・上級委員会

報告書採択

日本が仲裁手続の再

開要請

日米両国の合意に基

づき仲裁手続停止

①米国の行政見直し等におけるゼ

ロイング（ダンピング・マージン

を集計する際、国内価格を上回る

価格で輸出された製品の価格デー

タを無視する手法）は 第 条

項、 項及び 協定第 、 、

、 、 、 、 、 、

、 、 、 等に違反する

として日本が申立て。

②米国の 協定手続のうち、

初回調査において、国内価格及び

輸出価格の加重平均を用いてダン

ピング率を算出する際にゼロイン

グを用いることは 協定違反で

ある、と判断しつつも、 その

他の手続（定期見直し等）におけ

るゼロイングは 協定違反では

ない、と判断。

③日本の主張を全面的に受け入

れ、個別措置を含めて、 協定手

続のほとんどにおいて、ゼロイン

グを使用することは 協定に違

反すると認定し、この点に関する

パネルの結論を破棄。

履行確認パネルの報告書では、ゼ

ロイング手法そのもの（

）、及び、ゼロイングの個別

ケースにおける適用（

）について、是正がなさ

れておらず、米国は 勧告を履

行する義務を果たしていないと認

第Ⅰ部

第 章

資料編

案件名（番

号は 紛争解

決機関の 番号

に対応）

申立国

【第三国参加国】
経 過

案件概要：①主な申立て事由

②パネル報告

③上級委報告

関連協定

第Ⅰ部

第Ⅱ部

記載

米国が上級委申立

（履行確認）

履行確認上級委報告

書配布

米国ー大

型民間航空機の

取引に関連する

措置

【豪州、ブラジ

ル、カナダ、中

国、日本、韓国】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

①米国による民間大型航空機企業

への 供給は 第 、

、 、 、 、 、

、 条及び 第 条に違

反するとして が申立て。

第Ⅱ部

第 章

インドー

台湾製製品に係

るアンチ・ダン

ピング措置

台湾 協議要請 ①台湾製製品に係るインドの 協

定措置は 、 条及び

協定第 、 、 、 、 、

、 、 、 、 、 、 、

、 、 条に違反として

台湾が申立て。

米国ー

年関税法

条

【米国】

協議要請 ①米国の 年関税法 条に基

づくダンピング決定は 協定第

、 、 条及び 第 、

に違反するとして が申立て。

米国ーホ

ルモン牛肉紛争

に係る対抗措置

の継続

【豪州、ブラジ

ル、中国、台湾、

インド、メキシ

コ、ニュージーラ

ンド、ノルウェ

ー、カナダ】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

パネル報告書配布

が上級委申立て

米国が上級委申立て

上級委員会報告書配

布

パネル・上級委員会

報告書採択

①米国によるホルモン・ケースに

係る 上の義務停止及び 製品

に対する報復関税賦課の継続は

第 、 条及び 、

、 、 、

に違反するとして が申立て。

② はホルモン・ケースにおける

自らの違反を是正したか否かにつ

いて立証していないため、

条及び 条に違反す

るとした。 また、カナダ及び

米国は の通報後も対抗措置を継

続したとして 条及び 条に

違反したと認定した。 のさ

らなる禁輸は 協定 条の要件

に合致しておらず同 条に意反

するとした。

③ についてはパネル判断を支

持し、 と はパネル判断を覆

したものの、 については事実

認定の不尽を理由に判断を行わな

かった。また、米国、カナダ及び

に対し、 が 協定違反であ

る旨の判示にしたがい非整合の措

置を改めたか、また、米国・カナ

ダが 上の義務の停止を継続し

728



第３章 紛争案件一覧

案件名（番

号は 紛争解

決機関の 番号

に対応）

申立国

【第三国参加国】
経 過

案件概要：①主な申立て事由

②パネル報告

③上級委報告

関連協定

第Ⅰ部

第Ⅱ部

記載

ていることが正当化されるか否か

についての米国、カナダ、 間の

相違を解決するため、早急に履行

パネルを開始する旨 が当事者

に求めるよう勧告。

カナダー

ホルモン牛肉紛

争に係る義務の

継続的な延長

【豪州、ブラジ

ル、中国、台湾、

インド、メキシ

コ、ニュージーラ

ンド、ノルウェ

ー、米国】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

パネル報告書配布

が上級委申立て

米国が上級委申立て

上級委員会報告書配

布

パネル・上級委員会

報告書採択

を参照

米国ーゼ

ロイング及びサ

ンセット・レビ

ューに係る措置

日本

【中国、 、香

港、ノルウェー、

台湾（履行パネ

ル）】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

パネル報告書配布

日本が上級委申立て

米国が上級委申立て

上級委員会報告書配

布

パネル・上級委員会

報告書採択

日本があっぺい対抗

措置承認申請

米国が仲裁を要請

仲裁に付託

パネル設置要請（履

行確認）

パネル設置（履行確

認）

日米両国の合意に基

づき仲裁手続停止

パネル報告書配布

（履行確認）

米国が上級委申立て

上級委員会報告書配

布（履行確認）

パネル・上級委員会

報告書採択

日本が仲裁手続の再

開要請

日米両国の合意に基

づき仲裁手続停止

①米国の行政見直し等におけるゼ

ロイング（ダンピング・マージン

を集計する際、国内価格を上回る

価格で輸出された製品の価格デー

タを無視する手法）は 第 条

項、 項及び 協定第 、 、

、 、 、 、 、 、

、 、 、 等に違反する

として日本が申立て。

②米国の 協定手続のうち、

初回調査において、国内価格及び

輸出価格の加重平均を用いてダン

ピング率を算出する際にゼロイン

グを用いることは 協定違反で

ある、と判断しつつも、 その

他の手続（定期見直し等）におけ

るゼロイングは 協定違反では

ない、と判断。

③日本の主張を全面的に受け入

れ、個別措置を含めて、 協定手

続のほとんどにおいて、ゼロイン

グを使用することは 協定に違

反すると認定し、この点に関する

パネルの結論を破棄。

履行確認パネルの報告書では、ゼ

ロイング手法そのもの（

）、及び、ゼロイングの個別

ケースにおける適用（

）について、是正がなさ

れておらず、米国は 勧告を履

行する義務を果たしていないと認

第Ⅰ部

第 章

資料編

案件名（番

号は 紛争解

決機関の 番号

に対応）

申立国

【第三国参加国】
経 過

案件概要：①主な申立て事由

②パネル報告

③上級委報告

関連協定

第Ⅰ部

第Ⅱ部

記載

米国が上級委申立

（履行確認）

履行確認上級委報告

書配布

米国ー大

型民間航空機の

取引に関連する

措置

【豪州、ブラジ

ル、カナダ、中

国、日本、韓国】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

①米国による民間大型航空機企業

への 供給は 第 、

、 、 、 、 、

、 条及び 第 条に違

反するとして が申立て。

第Ⅱ部

第 章

インドー

台湾製製品に係

るアンチ・ダン

ピング措置

台湾 協議要請 ①台湾製製品に係るインドの 協

定措置は 、 条及び

協定第 、 、 、 、 、

、 、 、 、 、 、 、

、 、 条に違反として

台湾が申立て。

米国ー

年関税法

条

【米国】

協議要請 ①米国の 年関税法 条に基

づくダンピング決定は 協定第

、 、 条及び 第 、

に違反するとして が申立て。

米国ーホ

ルモン牛肉紛争

に係る対抗措置

の継続

【豪州、ブラジ

ル、中国、台湾、

インド、メキシ

コ、ニュージーラ

ンド、ノルウェ

ー、カナダ】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

パネル報告書配布

が上級委申立て

米国が上級委申立て

上級委員会報告書配

布

パネル・上級委員会

報告書採択

①米国によるホルモン・ケースに

係る 上の義務停止及び 製品

に対する報復関税賦課の継続は

第 、 条及び 、

、 、 、

に違反するとして が申立て。

② はホルモン・ケースにおける

自らの違反を是正したか否かにつ

いて立証していないため、

条及び 条に違反す

るとした。 また、カナダ及び

米国は の通報後も対抗措置を継

続したとして 条及び 条に

違反したと認定した。 のさ

らなる禁輸は 協定 条の要件

に合致しておらず同 条に意反

するとした。

③ についてはパネル判断を支

持し、 と はパネル判断を覆

したものの、 については事実

認定の不尽を理由に判断を行わな

かった。また、米国、カナダ及び

に対し、 が 協定違反であ

る旨の判示にしたがい非整合の措

置を改めたか、また、米国・カナ

ダが 上の義務の停止を継続し
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第３章 紛争案件一覧

案件名（番

号は 紛争解

決機関の 番号

に対応）

申立国

【第三国参加国】
経 過

案件概要：①主な申立て事由

②パネル報告

③上級委報告

関連協定

第Ⅰ部

第Ⅱ部

記載

「その他」について関税率を引上

げ）は、 第 、 、 条

及び農業協定第 条に違反すると

ともに、メキシコの協定上の利益

を無効化・侵害しているとしてメ

キシコが申立て。

アルゼン

チンーオリーブ

オイル、小麦グ

ルテン及び桃缶

詰に対する相殺

関税

協議要請 ①アルゼンチンの輸入オリーブオ

イル、小麦グルテン及び桃缶詰に

対する相殺関税は、その決定にあ

たって、補助金の存在や国内産業

における「実質的な損害」の認定

等に問題があり、 第 条 項

及び 第 、 、 、 、 、

、 に違反するとして が申立

て。

メキシコ

ーグアテマラ製

鋼管へのアン

チ・ダンピング

税賦課

グアテマラ

【中国、 、ホン

ジュラス、日本、

米国】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

パネル報告書加盟国

配布

パネル報告書採択

二国間合意通報

①メキシコによるグアテマラ製鋼

管への 協定税の調査及び賦課

は、 第 条及び 協定第 、

、 、 、 、 、 、 、 条及び

附属書 に違反するとしてグアテ

マラが申立て。

②メキシコ当局が不十分な証拠に

基づいて調査開始をしたとして、

協定第 、 条違反等を認定し

た。

ブラジル

ー再生タイヤの

輸入に関する措

置

【アルゼンチン、

豪州、中国、キュ

ーバ、グアテマ

ラ、日本、韓国、

メキシコ、パラグ

アイ、台湾、タ

イ、米国】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

パネル報告書配布

が上級委申立て

上級委員会報告書配

布

パネル・上級委員会

報告書採択

が 期間について

仲裁要請

仲裁により を 月

日までと決定

シークエンス合意

①ブラジルによる再生タイヤの輸

入禁止措置、輸入禁止に伴う罰則

金制度及びメルコスール諸国に対

する同措置の適用除外は、 第

条 項、 条 項、 条 項、

条 項に違反するとして が

申立て。

②ブラジルの措置は 第 条

の例外措置への該当性を認め

たが、ブラジル国内裁判所による

仮差し止め命令に基づく中古タイ

ヤ輸入が著しい量である点は「偽

装された貿易制限」であり同条柱

書きを満たさないとして 第

条違反を認定。

③ 第 条柱書の判断について

は差別の理由・合理性に基づいて

行うべきであるとして、パネルが

採用した数量基準を否定したが、

第Ⅱ部

第 章

第Ⅱ部

第 章

資料編

案件名（番

号は 紛争解

決機関の 番号

に対応）

申立国

【第三国参加国】
経 過

案件概要：①主な申立て事由

②パネル報告

③上級委報告

関連協定

第Ⅰ部

第Ⅱ部

記載

仲裁手続停止延長

日米間で解決に向け

た覚書に合意

日本が仲裁手続取り

下げ

定された。上級委員会も、パネル

報告を全面的に支持する報告書を

発出し、米国が 勧告を履行す

る義務を果たしていないことが確

定した。

日本ー海

苔の輸入割当制

度

韓国

【中国、 、ニュ

ージーランド、米

国】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

二国間合意通報

パネル報告書 案件の

経緯のみ記載 配布

①日本における韓国産の乾燥・味

付け海苔の輸入割当制度は 第

、 条及び農業協定 条及

びライセンス協定第 、 条に

違反するとして韓国が申立て（韓

国産海苔への輸入割当を増やすと

の合意により妥結）。

米国ータ

イ産のエビに対

する暫定的アン

チ・ダンピング

措置

タイ

【日本、ブラジ

ル、 、中国、イ

ンド、エクアド

ル】

協議要請 ①ゼロイング等の手法により決定

されたタイ産のエビに対する米国

の暫定的 協定措置は、 協定第

、 、 、 、 、

条及び 第 条に違反すると

してタイが申立て。

米国ーメ

キシコ製ステン

レス鋼に対する

アンチ・ダンピ

ング決定

メキシコ

【日、 】

協議要請 ①メキシコ製ステンレス鋼に対す

る米国の 協定決定は 協定第

、 、 、 、 、 条及び

第 条 項、 項、 条 項 に違

反するとしてメキシコが申立て。

ーチリ

産サーモンに対

するセーフガー

ド措置

チリ 協議要請

チリ協議取り下げ

①チリ産のサーモンに対する の

セーフガード措置は、 協定第

、 、 条及び 第 条に違反

するとしてチリが申立て。

エジプト

ーパキスタン製

マッチに対する

アンチ・ダンピ

ング課税

パキスタン

【日本、米国、

、中国】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

二国間合意通報

①パキスタン製マッチへのエジプ

トの 協定課税に係る手続やダン

ピング決定手法は、 協定及び

の関連規定に違反するとして

パキスタンが申立て。

ーサー

モンに対するセ

ーフガード措置

最終決定

ノルウェー

【チリ】

協議要請 ① による外国産サーモンに係る

セーフガード措置（関税割当や最

低価格制度等）の最終決定は、

協定第 、 、 、 、 、 条及び

第 条に違反するとしてノ

ルウェーが申立て。

パナマー

乳製品に関する

関税分類

メキシコ 協議要請

二国間合意通報

①パナマによるミルクの加工製品

に係る関税分類の変更（従来の

「加工ミルク製品」を「粉ミル

ク」と「その他」に再分類し、
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第３章 紛争案件一覧

案件名（番

号は 紛争解

決機関の 番号

に対応）

申立国

【第三国参加国】
経 過

案件概要：①主な申立て事由

②パネル報告

③上級委報告

関連協定

第Ⅰ部

第Ⅱ部

記載

「その他」について関税率を引上

げ）は、 第 、 、 条

及び農業協定第 条に違反すると

ともに、メキシコの協定上の利益

を無効化・侵害しているとしてメ

キシコが申立て。

アルゼン

チンーオリーブ

オイル、小麦グ

ルテン及び桃缶

詰に対する相殺

関税

協議要請 ①アルゼンチンの輸入オリーブオ

イル、小麦グルテン及び桃缶詰に

対する相殺関税は、その決定にあ

たって、補助金の存在や国内産業

における「実質的な損害」の認定

等に問題があり、 第 条 項

及び 第 、 、 、 、 、

、 に違反するとして が申立

て。

メキシコ

ーグアテマラ製

鋼管へのアン

チ・ダンピング

税賦課

グアテマラ

【中国、 、ホン

ジュラス、日本、

米国】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

パネル報告書加盟国

配布

パネル報告書採択

二国間合意通報

①メキシコによるグアテマラ製鋼

管への 協定税の調査及び賦課

は、 第 条及び 協定第 、

、 、 、 、 、 、 、 条及び

附属書 に違反するとしてグアテ

マラが申立て。

②メキシコ当局が不十分な証拠に

基づいて調査開始をしたとして、

協定第 、 条違反等を認定し

た。

ブラジル

ー再生タイヤの

輸入に関する措

置

【アルゼンチン、

豪州、中国、キュ

ーバ、グアテマ

ラ、日本、韓国、

メキシコ、パラグ

アイ、台湾、タ

イ、米国】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

パネル報告書配布

が上級委申立て

上級委員会報告書配

布

パネル・上級委員会

報告書採択

が 期間について

仲裁要請

仲裁により を 月

日までと決定

シークエンス合意

①ブラジルによる再生タイヤの輸

入禁止措置、輸入禁止に伴う罰則

金制度及びメルコスール諸国に対

する同措置の適用除外は、 第

条 項、 条 項、 条 項、

条 項に違反するとして が

申立て。

②ブラジルの措置は 第 条

の例外措置への該当性を認め

たが、ブラジル国内裁判所による

仮差し止め命令に基づく中古タイ

ヤ輸入が著しい量である点は「偽

装された貿易制限」であり同条柱

書きを満たさないとして 第

条違反を認定。

③ 第 条柱書の判断について

は差別の理由・合理性に基づいて

行うべきであるとして、パネルが

採用した数量基準を否定したが、

第Ⅱ部

第 章

第Ⅱ部

第 章

資料編

案件名（番

号は 紛争解

決機関の 番号

に対応）

申立国

【第三国参加国】
経 過

案件概要：①主な申立て事由

②パネル報告

③上級委報告

関連協定

第Ⅰ部

第Ⅱ部

記載

仲裁手続停止延長

日米間で解決に向け

た覚書に合意

日本が仲裁手続取り

下げ

定された。上級委員会も、パネル

報告を全面的に支持する報告書を

発出し、米国が 勧告を履行す

る義務を果たしていないことが確

定した。

日本ー海

苔の輸入割当制

度

韓国

【中国、 、ニュ

ージーランド、米

国】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

二国間合意通報

パネル報告書 案件の

経緯のみ記載 配布

①日本における韓国産の乾燥・味

付け海苔の輸入割当制度は 第

、 条及び農業協定 条及

びライセンス協定第 、 条に

違反するとして韓国が申立て（韓

国産海苔への輸入割当を増やすと

の合意により妥結）。

米国ータ

イ産のエビに対

する暫定的アン

チ・ダンピング

措置

タイ

【日本、ブラジ

ル、 、中国、イ

ンド、エクアド

ル】

協議要請 ①ゼロイング等の手法により決定

されたタイ産のエビに対する米国

の暫定的 協定措置は、 協定第

、 、 、 、 、

条及び 第 条に違反すると

してタイが申立て。

米国ーメ

キシコ製ステン

レス鋼に対する

アンチ・ダンピ

ング決定

メキシコ

【日、 】

協議要請 ①メキシコ製ステンレス鋼に対す

る米国の 協定決定は 協定第

、 、 、 、 、 条及び

第 条 項、 項、 条 項 に違

反するとしてメキシコが申立て。

ーチリ

産サーモンに対

するセーフガー

ド措置

チリ 協議要請

チリ協議取り下げ

①チリ産のサーモンに対する の

セーフガード措置は、 協定第

、 、 条及び 第 条に違反

するとしてチリが申立て。

エジプト

ーパキスタン製

マッチに対する

アンチ・ダンピ

ング課税

パキスタン

【日本、米国、

、中国】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

二国間合意通報

①パキスタン製マッチへのエジプ

トの 協定課税に係る手続やダン

ピング決定手法は、 協定及び

の関連規定に違反するとして

パキスタンが申立て。

ーサー

モンに対するセ

ーフガード措置

最終決定

ノルウェー

【チリ】

協議要請 ① による外国産サーモンに係る

セーフガード措置（関税割当や最

低価格制度等）の最終決定は、

協定第 、 、 、 、 、 条及び

第 条に違反するとしてノ

ルウェーが申立て。

パナマー

乳製品に関する

関税分類

メキシコ 協議要請

二国間合意通報

①パナマによるミルクの加工製品

に係る関税分類の変更（従来の

「加工ミルク製品」を「粉ミル

ク」と「その他」に再分類し、
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第３章 紛争案件一覧

案件名（番

号は 紛争解

決機関の 番号

に対応）

申立国

【第三国参加国】
経 過

案件概要：①主な申立て事由

②パネル報告

③上級委報告

関連協定

第Ⅰ部

第Ⅱ部

記載

パネル設置（履行確

認）

パネル検討手続停止

（履行確認）

パネル設置根拠喪失

（履行確認）

について基準は市場の 種類のみ

であるとして、一部の論点につい

てパネルの判断を破棄した。

ーノル

ウェー産サーモ

ンへのアンチ・

ダンピング措置

ノルウェー

【カナダ、中国、

香港、日本、韓

国、米国】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

パネル報告書配布

パネル報告書採択

が履行の意思表明

について合意

終了

① によるノルウェー産養殖サー

モンのダンピング最終決定と、暫

定的な 協定税の賦課は、 第

条、 協定第 、 、 、 、

、 、 、 条の関連条項及び附

属書 と に反するとしてノルウ

ェーが申立て。

② 協定第 、 、 、 、 、 条の

関連条項について の違反を認

定。

カナダー

米国産トウモロ

コシへのアン

チ・ダンピング

及び相殺関税

米国 協議要請 ①カナダによる米国産粒トウモロ

コシへの 協定税及び相殺関税の

暫定賦課は、 協定第 、 、 、

条、 第 、 、 、

条及び 第 条に反するとして

米国が申立て。

、 、

中国ー

自動車部品の輸

入に関連する措

置

米国

カナダ

【アルゼンチン、

豪州、日本、メキ

シコ、台湾、ブラ

ジル、タイ】

協議要請（「 」

）

パネル設置要請

（「 」「 」と合併）

パネル設置

パネル報告書配布

中国が上級委申立て

上級委報告書配布

パネル・上級委報告

書採択

について合意

終了

①中国が「自動車産業発展政策」

において、輸入自動車部品が完成

車の特徴を備えていると認定され

る場合、自動車部品ではなく完成

車としての特徴を備えていると認

定し、完成車の関税率を適用する

としていることは、 第 条

項 、 条 項 、 条 項、

条 項、 条 項、 、

条、補助金協定第 条及び加盟

議定書・作業部会報告書の関連条

項に反するとして 、米国及びカ

ナダが申立て。

② 中国による当該措置は、

第 条 項にいう内国税であ

り、 第 条 項 における

「通常の関税」には当たらないと

判断。 中国による当該措置

は、同種の国内産自動車部品には

適用されず輸入品にのみ適用され

るものであり、 第 条 項に非

整合と判断。 中国による当該

措置は、同種の国内産自動車部品

資料編

案件名（番

号は 紛争解

決機関の 番号

に対応）

申立国

【第三国参加国】
経 過

案件概要：①主な申立て事由

②パネル報告

③上級委報告

関連協定

第Ⅰ部

第Ⅱ部

記載

第 条違反という結論は支

持。

ドミニカ

共和国ーコスタ

リカからの輸入

に係る外国為替

手数料

コスタリカ 協議要請 ①ドミニカ共和国の外貨取引に係

る為替手数料（ ）は、

条 項（ ）の規定する課徴金に該

当し、同条項及びその他関連条項

に違反するとしてコスタリカが申

立て。

トルコー

コメの輸入に係

る措置

米国

【アルゼンチン、

豪州、中国、エジ

プト、 、韓国、

パキスタン、タ

イ】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

パネル報告書配布

パネル報告書採択

トルコが履行の意思

通報

シークエンス合意

①トルコによる米国産米の輸入に

係る措置（譲許税率を超える税率

での輸入ライセンスの発給、関税

割当にあたっての輸入者への国産

米購入義務づけ等）は 協定

第 条、 第 、 条、農業協

定第 条及び輸入ライセンス協定

第 、 、 条に違反するとして米

国が申立て。

②農業協定第 条違反等を認定。

米国ーエ

クアドル産エビ

に対するアン

チ・ダンピング

措置

エクアドル

【ブラジル、チ

リ、中国、 、イ

ンド、日本、韓

国、メキシコ、タ

イ】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

パネル報告書配布

パネル報告書採択

①米国が、初回調査において、エ

クアドル産エビのダンピング・マ

ージン計算に「ゼロイング」手法

を使い、これに基づき 協定税の

賦課を行ったことは、 第 条

及び 協定第 条等に違反す

るとしてエクアドルが申立て。

②初回調査におけるダンピングの

最終認定及び 協定税の最終決定

におけるゼロイングの適用は、

協定第 条に反すると判断。

日本ー韓

国製 チップ

に対する相殺関

税措置

韓国

【 、米国、台湾

（履行確認パネ

ル）】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

パネル報告書加盟国

配布

日本が上級委申立て

上級委報告書配布

パネル・上級委員会

報告書採択

韓国の 第

（ ）条に基づく仲裁要請

仲裁人が を ま

でと決定

パネル設置要請（履

行確認）

シークエンス合意

①日本による韓国製

（

）に対する相殺関税賦課

は、 第 条 項、 条 項、

第 、 、 、 、 、 、 、

、 、 、 、 及び

条に反するとして韓国が申立て。

②政府による委託または指示の認

定にいて 第 条 項 の、

補助金額の算定を債務者ではなく

債権者を規準に行っている点で

条、また、 条違反を認定し

た。

③ 第 条については証拠が合理

的に結論を支持しているかについ

て判断すべきである、また、 条

第Ⅱ部

第 章
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第３章 紛争案件一覧

案件名（番

号は 紛争解

決機関の 番号

に対応）

申立国

【第三国参加国】
経 過

案件概要：①主な申立て事由

②パネル報告

③上級委報告

関連協定

第Ⅰ部

第Ⅱ部

記載

パネル設置（履行確

認）

パネル検討手続停止

（履行確認）

パネル設置根拠喪失

（履行確認）

について基準は市場の 種類のみ

であるとして、一部の論点につい

てパネルの判断を破棄した。

ーノル

ウェー産サーモ

ンへのアンチ・

ダンピング措置

ノルウェー

【カナダ、中国、

香港、日本、韓

国、米国】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

パネル報告書配布

パネル報告書採択

が履行の意思表明

について合意

終了

① によるノルウェー産養殖サー

モンのダンピング最終決定と、暫

定的な 協定税の賦課は、 第

条、 協定第 、 、 、 、

、 、 、 条の関連条項及び附

属書 と に反するとしてノルウ

ェーが申立て。

② 協定第 、 、 、 、 、 条の

関連条項について の違反を認

定。

カナダー

米国産トウモロ

コシへのアン

チ・ダンピング

及び相殺関税

米国 協議要請 ①カナダによる米国産粒トウモロ

コシへの 協定税及び相殺関税の

暫定賦課は、 協定第 、 、 、

条、 第 、 、 、

条及び 第 条に反するとして

米国が申立て。

、 、

中国ー

自動車部品の輸

入に関連する措

置

米国

カナダ

【アルゼンチン、

豪州、日本、メキ

シコ、台湾、ブラ

ジル、タイ】

協議要請（「 」

）

パネル設置要請

（「 」「 」と合併）

パネル設置

パネル報告書配布

中国が上級委申立て

上級委報告書配布

パネル・上級委報告

書採択

について合意

終了

①中国が「自動車産業発展政策」

において、輸入自動車部品が完成

車の特徴を備えていると認定され

る場合、自動車部品ではなく完成

車としての特徴を備えていると認

定し、完成車の関税率を適用する

としていることは、 第 条

項 、 条 項 、 条 項、

条 項、 条 項、 、

条、補助金協定第 条及び加盟

議定書・作業部会報告書の関連条

項に反するとして 、米国及びカ

ナダが申立て。

② 中国による当該措置は、

第 条 項にいう内国税であ

り、 第 条 項 における

「通常の関税」には当たらないと

判断。 中国による当該措置

は、同種の国内産自動車部品には

適用されず輸入品にのみ適用され

るものであり、 第 条 項に非

整合と判断。 中国による当該

措置は、同種の国内産自動車部品

資料編

案件名（番

号は 紛争解

決機関の 番号

に対応）

申立国

【第三国参加国】
経 過

案件概要：①主な申立て事由

②パネル報告

③上級委報告

関連協定

第Ⅰ部

第Ⅱ部

記載

第 条違反という結論は支

持。

ドミニカ

共和国ーコスタ

リカからの輸入

に係る外国為替

手数料

コスタリカ 協議要請 ①ドミニカ共和国の外貨取引に係

る為替手数料（ ）は、

条 項（ ）の規定する課徴金に該

当し、同条項及びその他関連条項

に違反するとしてコスタリカが申

立て。

トルコー

コメの輸入に係

る措置

米国

【アルゼンチン、

豪州、中国、エジ

プト、 、韓国、

パキスタン、タ

イ】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

パネル報告書配布

パネル報告書採択

トルコが履行の意思

通報

シークエンス合意

①トルコによる米国産米の輸入に

係る措置（譲許税率を超える税率

での輸入ライセンスの発給、関税

割当にあたっての輸入者への国産

米購入義務づけ等）は 協定

第 条、 第 、 条、農業協

定第 条及び輸入ライセンス協定

第 、 、 条に違反するとして米

国が申立て。

②農業協定第 条違反等を認定。

米国ーエ

クアドル産エビ

に対するアン

チ・ダンピング

措置

エクアドル

【ブラジル、チ

リ、中国、 、イ

ンド、日本、韓

国、メキシコ、タ

イ】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

パネル報告書配布

パネル報告書採択

①米国が、初回調査において、エ

クアドル産エビのダンピング・マ

ージン計算に「ゼロイング」手法

を使い、これに基づき 協定税の

賦課を行ったことは、 第 条

及び 協定第 条等に違反す

るとしてエクアドルが申立て。

②初回調査におけるダンピングの

最終認定及び 協定税の最終決定

におけるゼロイングの適用は、

協定第 条に反すると判断。

日本ー韓

国製 チップ

に対する相殺関

税措置

韓国

【 、米国、台湾

（履行確認パネ

ル）】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

パネル報告書加盟国

配布

日本が上級委申立て

上級委報告書配布

パネル・上級委員会

報告書採択

韓国の 第

（ ）条に基づく仲裁要請

仲裁人が を ま

でと決定

パネル設置要請（履

行確認）

シークエンス合意

①日本による韓国製

（

）に対する相殺関税賦課

は、 第 条 項、 条 項、

第 、 、 、 、 、 、 、

、 、 、 、 及び

条に反するとして韓国が申立て。

②政府による委託または指示の認

定にいて 第 条 項 の、

補助金額の算定を債務者ではなく

債権者を規準に行っている点で

条、また、 条違反を認定し

た。

③ 第 条については証拠が合理

的に結論を支持しているかについ

て判断すべきである、また、 条

第Ⅱ部

第 章
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第３章 紛争案件一覧

案件名（番

号は 紛争解

決機関の 番号

に対応）

申立国

【第三国参加国】
経 過

案件概要：①主な申立て事由

②パネル報告

③上級委報告

関連協定

第Ⅰ部

第Ⅱ部

記載

本、メキシコ、ベ

トナム】

米国が上級委申立て

上級委報告書配布

パネル・上級委報告

書採択

について合意

終了

、 、 、 ～ 、

、 、 条及び 第 、

、 条に反し、また、米国による

ボンド要求それ自体及びタイ産エ

ビ輸入への適用は、 第 、

、 、 条 項、 条 項、

条 に反するとしてタイが申

立て。

②米国の措置は 協定 条に非

整合であると認定。

③米国の措置は 協定 条に非

整合であるとしたパネル決定を支

持。 に対し、米国に 協定上

の義務の履行を求めるよう勧告す

る旨の報告書を配布。

米国－メ

キシコ製ステン

レス鋼へのダン

ピング最終決定

メキシコ

【チリ、中国、

、日本、タイ】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

パネル報告書配布

メキシコが上級委申

立て

上級委報告書配布

パネル・上級委報告

書採択

メキシコが仲裁要請

仲裁人が を

に決定

終了

シークエンス合意

メキシコが協議要請

（履行確認）

パネル設置要請（履

行確認）

パネル設置（履行確

認）

メキシコ

の申請により履行確認パネル手続

を停止

二国間合意通報

パネル報告書 案件の

経緯のみ記載 配布

①米国によるメキシコ製ステンレ

ス鋼への 協定最終決定につい

て、米国 年関税法の関連規

定、商務省の関連規則及びダンピ

ング・マージンの初回調査及び行

政見直しに係るゼロイングの適用

は、 第 条、 協定第 、

、 、 、 、 、 、

、 条及び 設立協定第

条に反するとしてメキシコが申立

て。

③初回調査 － 比較におけるゼロ

イングの 協定 条違反を認定

しつつも、定期見直しにおける違

法性を否定。

③定期見直しにおける違法性を認

定し、パネルの判断を破棄。

米国ー

・相殺関税に

基づくボンド指

令

インド

【ブラジル、中

国、 、日本、タ

イ】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

パネル報告書配布

①米国の改正ボンド指令及びイン

ド産エビへの拡張的なボンド要求

は、 協定第 、 、 、 、

、 、 、 、 、

条、 第 、 、 、 条

資料編

案件名（番

号は 紛争解

決機関の 番号

に対応）

申立国

【第三国参加国】
経 過

案件概要：①主な申立て事由

②パネル報告

③上級委報告

関連協定

第Ⅰ部

第Ⅱ部

記載

より不利な待遇

を輸入品に課してお

り、 第 条 項に非整合と判

断。

③ ～ いずれもパネルの判断

を支持し、中国に対して、 上

の義務を履行するよう が要求

するよう勧告。

中国－自

動車部品の輸入

に関連する措置

米国

【アルゼンチン、

豪州、ブラジル、

日本、メキシコ、

台湾、タイ】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

（「 」と合併）

を参照

メキシコ

ー 産オリーブ

油への相殺関税

最終決定

【カナダ、中国、

日本、ノルウェ

ー、米国】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

パネル報告書配布

パネル報告書採択

①メキシコによる 産オリーブ油

への相殺関税調査及び相殺関税の

賦課は、 第 条、補助金協定

第 、 、 、 、 、 、 、

、 、 、 条及び農業協定第

、 条に反するとして が申立

て。

②国内産業の定義について、申請

者が申請をした時点で、あるい

は、調査期間中に生産を行ってい

ない場合には国内産業を構成しな

いという の主張に対し、補助金

協定第 条では申請時点、ある

いは、調査期間中に生産を行って

いなければならないことまで求め

ているのではないとして、 の主

張を棄却した。他方、メキシコ政

府が行った 産オリーブオイルに

関する 年～ 年の期間の損

害調査は ヶ月を超過しているた

め補助金協定 条の違反を認

定した。

中国ー自

動車部品の輸入

に関連する措置

カナダ

【アルゼンチン、

豪州、ブラジル、

日本、メキシコ、

台湾、タイ】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置 ｢ ｣

と合併

を参照

米国ータ

イ産エビへの措

置

タイ

【ブラジル、チ

リ、中国、 、イ

ンド、韓国、日

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

パネル報告書配布

タイが上級委申立て

①米国によるタイ産エビへの 協

定仮決定・最終決定における「ゼ

ロイング」の適用及び算定された

ダンピング・マージンに基づく

協定税の賦課は、 協定第 、

734
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案件名（番

号は 紛争解

決機関の 番号

に対応）

申立国

【第三国参加国】
経 過

案件概要：①主な申立て事由

②パネル報告

③上級委報告

関連協定

第Ⅰ部

第Ⅱ部

記載

本、メキシコ、ベ

トナム】

米国が上級委申立て

上級委報告書配布

パネル・上級委報告

書採択

について合意

終了

、 、 、 ～ 、

、 、 条及び 第 、

、 条に反し、また、米国による

ボンド要求それ自体及びタイ産エ

ビ輸入への適用は、 第 、

、 、 条 項、 条 項、

条 に反するとしてタイが申

立て。

②米国の措置は 協定 条に非

整合であると認定。

③米国の措置は 協定 条に非

整合であるとしたパネル決定を支

持。 に対し、米国に 協定上

の義務の履行を求めるよう勧告す

る旨の報告書を配布。

米国－メ

キシコ製ステン

レス鋼へのダン

ピング最終決定

メキシコ

【チリ、中国、

、日本、タイ】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

パネル報告書配布

メキシコが上級委申

立て

上級委報告書配布

パネル・上級委報告

書採択

メキシコが仲裁要請

仲裁人が を

に決定

終了

シークエンス合意

メキシコが協議要請

（履行確認）

パネル設置要請（履

行確認）

パネル設置（履行確

認）

メキシコ

の申請により履行確認パネル手続

を停止

二国間合意通報

パネル報告書 案件の

経緯のみ記載 配布

①米国によるメキシコ製ステンレ

ス鋼への 協定最終決定につい

て、米国 年関税法の関連規

定、商務省の関連規則及びダンピ

ング・マージンの初回調査及び行

政見直しに係るゼロイングの適用

は、 第 条、 協定第 、

、 、 、 、 、 、

、 条及び 設立協定第

条に反するとしてメキシコが申立

て。

③初回調査 － 比較におけるゼロ

イングの 協定 条違反を認定

しつつも、定期見直しにおける違

法性を否定。

③定期見直しにおける違法性を認

定し、パネルの判断を破棄。

米国ー

・相殺関税に

基づくボンド指

令

インド

【ブラジル、中

国、 、日本、タ

イ】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

パネル報告書配布

①米国の改正ボンド指令及びイン

ド産エビへの拡張的なボンド要求

は、 協定第 、 、 、 、

、 、 、 、 、

条、 第 、 、 、 条

資料編

案件名（番

号は 紛争解

決機関の 番号

に対応）

申立国

【第三国参加国】
経 過

案件概要：①主な申立て事由

②パネル報告

③上級委報告

関連協定

第Ⅰ部

第Ⅱ部

記載

より不利な待遇

を輸入品に課してお

り、 第 条 項に非整合と判

断。

③ ～ いずれもパネルの判断

を支持し、中国に対して、 上

の義務を履行するよう が要求

するよう勧告。

中国－自

動車部品の輸入

に関連する措置

米国

【アルゼンチン、

豪州、ブラジル、

日本、メキシコ、

台湾、タイ】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

（「 」と合併）

を参照

メキシコ

ー 産オリーブ

油への相殺関税

最終決定

【カナダ、中国、

日本、ノルウェ

ー、米国】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

パネル報告書配布

パネル報告書採択

①メキシコによる 産オリーブ油

への相殺関税調査及び相殺関税の

賦課は、 第 条、補助金協定

第 、 、 、 、 、 、 、

、 、 、 条及び農業協定第

、 条に反するとして が申立

て。

②国内産業の定義について、申請

者が申請をした時点で、あるい

は、調査期間中に生産を行ってい

ない場合には国内産業を構成しな

いという の主張に対し、補助金

協定第 条では申請時点、ある

いは、調査期間中に生産を行って

いなければならないことまで求め

ているのではないとして、 の主

張を棄却した。他方、メキシコ政

府が行った 産オリーブオイルに

関する 年～ 年の期間の損

害調査は ヶ月を超過しているた

め補助金協定 条の違反を認

定した。

中国ー自

動車部品の輸入

に関連する措置

カナダ

【アルゼンチン、

豪州、ブラジル、

日本、メキシコ、

台湾、タイ】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置 ｢ ｣

と合併

を参照

米国ータ

イ産エビへの措

置

タイ

【ブラジル、チ

リ、中国、 、イ

ンド、韓国、日

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

パネル報告書配布

タイが上級委申立て

①米国によるタイ産エビへの 協

定仮決定・最終決定における「ゼ

ロイング」の適用及び算定された

ダンピング・マージンに基づく

協定税の賦課は、 協定第 、
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第３章 紛争案件一覧

案件名（番

号は 紛争解

決機関の 番号

に対応）

申立国

【第三国参加国】
経 過

案件概要：①主な申立て事由

②パネル報告

③上級委報告

関連協定

第Ⅰ部

第Ⅱ部

記載

条及び 設立協定第

条等に反するとしてアルゼンチン

が申立て。

米国ーゼ

ロイング手法の

維持と継続的な

適用

【ブラジル、中

国、エジプト、イ

ンド、日本、韓

国、メキシコ、ノ

ルウェー、台湾、

タイ】

協議要請

が追加協議を要請

がパネル設置要請

パネル設置

パネル報告書配布

が上級委申立て

米国が上級委申立て

上級委報告書配布

パネル・上級委報告

書採択

について合意

終了

シークエンス合意

米 間で解決に向け

た覚書に合意

①米国によるダンピング・マージ

ンの行政見直し最終決定における

ゼロイング適用の維持は、 協定

第 、 、 、 、 、

、 、 、 条、 第

条及び 設立協定第 条に

反するとして が申立て。

②③米国によるイタリアのボール

ベアリング等に対する 協定調査

にあたってゼロイングが用いられ

たことについて争われた本件につ

いて、米国のゼロイング等 協定

条に違反しており 非整合と

し、 が米国に対し、それらの

措置を 協定整合的に改めるよ

う求めるよう勧告。

チリー乳

製品への暫定セ

ーフガード措置

アルゼンチン

【米国】

協議要請

アルゼンチンがパネ

ル設置要請

パネル設置

アルゼンチン、パネ

ル手続停止要請

パネル停止

パネル設置根拠喪失

①チリによる乳製品への暫定 協

定措置は、 第 、 条及び

協定第 、 、 、 、 、

条に反するとしてアルゼンチンが

申立て。

インド－

産ワイン・蒸

留酒の輸入・販

売に関連する措

置

【豪州、チリ、日

本、米国】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

パネル手続停止要請

パネル停止

パネル設置根拠喪失

①インドによる 産ワイン・蒸留

酒への追加関税、特別追加関税の

賦課及びインドの 州に

よる同産品への流通規制の適用

が、 第 条 項 、 条

項・ 項、 条に反するとして

が申立て。

パネル会合前にインドがワイン・

蒸留酒への追加関税の撤廃の通達

を発出したことを受け、 はパネ

ル進行停止を要請。

米国ー大

型民間航空機の

取引に関連する

措置（二次申立

て）

【豪州、ブラジ

ル、カナダ、中

国、日本、韓国】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

パネル報告書配布

米国上級委申立て

上級委報告書配布

①米国による民間大型航空機企業

への補助金供給は 第 、

、 、 、 、 、

、 条及び 第 条 項に

違反するとして が申立て（先行

していた への付託事項を拡

張するための二次申立て）。

第Ⅱ部

第 章

資料編

案件名（番

号は 紛争解

決機関の 番号

に対応）

申立国

【第三国参加国】
経 過

案件概要：①主な申立て事由

②パネル報告

③上級委報告

関連協定

第Ⅰ部

第Ⅱ部

記載

インドが上級委申立

て

米国が上級委申立て

上級委員会報告書配

布

パネル・上級委員会

報告書採択

について合意

終了

項、 項、 、 、 条及び補

助金協定第 、 、 、

、 、 、 条に反す

るとしてインドが申立て。

②米国の措置は 協定 条に非

整合であると認定。

③米国の措置は 協定 条に非

整合であるとしたパネルの決定を

支持。 に対し、米国に 協定

上の義務の履行を求めるよう勧告

する旨の報告書を配布。

米国－ア

ルゼンチン製油

井管への 行政

見直し

アルゼンチン 協議要請 ①米国のアルゼンチン製油井管へ

の 協定行政見直しは、 協定第

、 、 、 、 、 、

、 、 、 、

条、附属書Ⅱ及び 第 条に反

し、また、ダンピング・マージン

の算定に関する米国 年関税法

の規定は 協定第 条及び

第 条に反するとしてアルゼ

ンチンが申立て。

ー大型

民間航空機の取

引に関連する措

置（二次申立

て）

米国

【豪州、ブラジ

ル、カナダ、中

国、日本、韓国】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

米国がパネル手続の

一時停止を要請

パネル設置根拠喪失

① による民間大型航空機企業へ

の補助金供給は補助金協定第

、 、 、 、

、 、 、 条

及び 第 、 条に違反す

るとして米国が申立て（先行して

いた への付託事項を拡張す

るための二次申立て）。

第Ⅱ部

第 章

コロンビ

アーパナマから

の物品輸入に関

する税関措置

パナマ 協議要請

二国間合意通報

①コロンビアによるパナマからの

物品輸入に関する税関措置（関税

額の算定方法、輸入港の制限、イ

ンボイスへの追加的な情報記載要

求）は、関税評価協定第 、 、

条及び附属書Ⅰ総則、 第 条

項、 条 項 、 条 項、 条

項、 条 項 、 条 項、

条 項に反するとしてパナマが申

立て。

ーニン

ニクへの関税割

当関連措置

アルゼンチン 協議要請 ①二国間合意に基づく の中国産

生・冷凍ニンニクへの関税割当枠

拡大は、他国が交渉によって得た

権利を損なうものであり、地域貿

易協定に関する 第 条

項、譲許表の修正に関する 第
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第３章 紛争案件一覧

案件名（番

号は 紛争解

決機関の 番号

に対応）

申立国

【第三国参加国】
経 過

案件概要：①主な申立て事由

②パネル報告

③上級委報告

関連協定

第Ⅰ部

第Ⅱ部

記載

条及び 設立協定第

条等に反するとしてアルゼンチン

が申立て。

米国ーゼ

ロイング手法の

維持と継続的な

適用

【ブラジル、中

国、エジプト、イ

ンド、日本、韓

国、メキシコ、ノ

ルウェー、台湾、

タイ】

協議要請

が追加協議を要請

がパネル設置要請

パネル設置

パネル報告書配布

が上級委申立て

米国が上級委申立て

上級委報告書配布

パネル・上級委報告

書採択

について合意

終了

シークエンス合意

米 間で解決に向け

た覚書に合意

①米国によるダンピング・マージ

ンの行政見直し最終決定における

ゼロイング適用の維持は、 協定

第 、 、 、 、 、

、 、 、 条、 第

条及び 設立協定第 条に

反するとして が申立て。

②③米国によるイタリアのボール

ベアリング等に対する 協定調査

にあたってゼロイングが用いられ

たことについて争われた本件につ

いて、米国のゼロイング等 協定

条に違反しており 非整合と

し、 が米国に対し、それらの

措置を 協定整合的に改めるよ

う求めるよう勧告。

チリー乳

製品への暫定セ

ーフガード措置

アルゼンチン

【米国】

協議要請

アルゼンチンがパネ

ル設置要請

パネル設置

アルゼンチン、パネ

ル手続停止要請

パネル停止

パネル設置根拠喪失

①チリによる乳製品への暫定 協

定措置は、 第 、 条及び

協定第 、 、 、 、 、

条に反するとしてアルゼンチンが

申立て。

インド－

産ワイン・蒸

留酒の輸入・販

売に関連する措

置

【豪州、チリ、日

本、米国】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

パネル手続停止要請

パネル停止

パネル設置根拠喪失

①インドによる 産ワイン・蒸留

酒への追加関税、特別追加関税の

賦課及びインドの 州に

よる同産品への流通規制の適用

が、 第 条 項 、 条

項・ 項、 条に反するとして

が申立て。

パネル会合前にインドがワイン・

蒸留酒への追加関税の撤廃の通達

を発出したことを受け、 はパネ

ル進行停止を要請。

米国ー大

型民間航空機の

取引に関連する

措置（二次申立

て）

【豪州、ブラジ

ル、カナダ、中

国、日本、韓国】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

パネル報告書配布

米国上級委申立て

上級委報告書配布

①米国による民間大型航空機企業

への補助金供給は 第 、

、 、 、 、 、

、 条及び 第 条 項に

違反するとして が申立て（先行

していた への付託事項を拡

張するための二次申立て）。

第Ⅱ部

第 章

資料編

案件名（番

号は 紛争解

決機関の 番号

に対応）

申立国

【第三国参加国】
経 過

案件概要：①主な申立て事由

②パネル報告

③上級委報告

関連協定

第Ⅰ部

第Ⅱ部

記載

インドが上級委申立

て

米国が上級委申立て

上級委員会報告書配

布

パネル・上級委員会

報告書採択

について合意

終了

項、 項、 、 、 条及び補

助金協定第 、 、 、

、 、 、 条に反す

るとしてインドが申立て。

②米国の措置は 協定 条に非

整合であると認定。

③米国の措置は 協定 条に非

整合であるとしたパネルの決定を

支持。 に対し、米国に 協定

上の義務の履行を求めるよう勧告

する旨の報告書を配布。

米国－ア

ルゼンチン製油

井管への 行政

見直し

アルゼンチン 協議要請 ①米国のアルゼンチン製油井管へ

の 協定行政見直しは、 協定第

、 、 、 、 、 、

、 、 、 、

条、附属書Ⅱ及び 第 条に反

し、また、ダンピング・マージン

の算定に関する米国 年関税法

の規定は 協定第 条及び

第 条に反するとしてアルゼ

ンチンが申立て。

ー大型

民間航空機の取

引に関連する措

置（二次申立

て）

米国

【豪州、ブラジ

ル、カナダ、中

国、日本、韓国】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

米国がパネル手続の

一時停止を要請

パネル設置根拠喪失

① による民間大型航空機企業へ

の補助金供給は補助金協定第

、 、 、 、

、 、 、 条

及び 第 、 条に違反す

るとして米国が申立て（先行して

いた への付託事項を拡張す

るための二次申立て）。

第Ⅱ部

第 章

コロンビ

アーパナマから

の物品輸入に関

する税関措置

パナマ 協議要請

二国間合意通報

①コロンビアによるパナマからの

物品輸入に関する税関措置（関税

額の算定方法、輸入港の制限、イ

ンボイスへの追加的な情報記載要

求）は、関税評価協定第 、 、

条及び附属書Ⅰ総則、 第 条

項、 条 項 、 条 項、 条

項、 条 項 、 条 項、

条 項に反するとしてパナマが申

立て。

ーニン

ニクへの関税割

当関連措置

アルゼンチン 協議要請 ①二国間合意に基づく の中国産

生・冷凍ニンニクへの関税割当枠

拡大は、他国が交渉によって得た

権利を損なうものであり、地域貿

易協定に関する 第 条

項、譲許表の修正に関する 第
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第３章 紛争案件一覧

案件名（番

号は 紛争解

決機関の 番号

に対応）

申立国

【第三国参加国】
経 過

案件概要：①主な申立て事由

②パネル報告

③上級委報告

関連協定

第Ⅰ部

第Ⅱ部

記載

パネル議長がパネル

停止を表明

パネル設置根拠喪失

米国ート

ウモロコシ他農

産品への補助金

等国内支持

カナダ

【アルゼンチン、

豪州、 、ニカラ

グア、タイ、チ

リ、中国、イン

ド、メキシコ、ニ

ュージーランド、

南ア、台湾、日

本】

協議要請

カナダ、パネル設置

要請 この要請を取り下

げ）

パネル設置要請

パネル設置 と

併合

①米国による米国内のトウモロコ

シ及びその他農産品の生産者・輸

出者への補助金その他国内支持

は、補助金協定第 、 、

、 条及び農業協定第

、 、 、 、 条に反す

るとしてカナダが申立て。

中国ー租

税その他支払の

還付、減額及び

免除

米国

【日本、豪州、

、メキシコ、カ

ナダ】

協議要請

米国が追加協議要請

米国がパネル設置要

請

パネル設置 と

合併）

中国と米国で本件に

ついて合意

①中国による輸出型企業を対象と

した租税その他支払の還付、減額

及び免除措置が、 第 条、

第 条 項、 条及び中国の

加盟議定書・作業部会報告書の関

連規定に反するとして米国が申立

て。

加盟議定書

中国－租

税その他支払の

還付、減額及び

免除

メキシコ

【豪州、カナダ、

チリ、 、日本、

台湾、トルコ、ア

ルゼンチン、コロ

ンビア、エジプ

ト】

協議要請

メキシコが追加協議

要請

メキシコがパネル設

置要請

パネル設置 と

合併）

中国とメキシコで本

件について合意

①メキシコは、中国による輸出型

企業を対象とした租税その他支払

の還付、減額及び免除措置は、補

助金協定、 、が、 第 条、

第 条 項、 条及び中

国の加盟議定書・作業部会報告書

の関連規定に反するとしてメキシ

コが申立て。

加盟議定書

インド－

米国からの輸入

に対する追加関

税及び特別追加

関税

米国

【豪州、チリ、

、日本、べトナ

ム】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

パネル報告書配布

米国が上級委申立て

インドが上級委申立

て

上級委報告書配布

パネル・上級委報告

書採択

①米国は、インドによる米国から

の輸入品、とりわけワイン及び蒸

留酒の輸入に対する追加関税及び

特別追加関税は、インドの関税譲

許表に反しており、 に非整合

として申立て。

②パネルは、米国のインドによる

アルコール飲料への追加関税が

第 条に非整合であることの

立証が不十分であり、また、米国

がインドによる特別追加関税が

第 条に非整合であることの

立証を行えていないとした。

③上級委は 条 項 の解釈に

ついて理由が無いとして退けたも

のの違反人手は認め、また、 条

資料編

案件名（番

号は 紛争解

決機関の 番号

に対応）

申立国

【第三国参加国】
経 過

案件概要：①主な申立て事由

②パネル報告

③上級委報告

関連協定

第Ⅰ部

第Ⅱ部

記載

パネル報告書・上級

委報告書採択

シークエンス合意

米国が違反措置を是

正（ は不同意）

が協議要請（履行

確認）

が対抗措置承認申

請

がパネル設置要請

（履行確認）

米国が仲裁を申請

仲裁に付託

パネル設置（履行確

認）

仲裁手続の停止

パネル報告書配布

（履行確認）

ＥＵが上級委申立

（履行確認

米国が上級委申立

（履行確認）

カナダー

ワインとビール

への課税免除・

減額

協議要請

カナダ、 が相互合

意

①カナダによるカナダ産ワインへ

の課税免除及びカナダ産ビールへ

の課税額の減額措置は、 第

条 項、 項、補助金協定第

、 条に反するとして

が申立て。

ブラジル

ーアルゼンチン

産の樹脂に対す

る 措置

アルゼンチン

【日本、 、台

湾、米国】

協議要請

アルゼンチンがパネ

ル設置要請

パネル措置

パネル手続停止

パネル設置根拠喪失

①ブラジルによるアルゼンチン産

樹脂への 協定調査、決定及び

協定税の賦課は 協定第 、

、 、 、 、

、 、 、 、 、 、 条

及び 第 条に反し、また、ダ

ンピング決定の見直し手続は 協

定第 、 及び 第 条等に

反するとしてアルゼンチンが申立

て。

チリー乳

製品への確定セ

ーフガード措置

アルゼンチン

【米国】

協議要請

アルゼンチンがパネ

ル設置要請

パネル設置

アルゼンチンがパネ

ル手続の停止要請

①チリによる乳製品への確定セー

フガード措置は、 第 、 条

及びセーフガード協定第 、 、

、 、 、 条等に反する

としてアルゼンチンが申立て。
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第３章 紛争案件一覧

案件名（番

号は 紛争解

決機関の 番号

に対応）

申立国

【第三国参加国】
経 過

案件概要：①主な申立て事由

②パネル報告

③上級委報告

関連協定

第Ⅰ部

第Ⅱ部

記載

パネル議長がパネル

停止を表明

パネル設置根拠喪失

米国ート

ウモロコシ他農

産品への補助金

等国内支持

カナダ

【アルゼンチン、

豪州、 、ニカラ

グア、タイ、チ

リ、中国、イン

ド、メキシコ、ニ

ュージーランド、

南ア、台湾、日

本】

協議要請

カナダ、パネル設置

要請 この要請を取り下

げ）

パネル設置要請

パネル設置 と

併合

①米国による米国内のトウモロコ

シ及びその他農産品の生産者・輸

出者への補助金その他国内支持

は、補助金協定第 、 、

、 条及び農業協定第

、 、 、 、 条に反す

るとしてカナダが申立て。

中国ー租

税その他支払の

還付、減額及び

免除

米国

【日本、豪州、

、メキシコ、カ

ナダ】

協議要請

米国が追加協議要請

米国がパネル設置要

請

パネル設置 と

合併）

中国と米国で本件に

ついて合意

①中国による輸出型企業を対象と

した租税その他支払の還付、減額

及び免除措置が、 第 条、

第 条 項、 条及び中国の

加盟議定書・作業部会報告書の関

連規定に反するとして米国が申立

て。

加盟議定書

中国－租

税その他支払の

還付、減額及び

免除

メキシコ

【豪州、カナダ、

チリ、 、日本、

台湾、トルコ、ア

ルゼンチン、コロ

ンビア、エジプ

ト】

協議要請

メキシコが追加協議

要請

メキシコがパネル設

置要請

パネル設置 と

合併）

中国とメキシコで本

件について合意

①メキシコは、中国による輸出型

企業を対象とした租税その他支払

の還付、減額及び免除措置は、補

助金協定、 、が、 第 条、

第 条 項、 条及び中

国の加盟議定書・作業部会報告書

の関連規定に反するとしてメキシ

コが申立て。

加盟議定書

インド－

米国からの輸入

に対する追加関

税及び特別追加

関税

米国

【豪州、チリ、

、日本、べトナ

ム】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

パネル報告書配布

米国が上級委申立て

インドが上級委申立

て

上級委報告書配布

パネル・上級委報告

書採択

①米国は、インドによる米国から

の輸入品、とりわけワイン及び蒸

留酒の輸入に対する追加関税及び

特別追加関税は、インドの関税譲

許表に反しており、 に非整合

として申立て。

②パネルは、米国のインドによる

アルコール飲料への追加関税が

第 条に非整合であることの

立証が不十分であり、また、米国

がインドによる特別追加関税が

第 条に非整合であることの

立証を行えていないとした。

③上級委は 条 項 の解釈に

ついて理由が無いとして退けたも

のの違反人手は認め、また、 条

資料編

案件名（番

号は 紛争解

決機関の 番号

に対応）

申立国

【第三国参加国】
経 過

案件概要：①主な申立て事由

②パネル報告

③上級委報告

関連協定

第Ⅰ部

第Ⅱ部

記載

パネル報告書・上級

委報告書採択

シークエンス合意

米国が違反措置を是

正（ は不同意）

が協議要請（履行

確認）

が対抗措置承認申

請

がパネル設置要請

（履行確認）

米国が仲裁を申請

仲裁に付託

パネル設置（履行確

認）

仲裁手続の停止

パネル報告書配布

（履行確認）

ＥＵが上級委申立

（履行確認

米国が上級委申立

（履行確認）

カナダー

ワインとビール

への課税免除・

減額

協議要請

カナダ、 が相互合

意

①カナダによるカナダ産ワインへ

の課税免除及びカナダ産ビールへ

の課税額の減額措置は、 第

条 項、 項、補助金協定第

、 条に反するとして

が申立て。

ブラジル

ーアルゼンチン

産の樹脂に対す

る 措置

アルゼンチン

【日本、 、台

湾、米国】

協議要請

アルゼンチンがパネ

ル設置要請

パネル措置

パネル手続停止

パネル設置根拠喪失

①ブラジルによるアルゼンチン産

樹脂への 協定調査、決定及び

協定税の賦課は 協定第 、

、 、 、 、

、 、 、 、 、 、 条

及び 第 条に反し、また、ダ

ンピング決定の見直し手続は 協

定第 、 及び 第 条等に

反するとしてアルゼンチンが申立

て。

チリー乳

製品への確定セ

ーフガード措置

アルゼンチン

【米国】

協議要請

アルゼンチンがパネ

ル設置要請

パネル設置

アルゼンチンがパネ

ル手続の停止要請

①チリによる乳製品への確定セー

フガード措置は、 第 、 条

及びセーフガード協定第 、 、

、 、 、 条等に反する

としてアルゼンチンが申立て。
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第３章 紛争案件一覧

案件名（番

号は 紛争解

決機関の 番号

に対応）

申立国

【第三国参加国】
経 過

案件概要：①主な申立て事由

②パネル報告

③上級委報告

関連協定

第Ⅰ部

第Ⅱ部

記載

中国が違反措置を是

正（米国は不同意）

フィルムに関し、二

国間で解決に向けた覚書に合意

上記覚書の内容を

に通知

中国が の勧告を履

行した旨報告

断、 出版物、電子的形態の音

声記録製品、音響映像娯楽製品の

流通に関する措置について、

第 、 条違反と判断、 輸

入出版物を不利な競争条件におく

措置について、 第 条 項違

反と判断。

③ ・ に係る中国の上訴に対

し、パネル報告書の判断を支持。

他方、加盟議定書違反に対する

第 条 の例外規定の適用

可能性の問題について、適用可能

と判断（パネル報告書は判断を避

けた）。

－バナ

ナ輸入制度

パナマ 協議要請

二国間合意通報

①パナマは、 が 年 月 日よ

り適用しているバナナの輸入制度

に関し、同制度は 諸国及び

間で差別的となっており。 に

非整合として申立て。

米国－農

産品に対する国

内補助及び輸出

信用

ブラジル

【アルゼンチン、

豪州、チリ、中

国、 、インド、

日本、メキシコ、

ニュージーラン

ド、ニカラグア、

南アフリカ、台

湾、タイ、トル

コ、ウルグアイ】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置 と

併合

参照

コロンビ

ア－入港規制

パナマ

【エクアドル、

、グアテマラ、

ホンジュラス、イ

ンド、台湾、米

国、中国、トル

コ】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

パネル報告書配布

パネル報告書採択

シークエンス合意

①パナマは、コロンビアが物品販

売税の算出方法において指示価格

を利用していることは、 及び

関税評価協定に非整合として申立

て。

②指示価格設定について関税評価

協定非整合、指示価格措置に係る

入港に関する措置について 第

条（最恵国待遇）、 条（通過の

自由）、 条（数量制限の禁止）

に非整合、更に、コロンビアによ

る入港措置について 第 条に

よる正当化主張を却下。コロンビ

アに対し、当該措置を関税評価協

定・ 上の義務に適合するよう

勧告。

第Ⅱ部

第 章

資料編

案件名（番

号は 紛争解

決機関の 番号

に対応）

申立国

【第三国参加国】
経 過

案件概要：①主な申立て事由

②パネル報告

③上級委報告

関連協定

第Ⅰ部

第Ⅱ部

記載

項 についても、パネルの量的な

比較は不要であるとの判断を覆し

量的及び質的な比較が必要な旨判

断した。

－バナ

ナ輸入制度

コロンビア 協議要請

二国間合意通報

①コロンビアは、 が 年 月

日より適用しているバナナの輸入

制度に関し、同制度は 諸国及

び 間で差別的となっており。

に非整合として申立て。

中国－知

的財産権問題

米国

【アルゼンチン、

、日本、メキシ

コ、台湾、豪州、

ブラジル、カナ

ダ、インド、韓

国、タイ、トル

コ】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

パネル報告書配布

パネル報告書採択

シークエンス合意

①米国は、中国における、 商

標模倣及び著作権侵害行為に係る

刑事手続及び刑事罰の扱い、

著作権侵害によって中国税関当局

に押収された物品、 不正な模

倣品及び版権を有する製品の不法

流通に係る刑事手続及び刑事罰の

適用範囲、 著作権及び権利保

護の拒否並びに執行に関し、

協定に非整合として申立て。

② の税関措置に関し、商標の

単なる除去で十分であるとの点に

ついては 協定第 条に非整

合、 について同協定第 条、

条に非整合として米国の主張

を是認する一方、 及び につ

いて、米国は刑事罰の閾値が同協

定第 条に非整合であることに関

して挙証責任を果たしておらず、

について、税関措置のうち、

侵害物品を競売に付しているとの

点について、米国は同協定第 条

に非整合であることに関して挙証

責任を果たしていないと判断。

中国－著

作権物に係る市

場アクセス問題

米国

【 、日本、豪

州、韓国、台湾】

協議要請

米国が追加協議要請

パネル設置要請

パネル設置

パネル報告書配布

中国が上級委申立て

米国が上級委申立て

上級委員会報告書配

布

パネル・上級委報告

書採択

シークエンス合意

①米国は、中国による出版物及び

音響映像製品の輸入・流通制限

は、中国の加盟議定書、 及び

に非整合として申立て。

② 外資事業者が書籍・映像製

品・劇場用フィルム等の輸入事業

に従事することを禁止する措置等

につき、貿易権を付与していない

として加盟議定書及び加盟作業部

会報告書違反、かつ、 第 条

（公徳の保護のために必要な

措置）により正当化されないと判

加盟議定書

第Ⅱ部

第 章
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第３章 紛争案件一覧

案件名（番

号は 紛争解

決機関の 番号

に対応）

申立国

【第三国参加国】
経 過

案件概要：①主な申立て事由

②パネル報告

③上級委報告

関連協定

第Ⅰ部

第Ⅱ部

記載

中国が違反措置を是

正（米国は不同意）

フィルムに関し、二

国間で解決に向けた覚書に合意

上記覚書の内容を

に通知

中国が の勧告を履

行した旨報告

断、 出版物、電子的形態の音

声記録製品、音響映像娯楽製品の

流通に関する措置について、

第 、 条違反と判断、 輸

入出版物を不利な競争条件におく

措置について、 第 条 項違

反と判断。

③ ・ に係る中国の上訴に対

し、パネル報告書の判断を支持。

他方、加盟議定書違反に対する

第 条 の例外規定の適用

可能性の問題について、適用可能

と判断（パネル報告書は判断を避

けた）。

－バナ

ナ輸入制度

パナマ 協議要請

二国間合意通報

①パナマは、 が 年 月 日よ

り適用しているバナナの輸入制度

に関し、同制度は 諸国及び

間で差別的となっており。 に

非整合として申立て。

米国－農

産品に対する国

内補助及び輸出

信用

ブラジル

【アルゼンチン、

豪州、チリ、中

国、 、インド、

日本、メキシコ、

ニュージーラン

ド、ニカラグア、

南アフリカ、台

湾、タイ、トル

コ、ウルグアイ】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置 と

併合

参照

コロンビ

ア－入港規制

パナマ

【エクアドル、

、グアテマラ、

ホンジュラス、イ

ンド、台湾、米

国、中国、トル

コ】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

パネル報告書配布

パネル報告書採択

シークエンス合意

①パナマは、コロンビアが物品販

売税の算出方法において指示価格

を利用していることは、 及び

関税評価協定に非整合として申立

て。

②指示価格設定について関税評価

協定非整合、指示価格措置に係る

入港に関する措置について 第

条（最恵国待遇）、 条（通過の

自由）、 条（数量制限の禁止）

に非整合、更に、コロンビアによ

る入港措置について 第 条に

よる正当化主張を却下。コロンビ

アに対し、当該措置を関税評価協

定・ 上の義務に適合するよう

勧告。

第Ⅱ部

第 章

資料編

案件名（番

号は 紛争解

決機関の 番号

に対応）

申立国

【第三国参加国】
経 過

案件概要：①主な申立て事由

②パネル報告

③上級委報告

関連協定

第Ⅰ部

第Ⅱ部

記載

項 についても、パネルの量的な

比較は不要であるとの判断を覆し

量的及び質的な比較が必要な旨判

断した。

－バナ

ナ輸入制度

コロンビア 協議要請

二国間合意通報

①コロンビアは、 が 年 月

日より適用しているバナナの輸入

制度に関し、同制度は 諸国及

び 間で差別的となっており。

に非整合として申立て。

中国－知

的財産権問題

米国

【アルゼンチン、

、日本、メキシ

コ、台湾、豪州、

ブラジル、カナ

ダ、インド、韓

国、タイ、トル

コ】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

パネル報告書配布

パネル報告書採択

シークエンス合意

①米国は、中国における、 商

標模倣及び著作権侵害行為に係る

刑事手続及び刑事罰の扱い、

著作権侵害によって中国税関当局

に押収された物品、 不正な模

倣品及び版権を有する製品の不法

流通に係る刑事手続及び刑事罰の

適用範囲、 著作権及び権利保

護の拒否並びに執行に関し、

協定に非整合として申立て。

② の税関措置に関し、商標の

単なる除去で十分であるとの点に

ついては 協定第 条に非整

合、 について同協定第 条、

条に非整合として米国の主張

を是認する一方、 及び につ

いて、米国は刑事罰の閾値が同協

定第 条に非整合であることに関

して挙証責任を果たしておらず、

について、税関措置のうち、

侵害物品を競売に付しているとの

点について、米国は同協定第 条

に非整合であることに関して挙証

責任を果たしていないと判断。

中国－著

作権物に係る市

場アクセス問題

米国

【 、日本、豪

州、韓国、台湾】

協議要請

米国が追加協議要請

パネル設置要請

パネル設置

パネル報告書配布

中国が上級委申立て

米国が上級委申立て

上級委員会報告書配

布

パネル・上級委報告

書採択

シークエンス合意

①米国は、中国による出版物及び

音響映像製品の輸入・流通制限

は、中国の加盟議定書、 及び

に非整合として申立て。

② 外資事業者が書籍・映像製

品・劇場用フィルム等の輸入事業

に従事することを禁止する措置等

につき、貿易権を付与していない

として加盟議定書及び加盟作業部

会報告書違反、かつ、 第 条

（公徳の保護のために必要な

措置）により正当化されないと判

加盟議定書

第Ⅱ部

第 章

741

　　　　　　　　　

第
３
章
紛
争
案
件
一
覧

　　　資
料
編



第３章 紛争案件一覧

案件名（番

号は 紛争解

決機関の 番号

に対応）

申立国

【第三国参加国】
経 過

案件概要：①主な申立て事由

②パネル報告

③上級委報告

関連協定

第Ⅰ部

第Ⅱ部

記載

、 及び 協定に非整合と

して申立て。

タイ－フ

ィリピン産のタ

バコに対する税

関に於ける措置

フィリピン

【豪州、 、台

湾、米国、中国、

インド】

履行確認

【豪州、カナダ、

中国、 、日本、

ロシア、シンガポ

ール、米国】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

パネル報告書配布

タイが上級委申立て

上級委報告書配布

パネル・上級委報告

書採択

シークエンス合意

タイ、違反措置を是

正（フィリピンは不同意）

フィリピンが協議要

請（履行確認）

パネル設置要請（履

行確認）

履行確認パネル設置

フィリピンが第二回

履行確認パネル設置要請

第二回履行確認パネ

ル設置

履行確認パネル報告

書配布（第一回）

①フィリピンは、フィリピン産タ

バコに係るタイの関税評価、物品

税、販売ライセンス要求等の財政

及び税関措置並びにタバコ輸入に

関する関税評価措置が、 及び

に非整合として申立て。

②タイの関税当局は、輸入者及び

販売者間の取引状況を適切に評価

していないとし、関税評価協定第

１条に違反していると判断した

他、タイ関税当局の手続きは関税

評価協定第 条等に違反している

と判断。また、タイは輸入タバコ

に対し超過課税しているとし、

第 条第 項に違反している

と判断し、関連法案・規制等を公

表していないとし、 第 条に

も違反していると判断。

③上級委はパネル判断を全面的に

支持。

中国－金

融情報に係る配

信規制

協議要請

二国間合意通報

① 、米国、カナダは、中国にお

いて、外国の金融情報供給者が新

華社に指名された主体 を

通じて提供することを求められて

いることは、 及び加盟議定書

に非整合として申立て。

加盟議定書

中国－金

融情報に係る配

信規制

米国 協議要請

二国間合意通報

参照

加盟議定書

南アフリ

カ－非コート紙

に対する 措置

インドネシア 協議要請

インドネシア、協議

要請取り下げ

①インドネシアは、南アフリカに

よるインドネシア産非コート紙に

対する 協定措置のサンセット・

レビューにて、 協定措置終了が

決定されたにも関わらず 協定税

が継続賦課されていることは、

協定に非整合として申立て。

－ 製

品の関税上の取

扱い

米国

【ブラジル、中

国、香港、イン

ド、韓国、フィリ

ピン、タイ、ベト

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

パネル報告書配布

パネル報告書採択

①米国、日本、台湾は、 及びそ

の加盟国の 製品に対して、

下での関税譲許率を上回ってお

り、 に非整合として申立て。

資料編

案件名（番

号は 紛争解

決機関の 番号

に対応）

申立国

【第三国参加国】
経 過

案件概要：①主な申立て事由

②パネル報告

③上級委報告

関連協定

第Ⅰ部

第Ⅱ部

記載

豪州－ニ

ュージーランド

からのリンゴ輸

入に関する措置

ニュージーランド

【チリ、 、日

本、台湾、米国、

パキスタン】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

パネル報告書配布

豪州が上級委申立て

ニュージーランドが

上級委申立て

上級委報告書配布

パネル・上級委報告

書採択

シークエンス合意

①ニュージーランドは、豪州によ

るニュージーランドからの輸入リ

ンゴに対して要求されることとな

った検疫措置に関し、 協定に

非整合として申立て。

②パネルは豪州の 協定措置は

適切な危険性評価及び科学的根拠

に基づいていないとし、 協定

第 条及び 条に違反していると判

断。また、豪州の措置は適切な保

護の水準（ ）以上であると

し、 協定 条に違反している

と判断。

③上級委は、適切な危険性評価及

び科学的根拠に基づいていないと

したパネル判断を支持したが、豪

州の火傷病に係る措置は 協定

第 条に違反するとしたパネル

判断を覆した。また、上級委はパ

ネルが付託事項でないとした豪州

の 協定付属書 及び第 条の

義務に対し、パネルの判断を覆

し、ニュージーランドは豪州のこ

れらの条項上の違反を立証してい

ないと判断。

米国－中

国産光沢紙に対

する 及び相殺

関税の暫定措置

中国 協議要請 ①中国は、米国が中国産光沢紙

（塗工紙の一種）に対する 協定

措置及び相殺関税の暫定措置も関

し、 、 協定及び補助金協定

に非整合として申立て。

－アザ

ラシ製品の輸入

販売に係る禁止

措置

カナダ

【中国、コロンビ

ア、日本、メキシ

コ、ノルウェー、

米国、アルゼンチ

ン、エクアドル】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

カナダは当該措置が

廃止されたことにより、申立てを

取下げ

①カナダは、ベルギーとオランダ

で行われているアザラシ製品に対

する輸送、製造、市場における売

買及び販売に係る措置が、 及

び 協定に非整合として申立

て。

タイ－

からの輸入品に

係る関税評価

協議要請 ① は、タイ税関当局が からの

アルコール飲料及びその他製品に

適用している「評価価額」に関

し、タイ税関当局が情報開示のな

いまま設定した標準利益と支出に

基づいて産出した価格により関税

を決定し、それによらない場合に

は保証金を要求しているのは、
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第３章 紛争案件一覧

案件名（番

号は 紛争解

決機関の 番号

に対応）

申立国

【第三国参加国】
経 過

案件概要：①主な申立て事由

②パネル報告

③上級委報告

関連協定

第Ⅰ部

第Ⅱ部

記載

、 及び 協定に非整合と

して申立て。

タイ－フ

ィリピン産のタ

バコに対する税

関に於ける措置

フィリピン

【豪州、 、台

湾、米国、中国、

インド】

履行確認

【豪州、カナダ、

中国、 、日本、

ロシア、シンガポ

ール、米国】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

パネル報告書配布

タイが上級委申立て

上級委報告書配布

パネル・上級委報告

書採択

シークエンス合意

タイ、違反措置を是

正（フィリピンは不同意）

フィリピンが協議要

請（履行確認）

パネル設置要請（履

行確認）

履行確認パネル設置

フィリピンが第二回

履行確認パネル設置要請

第二回履行確認パネ

ル設置

履行確認パネル報告

書配布（第一回）

①フィリピンは、フィリピン産タ

バコに係るタイの関税評価、物品

税、販売ライセンス要求等の財政

及び税関措置並びにタバコ輸入に

関する関税評価措置が、 及び

に非整合として申立て。

②タイの関税当局は、輸入者及び

販売者間の取引状況を適切に評価

していないとし、関税評価協定第

１条に違反していると判断した

他、タイ関税当局の手続きは関税

評価協定第 条等に違反している

と判断。また、タイは輸入タバコ

に対し超過課税しているとし、

第 条第 項に違反している

と判断し、関連法案・規制等を公

表していないとし、 第 条に

も違反していると判断。

③上級委はパネル判断を全面的に

支持。

中国－金

融情報に係る配

信規制

協議要請

二国間合意通報

① 、米国、カナダは、中国にお

いて、外国の金融情報供給者が新

華社に指名された主体 を

通じて提供することを求められて

いることは、 及び加盟議定書

に非整合として申立て。

加盟議定書

中国－金

融情報に係る配

信規制

米国 協議要請

二国間合意通報

参照

加盟議定書

南アフリ

カ－非コート紙

に対する 措置

インドネシア 協議要請

インドネシア、協議

要請取り下げ

①インドネシアは、南アフリカに

よるインドネシア産非コート紙に

対する 協定措置のサンセット・

レビューにて、 協定措置終了が

決定されたにも関わらず 協定税

が継続賦課されていることは、

協定に非整合として申立て。

－ 製

品の関税上の取

扱い

米国

【ブラジル、中

国、香港、イン

ド、韓国、フィリ

ピン、タイ、ベト

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

パネル報告書配布

パネル報告書採択

①米国、日本、台湾は、 及びそ

の加盟国の 製品に対して、

下での関税譲許率を上回ってお

り、 に非整合として申立て。

資料編

案件名（番

号は 紛争解

決機関の 番号

に対応）

申立国

【第三国参加国】
経 過

案件概要：①主な申立て事由

②パネル報告

③上級委報告

関連協定

第Ⅰ部

第Ⅱ部

記載

豪州－ニ

ュージーランド

からのリンゴ輸

入に関する措置

ニュージーランド

【チリ、 、日

本、台湾、米国、

パキスタン】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

パネル報告書配布

豪州が上級委申立て

ニュージーランドが

上級委申立て

上級委報告書配布

パネル・上級委報告

書採択

シークエンス合意

①ニュージーランドは、豪州によ

るニュージーランドからの輸入リ

ンゴに対して要求されることとな

った検疫措置に関し、 協定に

非整合として申立て。

②パネルは豪州の 協定措置は

適切な危険性評価及び科学的根拠

に基づいていないとし、 協定

第 条及び 条に違反していると判

断。また、豪州の措置は適切な保

護の水準（ ）以上であると

し、 協定 条に違反している

と判断。

③上級委は、適切な危険性評価及

び科学的根拠に基づいていないと

したパネル判断を支持したが、豪

州の火傷病に係る措置は 協定

第 条に違反するとしたパネル

判断を覆した。また、上級委はパ

ネルが付託事項でないとした豪州

の 協定付属書 及び第 条の

義務に対し、パネルの判断を覆

し、ニュージーランドは豪州のこ

れらの条項上の違反を立証してい

ないと判断。

米国－中

国産光沢紙に対

する 及び相殺

関税の暫定措置

中国 協議要請 ①中国は、米国が中国産光沢紙

（塗工紙の一種）に対する 協定

措置及び相殺関税の暫定措置も関

し、 、 協定及び補助金協定

に非整合として申立て。

－アザ

ラシ製品の輸入

販売に係る禁止

措置

カナダ

【中国、コロンビ

ア、日本、メキシ

コ、ノルウェー、

米国、アルゼンチ

ン、エクアドル】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

カナダは当該措置が

廃止されたことにより、申立てを

取下げ

①カナダは、ベルギーとオランダ

で行われているアザラシ製品に対

する輸送、製造、市場における売

買及び販売に係る措置が、 及

び 協定に非整合として申立

て。

タイ－

からの輸入品に

係る関税評価

協議要請 ① は、タイ税関当局が からの

アルコール飲料及びその他製品に

適用している「評価価額」に関

し、タイ税関当局が情報開示のな

いまま設定した標準利益と支出に

基づいて産出した価格により関税

を決定し、それによらない場合に

は保証金を要求しているのは、
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第３章 紛争案件一覧

案件名（番

号は 紛争解

決機関の 番号

に対応）

申立国

【第三国参加国】
経 過

案件概要：①主な申立て事由

②パネル報告

③上級委報告

関連協定

第Ⅰ部

第Ⅱ部

記載

インド－

輸入ワイン及び

スピリッツに対

する税その他の

措置

協議要請

追加協議要請

追加協議要請

追加協議要請

① は、インドのマハラシュトラ

州及びゴア州における輸入ワイン

にタイする差別的な税制並びにタ

ミル・ナドゥ州における制限的な

販売措置は、 及び補助金協定

に整合として申立て。

米国－マ

グロ、マグロ製

品の輸入、売買

及び販売に関す

る措置

メキシコ

【アルゼンチン、

豪州、中国、エク

アドル、 、グア

テマラ、日本、韓

国、ニュージーラ

ンド、台湾、トル

コ、ブラジル、カ

ナダ、タイ、ベネ

ズエラ】

履行確認

【カナダ、中国、

、グアテマラ、

日本、韓国、ノル

ウェー、タイ、豪

州、ニュージーラ

ンド】

履行確認二回目

【豪州、ブラジ

ル、カナダ、中

国、エクアドル、

、グアテマラ、

インド、日本、韓

国、ニュージーラ

ンド、ノルウェ

ー】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

パネル報告書配布

米国が上級委申立て

メキシコが上級委申

立て

上級委報告書配布

パネル・上級委報告

書採択

シークエンス合意

パネル設置要請（履

行確認）

パネル設置（履行確

認）

パネル報告書配布

（履行確認）

米国が上級委申立て

（履行確認）

メキシコが上級委申

立て（履行確認

上級委報告書配布

（履行確認）

パネル・上級委報告

書採択（履行確認）

メキシコが 第

条に基づく制裁を要請

米国がパネル設置要

請（履行確認二回目）

メキシコがパネル設

置要請（履行確認二回目）

パネル設置（履行確

認二回目）

メキシコが制裁措置

承認を申請

はメキシコによる

制裁措置を是認

パネル報告書配布

（履行確認二回目）

①米国によるマグロ及びマグロ製

品の輸入に係る つの措置につい

て、 協定 強制規格の立案、

制定及び適用）、 （適合性評価

手続）、 （適合性評価の承

認）、 （適合性評価手続）条、

第 （最恵国待遇）、 （内国

民待遇）条に非整合としてメキシ

コが申立て。

②パネルは米国のラベル条項を強

制規格と認定し、米国の措置はメ

キシコ産マグロを差別しておら

ず、 協定第 条に違反してい

ないと判断。パネルは、米国のラ

ベル条項は必要である以上に貿易

制限的であるとして、違反を認

定。

③上級委は米国措置を強制規格と

したパネル判断を肯定し、米国の

措置は競争条件を変更するもの

で、正当な規制上の区別に基づい

ていることを立証していないとし

て 協定第 条に違反している

とし、パネルの判断を覆した。ま

た、上級委は、メキシコの提案し

たより制限的でない措置は十分で

はないとしてラベル条項は必要で

ある以上に貿易制限的と判断した

パネル判断を覆し、メキシコの主

張を棄却。

その後履行パネル及び上級委報告

書では米国の是正措置が、海洋の

さまざまな場所の種々の漁法から

生じるイルカのリスクに適切に調

整されていないとして、 協定

条違反を認定した。

第Ⅱ部

第 章

資料編

案件名（番

号は 紛争解

決機関の 番号

に対応）

申立国

【第三国参加国】
経 過

案件概要：①主な申立て事由

②パネル報告

③上級委報告

関連協定

第Ⅰ部

第Ⅱ部

記載

ナム、豪州、コス

タリカ、シンガポ

ール、トルコ、日

本、台湾】

シークエンス合意 ②パネルは による 対象製品

対する課税は、 第 条に違反

している他、その規則を速やかに

公表していないため、 第 条

にも違反していると判断。

－ 製

品の関税上の取

扱い

日本

【ブラジル、中

国、香港、イン

ド、韓国、フィリ

ピン、タイ、ベト

ナム、豪州、コス

タリカ、シンガポ

ール、トルコ、米

国、台湾】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

パネル報告書配布

パネル報告書採択

シークエンス合意

参照

－ 製

品の関税上の取

扱い

台湾

【ブラジル、中

国、香港、イン

ド、韓国、フィリ

ピン、タイ、ベト

ナム、豪州、コス

タリカ、シンガポ

ール、トルコ、日

本、米国】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

パネル報告書配布

パネル報告書採択

シークエンス合意

参照

中国－金

融情報に係る配

信規制

カナダ 協議要請

二国間合意を通報

参照

加盟議定書

米国－中

国製品に対する

・相殺関税最

終措置

中国

【アルゼンチン、

豪州、バーレー

ン、カナダ、 、

クウェート、サウ

ジアラビア、トル

コ、ブラジル、イ

ンド、日本、メキ

シコ、ノルウェ

ー、台湾】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

パネル報告書配布

中国が上級委申立て

上級委報告書配布

パネル・上級委報告

書採択

を まで

とすることに合意

シークエンス合意

米国が違反措置を是

正（中国は不同意）

①中国は、米国による中国製鉄製

パイプ、オフロードタイヤ、織物

製袋に対する 協定及び相殺関税

賦課は、 、 協定、補助金協

定に非整合であるとして申立て。

②パネルは、中国の主張をほぼ全

面的に棄却したが、米国商務省の

行為が補助金協定第 条及び 条

の義務に非整合であると判

断。

③上級委はパネルの「公的機関」

の解釈を覆し、米国国務省の行為

は補助金協定第 条に違反してい

ると判断。また、「二重救済」に

ついて、パネルは補助金協定上禁

止されていないと判断したが、上

級委はこの判断を覆し、「二重救

済」は補助金協定第 条第 項に

違反すると判断。
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第３章 紛争案件一覧

案件名（番

号は 紛争解

決機関の 番号

に対応）

申立国

【第三国参加国】
経 過

案件概要：①主な申立て事由

②パネル報告

③上級委報告

関連協定

第Ⅰ部

第Ⅱ部

記載

インド－

輸入ワイン及び

スピリッツに対

する税その他の

措置

協議要請

追加協議要請

追加協議要請

追加協議要請

① は、インドのマハラシュトラ

州及びゴア州における輸入ワイン

にタイする差別的な税制並びにタ

ミル・ナドゥ州における制限的な

販売措置は、 及び補助金協定

に整合として申立て。

米国－マ

グロ、マグロ製

品の輸入、売買

及び販売に関す

る措置

メキシコ

【アルゼンチン、

豪州、中国、エク

アドル、 、グア

テマラ、日本、韓

国、ニュージーラ

ンド、台湾、トル

コ、ブラジル、カ

ナダ、タイ、ベネ

ズエラ】

履行確認

【カナダ、中国、

、グアテマラ、

日本、韓国、ノル

ウェー、タイ、豪

州、ニュージーラ

ンド】

履行確認二回目

【豪州、ブラジ

ル、カナダ、中

国、エクアドル、

、グアテマラ、

インド、日本、韓

国、ニュージーラ

ンド、ノルウェ

ー】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

パネル報告書配布

米国が上級委申立て

メキシコが上級委申

立て

上級委報告書配布

パネル・上級委報告

書採択

シークエンス合意

パネル設置要請（履

行確認）

パネル設置（履行確

認）

パネル報告書配布

（履行確認）

米国が上級委申立て

（履行確認）

メキシコが上級委申

立て（履行確認

上級委報告書配布

（履行確認）

パネル・上級委報告

書採択（履行確認）

メキシコが 第

条に基づく制裁を要請

米国がパネル設置要

請（履行確認二回目）

メキシコがパネル設

置要請（履行確認二回目）

パネル設置（履行確

認二回目）

メキシコが制裁措置

承認を申請

はメキシコによる

制裁措置を是認

パネル報告書配布

（履行確認二回目）

①米国によるマグロ及びマグロ製

品の輸入に係る つの措置につい

て、 協定 強制規格の立案、

制定及び適用）、 （適合性評価

手続）、 （適合性評価の承

認）、 （適合性評価手続）条、

第 （最恵国待遇）、 （内国

民待遇）条に非整合としてメキシ

コが申立て。

②パネルは米国のラベル条項を強

制規格と認定し、米国の措置はメ

キシコ産マグロを差別しておら

ず、 協定第 条に違反してい

ないと判断。パネルは、米国のラ

ベル条項は必要である以上に貿易

制限的であるとして、違反を認

定。

③上級委は米国措置を強制規格と

したパネル判断を肯定し、米国の

措置は競争条件を変更するもの

で、正当な規制上の区別に基づい

ていることを立証していないとし

て 協定第 条に違反している

とし、パネルの判断を覆した。ま

た、上級委は、メキシコの提案し

たより制限的でない措置は十分で

はないとしてラベル条項は必要で

ある以上に貿易制限的と判断した

パネル判断を覆し、メキシコの主

張を棄却。

その後履行パネル及び上級委報告

書では米国の是正措置が、海洋の

さまざまな場所の種々の漁法から

生じるイルカのリスクに適切に調

整されていないとして、 協定

条違反を認定した。

第Ⅱ部

第 章

資料編

案件名（番

号は 紛争解

決機関の 番号

に対応）

申立国

【第三国参加国】
経 過

案件概要：①主な申立て事由

②パネル報告

③上級委報告

関連協定

第Ⅰ部

第Ⅱ部

記載

ナム、豪州、コス

タリカ、シンガポ

ール、トルコ、日

本、台湾】

シークエンス合意 ②パネルは による 対象製品

対する課税は、 第 条に違反

している他、その規則を速やかに

公表していないため、 第 条

にも違反していると判断。

－ 製

品の関税上の取

扱い

日本

【ブラジル、中

国、香港、イン

ド、韓国、フィリ

ピン、タイ、ベト

ナム、豪州、コス

タリカ、シンガポ

ール、トルコ、米

国、台湾】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

パネル報告書配布

パネル報告書採択

シークエンス合意

参照

－ 製

品の関税上の取

扱い

台湾

【ブラジル、中

国、香港、イン

ド、韓国、フィリ

ピン、タイ、ベト

ナム、豪州、コス

タリカ、シンガポ

ール、トルコ、日

本、米国】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

パネル報告書配布

パネル報告書採択

シークエンス合意

参照

中国－金

融情報に係る配

信規制

カナダ 協議要請

二国間合意を通報

参照

加盟議定書

米国－中

国製品に対する

・相殺関税最

終措置

中国

【アルゼンチン、

豪州、バーレー

ン、カナダ、 、

クウェート、サウ

ジアラビア、トル

コ、ブラジル、イ

ンド、日本、メキ

シコ、ノルウェ

ー、台湾】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

パネル報告書配布

中国が上級委申立て

上級委報告書配布

パネル・上級委報告

書採択

を まで

とすることに合意

シークエンス合意

米国が違反措置を是

正（中国は不同意）

①中国は、米国による中国製鉄製

パイプ、オフロードタイヤ、織物

製袋に対する 協定及び相殺関税

賦課は、 、 協定、補助金協

定に非整合であるとして申立て。

②パネルは、中国の主張をほぼ全

面的に棄却したが、米国商務省の

行為が補助金協定第 条及び 条

の義務に非整合であると判

断。

③上級委はパネルの「公的機関」

の解釈を覆し、米国国務省の行為

は補助金協定第 条に違反してい

ると判断。また、「二重救済」に

ついて、パネルは補助金協定上禁

止されていないと判断したが、上

級委はこの判断を覆し、「二重救

済」は補助金協定第 条第 項に

違反すると判断。
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第３章 紛争案件一覧

案件名（番

号は 紛争解

決機関の 番号

に対応）

申立国

【第三国参加国】
経 過

案件概要：①主な申立て事由

②パネル報告

③上級委報告

関連協定

第Ⅰ部

第Ⅱ部

記載

米国が上級委申立て

（履行確認）

カナダが上級委申立

て（履行確認）

上級委報告書配布

（履行確認）

パネル・上級委報告

書採択（履行確認）

カナダが 第 条

に基づく制裁を要請

米加は仲裁に付託す

ることに同意 と合同

仲裁判断配布、同日

にカナダ

は米に対する制裁（譲許の停止）

を申請

はカナダの制裁措

置を是認

産地 条（経過期間における規

律）に非整合としてカナダが申立

て。

②パネルは、米国の 制度は強

制規格とし、 制度は国内

事業者に国産品を利用するインセ

ンティブを与えており、カナダ製

品に米国内の同種の産品よりも不

利な待遇を与えていると判断し、

米国の 協定第 条違反を認

定。また、 協定第 条に

よって正当化されていないと判断

した。

③上級委は上流にある事業者の記

録義務と消費者に与えられる情報

の不均衡なども理由に加えつつ、

パネル判断の を支持した。他

方、パネルの事実認定の不尽を理

由として は覆した。

－イン

ドからのポリエ

チレンテレフタ

レート（ ）

輸入に課される

措置失効見直

し及び相殺関税

インド 協議要請 ①インドは、 がインドからのポ

リエチレンテレフタレート

（ ）輸入に際して賦課してい

る 協定税及び相殺関税に係る措

置について、 の措置

（ ）は 協定税及び相

殺関税の終期設定を求めていない

ことは 協定及び補助金協定に非

整合として申立て。

米国－特

定国からの輸入

に係るラベリン

グ要求

メキシコ

【アルゼンチン、

豪州、カナダ、中

国、コロンビア、

インド、日本、韓

国、ペルー、ニュ

ージーランド、ブ

ラジル、 、グア

テマラ、台湾】

履行確認

【ブラジル、中

国、 、インド、

日本、韓国、ニュ

ージーランド、豪

州、カナダ、コロ

ンビア、グアテマ

ラ】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置（｢ ｣

と合併）

パネル報告書配布

米国が上級委申立て

メキシコが上級委申

立て

上級委報告書配布

パネル・上級委報告

書採択

米国が違反措置の是

正を通報

シークエンス合意

パネル設置要請（履

行確認）

パネル設置（履行確

認）

①メキシコは、米国における

年農業法により修正された 年

農業マーケティング法に基づく義

務的な原産国ラベリング制度

（ ：

）は、 第

条（内国民待遇）、 条（原

産地表示）、 条（貿易規則の公

表及び施行）、 協定 条（強制

規格の中央政府機関による立案、

制定及び適用）、あるいは 協

定 条（基本的な権利及び義

務）、 条（危険性の評価）、 条

（透明性の確保）、原産地 条

（経過期間における規律）に非整

合であるとして申立て。なお、全

く同様の協定非整合を指摘して、

カナダが 年 月 日付けで協

第Ⅱ部

第 章

資料編

案件名（番

号は 紛争解

決機関の 番号

に対応）

申立国

【第三国参加国】
経 過

案件概要：①主な申立て事由

②パネル報告

③上級委報告

関連協定

第Ⅰ部

第Ⅱ部

記載

メキシコが上級委申

立（履行確認二回目）

上級委報告書配布

（履行確認二回目）

米国－ブ

ラジルからのオ

レンジジュース

輸入に係る 見

直しその他の措

置

ブラジル

【アルゼンチン、

、日本、韓国、

タイ、台湾、メキ

シコ】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

パネル報告書配布

パネル報告書採択

シークエンス合意

二国間合意通報

①ブラジルは、米国のブラジル産

オレンジジュースの輸入に係る

年 月 日～ 年 月 日ま

での 協定調査見直しと、現在ま

たは将来行われる 協定見直しに

ついて、米国の措置は、 、

協定、 協定に非整合として申

立て。

②パネルは、米国のゼロイングは

協定第 条に違反していると

判断し、ブラジルの主張を支持。

米国－タ

イからのポリエ

チレン製買物袋

に対する 措置

タイ

【アルゼンチン、

、日本、台湾、

韓国】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

パネル報告書配布

パネル報告書採択

米国が違反措置を是

正

①タイは、米国がタイからのポリ

エチレン製買物袋に対する 協定

税賦課に関し、その調査において

ゼロイング手法を使用したことは

及び 協定に非整合として申

立て。

②パネルは、米国のゼロイングは

協定に違反していると判断し、

タイの主張を全面的に支持。

米国－特

定国からの輸入

に係るラベリン

グ要求

カナダ

【アルゼンチン、

豪州、中国、コロ

ンビア、インド、

日本、韓国、メキ

シコ、ペルー、ニ

ュージーランド、

ブラジル、 、グ

アテマラ、台湾】

履行確認

【ブラジル、中

国、 、インド、

日本、韓国、ニュ

ージーランド、豪

州、コロンビア、

グアテマラ、メキ

シコ】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置（｢ ｣

と合併）

パネル報告書配布

米国が上級委申立て

カナダが上級委申立

て

上級委報告書配布

パネル・上級委報告

書採択

米国が違反措置の是

正を通報

シークエンス合意

パネル設置要請（履

行確認）

パネル設置（履行確

認）

パネル報告書配布

（履行確認）

①米国の 年農業協定法修正に

基づく義務的な原産国ラベリング

制度（ ：

）

は、小売レベルで消費者に対し牛

肉と豚肉を含む商品について原産

国表示を義務づけ、誕生、生育及

び屠殺を米国国内で行った動物の

みを排他的に米国産とすることと

しており、牛肉又は豚肉について

米国での飼育若しくは直ちに屠殺

するために輸出された家畜との区

別を行うための措置であり、

第 条 項（内国民待遇）、 条

項（原産地表示）、 条 項（貿

易規則の公表及び施行）、 協

定 条（強制規格の中央政府機関

による立案、制定及び適用）ある

いは 協定 条（基本的な権利及

び義務）、 条（危険性の評

価）、 条（透明性の確保）・原

第Ⅱ部

第 章
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第３章 紛争案件一覧

案件名（番

号は 紛争解

決機関の 番号

に対応）

申立国

【第三国参加国】
経 過

案件概要：①主な申立て事由

②パネル報告

③上級委報告

関連協定

第Ⅰ部

第Ⅱ部

記載

米国が上級委申立て

（履行確認）

カナダが上級委申立

て（履行確認）

上級委報告書配布

（履行確認）

パネル・上級委報告

書採択（履行確認）

カナダが 第 条

に基づく制裁を要請

米加は仲裁に付託す

ることに同意 と合同

仲裁判断配布、同日

にカナダ

は米に対する制裁（譲許の停止）

を申請

はカナダの制裁措

置を是認

産地 条（経過期間における規

律）に非整合としてカナダが申立

て。

②パネルは、米国の 制度は強

制規格とし、 制度は国内

事業者に国産品を利用するインセ

ンティブを与えており、カナダ製

品に米国内の同種の産品よりも不

利な待遇を与えていると判断し、

米国の 協定第 条違反を認

定。また、 協定第 条に

よって正当化されていないと判断

した。

③上級委は上流にある事業者の記

録義務と消費者に与えられる情報

の不均衡なども理由に加えつつ、

パネル判断の を支持した。他

方、パネルの事実認定の不尽を理

由として は覆した。

－イン

ドからのポリエ

チレンテレフタ

レート（ ）

輸入に課される

措置失効見直

し及び相殺関税

インド 協議要請 ①インドは、 がインドからのポ

リエチレンテレフタレート

（ ）輸入に際して賦課してい

る 協定税及び相殺関税に係る措

置について、 の措置

（ ）は 協定税及び相

殺関税の終期設定を求めていない

ことは 協定及び補助金協定に非

整合として申立て。

米国－特

定国からの輸入

に係るラベリン

グ要求

メキシコ

【アルゼンチン、

豪州、カナダ、中

国、コロンビア、

インド、日本、韓

国、ペルー、ニュ

ージーランド、ブ

ラジル、 、グア

テマラ、台湾】

履行確認

【ブラジル、中

国、 、インド、

日本、韓国、ニュ

ージーランド、豪

州、カナダ、コロ

ンビア、グアテマ

ラ】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置（｢ ｣

と合併）

パネル報告書配布

米国が上級委申立て

メキシコが上級委申

立て

上級委報告書配布

パネル・上級委報告

書採択

米国が違反措置の是

正を通報

シークエンス合意

パネル設置要請（履

行確認）

パネル設置（履行確

認）

①メキシコは、米国における

年農業法により修正された 年

農業マーケティング法に基づく義

務的な原産国ラベリング制度

（ ：

）は、 第

条（内国民待遇）、 条（原

産地表示）、 条（貿易規則の公

表及び施行）、 協定 条（強制

規格の中央政府機関による立案、

制定及び適用）、あるいは 協

定 条（基本的な権利及び義

務）、 条（危険性の評価）、 条

（透明性の確保）、原産地 条

（経過期間における規律）に非整

合であるとして申立て。なお、全

く同様の協定非整合を指摘して、

カナダが 年 月 日付けで協

第Ⅱ部

第 章

資料編

案件名（番

号は 紛争解

決機関の 番号

に対応）

申立国

【第三国参加国】
経 過

案件概要：①主な申立て事由

②パネル報告

③上級委報告

関連協定

第Ⅰ部

第Ⅱ部

記載

メキシコが上級委申

立（履行確認二回目）

上級委報告書配布

（履行確認二回目）

米国－ブ

ラジルからのオ

レンジジュース

輸入に係る 見

直しその他の措

置

ブラジル

【アルゼンチン、

、日本、韓国、

タイ、台湾、メキ

シコ】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

パネル報告書配布

パネル報告書採択

シークエンス合意

二国間合意通報

①ブラジルは、米国のブラジル産

オレンジジュースの輸入に係る

年 月 日～ 年 月 日ま

での 協定調査見直しと、現在ま

たは将来行われる 協定見直しに

ついて、米国の措置は、 、

協定、 協定に非整合として申

立て。

②パネルは、米国のゼロイングは

協定第 条に違反していると

判断し、ブラジルの主張を支持。

米国－タ

イからのポリエ

チレン製買物袋

に対する 措置

タイ

【アルゼンチン、

、日本、台湾、

韓国】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

パネル報告書配布

パネル報告書採択

米国が違反措置を是

正

①タイは、米国がタイからのポリ

エチレン製買物袋に対する 協定

税賦課に関し、その調査において

ゼロイング手法を使用したことは

及び 協定に非整合として申

立て。

②パネルは、米国のゼロイングは

協定に違反していると判断し、

タイの主張を全面的に支持。

米国－特

定国からの輸入

に係るラベリン

グ要求

カナダ

【アルゼンチン、

豪州、中国、コロ

ンビア、インド、

日本、韓国、メキ

シコ、ペルー、ニ

ュージーランド、

ブラジル、 、グ

アテマラ、台湾】

履行確認

【ブラジル、中

国、 、インド、

日本、韓国、ニュ

ージーランド、豪

州、コロンビア、

グアテマラ、メキ

シコ】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置（｢ ｣

と合併）

パネル報告書配布

米国が上級委申立て

カナダが上級委申立

て

上級委報告書配布

パネル・上級委報告

書採択

米国が違反措置の是

正を通報

シークエンス合意

パネル設置要請（履

行確認）

パネル設置（履行確

認）

パネル報告書配布

（履行確認）

①米国の 年農業協定法修正に

基づく義務的な原産国ラベリング

制度（ ：

）

は、小売レベルで消費者に対し牛

肉と豚肉を含む商品について原産

国表示を義務づけ、誕生、生育及

び屠殺を米国国内で行った動物の

みを排他的に米国産とすることと

しており、牛肉又は豚肉について

米国での飼育若しくは直ちに屠殺

するために輸出された家畜との区

別を行うための措置であり、

第 条 項（内国民待遇）、 条

項（原産地表示）、 条 項（貿

易規則の公表及び施行）、 協

定 条（強制規格の中央政府機関

による立案、制定及び適用）ある

いは 協定 条（基本的な権利及

び義務）、 条（危険性の評

価）、 条（透明性の確保）・原

第Ⅱ部

第 章
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第３章 紛争案件一覧

案件名（番

号は 紛争解

決機関の 番号

に対応）

申立国

【第三国参加国】
経 過

案件概要：①主な申立て事由

②パネル報告

③上級委報告

関連協定

第Ⅰ部

第Ⅱ部

記載

品に対する措置は農業協定に非整

合として申立て。

韓国－牛

肉及び牛肉製品

に関する措置

カナダ

【ブラジル、日

本、台湾、米国、

アルゼンチン、中

国、 、インド】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

カナダがパネル手続

中断を要請

二国間合意通報

①韓国は 年 月からカナダ産

の牛肉及び牛肉製品の輸入を禁

止。韓国は当該措置の目的を

のリスクを防ぐためとしていた。

本措置について、カナダは、

協定及び に非整合であるとし

て申立て。

米国－中

国からの家禽類

の輸入に関する

措置

中国

【 、グアテマ

ラ、韓国、トル

コ、ブラジル、台

湾】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

パネル報告書配布

パネル報告書採択

①中国は、米国のオムニバス法

条は、米国農務省が中国から

の輸入に必要な規則の制定や規則

の実施を行うための支出を行うこ

とを禁じていること等は、 第

条（最恵国待遇）、 条

（一般的数量制限の禁止）及び農

業協定 条（市場アクセス）及

び 協定に非整合であるとして

申立て。

②パネルは中国の主張を認め、中

国産品と他の 加盟国産品の差

別を理由に、米国のオムニバス法

第 条は 協定及び に違反

していると判断。

チリ－ア

ルゼンチンから

の小麦粉輸入に

対するアンチ・

ダンピング措置

アルゼンチン 協議要請 ①アルゼンチンは、チリによるア

ルゼンチン産小麦粉に対する 協

定措置及びチリの 協定法令は、

協定、 、 設立協定に非

整合として申立て。

中国－鉱物

資源の輸出規制

措置

米国

【アルゼンチン、

ブラジル、カナ

ダ、チリ、コロン

ビア、エクアド

ル、 、インド、

日本、韓国、ノル

ウェー、台湾、ト

ルコ、サウジアラ

ビア】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置（

及び と合併）

パネル報告書配布

中国が上級委申立て

米が上級委申立て

上級委報告書配布

パネル・上級委報告

書採択

シークエンス合意

中国が措置の是正を

通報

①米国は、中国によるボーキサイ

ト、コークス等の輸出数量規制に

係る の措置は、 の他、中国

の加盟議定書に違反していると申

立て。

② パネルは、中国は加盟議定

書で付属書に記載されてい

ない品目においては輸出税

を課さないことに合意して

おり、加盟議定書の文言に

よって 第 上の正当化

事由に訴えることができな

いとした上で、中国の輸出

数量規制は 及び加盟議

定書の義務に違反している

と判断。

加盟議定書

資料編

案件名（番

号は 紛争解

決機関の 番号

に対応）

申立国

【第三国参加国】
経 過

案件概要：①主な申立て事由

②パネル報告

③上級委報告

関連協定

第Ⅰ部

第Ⅱ部

記載

パネル報告書配布

（履行確認）

米国が上級委申立て

（履行確認）

メキシコが上級委申

立て（履行確認）

上級委報告書配布

（履行確認）

パネル・上級委報告

書採択（履行確認）

メキシコが 第

条に基づく制裁を要請

米墨は仲裁に付託す

ることに同意 と合同

仲裁判断配布、同日

にメキシコは米に対する制裁（譲

許の停止）を申請

はメキシコの制裁

措置を是認

議要請を行っており（ ）、

メキシコは 年 月 日付で第

三国参加を要請し、 年 月

日付で、米国より、メキシコの第

三国参加を受け入れが通知されて

いる。

②③パネル・上級委員判断は

参照。

中国－贈

与、貸付け及び

その他の奨励措

置

米国 協議要請 ①米国は、中国が企業に付与して

いる贈与、貸付け及びその他の優

遇措置は、補助金協定上の禁止補

助金に該当し、また、農産品に対

する措置は農業協定に非整合とし

て申立て。

加盟議定書

中国－贈

与、貸付け及び

その他の奨励措

置

メキシコ 協議要請 ①メキシコは、中国が企業に付与

している贈与、貸付け及びその他

の優遇措置は、補助金協定上の禁

止補助金に該当し、また、農産品

に対する措置は農業協定に非整合

として申立て。

加盟議定書

－米国

からの鶏肉等及

び鶏肉等の製品

の輸入に関する

措置

米国

【豪州、中国、韓

国、ノルウェー、

グアテマラ、ニュ

ージーランド、台

湾】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

①米国は、 の鶏肉及び鶏肉製品

に関する措置について、病原菌を

削減するために化学処理を施した

鶏肉の輸入を禁止する措置及び認

証プロセスの非公表、並びに、人

体に影響を及ぼさない科学的根拠

があるにも関わらず措置を実施し

ていることは、 協定、 、

協定、農業協定に非整合とし

て申立て。

中国－贈

与、貸付け及び

その他の奨励措

置

グアテマラ 協議要請 ①グアテマラは、中国が企業に付

与している贈与、貸付け及びその

他の優遇措置は、補助金協定上の

禁止補助金に該当し、また、農産

加盟議定書
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案件名（番

号は 紛争解

決機関の 番号

に対応）

申立国

【第三国参加国】
経 過

案件概要：①主な申立て事由

②パネル報告

③上級委報告

関連協定

第Ⅰ部

第Ⅱ部

記載

品に対する措置は農業協定に非整

合として申立て。

韓国－牛

肉及び牛肉製品

に関する措置

カナダ

【ブラジル、日

本、台湾、米国、

アルゼンチン、中

国、 、インド】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

カナダがパネル手続

中断を要請

二国間合意通報

①韓国は 年 月からカナダ産

の牛肉及び牛肉製品の輸入を禁

止。韓国は当該措置の目的を

のリスクを防ぐためとしていた。

本措置について、カナダは、

協定及び に非整合であるとし

て申立て。

米国－中

国からの家禽類

の輸入に関する

措置

中国

【 、グアテマ

ラ、韓国、トル

コ、ブラジル、台

湾】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

パネル報告書配布

パネル報告書採択

①中国は、米国のオムニバス法

条は、米国農務省が中国から

の輸入に必要な規則の制定や規則

の実施を行うための支出を行うこ

とを禁じていること等は、 第

条（最恵国待遇）、 条

（一般的数量制限の禁止）及び農

業協定 条（市場アクセス）及

び 協定に非整合であるとして

申立て。

②パネルは中国の主張を認め、中

国産品と他の 加盟国産品の差

別を理由に、米国のオムニバス法

第 条は 協定及び に違反

していると判断。

チリ－ア

ルゼンチンから

の小麦粉輸入に

対するアンチ・

ダンピング措置

アルゼンチン 協議要請 ①アルゼンチンは、チリによるア

ルゼンチン産小麦粉に対する 協

定措置及びチリの 協定法令は、

協定、 、 設立協定に非

整合として申立て。

中国－鉱物

資源の輸出規制

措置

米国

【アルゼンチン、

ブラジル、カナ

ダ、チリ、コロン

ビア、エクアド

ル、 、インド、

日本、韓国、ノル

ウェー、台湾、ト

ルコ、サウジアラ

ビア】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置（

及び と合併）

パネル報告書配布

中国が上級委申立て

米が上級委申立て

上級委報告書配布

パネル・上級委報告

書採択

シークエンス合意

中国が措置の是正を

通報

①米国は、中国によるボーキサイ

ト、コークス等の輸出数量規制に

係る の措置は、 の他、中国

の加盟議定書に違反していると申

立て。

② パネルは、中国は加盟議定

書で付属書に記載されてい

ない品目においては輸出税

を課さないことに合意して

おり、加盟議定書の文言に

よって 第 上の正当化

事由に訴えることができな

いとした上で、中国の輸出

数量規制は 及び加盟議

定書の義務に違反している

と判断。

加盟議定書

資料編

案件名（番

号は 紛争解

決機関の 番号

に対応）

申立国

【第三国参加国】
経 過

案件概要：①主な申立て事由

②パネル報告

③上級委報告

関連協定

第Ⅰ部

第Ⅱ部

記載

パネル報告書配布

（履行確認）

米国が上級委申立て

（履行確認）

メキシコが上級委申

立て（履行確認）

上級委報告書配布

（履行確認）

パネル・上級委報告

書採択（履行確認）

メキシコが 第

条に基づく制裁を要請

米墨は仲裁に付託す

ることに同意 と合同

仲裁判断配布、同日

にメキシコは米に対する制裁（譲

許の停止）を申請

はメキシコの制裁

措置を是認

議要請を行っており（ ）、

メキシコは 年 月 日付で第

三国参加を要請し、 年 月

日付で、米国より、メキシコの第

三国参加を受け入れが通知されて

いる。

②③パネル・上級委員判断は

参照。

中国－贈

与、貸付け及び

その他の奨励措

置

米国 協議要請 ①米国は、中国が企業に付与して

いる贈与、貸付け及びその他の優

遇措置は、補助金協定上の禁止補

助金に該当し、また、農産品に対

する措置は農業協定に非整合とし

て申立て。

加盟議定書

中国－贈

与、貸付け及び

その他の奨励措

置

メキシコ 協議要請 ①メキシコは、中国が企業に付与

している贈与、貸付け及びその他

の優遇措置は、補助金協定上の禁

止補助金に該当し、また、農産品

に対する措置は農業協定に非整合

として申立て。

加盟議定書

－米国

からの鶏肉等及

び鶏肉等の製品

の輸入に関する

措置

米国

【豪州、中国、韓

国、ノルウェー、

グアテマラ、ニュ

ージーランド、台

湾】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

①米国は、 の鶏肉及び鶏肉製品

に関する措置について、病原菌を

削減するために化学処理を施した

鶏肉の輸入を禁止する措置及び認

証プロセスの非公表、並びに、人

体に影響を及ぼさない科学的根拠

があるにも関わらず措置を実施し

ていることは、 協定、 、

協定、農業協定に非整合とし

て申立て。

中国－贈

与、貸付け及び

その他の奨励措

置

グアテマラ 協議要請 ①グアテマラは、中国が企業に付

与している贈与、貸付け及びその

他の優遇措置は、補助金協定上の

禁止補助金に該当し、また、農産

加盟議定書
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第３章 紛争案件一覧

案件名（番

号は 紛争解

決機関の 番号

に対応）

申立国

【第三国参加国】
経 過

案件概要：①主な申立て事由

②パネル報告

③上級委報告

関連協定

第Ⅰ部

第Ⅱ部

記載

が上級委（履行確

認）申立て

中国が上級委（履行

確認）申立て

上級委（履行確認）

報告書配布

パネル・上級委報告

書（履行確認）採択

中国－原材

料の輸出規制措

置

メキシコ

【アルゼンチン、

ブラジル、カナ

ダ、チリ、コロン

ビア、エクアド

ル、 、インド、

日本、韓国、ノル

ウェー、台湾、ト

ルコ、米国、サウ

ジアラビア】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置 ｢ ｣

と合併

参照

米国－中国

産タイヤの輸入

に関する措置

中国

【 、日本、台

湾、トルコ、ベト

ナム】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

パネル報告書配布

中国が上級委申立て

上級委報告書配布

上級委員会報告書採

択

①中国は、米国が中国からのタイ

ヤに高関税を課していることは

に違反しており、 第

条によっても正当化できないとし

て申立て。

②パネルは米国の暫定的なセーフ

ガード措置は、中国の加盟議定書

及び 上の義務を満たしてお

り、 に違反していないと判

断。

③上級委はパネルの判断を全面的

に支持。

加盟議定書

第Ⅱ部

第 章

－アザ

ラシ製品の販売

禁止措置

カナダ

【中国、コロンビ

ア、アイスラン

ド、日本、メキシ

コ、米国、アルゼ

ンチン、エクアド

ル、ロシア】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

パネル報告書配布

カナダが上級委申立

て

が上級委申立て

上級委報告書配布

パネル・上級委報告

書採択

①カナダは、 がアザラシ製品の

域内での流通を禁じる措置

規則 は、 協

定、 及び農業協定に非整合と

して申立て。

②パネルは、 のアザラシ製品販

売禁止措置は強制規格であると判

断した上で、 協定第 条に違

反していると判断。しかし、 の

公徳の保護のために必須な措置で

あり、代替的措置が証明されなか

ったため、 協定第 条には違

反していないと判断。パネルはま

た、 の先住民社会を保護する措

置はグリーンランド産品をカナダ

第Ⅱ部

第 章

第Ⅱ部

第 章

資料編

案件名（番

号は 紛争解

決機関の 番号

に対応）

申立国

【第三国参加国】
経 過

案件概要：①主な申立て事由

②パネル報告

③上級委報告

関連協定

第Ⅰ部

第Ⅱ部

記載

③上級委はパネルの判断を支持。

中国－原材

料の輸出規制措

置

【アルゼンチン、

ブラジル、カナ

ダ、チリ、コロン

ビア、エクアド

ル、インド、日

本、韓国、ノルウ

ェー、台湾、トル

コ、米国、サウジ

アラビア】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置 ｢ ｣

と合併

参照

加盟議定書

フィリピン

－蒸留酒に対す

る課税措置

【豪州、中国、メ

キシコ、タイ、台

湾、米国、イン

ド】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

のパネルと合併

パネル報告書配布

フィリピンが上級委

申立て

が上級委申立て

上級委報告書配布

パネル・上級委報告

書採択

フィリピンが違反措

置を是正

① は、フィリピンが 年以

降、輸入された蒸留酒に対して高

い関税を課している現行の物品税

体系は、 第 条に非整合で

あるとして申立て。

②パネルは、フィリピンの措置

は、表面上は中立的であるが、輸

入された蒸留酒に国内産品よりも

不利な待遇を与えており、 第

条に違反すると判断。

③上級委はパネルの判断を支持

し、フィリピンの措置は 第

条に違反していると判断。

－中国産

ファスナーに対

する 措置

中国

【ブラジル、カナ

ダ、チリ、コロン

ビア、インド、日

本、ノルウェー、

台湾、タイ、トル

コ、米国】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

パネル報告書配布

が上級委申立て

中国が上級委申立て

上級委報告書配布

パネル・上級委報告

書採択

が違反措置の是正

を通報

シークエンス合意

中国が協議要請（履

行確認）

中国がパネル設置要

請（履行確認）

パネル設置（履行確

認）

パネル報告書（履行

確認）配布

①中国は、 が中国からのファス

ナーの輸入について、 規則

及び 規則

に基づいて 協定税を賦課してい

ることは、 協定、 及び

協定に非整合として申立て。

②パネルは国別価格を採用して個

別の輸出価格を認定しない 規則

第 条それ自体及び

協定税の課税におけるその適用

は、 協定に違反していると判

断。

③上級委はおおむねパネルの判断

を支持したが、国内産業の認定に

当たってより高い割合を求めるこ

とができたにもかかわらずしなか

ったこと、情報を提出した企業を

除外するなどして と低い割合

にとどまった点が 条の違反を

構成すると、パネル判断を覆して

認定した。
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第３章 紛争案件一覧

案件名（番

号は 紛争解

決機関の 番号

に対応）

申立国

【第三国参加国】
経 過

案件概要：①主な申立て事由

②パネル報告

③上級委報告

関連協定

第Ⅰ部

第Ⅱ部

記載

が上級委（履行確

認）申立て

中国が上級委（履行

確認）申立て

上級委（履行確認）

報告書配布

パネル・上級委報告

書（履行確認）採択

中国－原材

料の輸出規制措

置

メキシコ

【アルゼンチン、

ブラジル、カナ

ダ、チリ、コロン

ビア、エクアド

ル、 、インド、

日本、韓国、ノル

ウェー、台湾、ト

ルコ、米国、サウ

ジアラビア】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置 ｢ ｣

と合併

参照

米国－中国

産タイヤの輸入

に関する措置

中国

【 、日本、台

湾、トルコ、ベト

ナム】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

パネル報告書配布

中国が上級委申立て

上級委報告書配布

上級委員会報告書採

択

①中国は、米国が中国からのタイ

ヤに高関税を課していることは

に違反しており、 第

条によっても正当化できないとし

て申立て。

②パネルは米国の暫定的なセーフ

ガード措置は、中国の加盟議定書

及び 上の義務を満たしてお

り、 に違反していないと判

断。

③上級委はパネルの判断を全面的

に支持。

加盟議定書

第Ⅱ部

第 章

－アザ

ラシ製品の販売

禁止措置

カナダ

【中国、コロンビ

ア、アイスラン

ド、日本、メキシ

コ、米国、アルゼ

ンチン、エクアド

ル、ロシア】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

パネル報告書配布

カナダが上級委申立

て

が上級委申立て

上級委報告書配布

パネル・上級委報告

書採択

①カナダは、 がアザラシ製品の

域内での流通を禁じる措置

規則 は、 協

定、 及び農業協定に非整合と

して申立て。

②パネルは、 のアザラシ製品販

売禁止措置は強制規格であると判

断した上で、 協定第 条に違

反していると判断。しかし、 の

公徳の保護のために必須な措置で

あり、代替的措置が証明されなか

ったため、 協定第 条には違

反していないと判断。パネルはま

た、 の先住民社会を保護する措

置はグリーンランド産品をカナダ

第Ⅱ部

第 章

第Ⅱ部

第 章

資料編

案件名（番

号は 紛争解

決機関の 番号

に対応）

申立国

【第三国参加国】
経 過

案件概要：①主な申立て事由

②パネル報告

③上級委報告

関連協定

第Ⅰ部

第Ⅱ部

記載

③上級委はパネルの判断を支持。

中国－原材

料の輸出規制措

置

【アルゼンチン、

ブラジル、カナ

ダ、チリ、コロン

ビア、エクアド

ル、インド、日

本、韓国、ノルウ

ェー、台湾、トル

コ、米国、サウジ

アラビア】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置 ｢ ｣

と合併

参照

加盟議定書

フィリピン

－蒸留酒に対す

る課税措置

【豪州、中国、メ

キシコ、タイ、台

湾、米国、イン

ド】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

のパネルと合併

パネル報告書配布

フィリピンが上級委

申立て

が上級委申立て

上級委報告書配布

パネル・上級委報告

書採択

フィリピンが違反措

置を是正

① は、フィリピンが 年以

降、輸入された蒸留酒に対して高

い関税を課している現行の物品税

体系は、 第 条に非整合で

あるとして申立て。

②パネルは、フィリピンの措置

は、表面上は中立的であるが、輸

入された蒸留酒に国内産品よりも

不利な待遇を与えており、 第

条に違反すると判断。

③上級委はパネルの判断を支持

し、フィリピンの措置は 第

条に違反していると判断。

－中国産

ファスナーに対

する 措置

中国

【ブラジル、カナ

ダ、チリ、コロン

ビア、インド、日

本、ノルウェー、

台湾、タイ、トル

コ、米国】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

パネル報告書配布

が上級委申立て

中国が上級委申立て

上級委報告書配布

パネル・上級委報告

書採択

が違反措置の是正

を通報

シークエンス合意

中国が協議要請（履

行確認）

中国がパネル設置要

請（履行確認）

パネル設置（履行確

認）

パネル報告書（履行

確認）配布

①中国は、 が中国からのファス

ナーの輸入について、 規則

及び 規則

に基づいて 協定税を賦課してい

ることは、 協定、 及び

協定に非整合として申立て。

②パネルは国別価格を採用して個

別の輸出価格を認定しない 規則

第 条それ自体及び

協定税の課税におけるその適用

は、 協定に違反していると判

断。

③上級委はおおむねパネルの判断

を支持したが、国内産業の認定に

当たってより高い割合を求めるこ

とができたにもかかわらずしなか

ったこと、情報を提出した企業を

除外するなどして と低い割合

にとどまった点が 条の違反を

構成すると、パネル判断を覆して

認定した。
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第３章 紛争案件一覧

案件名（番

号は 紛争解

決機関の 番号

に対応）

申立国

【第三国参加国】
経 過

案件概要：①主な申立て事由

②パネル報告

③上級委報告

関連協定

第Ⅰ部

第Ⅱ部

記載

フィリピ

ン－蒸留酒に対

する課税措置

米国

【豪州、中国、

、インド、メキ

シコ、台湾、コロ

ンビア】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置（ と

の統一パネル）

パネル報告書配布

フィリピンが上級委

申立て

が上級委申立て

上級委報告書配布

上級委報告書採択

フィリピンが履行完

了を報告

参照

．米国－ベ

トナムからのエ

ビの輸入に対す

る 措置

ベトナム

【中国、 、イン

ド、日本、韓国、

メキシコ、タイ】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

パネル報告書配布

パネル報告書採択

二国間合意を通報

①ベトナムは、米国がベトナムか

らのエビの輸入について 協定措

置を行っていること及び「ゼロイ

ング」手法を使ったダンピング・

マージンの計算は、 、 協

定、 設立協定に非整合として

申立て。

②パネルはベトナムの出張を全面

的に認め、米国の 協定措置は、

及び 協定に違反していると

認定。

－中国

からの革靴の輸

入に対する 措

置

中国

【豪州、ブラジ

ル、コロンビア、

日本、トルコ、米

国、ベトナム】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

パネル報告書配布

パネル報告書採択

シークエンス合意

が違反措置を是正

したことを通報（中国は不同意）

①中国は、 が中国からの革靴の

輸入について、 協定措置を行っ

ていること及びダンピング・マー

ジンの計算方法等は、 設置協

定、中国の加盟議定書、 及び

協定に非整合として申立て。

②パネルは、 の措置は 協定に

違反していると判断したが、中国

の幾つかの主張に対して、中国は

の違反を立証していないと判断

した。

加盟議定書

米国－ク

ローブ入りタバ

コの流通・生産

に関する措置

インドネシア

【ブラジル、 、

グアテマラ、ノル

ウェー、トルコ、

コロンビア、ドミ

ニカ共和国、メキ

シコ】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

パネル報告書配布

米国が上級委申立て

上級委報告書配布

パネル・上級委報告

書採択

インドネシアが 第

条に基づく譲許の停止を申請

米国が仲裁を要請

①インドネシアは、米国が導入し

たクローブ等の香料等が付加され

たタバコの生産・販売を禁止した

措置は、 協定、 、及び

協定に非整合であるとして申立

て。

②パネルは、米国のクローブタバ

コに対する禁止措置は、メンソー

ルタバコと比べ不当な扱いを与え

ているとし、 協定第 条に違

反していると判断。しかし、イン

第Ⅱ部

第 章

資料編

案件名（番

号は 紛争解

決機関の 番号

に対応）

申立国

【第三国参加国】
経 過

案件概要：①主な申立て事由

②パネル報告

③上級委報告

関連協定

第Ⅰ部

第Ⅱ部

記載

及びノルウェー産品より優遇して

おり、 第 条に違反している

とした。そして、 措置は 第

条 号に該当するものの、 協

定 条に違反するため同条柱書

にも違反し、正当化されないと判

断した。

③上級委は、 の措置を強制規格

であるとしたパネルの判断を覆

し、パネルの 協定第 条、

条、 条、及び第 条

における判断に対して、争訴価値

を失っており、法的拘束力を有さ

ないことを宣言した。また、上級

委は の措置は 第 条に違反

していると判断したパネルを支持

した。他方、 条柱書と

協定 条を同じ基準としたパネ

ル判断を覆したものの、結論とし

て柱書の違反を認め、 第 条

によっても正当化できないことを

是認した。

－アザ

ラシ製品の販売

禁止措置

ノルウェー

【アルゼンチン、

カナダ、中国、コ

ロンビア、エクア

ドル、アイスラン

ド、日本、メキシ

コ、ナミビア、米

国、ロシア】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置（ と

の統一パネル）

パネル報告書配布

ノルウェーが上級委

申立て

が上級委申立て

上級委報告書配布

パネル・上級委報告

書採択

参照 第Ⅱ部

第 章

第Ⅱ部

第 章

米国－ゼ

ロイングによる

ダンピング・マ

ージンの計算

韓国

【中国、 、日

本、メキシコ、タ

イ、ベトナム】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

パネル報告書配布

パネル報告書採択

米国が 内での履行

を報告

①韓国は米国に対し、米国が韓国

からのステンレス鋼の輸入に対す

る 協定措置に際して「ゼロイン

グ」によりダンピング・マージン

を算出することは、 協定及び

第 条に非整合として申立

て。

②パネルは韓国の主張を認め、ダ

ンピング・マージンを算出する際

にゼロイングを使用することは、

協定に違反していると判断。
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第３章 紛争案件一覧

案件名（番

号は 紛争解

決機関の 番号

に対応）

申立国

【第三国参加国】
経 過

案件概要：①主な申立て事由

②パネル報告

③上級委報告

関連協定

第Ⅰ部

第Ⅱ部

記載

フィリピ

ン－蒸留酒に対

する課税措置

米国

【豪州、中国、

、インド、メキ

シコ、台湾、コロ

ンビア】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置（ と

の統一パネル）

パネル報告書配布

フィリピンが上級委

申立て

が上級委申立て

上級委報告書配布

上級委報告書採択

フィリピンが履行完

了を報告

参照

．米国－ベ

トナムからのエ

ビの輸入に対す

る 措置

ベトナム

【中国、 、イン

ド、日本、韓国、

メキシコ、タイ】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

パネル報告書配布

パネル報告書採択

二国間合意を通報

①ベトナムは、米国がベトナムか

らのエビの輸入について 協定措

置を行っていること及び「ゼロイ

ング」手法を使ったダンピング・

マージンの計算は、 、 協

定、 設立協定に非整合として

申立て。

②パネルはベトナムの出張を全面

的に認め、米国の 協定措置は、

及び 協定に違反していると

認定。

－中国

からの革靴の輸

入に対する 措

置

中国

【豪州、ブラジ

ル、コロンビア、

日本、トルコ、米

国、ベトナム】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

パネル報告書配布

パネル報告書採択

シークエンス合意

が違反措置を是正

したことを通報（中国は不同意）

①中国は、 が中国からの革靴の

輸入について、 協定措置を行っ

ていること及びダンピング・マー

ジンの計算方法等は、 設置協

定、中国の加盟議定書、 及び

協定に非整合として申立て。

②パネルは、 の措置は 協定に

違反していると判断したが、中国

の幾つかの主張に対して、中国は

の違反を立証していないと判断

した。

加盟議定書

米国－ク

ローブ入りタバ

コの流通・生産

に関する措置

インドネシア

【ブラジル、 、

グアテマラ、ノル

ウェー、トルコ、

コロンビア、ドミ

ニカ共和国、メキ

シコ】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

パネル報告書配布

米国が上級委申立て

上級委報告書配布

パネル・上級委報告

書採択

インドネシアが 第

条に基づく譲許の停止を申請

米国が仲裁を要請

①インドネシアは、米国が導入し

たクローブ等の香料等が付加され

たタバコの生産・販売を禁止した

措置は、 協定、 、及び

協定に非整合であるとして申立

て。

②パネルは、米国のクローブタバ

コに対する禁止措置は、メンソー

ルタバコと比べ不当な扱いを与え

ているとし、 協定第 条に違

反していると判断。しかし、イン

第Ⅱ部

第 章

資料編

案件名（番

号は 紛争解

決機関の 番号

に対応）

申立国

【第三国参加国】
経 過

案件概要：①主な申立て事由

②パネル報告

③上級委報告

関連協定

第Ⅰ部

第Ⅱ部

記載

及びノルウェー産品より優遇して

おり、 第 条に違反している

とした。そして、 措置は 第

条 号に該当するものの、 協

定 条に違反するため同条柱書

にも違反し、正当化されないと判

断した。

③上級委は、 の措置を強制規格

であるとしたパネルの判断を覆

し、パネルの 協定第 条、

条、 条、及び第 条

における判断に対して、争訴価値

を失っており、法的拘束力を有さ

ないことを宣言した。また、上級

委は の措置は 第 条に違反

していると判断したパネルを支持

した。他方、 条柱書と

協定 条を同じ基準としたパネ

ル判断を覆したものの、結論とし

て柱書の違反を認め、 第 条

によっても正当化できないことを

是認した。

－アザ

ラシ製品の販売

禁止措置

ノルウェー

【アルゼンチン、

カナダ、中国、コ

ロンビア、エクア

ドル、アイスラン

ド、日本、メキシ

コ、ナミビア、米

国、ロシア】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置（ と

の統一パネル）

パネル報告書配布

ノルウェーが上級委

申立て

が上級委申立て

上級委報告書配布

パネル・上級委報告

書採択

参照 第Ⅱ部

第 章

第Ⅱ部

第 章

米国－ゼ

ロイングによる

ダンピング・マ

ージンの計算

韓国

【中国、 、日

本、メキシコ、タ

イ、ベトナム】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

パネル報告書配布

パネル報告書採択

米国が 内での履行

を報告

①韓国は米国に対し、米国が韓国

からのステンレス鋼の輸入に対す

る 協定措置に際して「ゼロイン

グ」によりダンピング・マージン

を算出することは、 協定及び

第 条に非整合として申立

て。

②パネルは韓国の主張を認め、ダ

ンピング・マージンを算出する際

にゼロイングを使用することは、

協定に違反していると判断。
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第３章 紛争案件一覧

案件名（番

号は 紛争解

決機関の 番号

に対応）

申立国

【第三国参加国】
経 過

案件概要：①主な申立て事由

②パネル報告

③上級委報告

関連協定

第Ⅰ部

第Ⅱ部

記載

シコ、ノルウェ

ー、トルコ、エル

サルバドル】

カナダが上級委申立

て

日本が上級委申立て

上級委員会報告書配

布

パネル・上級委報告

書採択

シークエンス合意

協定 条及び補助金協定第

条に非整合であるとして申立て。

②パネルはカナダの国内産品優遇

措置について、 第 条、

協定 条の違反を認定。

③上級委はパネルの判断を支持。

．中国－電

子支払いサービ

スに関する措置

米国

【豪州、 、グア

テマラ、日本、韓

国、エクアドル、

インド】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

パネル報告書配布

パネル報告書採択

シークエンス合意

①米国は中国に対し、中国による

電子支払いサービスの提供を中国

国内企業にのみに許可をしている

等の措置は、サービスの貿易に関

する一般協定（ 第 条（市

場アクセス）、第 条（内国民

待遇）に非整合として申立て。

②パネルは 中国国内で発行する

決済カードに銀聯のロゴを表示す

る義務、 やカード処理端末は

銀聯カードを受け入れるものでな

ければいけないと要求する措置、

香港及びマカオ内での電子取引に

は銀聯カードを使用しなければい

けないとする義務は、 第

条のモード の他、 第 条

のモード 及び に違反していると

判断。

第Ⅱ部

第 章

中国－米

国産冷間圧延珪

素鋼に対する相

殺関税及び 措

置

米国

【 、ホンジュラ

ス、インド、日

本、韓国、ベトナ

ム、アルゼンチ

ン、サウジアラビ

ア】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

パネル報告書配布

中国が上級委申立て

上級委報告書配布

パネル・上級委報告

書採択

シークエンス合意

米国が履行確認協議

要請

履行確認パネル設置

履行確認パネル報告

書配布

履行確認パネル報告

書採択

①米国は、中国の当局が行った米

国産電磁鋼板に対する相殺関税及

び 協定当初調査について、調査

開始決定、証拠の開示、最終決定

書における会議・説明、因果関係

の認定等が 協定及び補助金協定

に不整合であるとして申立て。

②パネルは、中国の十分な証拠の

ない調査開始決定は 協定第

条に違反していると判断し、当該

案件における補助金の認定にファ

クツ・アベイラブルを使用するこ

とは不適切であり、補助金協定第

条に違反していると判断。ま

た、中国商務部の価格効果に係る

判断は 協定第 条及び補助金協

定第 条に不整合であると判断。

③上級委はパネルの判断を全面的

に支持。

資料編

案件名（番

号は 紛争解

決機関の 番号

に対応）

申立国

【第三国参加国】
経 過

案件概要：①主な申立て事由

②パネル報告

③上級委報告

関連協定

第Ⅰ部

第Ⅱ部

記載

仲裁に付託

両国は仲裁を停止す

ることを要請

二国間合意を通報

ドネシアは米国の措置は 協定

第 条に違反していることを立

証していないと判断し、同条の違

反は認めなかった。

③上級委は 協定第 条におけ

る「同種の産品」において、パネ

ルの解釈を修正したが、全体的に

パネルの判断を支持。

中国－

からの鉄製ファ

スナーに対する

税の賦課

協議要請 ① は中国に対し、中国による

からの鋼鉄製ファスナーに対する

協定税の暫定措置は 協定に非

整合であるとして申立て。

及び加

盟国－ジェネリ

ック医薬品の接

収措置

インド 協議要請 ①インドは 及びオランダに対

し、オランダによるインド製のジ

ェネリック医薬品の接収は、

及び に非整合であるとして

申立て。

及び加

盟国－ジェネリ

ック医薬品の接

収措置

ブラジル 協議要請 ①インドは 及びオランダに対

し、オランダによるインド製のジ

ェネリック医薬品の接収は、

及び に非整合であるとして

申立て。

加盟議定書

アルゼン

チン－ペルーか

らのファスナー

及びチェーンに

対する 税の賦

課

ペルー 協議要請 ① ペルーはアルゼンチンに対

し、アルゼンチンによるペ

ルーからのファスナー及び

チェーンに対する 協定税

の賦課は、 協定及び

第 条に非整合であるとして

申立て。

アルメニ

ア－タバコ及び

アルコール飲料

の輸入販売に関

する措置

ウクライナ 協議要請

パネル設置要請

①ウクライナはアルメニアに対

し、アルメニアによる輸入された

煙草及びアルコール飲料に対して

差別的な内国税を賦課する措置

は、 第 条に非整合であり、

さらに、輸入された煙草に対して

協定税率以上の関税を賦課してい

ることは 第 条に非整合であ

るとして申立て。

．カナダ－

オンタリオ州に

よる再生可能エ

ネルギーによる

発電に関する措

置

日本

【米国、オースト

ラリア、中国、台

湾、インド、サウ

ジアラビア、ブラ

ジル、韓国、メキ

協議要請

パネル設置要請

パネル設置（ と

の統一パネル）

パネル報告書配布

①日本はカナダに対し、カナダ・

オンタリオ州が再生可能エネルギ

ー由来の電力の固定価格買取制度

への参入条件として課した州内産

品優遇措置は、 第 条、

第Ⅱ部

第 章
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第３章 紛争案件一覧

案件名（番

号は 紛争解

決機関の 番号

に対応）

申立国

【第三国参加国】
経 過

案件概要：①主な申立て事由

②パネル報告

③上級委報告

関連協定

第Ⅰ部

第Ⅱ部

記載

シコ、ノルウェ

ー、トルコ、エル

サルバドル】

カナダが上級委申立

て

日本が上級委申立て

上級委員会報告書配

布

パネル・上級委報告

書採択

シークエンス合意

協定 条及び補助金協定第

条に非整合であるとして申立て。

②パネルはカナダの国内産品優遇

措置について、 第 条、

協定 条の違反を認定。

③上級委はパネルの判断を支持。

．中国－電

子支払いサービ

スに関する措置

米国

【豪州、 、グア

テマラ、日本、韓

国、エクアドル、

インド】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

パネル報告書配布

パネル報告書採択

シークエンス合意

①米国は中国に対し、中国による

電子支払いサービスの提供を中国

国内企業にのみに許可をしている

等の措置は、サービスの貿易に関

する一般協定（ 第 条（市

場アクセス）、第 条（内国民

待遇）に非整合として申立て。

②パネルは 中国国内で発行する

決済カードに銀聯のロゴを表示す

る義務、 やカード処理端末は

銀聯カードを受け入れるものでな

ければいけないと要求する措置、

香港及びマカオ内での電子取引に

は銀聯カードを使用しなければい

けないとする義務は、 第

条のモード の他、 第 条

のモード 及び に違反していると

判断。

第Ⅱ部

第 章

中国－米

国産冷間圧延珪

素鋼に対する相

殺関税及び 措

置

米国

【 、ホンジュラ

ス、インド、日

本、韓国、ベトナ

ム、アルゼンチ

ン、サウジアラビ

ア】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

パネル報告書配布

中国が上級委申立て

上級委報告書配布

パネル・上級委報告

書採択

シークエンス合意

米国が履行確認協議

要請

履行確認パネル設置

履行確認パネル報告

書配布

履行確認パネル報告

書採択

①米国は、中国の当局が行った米

国産電磁鋼板に対する相殺関税及

び 協定当初調査について、調査

開始決定、証拠の開示、最終決定

書における会議・説明、因果関係

の認定等が 協定及び補助金協定

に不整合であるとして申立て。

②パネルは、中国の十分な証拠の

ない調査開始決定は 協定第

条に違反していると判断し、当該

案件における補助金の認定にファ

クツ・アベイラブルを使用するこ

とは不適切であり、補助金協定第

条に違反していると判断。ま

た、中国商務部の価格効果に係る

判断は 協定第 条及び補助金協

定第 条に不整合であると判断。

③上級委はパネルの判断を全面的

に支持。

資料編

案件名（番

号は 紛争解

決機関の 番号

に対応）

申立国

【第三国参加国】
経 過

案件概要：①主な申立て事由

②パネル報告

③上級委報告

関連協定

第Ⅰ部

第Ⅱ部

記載

仲裁に付託

両国は仲裁を停止す

ることを要請

二国間合意を通報

ドネシアは米国の措置は 協定

第 条に違反していることを立

証していないと判断し、同条の違

反は認めなかった。

③上級委は 協定第 条におけ

る「同種の産品」において、パネ

ルの解釈を修正したが、全体的に

パネルの判断を支持。

中国－

からの鉄製ファ

スナーに対する

税の賦課

協議要請 ① は中国に対し、中国による

からの鋼鉄製ファスナーに対する

協定税の暫定措置は 協定に非

整合であるとして申立て。

及び加

盟国－ジェネリ

ック医薬品の接

収措置

インド 協議要請 ①インドは 及びオランダに対

し、オランダによるインド製のジ

ェネリック医薬品の接収は、

及び に非整合であるとして

申立て。

及び加

盟国－ジェネリ

ック医薬品の接

収措置

ブラジル 協議要請 ①インドは 及びオランダに対

し、オランダによるインド製のジ

ェネリック医薬品の接収は、

及び に非整合であるとして

申立て。

加盟議定書

アルゼン

チン－ペルーか

らのファスナー

及びチェーンに

対する 税の賦

課

ペルー 協議要請 ① ペルーはアルゼンチンに対

し、アルゼンチンによるペ

ルーからのファスナー及び

チェーンに対する 協定税

の賦課は、 協定及び

第 条に非整合であるとして

申立て。

アルメニ

ア－タバコ及び

アルコール飲料

の輸入販売に関

する措置

ウクライナ 協議要請

パネル設置要請

①ウクライナはアルメニアに対

し、アルメニアによる輸入された

煙草及びアルコール飲料に対して

差別的な内国税を賦課する措置

は、 第 条に非整合であり、

さらに、輸入された煙草に対して

協定税率以上の関税を賦課してい

ることは 第 条に非整合であ

るとして申立て。

．カナダ－

オンタリオ州に

よる再生可能エ

ネルギーによる

発電に関する措

置

日本

【米国、オースト

ラリア、中国、台

湾、インド、サウ

ジアラビア、ブラ

ジル、韓国、メキ

協議要請

パネル設置要請

パネル設置（ と

の統一パネル）

パネル報告書配布

①日本はカナダに対し、カナダ・

オンタリオ州が再生可能エネルギ

ー由来の電力の固定価格買取制度

への参入条件として課した州内産

品優遇措置は、 第 条、

第Ⅱ部

第 章
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第３章 紛争案件一覧

案件名（番

号は 紛争解

決機関の 番号

に対応）

申立国

【第三国参加国】
経 過

案件概要：①主な申立て事由

②パネル報告

③上級委報告

関連協定

第Ⅰ部

第Ⅱ部

記載

助金協定第 条及び 条、中国加

盟議定書第 条及び 第 条に

非整合として申立て。

米国－韓

国からの耐食鋼

製品に対する

措置

韓国 協議要請

パネル設置要請

パネル設置

①韓国は米国に対し、米国による

韓国産の耐食鋼製品に対する 協

定措置は、 協定第 条の他、

協定及び 第 条に非整合と

して申立て。

モルドバ

－物品の輸入及

び国内販売に関

する措置

ウクライナ 協議要請

パネル設置要請

パネル設置

① 年 月 日付けで、ウクラ

イナはモルドバに対し、モルドバ

による環境保護を目的として輸入

品に対してのみ課徴金を課す等の

措置は、 第 条（内国民待

遇）に非整合として申立て。

米国－冷

凍エビに対する

措置

中国

【 、ホンジュラ

ス、日本、韓国、

タイ、ベトナム】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

パネル報告書配布

パネル報告書採択

①中国は、米国による中国産冷凍

エビに対する 協定措置は、マー

ジン計算におけるゼロイングの利

用など、 協定及び 第 条に

非整合として申立て。

②パネルは中国の主張を認め、ダ

ンピングマージンを計算する際に

米国商務省が用いたゼロイング手

法は、 協定に非整合と判断。

ウクライ

ナ－蒸留酒に対

する課税措置

モルドバ

【中国、コロンビ

ア、 、米国、台

湾】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

①モルドバは、ウクライナが蒸留

酒に対する内国税の税率を、国産

品に対しては低く、輸入品には高

く設定し、輸入品に対して差別的

な内国税を課すことは 第

条に非整合として申立て。

米国－イ

タリアからのス

テンレス薄板の

輸入に対する

措置

協議要請 ① は、米国によるイタリアから

のステンレス薄板の輸入に対する

協定措置（具体的にはゼロイン

グを使用したダンピング・マージ

ンの計算方法）は、 協定及び

第 条に非整合として申立

て。

中国－

からの 線安全

検査機器に対す

る 税の賦課

【インド、日本、

ノルウェー、タ

イ、米国、チリ】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

パネル報告書配布

パネル報告書採択

中国が措置の是正を

通報

① は、中国による からの 線

安全検査機器に対する 協定調査

手続及び 協定税賦課の決定は、

協定及び 第 条に非整合と

して申立て。

②パネルは、異なる比較対象産品

の違いを検討せずに価格押し下げ

又は価格上昇妨げを認定した中国

商務部の最終決定は 協定第 条

資料編

案件名（番

号は 紛争解

決機関の 番号

に対応）

申立国

【第三国参加国】
経 過

案件概要：①主な申立て事由

②パネル報告

③上級委報告

関連協定

第Ⅰ部

第Ⅱ部

記載

ドミニカ

－ポリプロピレ

ン製のバッグ等

に対するセーフ

ガード措置

コスタリカ

【中国、コロンビ

ア、 、パナマ、

ニカラグア、トル

コ、米国、エルサ

ルバドル、グアテ

マラ、ホンジュラ

ス】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置（ 、

、 との統一パネル）

パネル報告書配布

パネル報告書採択

ドミニカ共和国が措

置の是正を通報

①コスタリカはドミニカのポリプ

ロピレン製ビニールバッグ等に対

するセーフガード措置は、 協定

及び 第 条に非整合である

として申立て。

②パネルは、ドミニカ共和国の措

置は 協定措置と認定した上で、

ドミニカ共和国の当局は事情の予

見されなかった発展及びその効果

について説明していないと判断

し、 第 条及び 協定第

条、 条及び 条に不整合である

と判断。また、国内産業を定義す

る上で、ドミニカ共和国当局は同

種の産品又は直接的競争産品の国

内生産者を排除していることか

ら、 協定に違反していると判

断。

第Ⅱ部

第 章

ドミニカ

－ポリプロピレ

ン製のバッグ等

に対するセーフ

ガード措置

グアテマラ

【中国、コロンビ

ア、 、パナマ、

ニカラグア、トル

コ、米国、コスタ

リカ、エルサルバ

ドル、ホンジュラ

ス】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置（ 、

、 との統一パネル）

パネル報告書配布

パネル報告書採択

ドミニカ共和国が措

置の是正を通報

を参照 第Ⅱ部

第 章

ドミニカ

－ポリプロピレ

ン製のバッグ等

に対するセーフ

ガード措置

ホンジュラス

【中国、コロンビ

ア、 、パナマ、

ニカラグア、トル

コ、米国、コスタ

リカ、エルサルバ

ドル、グアテマ

ラ】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置（ 、

、 との統一パネル｣

パネル報告書配布

パネル報告書採択

ドミニカ共和国が措

置の是正を通報

を参照 第Ⅱ部

第 章

ドミニカ

－ポリプロピレ

ン製のバッグ等

に対するセーフ

ガード措置

エルサルバドル

【中国、コロンビ

ア、 、パナマ、

ニカラグア、トル

コ、米国、コスタ

リカ、グアテマ

ラ、ホンジュラ

ス】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置（ 、

、 との統一パネル

パネル報告書配布

パネル報告書採択

ドミニカ共和国が措

置の是正を通報

を参照 第Ⅱ部

第 章

中国－風

力発電設備に関

する措置

米国

【 、日本】

協議要請 ①米国は中国に対し、中国が風力

発電設備の生産企業に対して交付

する補助金や資金等の措置は、補

加盟議定書

756
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案件名（番

号は 紛争解

決機関の 番号

に対応）

申立国

【第三国参加国】
経 過

案件概要：①主な申立て事由

②パネル報告

③上級委報告

関連協定

第Ⅰ部

第Ⅱ部

記載

助金協定第 条及び 条、中国加

盟議定書第 条及び 第 条に

非整合として申立て。

米国－韓

国からの耐食鋼

製品に対する

措置

韓国 協議要請

パネル設置要請

パネル設置

①韓国は米国に対し、米国による

韓国産の耐食鋼製品に対する 協

定措置は、 協定第 条の他、

協定及び 第 条に非整合と

して申立て。

モルドバ

－物品の輸入及

び国内販売に関

する措置

ウクライナ 協議要請

パネル設置要請

パネル設置

① 年 月 日付けで、ウクラ

イナはモルドバに対し、モルドバ

による環境保護を目的として輸入

品に対してのみ課徴金を課す等の

措置は、 第 条（内国民待

遇）に非整合として申立て。

米国－冷

凍エビに対する

措置

中国

【 、ホンジュラ

ス、日本、韓国、

タイ、ベトナム】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

パネル報告書配布

パネル報告書採択

①中国は、米国による中国産冷凍

エビに対する 協定措置は、マー

ジン計算におけるゼロイングの利

用など、 協定及び 第 条に

非整合として申立て。

②パネルは中国の主張を認め、ダ

ンピングマージンを計算する際に

米国商務省が用いたゼロイング手

法は、 協定に非整合と判断。

ウクライ

ナ－蒸留酒に対

する課税措置

モルドバ

【中国、コロンビ

ア、 、米国、台

湾】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

①モルドバは、ウクライナが蒸留

酒に対する内国税の税率を、国産

品に対しては低く、輸入品には高

く設定し、輸入品に対して差別的

な内国税を課すことは 第

条に非整合として申立て。

米国－イ

タリアからのス

テンレス薄板の

輸入に対する

措置

協議要請 ① は、米国によるイタリアから

のステンレス薄板の輸入に対する

協定措置（具体的にはゼロイン

グを使用したダンピング・マージ

ンの計算方法）は、 協定及び

第 条に非整合として申立

て。

中国－

からの 線安全

検査機器に対す

る 税の賦課

【インド、日本、

ノルウェー、タ

イ、米国、チリ】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

パネル報告書配布

パネル報告書採択

中国が措置の是正を

通報

① は、中国による からの 線

安全検査機器に対する 協定調査

手続及び 協定税賦課の決定は、

協定及び 第 条に非整合と

して申立て。

②パネルは、異なる比較対象産品

の違いを検討せずに価格押し下げ

又は価格上昇妨げを認定した中国

商務部の最終決定は 協定第 条

資料編

案件名（番

号は 紛争解

決機関の 番号

に対応）

申立国

【第三国参加国】
経 過

案件概要：①主な申立て事由

②パネル報告

③上級委報告

関連協定

第Ⅰ部

第Ⅱ部

記載

ドミニカ

－ポリプロピレ

ン製のバッグ等

に対するセーフ

ガード措置

コスタリカ

【中国、コロンビ

ア、 、パナマ、

ニカラグア、トル

コ、米国、エルサ

ルバドル、グアテ

マラ、ホンジュラ

ス】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置（ 、

、 との統一パネル）

パネル報告書配布

パネル報告書採択

ドミニカ共和国が措

置の是正を通報

①コスタリカはドミニカのポリプ

ロピレン製ビニールバッグ等に対

するセーフガード措置は、 協定

及び 第 条に非整合である

として申立て。

②パネルは、ドミニカ共和国の措

置は 協定措置と認定した上で、

ドミニカ共和国の当局は事情の予

見されなかった発展及びその効果

について説明していないと判断

し、 第 条及び 協定第

条、 条及び 条に不整合である

と判断。また、国内産業を定義す

る上で、ドミニカ共和国当局は同

種の産品又は直接的競争産品の国

内生産者を排除していることか

ら、 協定に違反していると判

断。

第Ⅱ部

第 章

ドミニカ

－ポリプロピレ

ン製のバッグ等

に対するセーフ

ガード措置

グアテマラ

【中国、コロンビ

ア、 、パナマ、

ニカラグア、トル

コ、米国、コスタ

リカ、エルサルバ

ドル、ホンジュラ

ス】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置（ 、

、 との統一パネル）

パネル報告書配布

パネル報告書採択

ドミニカ共和国が措

置の是正を通報

を参照 第Ⅱ部

第 章

ドミニカ

－ポリプロピレ

ン製のバッグ等

に対するセーフ

ガード措置

ホンジュラス

【中国、コロンビ

ア、 、パナマ、

ニカラグア、トル

コ、米国、コスタ

リカ、エルサルバ

ドル、グアテマ

ラ】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置（ 、

、 との統一パネル｣

パネル報告書配布

パネル報告書採択

ドミニカ共和国が措

置の是正を通報

を参照 第Ⅱ部

第 章

ドミニカ

－ポリプロピレ

ン製のバッグ等

に対するセーフ

ガード措置

エルサルバドル

【中国、コロンビ

ア、 、パナマ、

ニカラグア、トル

コ、米国、コスタ

リカ、グアテマ

ラ、ホンジュラ

ス】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置（ 、

、 との統一パネル

パネル報告書配布

パネル報告書採択

ドミニカ共和国が措

置の是正を通報

を参照 第Ⅱ部

第 章

中国－風

力発電設備に関

する措置

米国

【 、日本】

協議要請 ①米国は中国に対し、中国が風力

発電設備の生産企業に対して交付

する補助金や資金等の措置は、補

加盟議定書
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第３章 紛争案件一覧

案件名（番

号は 紛争解

決機関の 番号

に対応）

申立国

【第三国参加国】
経 過

案件概要：①主な申立て事由

②パネル報告

③上級委報告

関連協定

第Ⅰ部

第Ⅱ部

記載

ベトナムが上級委申

立て

上級委報告書配布

パネル・上級委報告

書採択

二国間合意を通報

第 条（ダンピング防止税及び相

殺関税）等に非整合として申立

て。

②パネルは米国のゼロイング手法

の使用が 協定 条などに違反

すること、 諸国に対する一律

のその他レートの適用が 協定

条等に違反すると判断した。

他方、米国のウルグアイ協定法第

条がそれ自体として 協定

条等に違反しているとの主張につ

いては、ベトナムはこれを立証し

ていないとして退けた。

③上級委はベトナムのウルグアイ

協定法のパネル判断に関する上訴

を棄却し、パネル判断を支持。

インド－

米国からの農作

物の輸入に関す

る措置

米国

【中国、コロンビ

ア、エクアドル、

、グアテマラ、

日本、ベトナム、

アルゼンチン、豪

州、ブラジル】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

パネル報告書配布

インドが上級委申立

て

上級委報告書配布

パネル・上級委報告

書採択

米国が 条に基づ

く対抗措置を申請

条に基づく仲裁

に付託することに合意

インドが措置の是正

と通報

インドが追加的是正

措置を実施したことを通報

インドが履行確認パ

ネル設置要請

履行確認パネル設置

①米国はインドに対し、インドに

よる鳥インフルエンザを理由とし

た米国産農作物の輸入禁止措置

は、国際獣疫事務局規約又は科学

的リスク評価に基づいておらず、

協定及び付属書並びに に

非整合として申立て。

②パネルは米国の主張を全面的に

是認。

③上級委はインドの主張を棄却

し、パネルの判断を全面的に支

持。

中国－レ

アアース・タン

グステン・モリ

ブデンの輸出規

制措置

米国

【ブラジル、カナ

ダ、コロンビア、

、インド、日

本、韓国、ノルウ

ェー、オマーン、

サウジアラビア、

台湾、ベトナム、

アルゼンチン、豪

州インドネシア、

協議要請

パネル設置要請

パネル設置（ 、

との統一パネル）

パネル報告書配布

米国が上級委申立て

中国が上級委申立て

（ 、 との統一プロセ

ス）

上級委報告書配布

①米国は中国に対し、中国が行っ

ているレアアース・タングステ

ン・モリブデンに関する輸出規制

措置（輸出税、輸出数量制限、貿

易権の制限）は、 及び中国加

盟議定書加盟議定書等に非整合で

あるとして、申立て。

②米国、 、日本の主張を全面的

に認め、中国のレアアース、タン

グステン及びモリブデンに対する

加盟議定書

資料編

案件名（番

号は 紛争解

決機関の 番号

に対応）

申立国

【第三国参加国】
経 過

案件概要：①主な申立て事由

②パネル報告

③上級委報告

関連協定

第Ⅰ部

第Ⅱ部

記載

に非整合であると判断した他、損

害要因の客観的評価の欠如、損害

の因果関係に係る不十分な説明等

において、中国の 協定違反を認

定。

．カナダ－

オンタリオ州に

よる再生可能エ

ネルギーによる

発電に関する措

置

【豪州、中国、イ

ンド、日本、サウ

ジアラビア、台

湾、米国、ブラジ

ル、エルサルバド

ル、韓国、メキシ

コ、ノルウェー、

トルコ】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置 ｢ ｣

と合併

パネル報告書配布

カナダが上級委申立

て

が上級委申立て

上級委報告書配布

パネル・上級委報告

書採択

カナダが措置の是正

を通報

シークエンス合意

参照 第Ⅱ部

第 章

中国－米

国からの鶏肉の

輸入に対する

措置及び相殺関

税措置

米国

【 、日本、ノル

ウェー、サウジア

ラビア、タイ、チ

リ、メキシコ】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

パネル報告書配布

パネル報告書採択

シークエンス合意

米国が 第 条に

基づく協議を要請

履行確認パネル設置

要請

履行確認パネル報告

書配布

履行確認パネル報告

書採択

①米国は中国に対し、中国が米国

からの鶏肉の輸入について 協定

措置及び相殺関税措置を行ってい

ることについて、調査手続、措置

の決定など様々な点で 第

条、 協定及び 協定に非整合

として申立て。

②パネルは全面的に米国の主張を

認め、中国の措置は 協定及び補

助金協定に違反していると認定。

トルコ－

綿糸に対する

措置

インド 協議要請 ①インドはトルコに対し、トルコ

が発動した綿糸に対する 協定措

置について、適切な決定を行わず

に措置を発動したこと、同様に適

切な決定を行わずに延長措置を発

動したことは、 協定及び 第

条に非整合として申立て。

米国－ベ

トナムからの冷

凍エビに対する

措置

ベトナム

【中国、 、日

本、ノルウェー、

タイ、エクアド

ル】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

パネル報告書配布

①ベトナムは米国に対し、米国に

よるベトナムからの冷凍エビに対

する 協定措置、行政見直し及び

サンセット・レビュー（ゼロイン

グ手法の使用）は 協定及び
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第３章 紛争案件一覧

案件名（番

号は 紛争解

決機関の 番号

に対応）

申立国

【第三国参加国】
経 過

案件概要：①主な申立て事由

②パネル報告

③上級委報告

関連協定

第Ⅰ部

第Ⅱ部

記載

ベトナムが上級委申

立て

上級委報告書配布

パネル・上級委報告

書採択

二国間合意を通報

第 条（ダンピング防止税及び相

殺関税）等に非整合として申立

て。

②パネルは米国のゼロイング手法

の使用が 協定 条などに違反

すること、 諸国に対する一律

のその他レートの適用が 協定

条等に違反すると判断した。

他方、米国のウルグアイ協定法第

条がそれ自体として 協定

条等に違反しているとの主張につ

いては、ベトナムはこれを立証し

ていないとして退けた。

③上級委はベトナムのウルグアイ

協定法のパネル判断に関する上訴

を棄却し、パネル判断を支持。

インド－

米国からの農作

物の輸入に関す

る措置

米国

【中国、コロンビ

ア、エクアドル、

、グアテマラ、

日本、ベトナム、

アルゼンチン、豪

州、ブラジル】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

パネル報告書配布

インドが上級委申立

て

上級委報告書配布

パネル・上級委報告

書採択

米国が 条に基づ

く対抗措置を申請

条に基づく仲裁

に付託することに合意

インドが措置の是正

と通報

インドが追加的是正

措置を実施したことを通報

インドが履行確認パ

ネル設置要請

履行確認パネル設置

①米国はインドに対し、インドに

よる鳥インフルエンザを理由とし

た米国産農作物の輸入禁止措置

は、国際獣疫事務局規約又は科学

的リスク評価に基づいておらず、

協定及び付属書並びに に

非整合として申立て。

②パネルは米国の主張を全面的に

是認。

③上級委はインドの主張を棄却

し、パネルの判断を全面的に支

持。

中国－レ

アアース・タン

グステン・モリ

ブデンの輸出規

制措置

米国

【ブラジル、カナ

ダ、コロンビア、

、インド、日

本、韓国、ノルウ

ェー、オマーン、

サウジアラビア、

台湾、ベトナム、

アルゼンチン、豪

州インドネシア、

協議要請

パネル設置要請

パネル設置（ 、

との統一パネル）

パネル報告書配布

米国が上級委申立て

中国が上級委申立て

（ 、 との統一プロセ

ス）

上級委報告書配布

①米国は中国に対し、中国が行っ

ているレアアース・タングステ

ン・モリブデンに関する輸出規制

措置（輸出税、輸出数量制限、貿

易権の制限）は、 及び中国加

盟議定書加盟議定書等に非整合で

あるとして、申立て。

②米国、 、日本の主張を全面的

に認め、中国のレアアース、タン

グステン及びモリブデンに対する

加盟議定書

資料編

案件名（番

号は 紛争解

決機関の 番号

に対応）

申立国

【第三国参加国】
経 過

案件概要：①主な申立て事由

②パネル報告

③上級委報告

関連協定

第Ⅰ部

第Ⅱ部

記載

に非整合であると判断した他、損

害要因の客観的評価の欠如、損害

の因果関係に係る不十分な説明等

において、中国の 協定違反を認

定。

．カナダ－

オンタリオ州に

よる再生可能エ

ネルギーによる

発電に関する措

置

【豪州、中国、イ

ンド、日本、サウ

ジアラビア、台

湾、米国、ブラジ

ル、エルサルバド

ル、韓国、メキシ

コ、ノルウェー、

トルコ】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置 ｢ ｣

と合併

パネル報告書配布

カナダが上級委申立

て

が上級委申立て

上級委報告書配布

パネル・上級委報告

書採択

カナダが措置の是正

を通報

シークエンス合意

参照 第Ⅱ部

第 章

中国－米

国からの鶏肉の

輸入に対する

措置及び相殺関

税措置

米国

【 、日本、ノル

ウェー、サウジア

ラビア、タイ、チ

リ、メキシコ】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

パネル報告書配布

パネル報告書採択

シークエンス合意

米国が 第 条に

基づく協議を要請

履行確認パネル設置

要請

履行確認パネル報告

書配布

履行確認パネル報告

書採択

①米国は中国に対し、中国が米国

からの鶏肉の輸入について 協定

措置及び相殺関税措置を行ってい

ることについて、調査手続、措置

の決定など様々な点で 第

条、 協定及び 協定に非整合

として申立て。

②パネルは全面的に米国の主張を

認め、中国の措置は 協定及び補

助金協定に違反していると認定。

トルコ－

綿糸に対する

措置

インド 協議要請 ①インドはトルコに対し、トルコ

が発動した綿糸に対する 協定措

置について、適切な決定を行わず

に措置を発動したこと、同様に適

切な決定を行わずに延長措置を発

動したことは、 協定及び 第

条に非整合として申立て。

米国－ベ

トナムからの冷

凍エビに対する

措置

ベトナム

【中国、 、日

本、ノルウェー、

タイ、エクアド

ル】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

パネル報告書配布

①ベトナムは米国に対し、米国に

よるベトナムからの冷凍エビに対

する 協定措置、行政見直し及び

サンセット・レビュー（ゼロイン

グ手法の使用）は 協定及び
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第３章 紛争案件一覧

案件名（番

号は 紛争解

決機関の 番号

に対応）

申立国

【第三国参加国】
経 過

案件概要：①主な申立て事由

②パネル報告

③上級委報告

関連協定

第Ⅰ部

第Ⅱ部

記載

ア、ノルウェー、

オマーン、フィリ

ピン、シンガポー

ル、台湾、トル

コ、米国、ウルグ

アイ、ザンビア、

ジンバブエ、チ

リ、中国、キュー

バ、エジプト、ナ

イジェリア、マレ

ーシア、マラウ

ィ、メキシコ、モ

ルドバ、ペルー、

タイ】

豪州－タ

バコ製品の包装

に関する規制に

関する措置

ホンジュラス

【アルゼンチン、

ブラジル、カナ

ダ、チリ、中国、

キューバ、ドミニ

カ共和国、 、イ

ンド、インドネシ

ア、日本、韓国、

ニュージーラン

ド、ニカラグア、

ナイジェリア、ノ

ルウェー、オマー

ン、パナマ、フィ

リピン、南アフリ

カ、台湾、タイ、

ウクライナ、米

国、ウルグアイ、

ジンバブエ、エク

アドル、グアテマ

ラ、マラウィ、マ

レーシア、メキシ

コ、ペルー、シン

ガポール、トル

コ、ザンビア】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

パネル報告書配布

ホンジュラスが上級

委申立て

①ホンジュラスは豪州に対し、同

国がタバコ製品及びその包装に対

する商標制限的及びプレーンパッ

ケージの法令は、 協定、

協定、 に非整合として申立

て。

②パネルは、ホンジュラスが豪州

に依る 措置が協定に違反して

いることを立証しなかったとし

て、豪州による協定違反を認定し

なかった。 の 条、

条、 協定の 条、 の

条については、ホンジュラ

スにより主張がなされなかったと

して判断を下さなかった。

米国－イ

ンドからの熱間

圧延鋼板の輸入

に対する相殺関

税措置

インド

【豪州、カナダ、

中国、 、サウジ

アラビア、トル

コ】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

パネル報告書配布

インドが上級委申立

て

米国が上級委申立て

上級委報告書配布

①インドは米国に対し、米国がイ

ンドからの熱間圧延鋼板の輸入に

ついて相殺関税措置を課している

ことについて、米国の法令が定め

る補助金の額の算定方法、米国に

よる補助金の認定及び損害の認定

等が、補助金協定及び に非整

合であるとして申立て。

資料編

案件名（番

号は 紛争解

決機関の 番号

に対応）

申立国

【第三国参加国】
経 過

案件概要：①主な申立て事由

②パネル報告

③上級委報告

関連協定

第Ⅰ部

第Ⅱ部

記載

ペルー、ロシア、

トルコ】

パネル・上級委報告

書採択

中国が措置の是正を

報告

シークエンス合意

輸出規制措置（輸出税、輸出数量

制限、貿易権の制限）は、 第

条及び中国の 加盟議定書第

条及び第 条に違反し、

第 条によっても正当化しえ

ないと判断。

③上級委は、パネルの論法及び一

部の中間判断についてのみ申立て

に対し、パネルの論法の一部を修

正したものの、協定違反との結論

を維持した。

中国－レ

アアース・タン

グステン・モリ

ブデンの輸出規

制措置

【ブラジル、カナ

ダ、コロンビア、

インド、日本、韓

国、ノルウェー、

オマーン、サウジ

アラビア、台湾、

米国、ベトナム、

アルゼンチン、豪

州、インドネシ

ア、ペルー、ロシ

ア、トルコ】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置（ 、

との統一パネル）

パネル報告書配布

中国が上級委申立て

上級委報告書配布

パネル・上級委報告

書採択

中国が措置の是正を

報告

シークエンス合意

参照

加盟議定書

中国－レ

アアース・タン

グステン・モリ

ブデンの輸出規

制措置

日本

【ブラジル、カナ

ダ、コロンビア、

、インド、韓

国、ノルェー、オ

マーン、サウジア

ラビア、台湾、米

国、ベトナム、ア

ルゼンチン、豪

州、インドネシ

ア、ペルー、ロシ

ア、トルコ】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置（ 、

との統一パネル）

パネル報告書配布

中国が上級委申立て

上級委報告書配布

パネル・上級委報告

書採択

中国が措置の是正を

報告

参照

加盟議定書

豪州－タ

バコ製品の包装

に関する規制に

関する措置

ウクライナ

【アルゼンチン、

ブラジル、カナ

ダ、ドミニカ共和

国、 、グアテマ

ラ、ホンジュラ

ス、インド、イン

ドネシア、日本、

韓国、ニュージー

ランド、ニカラグ

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

ウクライナがパネル

手続の停止を要請

豪州はウクライナの

パネル手続停止要請に合意

パネル手続停止

パネルの設置根拠が

失効

①ウクライナは豪州に対し、同国

がタバコ製品及びその包装に対す

る商標制限的及びプレーンパッケ

ージの法令は、 協定、 協

定、 に非整合として申立て。
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第３章 紛争案件一覧

案件名（番

号は 紛争解

決機関の 番号

に対応）

申立国

【第三国参加国】
経 過

案件概要：①主な申立て事由

②パネル報告

③上級委報告

関連協定

第Ⅰ部

第Ⅱ部

記載

ア、ノルウェー、

オマーン、フィリ

ピン、シンガポー

ル、台湾、トル

コ、米国、ウルグ

アイ、ザンビア、

ジンバブエ、チ

リ、中国、キュー

バ、エジプト、ナ

イジェリア、マレ

ーシア、マラウ

ィ、メキシコ、モ

ルドバ、ペルー、

タイ】

豪州－タ

バコ製品の包装

に関する規制に

関する措置

ホンジュラス

【アルゼンチン、

ブラジル、カナ

ダ、チリ、中国、

キューバ、ドミニ

カ共和国、 、イ

ンド、インドネシ

ア、日本、韓国、

ニュージーラン

ド、ニカラグア、

ナイジェリア、ノ

ルウェー、オマー

ン、パナマ、フィ

リピン、南アフリ

カ、台湾、タイ、

ウクライナ、米

国、ウルグアイ、

ジンバブエ、エク

アドル、グアテマ

ラ、マラウィ、マ

レーシア、メキシ

コ、ペルー、シン

ガポール、トル

コ、ザンビア】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

パネル報告書配布

ホンジュラスが上級

委申立て

①ホンジュラスは豪州に対し、同

国がタバコ製品及びその包装に対

する商標制限的及びプレーンパッ

ケージの法令は、 協定、

協定、 に非整合として申立

て。

②パネルは、ホンジュラスが豪州

に依る 措置が協定に違反して

いることを立証しなかったとし

て、豪州による協定違反を認定し

なかった。 の 条、

条、 協定の 条、 の

条については、ホンジュラ

スにより主張がなされなかったと

して判断を下さなかった。

米国－イ

ンドからの熱間

圧延鋼板の輸入

に対する相殺関

税措置

インド

【豪州、カナダ、

中国、 、サウジ

アラビア、トル

コ】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

パネル報告書配布

インドが上級委申立

て

米国が上級委申立て

上級委報告書配布

①インドは米国に対し、米国がイ

ンドからの熱間圧延鋼板の輸入に

ついて相殺関税措置を課している

ことについて、米国の法令が定め

る補助金の額の算定方法、米国に

よる補助金の認定及び損害の認定

等が、補助金協定及び に非整

合であるとして申立て。

資料編

案件名（番

号は 紛争解

決機関の 番号

に対応）

申立国

【第三国参加国】
経 過

案件概要：①主な申立て事由

②パネル報告

③上級委報告

関連協定

第Ⅰ部

第Ⅱ部

記載

ペルー、ロシア、

トルコ】

パネル・上級委報告

書採択

中国が措置の是正を

報告

シークエンス合意

輸出規制措置（輸出税、輸出数量

制限、貿易権の制限）は、 第

条及び中国の 加盟議定書第

条及び第 条に違反し、

第 条によっても正当化しえ

ないと判断。

③上級委は、パネルの論法及び一

部の中間判断についてのみ申立て

に対し、パネルの論法の一部を修

正したものの、協定違反との結論

を維持した。

中国－レ

アアース・タン

グステン・モリ

ブデンの輸出規

制措置

【ブラジル、カナ

ダ、コロンビア、

インド、日本、韓

国、ノルウェー、

オマーン、サウジ

アラビア、台湾、

米国、ベトナム、

アルゼンチン、豪

州、インドネシ

ア、ペルー、ロシ

ア、トルコ】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置（ 、

との統一パネル）

パネル報告書配布

中国が上級委申立て

上級委報告書配布

パネル・上級委報告

書採択

中国が措置の是正を

報告

シークエンス合意

参照

加盟議定書

中国－レ

アアース・タン

グステン・モリ

ブデンの輸出規

制措置

日本

【ブラジル、カナ

ダ、コロンビア、

、インド、韓

国、ノルェー、オ

マーン、サウジア

ラビア、台湾、米

国、ベトナム、ア

ルゼンチン、豪

州、インドネシ

ア、ペルー、ロシ

ア、トルコ】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置（ 、

との統一パネル）

パネル報告書配布

中国が上級委申立て

上級委報告書配布

パネル・上級委報告

書採択

中国が措置の是正を

報告

参照

加盟議定書

豪州－タ

バコ製品の包装

に関する規制に

関する措置

ウクライナ

【アルゼンチン、

ブラジル、カナ

ダ、ドミニカ共和

国、 、グアテマ

ラ、ホンジュラ

ス、インド、イン

ドネシア、日本、

韓国、ニュージー

ランド、ニカラグ

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

ウクライナがパネル

手続の停止を要請

豪州はウクライナの

パネル手続停止要請に合意

パネル手続停止

パネルの設置根拠が

失効

①ウクライナは豪州に対し、同国

がタバコ製品及びその包装に対す

る商標制限的及びプレーンパッケ

ージの法令は、 協定、 協

定、 に非整合として申立て。
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第３章 紛争案件一覧

案件名（番

号は 紛争解

決機関の 番号

に対応）

申立国

【第三国参加国】
経 過

案件概要：①主な申立て事由

②パネル報告

③上級委報告

関連協定

第Ⅰ部

第Ⅱ部

記載

ルゼンチンの措置は と非整合

としたパネルの判断を支持。

南アフリ

カ－ブラジルか

らの冷凍鶏肉に

対する 措置

ブラジル 協議要請 ①ブラジルは、南アフリカがブラ

ジルから輸入される冷凍鶏肉に対

して行った 協定措置（調査、仮

決定、暫定措置）について、措置

の決定及び暫定措置の賦課並びに

調査の開始及び実

施は 協定に非整合として申立

て。

中国－米

国から自動車の

輸入に対する

および相殺関税

措置

米国

【コロンビア、

、インド、日

本、韓国、オマー

ン、サウジアラビ

ア、トルコ】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

パネル報告書配布

パネル報告書採択

①米国は、中国が米国からの輸入

自動車に係る 協定措置及び相殺

関税措置に対する中国商務部の通

知第 番（ 年）及び通知第

番（ 年）に関して、当該措置

は 協定及び補助金協定並びに

に非整合として申立て。

②パネルは、中国の実質的義務に

関して米国の主張を認め、中国商

務部は知られていない輸出者に係

る残余率の決定に関し過ちを犯し

ており、 協定及び補助金協定上

の義務に違反していると判断。ま

た、手続上の義務に関してもパネ

ルは米国の主張を認め、中国商務

部は利害を有する者に対し、秘密

の情報に係る秘密でないサマリー

を十分に提供しておらず、 協定

及び補助金協定に反している判

断。

豪州－タ

バコ製品の包装

に関する規制に

関する措置

ドミニカ共和国

【アルゼンチン、

ブラジル、カナ

ダ、チリ、中国、

キューバ、 、グ

アテマラ、ホンジ

ュラス、インド、

日本、韓国、マレ

ーシア、メキシ

コ、ニュージーラ

ンド、ニカラグ

ア、ノルウェー、

フィリピン、ロシ

ア、シンガポー

ル、台湾、タイ、

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

パネル報告書配布

ドミニカ共和国が上

級委申立て

①ドミニカ共和国は豪州に対し、

同国によるタバコ製品及びその包

装に対する商標制限的及びプレー

ンパッケージの法令は、 協

定、 協定、 に非整合とし

て申立て。

②パネルは、ドミニカ共和国が豪

州による 措置が協定に違反す

ることを立証しなかったとして豪

州による協定違反を認定しなかっ

た。 条、 条、 協

定 条、 条について

はドミニカ共和国により主張がな

されなかったとして判断を下さな

かった。

資料編

案件名（番

号は 紛争解

決機関の 番号

に対応）

申立国

【第三国参加国】
経 過

案件概要：①主な申立て事由

②パネル報告

③上級委報告

関連協定

第Ⅰ部

第Ⅱ部

記載

パネル・上級委報告

書採択

米国が措置の是正を

通報

シークエンス合意

インドが履行確認パ

ネル設置要請

履行確認パネル設置

②パネルはインドの主張を全面的

に支持。

③補助金協定における公的機関に

係るパネルの判断を修正したが、

おおむねパネルの判断を支持。

米国－中

国からの特定の

輸入品に対する

相殺関税措置

中国

【豪州、ブラジ

ル、カナダ、 、

インド、韓国、ノ

ルウェー、ロシ

ア、トルコ、ベト

ナム、サウジアラ

ビア】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

パネル報告書配布

中国が上級委申立て

米国が上級委申立て

上級委報告書配布

パネル・上級委報告

書採択

中国が 条に基づ

く仲裁を要請

シークエンス合意

中国が履行確認協議

要請

中国が履行確認パネ

ル設置要請

履行確認パネル設置

履行確認パネル報告

書配布

①中国は、米国が 年から

年にかけて行った中国からの の

輸入品に対する相殺関税措置に係

る調査並びに暫定措置及び賦課に

ついて、 、補助金協定及び加

盟議定書に非整合として申立て。

②パネルは中国の主張を全面的に

支持。

③上級委はパネルの一部の判断を

修正したが、概ね中国の主張を支

持。

加盟議定書

アルゼン

チン－物品輸入

に影響する措置

【豪州、カナダ、

中国、エクアド

ル、グアテマラ、

印度、日本、韓

国、ノルウェー、

サウジアラビア、

スイス、台湾、タ

イ、トルコ、米

国】

協議要請

パネル設置用

パネル設置（ 、

との統一パネル）

パネル報告書配布

アルゼンチンが上級

委申立て

が上級委申立て

上級委報告書配布

パネル・上級委報告

書採択

アルゼンチンは措置

の是正を通報

シークエンス合意

① 年 月 日、 は、アルゼ

ンチンによる輸入制限的措置

（ 事前宣誓供述制度、 輸入

許可制度、 輸入許可発給の遅

延および、貿易制限的な条件によ

る輸入許可発給）は、 、ライ

センス協定、 、農業児湯艇

及び 協定に非整合として申立

て。

②パネルは申立国の主張を認め、

アルゼンチンの輸入に係る事前宣

誓供述制度は 第 条に違反す

ると判断した他、輸入に対して要

求する貿易関連措置及び日本の主

張した措置「それ自体」に対する

申立ても、 第 条及び第 条

に違反すると判断。

③上級委は、パネルの付託事項に

係る の申立てを修正したが、ア

762
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案件名（番

号は 紛争解

決機関の 番号

に対応）

申立国

【第三国参加国】
経 過

案件概要：①主な申立て事由

②パネル報告

③上級委報告

関連協定

第Ⅰ部

第Ⅱ部

記載

ルゼンチンの措置は と非整合

としたパネルの判断を支持。

南アフリ

カ－ブラジルか

らの冷凍鶏肉に

対する 措置

ブラジル 協議要請 ①ブラジルは、南アフリカがブラ

ジルから輸入される冷凍鶏肉に対

して行った 協定措置（調査、仮

決定、暫定措置）について、措置

の決定及び暫定措置の賦課並びに

調査の開始及び実

施は 協定に非整合として申立

て。

中国－米

国から自動車の

輸入に対する

および相殺関税

措置

米国

【コロンビア、

、インド、日

本、韓国、オマー

ン、サウジアラビ

ア、トルコ】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

パネル報告書配布

パネル報告書採択

①米国は、中国が米国からの輸入

自動車に係る 協定措置及び相殺

関税措置に対する中国商務部の通

知第 番（ 年）及び通知第

番（ 年）に関して、当該措置

は 協定及び補助金協定並びに

に非整合として申立て。

②パネルは、中国の実質的義務に

関して米国の主張を認め、中国商

務部は知られていない輸出者に係

る残余率の決定に関し過ちを犯し

ており、 協定及び補助金協定上

の義務に違反していると判断。ま

た、手続上の義務に関してもパネ

ルは米国の主張を認め、中国商務

部は利害を有する者に対し、秘密

の情報に係る秘密でないサマリー

を十分に提供しておらず、 協定

及び補助金協定に反している判

断。

豪州－タ

バコ製品の包装

に関する規制に

関する措置

ドミニカ共和国

【アルゼンチン、

ブラジル、カナ

ダ、チリ、中国、

キューバ、 、グ

アテマラ、ホンジ

ュラス、インド、

日本、韓国、マレ

ーシア、メキシ

コ、ニュージーラ

ンド、ニカラグ

ア、ノルウェー、

フィリピン、ロシ

ア、シンガポー

ル、台湾、タイ、

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

パネル報告書配布

ドミニカ共和国が上

級委申立て

①ドミニカ共和国は豪州に対し、

同国によるタバコ製品及びその包

装に対する商標制限的及びプレー

ンパッケージの法令は、 協

定、 協定、 に非整合とし

て申立て。

②パネルは、ドミニカ共和国が豪

州による 措置が協定に違反す

ることを立証しなかったとして豪

州による協定違反を認定しなかっ

た。 条、 条、 協

定 条、 条について

はドミニカ共和国により主張がな

されなかったとして判断を下さな

かった。

資料編

案件名（番

号は 紛争解

決機関の 番号

に対応）

申立国

【第三国参加国】
経 過

案件概要：①主な申立て事由

②パネル報告

③上級委報告

関連協定

第Ⅰ部

第Ⅱ部

記載

パネル・上級委報告

書採択

米国が措置の是正を

通報

シークエンス合意

インドが履行確認パ

ネル設置要請

履行確認パネル設置

②パネルはインドの主張を全面的

に支持。

③補助金協定における公的機関に

係るパネルの判断を修正したが、

おおむねパネルの判断を支持。

米国－中

国からの特定の

輸入品に対する

相殺関税措置

中国

【豪州、ブラジ

ル、カナダ、 、

インド、韓国、ノ

ルウェー、ロシ

ア、トルコ、ベト

ナム、サウジアラ

ビア】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

パネル報告書配布

中国が上級委申立て

米国が上級委申立て

上級委報告書配布

パネル・上級委報告

書採択

中国が 条に基づ

く仲裁を要請

シークエンス合意

中国が履行確認協議

要請

中国が履行確認パネ

ル設置要請

履行確認パネル設置

履行確認パネル報告

書配布

①中国は、米国が 年から

年にかけて行った中国からの の

輸入品に対する相殺関税措置に係

る調査並びに暫定措置及び賦課に

ついて、 、補助金協定及び加

盟議定書に非整合として申立て。

②パネルは中国の主張を全面的に

支持。

③上級委はパネルの一部の判断を

修正したが、概ね中国の主張を支

持。

加盟議定書

アルゼン

チン－物品輸入

に影響する措置

【豪州、カナダ、

中国、エクアド

ル、グアテマラ、

印度、日本、韓

国、ノルウェー、

サウジアラビア、

スイス、台湾、タ

イ、トルコ、米

国】

協議要請

パネル設置用

パネル設置（ 、

との統一パネル）

パネル報告書配布

アルゼンチンが上級

委申立て

が上級委申立て

上級委報告書配布

パネル・上級委報告

書採択

アルゼンチンは措置

の是正を通報

シークエンス合意

① 年 月 日、 は、アルゼ

ンチンによる輸入制限的措置

（ 事前宣誓供述制度、 輸入

許可制度、 輸入許可発給の遅

延および、貿易制限的な条件によ

る輸入許可発給）は、 、ライ

センス協定、 、農業児湯艇

及び 協定に非整合として申立

て。

②パネルは申立国の主張を認め、

アルゼンチンの輸入に係る事前宣

誓供述制度は 第 条に違反す

ると判断した他、輸入に対して要

求する貿易関連措置及び日本の主

張した措置「それ自体」に対する

申立ても、 第 条及び第 条

に違反すると判断。

③上級委は、パネルの付託事項に

係る の申立てを修正したが、ア
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第３章 紛争案件一覧

案件名（番

号は 紛争解

決機関の 番号

に対応）

申立国

【第三国参加国】
経 過

案件概要：①主な申立て事由

②パネル報告

③上級委報告

関連協定

第Ⅰ部

第Ⅱ部

記載

アルゼンチンは措置

の是正を通報

シークエンス合意

アルゼン

チン－物品輸入

に関する措置

日本

【豪州、カナダ、

中国、エクアド

ル、 、グアテマ

ラ、インド、韓

国、ノルウェー、

サウジアラビア、

スイス、台湾、タ

イ、トルコ、米

国】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置（ 及

び との統一パネル）

パネル報告書配布

アルゼンチンが上級

委申立て

日本が上級委申立て

上級委報告書配布

パネル・上級委報告

書採択

アルゼンチンは措置

の是正を通報

シークエンス合意

を参照

アルゼン

チン－物品輸入

に関する措置

メキシコ 協議要請

パネル設置要請

パネル設置要請を撤

回

を参照

米国－ア

ルゼンチンから

の動物、肉、動

物製品の輸入に

関する措置

アルゼンチン

【豪州、中国、

、インド、韓

国】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

パネル報告書配布

パネル報告書採択

①アルゼンチンは、米国がアルゼ

ンチンからの動物、肉、動物製品

の輸入に対してとっている 冷

蔵冷凍牛肉の輸入禁止措置、

アルゼンチンの一部地域に体する

口蹄疫清浄国としての不認定、

特定地域の動物健康状態の認

定および当該地域からの動物・動

物製品輸出に対する許可発給の遅

延措置は、 、 協定及び

設立協定に非整合としてに非整合

として申立て。

②パネルは、米国の措置は国際標

準及び科学的評価に基づいていな

い他、当該製品を恣意的又は不当

に差別し、国際貿易に対して偽装

した制限となっており、かつ、ア

ルゼンチン国内の地域的状況を考

慮していないと判断し、アルゼン

チンの主張を全面的に支持。

資料編

案件名（番

号は 紛争解

決機関の 番号

に対応）

申立国

【第三国参加国】
経 過

案件概要：①主な申立て事由

②パネル報告

③上級委報告

関連協定

第Ⅰ部

第Ⅱ部

記載

トリニダードトバ

ゴ、トルコ、ウク

ライナ、米国、ウ

ルグアイ、ジンバ

ブエ、エクアド

ル、インドネシ

ア、ナイジェリ

ア、サウジアラビ

ア、南アフリカ、

ペルー】

－イン

ドネシアからの

アルコールの輸

入に対する 措

置

インドネシア

【インド、韓国、

米国、マレーシ

ア、タイ、トル

コ】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

パネル報告書配布

インドネシアが上級

委申立て

が上級委申立て

上級委報告書配布

上級委報告書採択

①インドネシアは、 がインドネ

シアからの脂肪アルコールの輸入

に対して課している 協定措置に

ついて、その調査、暫定措置、確

定措置は 協定及び に非整合

と申立て。

②パネルはインドネシアの主張を

ほぼ全面的に棄却したが、 は

協定第 条で求められている情

報開示を怠ったとして、同条違反

を認定。

③上級委はパネル判断を全面的に

肯定した。

および

加盟国－バイオ

ディーゼル輸入

に関する措置

アルゼンチン 協議要請

パネル設置要請

①アルゼンチンは、スペインが再

生可能エネルギー数値目標達成の

ため 指令に基づきとっているバ

イオディーゼルに関する規制につ

いて、数値目標達成に算入される

バイオディーゼルをスペイン産ま

たは 産のみとする規制は、アル

ゼンチン産バイオディーゼルに対

する事実上の輸入禁止だとして、

、 協定及び 設立協定

に非整合として申立て。

アルゼン

チン－物品輸入

に関する措置

米国

【豪州、カナダ、

中国、エクアド

ル、 、グアテマ

ラ、インド、日

本、韓国、ノルウ

ェー、サウジアラ

ビア、スイス、台

湾、タイ、トル

コ】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置（ 、

との統一パネル）

パネル報告書採択

アルゼンチンが上級

委申立て

上級委報告書配布

パネル・上級委報告

書採択

を参照
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第３章 紛争案件一覧

案件名（番

号は 紛争解

決機関の 番号

に対応）

申立国

【第三国参加国】
経 過

案件概要：①主な申立て事由

②パネル報告

③上級委報告

関連協定

第Ⅰ部

第Ⅱ部

記載

アルゼンチンは措置

の是正を通報

シークエンス合意

アルゼン

チン－物品輸入

に関する措置

日本

【豪州、カナダ、

中国、エクアド

ル、 、グアテマ

ラ、インド、韓

国、ノルウェー、

サウジアラビア、

スイス、台湾、タ

イ、トルコ、米

国】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置（ 及

び との統一パネル）

パネル報告書配布

アルゼンチンが上級

委申立て

日本が上級委申立て

上級委報告書配布

パネル・上級委報告

書採択

アルゼンチンは措置

の是正を通報

シークエンス合意

を参照

アルゼン

チン－物品輸入

に関する措置

メキシコ 協議要請

パネル設置要請

パネル設置要請を撤

回

を参照

米国－ア

ルゼンチンから

の動物、肉、動

物製品の輸入に

関する措置

アルゼンチン

【豪州、中国、

、インド、韓

国】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

パネル報告書配布

パネル報告書採択

①アルゼンチンは、米国がアルゼ

ンチンからの動物、肉、動物製品

の輸入に対してとっている 冷

蔵冷凍牛肉の輸入禁止措置、

アルゼンチンの一部地域に体する

口蹄疫清浄国としての不認定、

特定地域の動物健康状態の認

定および当該地域からの動物・動

物製品輸出に対する許可発給の遅

延措置は、 、 協定及び

設立協定に非整合としてに非整合

として申立て。

②パネルは、米国の措置は国際標

準及び科学的評価に基づいていな

い他、当該製品を恣意的又は不当

に差別し、国際貿易に対して偽装

した制限となっており、かつ、ア

ルゼンチン国内の地域的状況を考

慮していないと判断し、アルゼン

チンの主張を全面的に支持。

資料編

案件名（番

号は 紛争解

決機関の 番号

に対応）

申立国

【第三国参加国】
経 過

案件概要：①主な申立て事由

②パネル報告

③上級委報告

関連協定

第Ⅰ部

第Ⅱ部

記載

トリニダードトバ

ゴ、トルコ、ウク

ライナ、米国、ウ

ルグアイ、ジンバ

ブエ、エクアド

ル、インドネシ

ア、ナイジェリ

ア、サウジアラビ

ア、南アフリカ、

ペルー】

－イン

ドネシアからの

アルコールの輸

入に対する 措

置

インドネシア

【インド、韓国、

米国、マレーシ

ア、タイ、トル

コ】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

パネル報告書配布

インドネシアが上級

委申立て

が上級委申立て

上級委報告書配布

上級委報告書採択

①インドネシアは、 がインドネ

シアからの脂肪アルコールの輸入

に対して課している 協定措置に

ついて、その調査、暫定措置、確

定措置は 協定及び に非整合

と申立て。

②パネルはインドネシアの主張を

ほぼ全面的に棄却したが、 は

協定第 条で求められている情

報開示を怠ったとして、同条違反

を認定。

③上級委はパネル判断を全面的に

肯定した。

および

加盟国－バイオ

ディーゼル輸入

に関する措置

アルゼンチン 協議要請

パネル設置要請

①アルゼンチンは、スペインが再

生可能エネルギー数値目標達成の

ため 指令に基づきとっているバ

イオディーゼルに関する規制につ

いて、数値目標達成に算入される

バイオディーゼルをスペイン産ま

たは 産のみとする規制は、アル

ゼンチン産バイオディーゼルに対

する事実上の輸入禁止だとして、

、 協定及び 設立協定

に非整合として申立て。

アルゼン

チン－物品輸入

に関する措置

米国

【豪州、カナダ、

中国、エクアド

ル、 、グアテマ

ラ、インド、日

本、韓国、ノルウ

ェー、サウジアラ

ビア、スイス、台

湾、タイ、トル

コ】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置（ 、

との統一パネル）

パネル報告書採択

アルゼンチンが上級

委申立て

上級委報告書配布

パネル・上級委報告

書採択

を参照
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第３章 紛争案件一覧

案件名（番

号は 紛争解

決機関の 番号

に対応）

申立国

【第三国参加国】
経 過

案件概要：①主な申立て事由

②パネル報告

③上級委報告

関連協定

第Ⅰ部

第Ⅱ部

記載

助金協定、 、農業協定、加盟

議定書に非整合として申立て。

および

加盟国－再生可

能エネルギー分

野に関する措置

中国 協議要請 ①中国は、イタリア及びギリシャ

等 加盟国による再生可能エネル

ギー分野でのフィード・イン・タ

リフプログラムにおけるローカル

コンテント要求等の措置につい

て、 、 補助金協定、 協

定に非整合として申立て。

アルゼン

チン－物品・サ

ービス貿易に関

する措置

パナマ

【豪州、中国、エ

クアドル、 、グ

アテマラ、ホンジ

ュラス、インド、

米国、ブラジル、

オマーン、サウジ

アラビア、シンガ

ポール】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

パネル報告書配布

パナマが上級委申立

て

アルゼンチンが上級

委申立て

上級委報告書配布

パネル・上級委報告

書採択

①パナマは、アルゼンチンが特定

国のみに対してとっている、収益

税に関する措置、再保険サービス

分野の措置、海外サービス事業差

の登記要件、送金規制、金融機関

に対する取引規制、 還付の禁

止等の措置について、 及び

に非整合として申立て。

② 第 条の違反を認定し、

第 条でも正当化できない

と判断したが、 第 、 、

条および に関しては違反

を認めなかった。

③上級委はパネルの分析では差別

が原産国のみによって生じている

か否かが不明であるとして同種の

サービスに係るパネルの判断を修

正し、 第 条及び 条に対

するパネル判断を取り消し、結論

としてアルゼンチンの違反を認め

なかった。

中国－日

本産高性能ステ

ンレス継目無鋼

管に対する 措

置

日本

【 、インド、韓

国、ロシア、米

国、サウジアラビ

ア、トルコ】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

パネル報告書配布

日本が上級委申立て

中国が上級委申立て

上級委報告書配布

パネル・上級委報告

書採択

①日本は、中国の日本産高性能ス

テンレス継目無鋼管（ ）

に対する 協定措置について、

協定及び に非整合として申立

て。

②・③パネル、上級委報告は

を参照

インドネ

シア－園芸作

物、動物、動物

製品の輸入に関

する措置

米国

【豪州、カナダ、

中国、 、日本、

韓国、台湾、アル

ゼンチン、ニュー

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

①米国は、インドネシアの園芸作

物、動物及び動物製品に対する措

置に関し、 、農業協定及び輸

入ライセンス協定に非整合として

申立て。

資料編

案件名（番

号は 紛争解

決機関の 番号

に対応）

申立国

【第三国参加国】
経 過

案件概要：①主な申立て事由

②パネル報告

③上級委報告

関連協定

第Ⅰ部

第Ⅱ部

記載

米国－生

鮮レモンの輸入

に関する措置

アルゼンチン 協議要請

パネル設置要請

①アルゼンチンは、米国がアルゼ

ンチンの北西地域産レモンの輸入

に対する措置に関して、過去 年

に渡って継続している一連の措置

はアルゼンチン北西地域産の柑橘

類に対する輸入禁止措置である

他、同地域産のレモンに輸入許可

を発給していないこと並びに輸入

許可申請手続の際の不当な遅延は

、 協定、 設立協定に非

整合として申立て。

米国－中

国からの特定の

輸入に対する相

殺関税措置およ

び 措置

中国

【豪州、カナダ、

、日本、トル

コ、ベトナム、イ

ンド、ロシア】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

パネル報告書配布

中国が上級委申立て

米国が上級委申立て

上級委報告書配布

パネル・上級委報告

書採択

シークエンス合意

①中国は、米国による 非市場

経済国に対する相殺関税措置の適

用、 年 月 日から

年 月 日の間に実施された相殺

関税措置、 協定措置と相殺

関税措置の重畳適用、 米国商

務省が 年 月 日から 年

月 日の間に調査または見直し

を行う権限の不存在、について、

これらの措置は 、補助金協定

及び 協定非整合として申立て。

②パネルは、 に

ついては中国の主張を認め、補助

金協定第 条、第 条及び 条

の違反を認定。一方で、 賦課

権限を米国商務省に遡及的に付与

する立法については中国の主張を

棄却し、 第 条には違反しな

いとした。

③上級委は 第 条に関するパ

ネルの解釈を覆したものの、パネ

ルにおける米国の相殺関税法に関

する事実認定の不尽により、判断

ができないと判示。

中国－自

動車・自動車部

品産業に関する

措置

米国 協議要請 ①米国は、中国が同国の自動車及

び自動車部品企業の輸出実績に付

随して供与している補助金措置

は、補助金協定、 及び加盟議

定書に非整合として申立て。

加盟議定書

中国－衣

服・繊維製品の

製造・輸出に関

する措置

メキシコ 協議要請 ①メキシコは、中国が同国の衣類

製造者及び輸出者並びに綿花及び

化学繊維産業の供給者に対して実

施している一連の支援措置は、補

加盟議定書

766



第３章 紛争案件一覧

案件名（番

号は 紛争解

決機関の 番号

に対応）

申立国

【第三国参加国】
経 過

案件概要：①主な申立て事由

②パネル報告

③上級委報告

関連協定

第Ⅰ部

第Ⅱ部

記載

助金協定、 、農業協定、加盟

議定書に非整合として申立て。

および

加盟国－再生可

能エネルギー分

野に関する措置

中国 協議要請 ①中国は、イタリア及びギリシャ

等 加盟国による再生可能エネル

ギー分野でのフィード・イン・タ

リフプログラムにおけるローカル

コンテント要求等の措置につい

て、 、 補助金協定、 協

定に非整合として申立て。

アルゼン

チン－物品・サ

ービス貿易に関

する措置

パナマ

【豪州、中国、エ

クアドル、 、グ

アテマラ、ホンジ

ュラス、インド、

米国、ブラジル、

オマーン、サウジ

アラビア、シンガ

ポール】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

パネル報告書配布

パナマが上級委申立

て

アルゼンチンが上級

委申立て

上級委報告書配布

パネル・上級委報告

書採択

①パナマは、アルゼンチンが特定

国のみに対してとっている、収益

税に関する措置、再保険サービス

分野の措置、海外サービス事業差

の登記要件、送金規制、金融機関

に対する取引規制、 還付の禁

止等の措置について、 及び

に非整合として申立て。

② 第 条の違反を認定し、

第 条でも正当化できない

と判断したが、 第 、 、

条および に関しては違反

を認めなかった。

③上級委はパネルの分析では差別

が原産国のみによって生じている

か否かが不明であるとして同種の

サービスに係るパネルの判断を修

正し、 第 条及び 条に対

するパネル判断を取り消し、結論

としてアルゼンチンの違反を認め

なかった。

中国－日

本産高性能ステ

ンレス継目無鋼

管に対する 措

置

日本

【 、インド、韓

国、ロシア、米

国、サウジアラビ

ア、トルコ】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

パネル報告書配布

日本が上級委申立て

中国が上級委申立て

上級委報告書配布

パネル・上級委報告

書採択

①日本は、中国の日本産高性能ス

テンレス継目無鋼管（ ）

に対する 協定措置について、

協定及び に非整合として申立

て。

②・③パネル、上級委報告は

を参照

インドネ

シア－園芸作

物、動物、動物

製品の輸入に関

する措置

米国

【豪州、カナダ、

中国、 、日本、

韓国、台湾、アル

ゼンチン、ニュー

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

①米国は、インドネシアの園芸作

物、動物及び動物製品に対する措

置に関し、 、農業協定及び輸

入ライセンス協定に非整合として

申立て。

資料編

案件名（番

号は 紛争解

決機関の 番号

に対応）

申立国

【第三国参加国】
経 過

案件概要：①主な申立て事由

②パネル報告

③上級委報告

関連協定

第Ⅰ部

第Ⅱ部

記載

米国－生

鮮レモンの輸入

に関する措置

アルゼンチン 協議要請

パネル設置要請

①アルゼンチンは、米国がアルゼ

ンチンの北西地域産レモンの輸入

に対する措置に関して、過去 年

に渡って継続している一連の措置

はアルゼンチン北西地域産の柑橘

類に対する輸入禁止措置である

他、同地域産のレモンに輸入許可

を発給していないこと並びに輸入

許可申請手続の際の不当な遅延は

、 協定、 設立協定に非

整合として申立て。

米国－中

国からの特定の

輸入に対する相

殺関税措置およ

び 措置

中国

【豪州、カナダ、

、日本、トル

コ、ベトナム、イ

ンド、ロシア】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

パネル報告書配布

中国が上級委申立て

米国が上級委申立て

上級委報告書配布

パネル・上級委報告

書採択

シークエンス合意

①中国は、米国による 非市場

経済国に対する相殺関税措置の適

用、 年 月 日から

年 月 日の間に実施された相殺

関税措置、 協定措置と相殺

関税措置の重畳適用、 米国商

務省が 年 月 日から 年

月 日の間に調査または見直し

を行う権限の不存在、について、

これらの措置は 、補助金協定

及び 協定非整合として申立て。

②パネルは、 に

ついては中国の主張を認め、補助

金協定第 条、第 条及び 条

の違反を認定。一方で、 賦課

権限を米国商務省に遡及的に付与

する立法については中国の主張を

棄却し、 第 条には違反しな

いとした。

③上級委は 第 条に関するパ

ネルの解釈を覆したものの、パネ

ルにおける米国の相殺関税法に関

する事実認定の不尽により、判断

ができないと判示。

中国－自

動車・自動車部

品産業に関する

措置

米国 協議要請 ①米国は、中国が同国の自動車及

び自動車部品企業の輸出実績に付

随して供与している補助金措置

は、補助金協定、 及び加盟議

定書に非整合として申立て。

加盟議定書

中国－衣

服・繊維製品の

製造・輸出に関

する措置

メキシコ 協議要請 ①メキシコは、中国が同国の衣類

製造者及び輸出者並びに綿花及び

化学繊維産業の供給者に対して実

施している一連の支援措置は、補

加盟議定書
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第３章 紛争案件一覧

案件名（番

号は 紛争解

決機関の 番号

に対応）

申立国

【第三国参加国】
経 過

案件概要：①主な申立て事由

②パネル報告

③上級委報告

関連協定

第Ⅰ部

第Ⅱ部

記載

ジーランド、ニカ

ラグア、ノルウェ

ー、フィリピン、

ロシア、シンガポ

ール、台湾、タ

イ、トルコ、ウク

ライナ、米国、ウ

ルグアイ、ジンバ

ブエ、エクアド

ル、インドネシ

ア、ナイジェリ

ア、サウジアラビ

ア、南アフリカ、

ペルー】

－バイオ

ディーゼルの輸

入及びバイオデ

ィーゼル産業の

支援に関する措

置

アルゼンチン 協議要請 ①アルゼンチンは、 のバイオデ

ィーゼルの輸入及びマーケティン

グに関する措置及びバイオディー

ゼル産業の支援に関する措置関し

て、再生可能資源からのエネルギ

ー利用を促進する措置及び温室効

果ガス排出の管理及び削減するメ

カニズムを導入する措置並びにバ

イオディーゼル産業の支援スキー

ムを構築する措置は、 、補助

金協定、 協定、 協定及び

協定に非整合として申立て。

中国－ 産

高性能ステンレ

ス継目無鋼管に

対する 措置

【インド、日本、

韓国、トルコ、米

国、ロシア、サウ

ジアラビア】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

パネル報告書配布

中国が上級委申立て

が上級委申立て

上級委報告書配布

パネル・上級委報告

書採択

① は、中国の日本産高性能ステ

ンレス継目無鋼管（ ）に

対する 協定措置について、 協

定及び に非整合として申立

て。

②パネルは、中国商務部によるダ

ンピング輸入が国内市場における

同種の産品の価格に及ぼす影響の

考慮及び国内生産者に及ぼす影響

の評価、国内産業におけるダンピ

ング輸入と実質的な損害の因果関

係の検討、秘密情報の取り扱い、

暫定措置の適用ににおいて 協定

に非整合と判断したが、ファクツ

アベイラブルの使用、重要な事実

の通知、公告及び決定の説明の一

部においては違反を認定しなかっ

た。また、販売費一般管理費、価

額の公正な比較及び手続費用に係

る の主張を認めた。

資料編

案件名（番

号は 紛争解

決機関の 番号

に対応）

申立国

【第三国参加国】
経 過

案件概要：①主な申立て事由

②パネル報告

③上級委報告

関連協定

第Ⅰ部

第Ⅱ部

記載

ジーランド、パラ

グアイ、タイ】

インド－

太陽電池及び太

陽電池モジュー

ルに関する措置

米国

【ブラジル、カナ

ダ、中国、 、日

本、韓国、マレー

シア、ノルウェ

ー、ロシア、トル

コ、エクアドル、

サウジアラビア、

台湾】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

パネル報告書配布

インドが上級委申立

て

上級委報告書配布

パネル・上級委報告

書採択

米国が 条に基づ

く制裁措置承認を申請

条に基づく仲裁

に付託することに合意

インドが履行確認パ

ネル設置要請

履行確認パネル設置

①米国は、インドが太陽電池及び

太陽電池モジュールに対するロー

カルコンテント要求について、

第 条、 第 条、 第

、 、 、 条に非整合として申

立て。

② パネルはインドの措置を

協定上の措置と判断

し、同措置は 協定第

条及び 第 条 項に非整

合と認定した他、インドが

主張した 第 条 項又

は（ ）項によっても正当化

できないと判断。

③上級委はパネルの判断を全面的

に支持。

ペルー－

農産品の輸入に

係る追加関税に

関する措置

グアテマラ

【アルゼンチン、

中奥、エルサルバ

ドル、 、イン

ド、米国、ブラジ

ル、エクアドル、

ホンジュラス、韓

国】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

パネル報告書配布

ペルーが上級委申立

て

グアテマラが上級委

申立て

上級委報告書配布

パネル・上級委報告

書採択

シークエンス合意

①グアテマラは、ペルーがコメ、

砂糖、トウモロコシ、牛乳及び酪

農品の一部等の農産品の輸入に対

して課している追加関税につい

て、農業協定、 及び関税評価

協定に非整合として申立て。

②パネルは、ペルーの追加関税措

置は、このような措置を通常関税

に転換することを要求している農

業協定第 条 項に反していると判

断した他、追加関税措置は 第

条におけるその他の租税又は課

徴金に該当しないと判断し、ペル

ーの措置はは 第 条に違反し

ていると判断。

③上級委はパネルの判断を全面的

に支持。

豪州－タ

バコ製品の包装

に関する規制に

関する措置

キューバ

【アルゼンチン、

ブラジル、カナ

ダ、チリ、中国、

ドミニカ共和国、

、グアテマラ、

ホンジュラス、イ

ンド、日本、韓

国、マレーシア、

メキシコ、ニュー

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

パネル報告書配布

パネル報告書採択

①キューバは豪州に対し、同国の

タバコ製品及びその包装に対する

商標制限的及びプレーンパッケー

ジの法令は、 協定、 協

定、 に非整合として申立て。

②パネルは、キューバが豪州によ

る 措置が協定に非整合である

ことを律要しなかったとして、豪

州による協定違反を認定しなかっ

た。
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第３章 紛争案件一覧

案件名（番

号は 紛争解

決機関の 番号

に対応）

申立国

【第三国参加国】
経 過

案件概要：①主な申立て事由

②パネル報告

③上級委報告

関連協定

第Ⅰ部

第Ⅱ部

記載

ジーランド、ニカ

ラグア、ノルウェ

ー、フィリピン、

ロシア、シンガポ

ール、台湾、タ

イ、トルコ、ウク

ライナ、米国、ウ

ルグアイ、ジンバ

ブエ、エクアド

ル、インドネシ

ア、ナイジェリ

ア、サウジアラビ

ア、南アフリカ、

ペルー】

－バイオ

ディーゼルの輸

入及びバイオデ

ィーゼル産業の

支援に関する措

置

アルゼンチン 協議要請 ①アルゼンチンは、 のバイオデ

ィーゼルの輸入及びマーケティン

グに関する措置及びバイオディー

ゼル産業の支援に関する措置関し

て、再生可能資源からのエネルギ

ー利用を促進する措置及び温室効

果ガス排出の管理及び削減するメ

カニズムを導入する措置並びにバ

イオディーゼル産業の支援スキー

ムを構築する措置は、 、補助

金協定、 協定、 協定及び

協定に非整合として申立て。

中国－ 産

高性能ステンレ

ス継目無鋼管に

対する 措置

【インド、日本、

韓国、トルコ、米

国、ロシア、サウ

ジアラビア】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

パネル報告書配布

中国が上級委申立て

が上級委申立て

上級委報告書配布

パネル・上級委報告

書採択

① は、中国の日本産高性能ステ

ンレス継目無鋼管（ ）に

対する 協定措置について、 協

定及び に非整合として申立

て。

②パネルは、中国商務部によるダ

ンピング輸入が国内市場における

同種の産品の価格に及ぼす影響の

考慮及び国内生産者に及ぼす影響

の評価、国内産業におけるダンピ

ング輸入と実質的な損害の因果関

係の検討、秘密情報の取り扱い、

暫定措置の適用ににおいて 協定

に非整合と判断したが、ファクツ

アベイラブルの使用、重要な事実

の通知、公告及び決定の説明の一

部においては違反を認定しなかっ

た。また、販売費一般管理費、価

額の公正な比較及び手続費用に係

る の主張を認めた。

資料編

案件名（番

号は 紛争解

決機関の 番号

に対応）

申立国

【第三国参加国】
経 過

案件概要：①主な申立て事由

②パネル報告

③上級委報告

関連協定

第Ⅰ部

第Ⅱ部

記載

ジーランド、パラ

グアイ、タイ】

インド－

太陽電池及び太

陽電池モジュー

ルに関する措置

米国

【ブラジル、カナ

ダ、中国、 、日

本、韓国、マレー

シア、ノルウェ

ー、ロシア、トル

コ、エクアドル、

サウジアラビア、

台湾】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

パネル報告書配布

インドが上級委申立

て

上級委報告書配布

パネル・上級委報告

書採択

米国が 条に基づ

く制裁措置承認を申請

条に基づく仲裁

に付託することに合意

インドが履行確認パ

ネル設置要請

履行確認パネル設置

①米国は、インドが太陽電池及び

太陽電池モジュールに対するロー

カルコンテント要求について、

第 条、 第 条、 第

、 、 、 条に非整合として申

立て。

② パネルはインドの措置を

協定上の措置と判断

し、同措置は 協定第

条及び 第 条 項に非整

合と認定した他、インドが

主張した 第 条 項又

は（ ）項によっても正当化

できないと判断。

③上級委はパネルの判断を全面的

に支持。

ペルー－

農産品の輸入に

係る追加関税に

関する措置

グアテマラ

【アルゼンチン、

中奥、エルサルバ

ドル、 、イン

ド、米国、ブラジ

ル、エクアドル、

ホンジュラス、韓

国】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

パネル報告書配布

ペルーが上級委申立

て

グアテマラが上級委

申立て

上級委報告書配布

パネル・上級委報告

書採択

シークエンス合意

①グアテマラは、ペルーがコメ、

砂糖、トウモロコシ、牛乳及び酪

農品の一部等の農産品の輸入に対

して課している追加関税につい

て、農業協定、 及び関税評価

協定に非整合として申立て。

②パネルは、ペルーの追加関税措

置は、このような措置を通常関税

に転換することを要求している農

業協定第 条 項に反していると判

断した他、追加関税措置は 第

条におけるその他の租税又は課

徴金に該当しないと判断し、ペル

ーの措置はは 第 条に違反し

ていると判断。

③上級委はパネルの判断を全面的

に支持。

豪州－タ

バコ製品の包装

に関する規制に

関する措置

キューバ

【アルゼンチン、

ブラジル、カナ

ダ、チリ、中国、

ドミニカ共和国、

、グアテマラ、

ホンジュラス、イ

ンド、日本、韓

国、マレーシア、

メキシコ、ニュー

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

パネル報告書配布

パネル報告書採択

①キューバは豪州に対し、同国の

タバコ製品及びその包装に対する

商標制限的及びプレーンパッケー

ジの法令は、 協定、 協

定、 に非整合として申立て。

②パネルは、キューバが豪州によ

る 措置が協定に非整合である

ことを律要しなかったとして、豪

州による協定違反を認定しなかっ

た。
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第３章 紛争案件一覧

案件名（番

号は 紛争解

決機関の 番号

に対応）

申立国

【第三国参加国】
経 過

案件概要：①主な申立て事由

②パネル報告

③上級委報告

関連協定

第Ⅰ部

第Ⅱ部

記載

米国－韓

国産家庭用大型

洗濯機に対する

措置及び相殺

関税措置

韓国

【ブラジル、カナ

ダ、中国、 、イ

ンド、日本、ノル

ウェー、タイ、ト

ルコ、サウジアラ

ビア、ベトナム】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

パネル報告書配布

米国が上級委申立て

韓国が上級委申立て

上級委報告書配布

パネル・上級委報告

書採択

韓国が 条に基づ

く制裁措置承認を申請

条に基づく仲裁

設置

①韓国は、米国の韓国産家庭用大

型洗濯機に対する 協定措置及び

相殺関税措置について、 協定上

の公正な比較手法のありかた、タ

ーゲット・ダンピングでのゼロイ

ングの使用、また、補助金協定上

の特定性及び補助金額の計算は

協定、補助金協定、 、 協

定に非整合として申立て。

②パネルは、米国の用いた「ター

ゲット・ダンピング」のゼロイン

グ等は 協定 条等に非整合と判

断。

③上級委は、「ターゲット・ダン

ピング」は 協定に非整合とした

パネルの判断を支持。

インドネ

シア－園芸作

物、動物、動物

製品の輸入に関

する措置

米国 協議要請 ①米国は、インドネシアが園芸作

物、動物、動物製品の輸入に対し

てとっている措置について、

、農業協定、輸入ライセンス

協定、船積み協定前検査協定

第 条、農業協定第 条、輸入

ライセンス協定第 、 条等に非整

合として申立て。

インドネ

シア－園芸作

物、動物、動物

製品の輸入に関

する措置

ニュージーランド 協議要請 ①ニュージーランドは、インドネ

シアが園芸作物、動物、動物製品

の輸入に対してとっている措置に

ついて、 第 条、農業協定第

条、輸入ライセンス協定第 、

条等に非整合として申立て。

豪州－タ

バコ製品の包装

に関する規制に

関する措置

インドネシア

【ブラジル、カナ

ダ、中国、キュー

バ、 、グアテマ

ラ、ホンジュラ

ス、インド、日

本、韓国、マレー

シア、メキシコ、

ニュージーラン

ド、ニカラグア、

ナイジェリア、ノ

ルウェー、オマー

ン、フィリピン、

ロシア、台湾、タ

イ、トルコ、ウク

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

パネル報告書配布

パネル報告書採択

①インドネシアは豪州に対し、同

国のタバコ製品及びその包装に対

する商標制限的及びプレーンパッ

ケージの法令は、 協定、

協定、 に非整合として申立

て。

②パネルは、インドネシアが豪州

による 措置が協定に非整合で

あることを立証しなかったとし

て、豪州の協定違反を認定しなか

った。

資料編

案件名（番

号は 紛争解

決機関の 番号

に対応）

申立国

【第三国参加国】
経 過

案件概要：①主な申立て事由

②パネル報告

③上級委報告

関連協定

第Ⅰ部

第Ⅱ部

記載

③上級委はパネルの判断を概ね支

持したが、重要な事実の通知にお

いてはパネルの判断を修正し、非

整合と認定した。

コロンビ

ア－繊維、衣

服、履き物の輸

入に関する措置

パナマ

【中国、エクアド

ル、エルサルバド

ル、 、グアテマ

ラ、ホンジュラ

ス、米国、フィリ

ピン】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

パネル報告書配布

コロンビアが上級委

申立て

上級委報告書配布

パネル・上級委報告

書採択

パナマが 条に基

づく制裁承認を申請

条に基づく仲裁

設置に合意

コロンビアがパネル

設置要請（履行確保）

履行確認パネル設置

（コロンビア）

パナマが履行確認パ

ネル設置要請

履行確認パネル設置

（パナマ）

履行確認パネル報告

書配布

パナマが履行確認上

級委申立て

①パナマは、コロンビアが繊維、

衣服、履き物の輸入に対して課税

している複合関税は、 に非整

合として申立て。

②パネルは、コロンビアの複合関

税は問題となっている輸入産品す

べてに対して適応されている他、

不正取引及び合法取引を区別せず

に適応されており、かつ、コロン

ビアの譲許表が定める待遇より不

利な待遇となっているため、複合

関税は 第 条に違反している

と判断。また、 第 条によっ

ても正当化しえないと判断。

③上級委は、パネル任務の客観的

評価に対するコロンビアの主張を

認め、パネルの 第 条違反を

認定した。複合関税及び 第

条に係るパネルの判断に対して

は、一部の理由を取り消したが、

コロンビアの 違反を支持し

た。

ロシア－

廃車税

【中国、インド、

日本、韓国、ノル

ウェー、トルコ、

ウクライナ、米

国、ブラジル】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

① は、ロシアの廃車税に係る措

置について、同措置は輸入車に対

してのみ課税されており、一部の

条件の下、国産車並びにベラルー

シ及びカザフスタンからの輸入車

には非課税である他、新車及び

年以上前に生産された自動車の間

で差別的な課税構造となってお

り、 及び 協定並びに

協定（日本）に非整合として申立

て。 年 月、ロシアは内外差

別的な廃車税制度を改正する法律

を施行。

ロシア－

廃車税

日本 協議要請 参照。
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第３章 紛争案件一覧

案件名（番

号は 紛争解

決機関の 番号

に対応）

申立国

【第三国参加国】
経 過

案件概要：①主な申立て事由

②パネル報告

③上級委報告

関連協定

第Ⅰ部

第Ⅱ部

記載

米国－韓

国産家庭用大型

洗濯機に対する

措置及び相殺

関税措置

韓国

【ブラジル、カナ

ダ、中国、 、イ

ンド、日本、ノル

ウェー、タイ、ト

ルコ、サウジアラ

ビア、ベトナム】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

パネル報告書配布

米国が上級委申立て

韓国が上級委申立て

上級委報告書配布

パネル・上級委報告

書採択

韓国が 条に基づ

く制裁措置承認を申請

条に基づく仲裁

設置

①韓国は、米国の韓国産家庭用大

型洗濯機に対する 協定措置及び

相殺関税措置について、 協定上

の公正な比較手法のありかた、タ

ーゲット・ダンピングでのゼロイ

ングの使用、また、補助金協定上

の特定性及び補助金額の計算は

協定、補助金協定、 、 協

定に非整合として申立て。

②パネルは、米国の用いた「ター

ゲット・ダンピング」のゼロイン

グ等は 協定 条等に非整合と判

断。

③上級委は、「ターゲット・ダン

ピング」は 協定に非整合とした

パネルの判断を支持。

インドネ

シア－園芸作

物、動物、動物

製品の輸入に関

する措置

米国 協議要請 ①米国は、インドネシアが園芸作

物、動物、動物製品の輸入に対し

てとっている措置について、

、農業協定、輸入ライセンス

協定、船積み協定前検査協定

第 条、農業協定第 条、輸入

ライセンス協定第 、 条等に非整

合として申立て。

インドネ

シア－園芸作

物、動物、動物

製品の輸入に関

する措置

ニュージーランド 協議要請 ①ニュージーランドは、インドネ

シアが園芸作物、動物、動物製品

の輸入に対してとっている措置に

ついて、 第 条、農業協定第

条、輸入ライセンス協定第 、

条等に非整合として申立て。

豪州－タ

バコ製品の包装

に関する規制に

関する措置

インドネシア

【ブラジル、カナ

ダ、中国、キュー

バ、 、グアテマ

ラ、ホンジュラ

ス、インド、日

本、韓国、マレー

シア、メキシコ、

ニュージーラン

ド、ニカラグア、

ナイジェリア、ノ

ルウェー、オマー

ン、フィリピン、

ロシア、台湾、タ

イ、トルコ、ウク

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

パネル報告書配布

パネル報告書採択

①インドネシアは豪州に対し、同

国のタバコ製品及びその包装に対

する商標制限的及びプレーンパッ

ケージの法令は、 協定、

協定、 に非整合として申立

て。

②パネルは、インドネシアが豪州

による 措置が協定に非整合で

あることを立証しなかったとし

て、豪州の協定違反を認定しなか

った。

資料編

案件名（番

号は 紛争解

決機関の 番号

に対応）

申立国

【第三国参加国】
経 過

案件概要：①主な申立て事由

②パネル報告

③上級委報告

関連協定

第Ⅰ部

第Ⅱ部

記載

③上級委はパネルの判断を概ね支

持したが、重要な事実の通知にお

いてはパネルの判断を修正し、非

整合と認定した。

コロンビ

ア－繊維、衣

服、履き物の輸

入に関する措置

パナマ

【中国、エクアド

ル、エルサルバド

ル、 、グアテマ

ラ、ホンジュラ

ス、米国、フィリ

ピン】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

パネル報告書配布

コロンビアが上級委

申立て

上級委報告書配布

パネル・上級委報告

書採択

パナマが 条に基

づく制裁承認を申請

条に基づく仲裁

設置に合意

コロンビアがパネル

設置要請（履行確保）

履行確認パネル設置

（コロンビア）

パナマが履行確認パ

ネル設置要請

履行確認パネル設置

（パナマ）

履行確認パネル報告

書配布

パナマが履行確認上

級委申立て

①パナマは、コロンビアが繊維、

衣服、履き物の輸入に対して課税

している複合関税は、 に非整

合として申立て。

②パネルは、コロンビアの複合関

税は問題となっている輸入産品す

べてに対して適応されている他、

不正取引及び合法取引を区別せず

に適応されており、かつ、コロン

ビアの譲許表が定める待遇より不

利な待遇となっているため、複合

関税は 第 条に違反している

と判断。また、 第 条によっ

ても正当化しえないと判断。

③上級委は、パネル任務の客観的

評価に対するコロンビアの主張を

認め、パネルの 第 条違反を

認定した。複合関税及び 第

条に係るパネルの判断に対して

は、一部の理由を取り消したが、

コロンビアの 違反を支持し

た。

ロシア－

廃車税

【中国、インド、

日本、韓国、ノル

ウェー、トルコ、

ウクライナ、米

国、ブラジル】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

① は、ロシアの廃車税に係る措

置について、同措置は輸入車に対

してのみ課税されており、一部の

条件の下、国産車並びにベラルー

シ及びカザフスタンからの輸入車

には非課税である他、新車及び

年以上前に生産された自動車の間

で差別的な課税構造となってお

り、 及び 協定並びに

協定（日本）に非整合として申立

て。 年 月、ロシアは内外差

別的な廃車税制度を改正する法律

を施行。

ロシア－

廃車税

日本 協議要請 参照。
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第３章 紛争案件一覧

案件名（番

号は 紛争解

決機関の 番号

に対応）

申立国

【第三国参加国】
経 過

案件概要：①主な申立て事由

②パネル報告

③上級委報告

関連協定

第Ⅰ部

第Ⅱ部

記載

サウジアラビア、

ウクライナ、台

湾、トルコ、ベト

ナム】

上級委報告書配布

仲裁要請

仲裁により 決定

中国により 条に

基づく制裁措置承認を申請

条に基づく仲裁

設置

②パネルは、ターゲット・ダンピ

ングでもゼロイングが禁止される

こと、価格計算において 手法

でなく、 手法のみの説明は

協定に反すると判断。また、調

査において中国の輸出者を「単一

レート予測」と取り扱うことは

協定に非整合とし、米国の措置は

協定に非整合と判断。

③上級委はターゲットダンピング

の計算手法についてはパネル判断

を支持し中国の主張を棄却した

が、 に関する規則の法それ自

体の違反に関する中国の主張につ

いて、将来にわたっての適用に関

する立証は不要であるとして、こ

れを必要として中国の立証の不尽

を認定したパネル判断を覆し、中

国の主張を認めた。

その後仲裁により を 年 月

日までとすることで決定。

ブラジル

－課税及び課徴

金に係る措置

【アルゼンチン、

豪州、中国、イン

ド、日本、韓国、

ロシア、台湾、ト

ルコ、米国、カナ

ダ、コロンビア、

南アフリカ】

協議要請

パネル設置用

パネル設置

と合併

パネル報告書配布

ブラジルが上級委申

立て

ＥＵが上級委申立て

上級委報告書配布

パネル・上級委報告

書採択

① は、ブラジルの自動車産業、

電子及び技術産業、経済特区で製

造された物品及び輸出者に対する

優遇税に関する課税及び課徴金に

係る措置について、 、補助金

協定及び 協定に非整合とし

て申立て。

②パネルは原告の申立てを認容

し、ブラジルの措置について、完

成品の国内生産による減税が競争

条件を歪曲しているため 第

条 ・ 項および 協定第

条に違反し、自動車産業に関する

措置についても国内産品を優遇し

ているとして 第 条 項の違

反を、また、メルコスール諸国産

品を日・ 産品に比べて有してい

るとして 第 条の違反等を認

定した。

③上級委は過剰課税、最恵国待

遇、輸入代替補助金、授権条項に

ついてはパネル報告書を支持した

が、国内産業への補助金、輸出補

助金、禁止された補助金の遅延な

資料編

案件名（番

号は 紛争解

決機関の 番号

に対応）

申立国

【第三国参加国】
経 過

案件概要：①主な申立て事由

②パネル報告

③上級委報告

関連協定

第Ⅰ部

第Ⅱ部

記載

ライナ、米国、ウ

ルグアイ、亜爾然

丁、チリ、ドミニ

カ共和国、エクア

ドル、マラウィ、

ペルー、シンガポ

ール、ジンバブ

エ】

ウクライ

ナ－乗用車に係

るセーフガード

決定

日本

【 、インド、韓

国、ロシア、トル

コ、豪州、米国】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

パネル報告書配布

パネル報告書採択

ウクライナは 年

月 日付けで措置を撤廃したこと

を報告

①日本は、ウクライナによる乗用

車に係るセーフガード決定につい

て、 協定第 、 、 、 、 、 、

、 条及び 第 条及び

条に非整合として申立て。

②パネルは、セーフガード措置決

定において、ウクライナ当局は事

情の予見されなかった発展及び

上の義務の効果要件を満たし

ておらず、また、輸入の急増及び

重大な損害並びに因果関係を立証

していないと判断し、日本の主張

を全面的に支持。

－大西

洋・スカンジナ

ビア産ニシンに

関する措置

デンマーク

【豪州、中国、グ

アテマラ、ホンジ

ュラス、アイスラ

ンド、インド、日

本、ニュージーラ

ンド、パナマ、ロ

シア、台湾、トル

コ、米国、アルゼ

ンチン、ブラジ

ル、メキシコ、ノ

ルウェー、ペル

ー、タイ】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

当事国は紛争が解決

されたことを報告

①デンマークは、フェロー諸島産

ニシン及びサバに対する の強制

的な経済措置は、 に非整合と

して申立て。

パキスタ

ン－インドネシ

ア産紙製品に対

する 措置及び

相殺関税措置

インドネシア 協議要請

パネル設置要請

①インドネシアは、パキスタンに

よるインドネシア産紙製品対する

協定措置及び相殺関税措置につ

いて、措置の継続及び撤廃の拒否

は 協定、補助金協定及び に

非整合として申立て。

米国－中

国に対するアン

チ・ダンピング

手続での調査手

法及び適用

中国

【ブラジル、カナ

ダ、 、インド、

日本、韓国、ノル

ウェー、ロシア、

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

パネル報告書配布

中国が上級委申立て

①中国は、油井管、コート紙等の

中国産品に対する 協定手続での

調査手法及び適用について、 協

定及び に非整合として申立

て。
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第３章 紛争案件一覧

案件名（番

号は 紛争解

決機関の 番号

に対応）

申立国

【第三国参加国】
経 過

案件概要：①主な申立て事由

②パネル報告

③上級委報告

関連協定

第Ⅰ部

第Ⅱ部

記載

サウジアラビア、

ウクライナ、台

湾、トルコ、ベト

ナム】

上級委報告書配布

仲裁要請

仲裁により 決定

中国により 条に

基づく制裁措置承認を申請

条に基づく仲裁

設置

②パネルは、ターゲット・ダンピ

ングでもゼロイングが禁止される

こと、価格計算において 手法

でなく、 手法のみの説明は

協定に反すると判断。また、調

査において中国の輸出者を「単一

レート予測」と取り扱うことは

協定に非整合とし、米国の措置は

協定に非整合と判断。

③上級委はターゲットダンピング

の計算手法についてはパネル判断

を支持し中国の主張を棄却した

が、 に関する規則の法それ自

体の違反に関する中国の主張につ

いて、将来にわたっての適用に関

する立証は不要であるとして、こ

れを必要として中国の立証の不尽

を認定したパネル判断を覆し、中

国の主張を認めた。

その後仲裁により を 年 月

日までとすることで決定。

ブラジル

－課税及び課徴

金に係る措置

【アルゼンチン、

豪州、中国、イン

ド、日本、韓国、

ロシア、台湾、ト

ルコ、米国、カナ

ダ、コロンビア、

南アフリカ】

協議要請

パネル設置用

パネル設置

と合併

パネル報告書配布

ブラジルが上級委申

立て

ＥＵが上級委申立て

上級委報告書配布

パネル・上級委報告

書採択

① は、ブラジルの自動車産業、

電子及び技術産業、経済特区で製

造された物品及び輸出者に対する

優遇税に関する課税及び課徴金に

係る措置について、 、補助金

協定及び 協定に非整合とし

て申立て。

②パネルは原告の申立てを認容

し、ブラジルの措置について、完

成品の国内生産による減税が競争

条件を歪曲しているため 第

条 ・ 項および 協定第

条に違反し、自動車産業に関する

措置についても国内産品を優遇し

ているとして 第 条 項の違

反を、また、メルコスール諸国産

品を日・ 産品に比べて有してい

るとして 第 条の違反等を認

定した。

③上級委は過剰課税、最恵国待

遇、輸入代替補助金、授権条項に

ついてはパネル報告書を支持した

が、国内産業への補助金、輸出補

助金、禁止された補助金の遅延な

資料編

案件名（番

号は 紛争解

決機関の 番号

に対応）

申立国

【第三国参加国】
経 過

案件概要：①主な申立て事由

②パネル報告

③上級委報告

関連協定

第Ⅰ部

第Ⅱ部

記載

ライナ、米国、ウ

ルグアイ、亜爾然

丁、チリ、ドミニ

カ共和国、エクア

ドル、マラウィ、

ペルー、シンガポ

ール、ジンバブ

エ】

ウクライ

ナ－乗用車に係

るセーフガード

決定

日本

【 、インド、韓

国、ロシア、トル

コ、豪州、米国】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

パネル報告書配布

パネル報告書採択

ウクライナは 年

月 日付けで措置を撤廃したこと

を報告

①日本は、ウクライナによる乗用

車に係るセーフガード決定につい

て、 協定第 、 、 、 、 、 、

、 条及び 第 条及び

条に非整合として申立て。

②パネルは、セーフガード措置決

定において、ウクライナ当局は事

情の予見されなかった発展及び

上の義務の効果要件を満たし

ておらず、また、輸入の急増及び

重大な損害並びに因果関係を立証

していないと判断し、日本の主張

を全面的に支持。

－大西

洋・スカンジナ

ビア産ニシンに

関する措置

デンマーク

【豪州、中国、グ

アテマラ、ホンジ

ュラス、アイスラ

ンド、インド、日

本、ニュージーラ

ンド、パナマ、ロ

シア、台湾、トル

コ、米国、アルゼ

ンチン、ブラジ

ル、メキシコ、ノ

ルウェー、ペル

ー、タイ】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

当事国は紛争が解決

されたことを報告

①デンマークは、フェロー諸島産

ニシン及びサバに対する の強制

的な経済措置は、 に非整合と

して申立て。

パキスタ

ン－インドネシ

ア産紙製品に対

する 措置及び

相殺関税措置

インドネシア 協議要請

パネル設置要請

①インドネシアは、パキスタンに

よるインドネシア産紙製品対する

協定措置及び相殺関税措置につ

いて、措置の継続及び撤廃の拒否

は 協定、補助金協定及び に

非整合として申立て。

米国－中

国に対するアン

チ・ダンピング

手続での調査手

法及び適用

中国

【ブラジル、カナ

ダ、 、インド、

日本、韓国、ノル

ウェー、ロシア、

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

パネル報告書配布

中国が上級委申立て

①中国は、油井管、コート紙等の

中国産品に対する 協定手続での

調査手法及び適用について、 協

定及び に非整合として申立

て。
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第３章 紛争案件一覧

案件名（番

号は 紛争解

決機関の 番号

に対応）

申立国

【第三国参加国】
経 過

案件概要：①主な申立て事由

②パネル報告

③上級委報告

関連協定

第Ⅰ部

第Ⅱ部

記載

ア、韓国、サウジ

アラビア】

ロシアが上級委申立

て

協定及び 協定に非整合として申

立て。

②パネルは、パネルが 加盟国の

国内法上の差異について述べるの

は適切ではないというＥＵの主張

を否定したが、 と に基づ

くロシアの主張はすべて否定し

た。

インドネ

シアー園芸作

物、動物、動物

製品の輸入に関

する措置

ニュージーランド

【豪州、ブラジ

ル、カナダ、中

国、 、インド、

日本、ノルウェ

ー、パラグアイ、

シンガポール、台

湾、アルゼンチ

ン、韓国、タイ】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置（ と

統合）

パネル報告書配布

インドネシアが上級

委申立て

上級委報告書配布

①ニュージーランドは、インドネ

シアによる園芸作物、動物及び動

物製品の輸入に関する措置は、

、農業協定、ライセンス協

定、船積み協定前検査協定に非整

合として申立て。

②パネルは申立国の主張を全面的

に認め、インドネシアの措置は

第 条に違反し、第 条及

び第 によっても正当

化していないと判断。

③上級委は、パネルが 第 柱

書を各号に先駆けて検討した点

を、過去の上級委報告書に反し、

特に柱書の趣旨である権利濫用の

有無を審査するには各号における

政策目的の特定が先行されるべき

と述べたものの、これは 第

条 項の結論には影響しないとし

て、他の点を含め、結論として全

面的にパネル判断を支持した。

インドネ

シアー園芸作

物、動物、動物

製品の輸入に関

する措置

米国

【豪州、ブラジ

ル、カナダ、中

国、 、インド、

日本、ノルウェ

ー、パラグアイ、

シンガポール、台

湾】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置（ と

統合）

米国が 条に基づ

く制裁措置承認を申請

条に基づく仲裁

設置

①米国は、インドネシアによる園

芸作物、動物及び動物製品の輸入

に関する措置は、 、農業協

定、ライセンス協定、船積み協定

前検査協定に非整合として申立

て。

②・③ を参照

ロシアー

ドイツ及びイタ

リア産商用自動

車に対する 措

置

【中国、インド、

日本、韓国、米

国、ブラジル、ト

ルコ、ウクライ

ナ】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

パネル報告書配布

ロシアが上級委申立

て

が上級委申立て

上級委報告書配布

① は、ロシアによるドイツ及び

イタリア産商用自動車に対する

協定税賦課は、国内産業の定義、

調査期間の選定、価格抑制効果及

び損害の決定並びに因果関係の決

定において、 協定及び に非

整合として申立て。

②パネルは、 の一部の主張を退

資料編

案件名（番

号は 紛争解

決機関の 番号

に対応）

申立国

【第三国参加国】
経 過

案件概要：①主な申立て事由

②パネル報告

③上級委報告

関連協定

第Ⅰ部

第Ⅱ部

記載

き撤廃については、パネル報告書

を覆した。

－アル

ゼンチン産バイ

オディーゼルに

対する 措置

アルゼンチン

【豪州、中国、マ

レーシア、ノルウ

ェー、ロシア、サ

ウジアラビア、ト

ルコ、米国、コロ

ンビア、インドネ

シア、メキシコ】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

パネル報告書配布

が上級委申立て

アルゼンチンが上級

委申立て

上級委報告書配布

パネル・上級委報告

書採択

①アルゼンチンは、 によるアル

ゼンチン産バイオディーゼルに対

する 協定措置について、 協定

第 、 、 、 、 、 条、 第

条等に非整合として申立て。

②パネルは、「それ自体」（

）に係るアルゼンチンの主張

は退けたが、当該製品の生産費用

の計算に係るアルゼンチンの主張

は認め、 は 協定第 条

に違反していると判断。

③上級委は全面的にパネルの判断

を支持。

－ロシ

アからの輸入に

関する 措置及

びコスト調整方

法

ロシア

【アルゼンチン、

豪州、カナダ、中

国、インドネシ

ア、ノルウェー、

トルコ、ウクライ

ナ、米国、ブラジ

ル、メキシコ、サ

ウジアラビア、ベ

トナム】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

①ロシアは、 によるロシアから

の輸入に対する 協定調査及び見

直しに関し、ダンピング・マージ

ンの計算における「価格調整」手

法の使用について、 協定、補助

金協定、 、 協定に非整合

として申立て。

ロシアー

からの豚肉製

品の輸入に係る

措置

【豪州、中国、イ

ンド、日本、韓

国、ノルウェー、

台湾、米国、ブラ

ジル、南アフリ

カ】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

パネル報告書配布

ロシアが上級委申立

て

が上級委申立て

上級委報告書配布

ロシアが協議要請

（履行確認）

ＥＵが協議要請（履

行確認）

ＥＵが履行確認パネ

ル設置要請

履行確認パネル設置

① は、ロシアが豚や豚肉、その

他の豚製品を から輸入する際の

措置について、 協定及び

に非整合として申立て。

②パネルはロシアの措置を 協

定措置と判断し、国際獣疫事務局

（ ）の定める基準に基づいて

いないロシアの措置は、 協定

第 条に違反していると認定。

③上級委はパネルの判断を結論と

して肯定した。

ーエネ

ルギー産業に対

する措置

ロシア

【ブラジル、中

国、インド、日

本、ウクライナ、

米国、コロンビ

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

パネル報告書配布

ＥＵが上級委申立て

①ロシアは、 のエネルギー産業

に対する規制（

）に関する措置は、

、 、補助金協定、

774
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案件名（番

号は 紛争解

決機関の 番号

に対応）

申立国

【第三国参加国】
経 過

案件概要：①主な申立て事由

②パネル報告

③上級委報告

関連協定

第Ⅰ部

第Ⅱ部

記載

ア、韓国、サウジ

アラビア】

ロシアが上級委申立

て

協定及び 協定に非整合として申

立て。

②パネルは、パネルが 加盟国の

国内法上の差異について述べるの

は適切ではないというＥＵの主張

を否定したが、 と に基づ

くロシアの主張はすべて否定し

た。

インドネ

シアー園芸作

物、動物、動物

製品の輸入に関

する措置

ニュージーランド

【豪州、ブラジ

ル、カナダ、中

国、 、インド、

日本、ノルウェ

ー、パラグアイ、

シンガポール、台

湾、アルゼンチ

ン、韓国、タイ】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置（ と

統合）

パネル報告書配布

インドネシアが上級

委申立て

上級委報告書配布

①ニュージーランドは、インドネ

シアによる園芸作物、動物及び動

物製品の輸入に関する措置は、

、農業協定、ライセンス協

定、船積み協定前検査協定に非整

合として申立て。

②パネルは申立国の主張を全面的

に認め、インドネシアの措置は

第 条に違反し、第 条及

び第 によっても正当

化していないと判断。

③上級委は、パネルが 第 柱

書を各号に先駆けて検討した点

を、過去の上級委報告書に反し、

特に柱書の趣旨である権利濫用の

有無を審査するには各号における

政策目的の特定が先行されるべき

と述べたものの、これは 第

条 項の結論には影響しないとし

て、他の点を含め、結論として全

面的にパネル判断を支持した。

インドネ

シアー園芸作

物、動物、動物

製品の輸入に関

する措置

米国

【豪州、ブラジ

ル、カナダ、中

国、 、インド、

日本、ノルウェ

ー、パラグアイ、

シンガポール、台

湾】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置（ と

統合）

米国が 条に基づ

く制裁措置承認を申請

条に基づく仲裁

設置

①米国は、インドネシアによる園

芸作物、動物及び動物製品の輸入

に関する措置は、 、農業協

定、ライセンス協定、船積み協定

前検査協定に非整合として申立

て。

②・③ を参照

ロシアー

ドイツ及びイタ

リア産商用自動

車に対する 措

置

【中国、インド、

日本、韓国、米

国、ブラジル、ト

ルコ、ウクライ

ナ】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

パネル報告書配布

ロシアが上級委申立

て

が上級委申立て

上級委報告書配布

① は、ロシアによるドイツ及び

イタリア産商用自動車に対する

協定税賦課は、国内産業の定義、

調査期間の選定、価格抑制効果及

び損害の決定並びに因果関係の決

定において、 協定及び に非

整合として申立て。

②パネルは、 の一部の主張を退

資料編

案件名（番

号は 紛争解

決機関の 番号

に対応）

申立国

【第三国参加国】
経 過

案件概要：①主な申立て事由

②パネル報告

③上級委報告

関連協定

第Ⅰ部

第Ⅱ部

記載

き撤廃については、パネル報告書

を覆した。

－アル

ゼンチン産バイ

オディーゼルに

対する 措置

アルゼンチン

【豪州、中国、マ

レーシア、ノルウ

ェー、ロシア、サ

ウジアラビア、ト

ルコ、米国、コロ

ンビア、インドネ

シア、メキシコ】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

パネル報告書配布

が上級委申立て

アルゼンチンが上級

委申立て

上級委報告書配布

パネル・上級委報告

書採択

①アルゼンチンは、 によるアル

ゼンチン産バイオディーゼルに対

する 協定措置について、 協定

第 、 、 、 、 、 条、 第

条等に非整合として申立て。

②パネルは、「それ自体」（

）に係るアルゼンチンの主張

は退けたが、当該製品の生産費用

の計算に係るアルゼンチンの主張

は認め、 は 協定第 条

に違反していると判断。

③上級委は全面的にパネルの判断

を支持。

－ロシ

アからの輸入に

関する 措置及

びコスト調整方

法

ロシア

【アルゼンチン、

豪州、カナダ、中

国、インドネシ

ア、ノルウェー、

トルコ、ウクライ

ナ、米国、ブラジ

ル、メキシコ、サ

ウジアラビア、ベ

トナム】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

①ロシアは、 によるロシアから

の輸入に対する 協定調査及び見

直しに関し、ダンピング・マージ

ンの計算における「価格調整」手

法の使用について、 協定、補助

金協定、 、 協定に非整合

として申立て。

ロシアー

からの豚肉製

品の輸入に係る

措置

【豪州、中国、イ

ンド、日本、韓

国、ノルウェー、

台湾、米国、ブラ

ジル、南アフリ

カ】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

パネル報告書配布

ロシアが上級委申立

て

が上級委申立て

上級委報告書配布

ロシアが協議要請

（履行確認）

ＥＵが協議要請（履

行確認）

ＥＵが履行確認パネ

ル設置要請

履行確認パネル設置

① は、ロシアが豚や豚肉、その

他の豚製品を から輸入する際の

措置について、 協定及び

に非整合として申立て。

②パネルはロシアの措置を 協

定措置と判断し、国際獣疫事務局

（ ）の定める基準に基づいて

いないロシアの措置は、 協定

第 条に違反していると認定。

③上級委はパネルの判断を結論と

して肯定した。

ーエネ

ルギー産業に対

する措置

ロシア

【ブラジル、中

国、インド、日

本、ウクライナ、

米国、コロンビ

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

パネル報告書配布

ＥＵが上級委申立て

①ロシアは、 のエネルギー産業

に対する規制（

）に関する措置は、

、 、補助金協定、
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第３章 紛争案件一覧

案件名（番

号は 紛争解

決機関の 番号

に対応）

申立国

【第三国参加国】
経 過

案件概要：①主な申立て事由

②パネル報告

③上級委報告

関連協定

第Ⅰ部

第Ⅱ部

記載

からの輸入を損害認定で含めたこ

とが 条に違反、 カナダ当局が

関連する全ての要素を考慮するこ

となく を適用したことは 条に

違反すること、等を認定した。

中国ーカ

ナダ産セルロー

スパルプに対す

る 措置

カナダ

【チリ、 、日

本、韓国、ノルウ

ェー、米国、ブラ

ジル、シンガポー

ル、ウルグアイ】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

パネル報告書配布

パネル報告書採択

①カナダは、中国によるカナダ産

セルロースパルプに対する 協定

税賦課措置は、 協定及び に

非整合として申立て。

②中国当局は調査期間の後半では

輸入価格が国内価格を上回ってい

るにもかかわらず価格効果につい

て説明していないとして、また因

果関係に就いても十分な説明を行

っていないとして、 協定 、

および 条違反を認定した。

インドネ

シアー鶏肉及び

鶏製品の輸入に

対する措置

ブラジル

【アルゼンチン、

豪州、カナダ、チ

リ、中国、 、イ

ンド、日本、韓

国、ニュージーラ

ンド、ノルウェ

ー、オマーン、パ

ラグアイ、カター

ル、ロシア、タ

イ、台湾、ベトナ

ム、米国】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

パネル報告書配布

①ブラジルは、インドネシアによ

る鶏肉及び鶏製品の輸入に対する

措置は、 協定、 協定、農業

協定、ライセンス協定、 に非

整合として申立て。

②パネルは、インドネシアがある

種の鶏製品について輸入許可リス

トに含めていない点を法的な輸入

禁止に等しいとして、また、特定

用途の鶏肉及び鶏製品の輸入制限

について、 第 条の違反を認

定した。また、一部の施行規則に

ついて 第 条の違反を認定

した。

ロシアー

農業製品、工業

製品に対する関

税措置

【ブラジル、カナ

ダ、チリ、中国、

コロンビア、イン

ド、日本、韓国、

モルドバ、ノルウ

ェー、ウクライ

ナ、米国】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

パネル報告書配布

パネル報告書採択

① は、ロシアによる農業製品及

び工業製品に対する関税措置は、

第 条、 条や、関税評価第

条、 条、 条、 条、 条、 条、

条に違反するとして申立て。

②パネルは の主張を全面的に認

め、ロシアの関税措置は 第

条に違反しているとしたが、ロシ

アの 番目の措置に関しては、そ

の措置の存在を立証していないと

し、 の主張を退けた。

ーパキ

スタン産ポリエ

チレンテレフタ

パキスタン

【中国、米国】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

パネル報告書配布

①パキスタンは、 によるパキス

タン産ポリエチレンテレフタレー

ト（

）の輸入に関連し

資料編

案件名（番

号は 紛争解

決機関の 番号

に対応）

申立国

【第三国参加国】
経 過

案件概要：①主な申立て事由

②パネル報告

③上級委報告

関連協定

第Ⅰ部

第Ⅱ部

記載

パネル・上級委報告

書採択

けたが、ロシア当局による 協定

税調査及び賦課は、国内産業につ

いての客観的な分析がかけている

として 協定第 条の、調査期

間の選択に客観性がかけるとして

第 条などの違反を認定した。

③上級委は 協定 条、 条、

条、についてはパネル報告書

を支持し、国内価格の上昇に係る

条と 条、 条（ロシア側

の主張）についてはパネル報告書

を補完したが、 条、 協定

条、 条（ＥＵ側の主張）

についてはパネル報告書は誤りで

あると認定した。

ーイン

ドネシア産バイ

オディーゼルに

対する 措置

インドネシア

【アルゼンチン、

豪州、カナダ、中

国、インド、日

本、ノルウェー、

ロシア、シンガポ

ール、トルコ、米

国】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

パネル報告書配布

パネル報告書採択

①インドネシアは、 による

ダンピングされた商品がヨーロッ

パ圏外の国から輸入されることに

対する保護措置、 インドネシ

アからのバイオディーゼルに対す

る 協定措置は、 協定、 協

定及び に非整合として申立

て。

②パネルはコスト計算において生

産者の記録を用いなかった点が

協定第 条に違反する等、

インドネシアの主張をほぼ全面的

に認めた。

インドネ

シアークローブ

タバコ事件に関

する 条

上の訴え

協議要請

における二国間

合意を受け、 が協議停止を申請

① は、クローブ入りタバコの流

通・生産に関する措置（ ）

に関連した、インドネシアによる

条上の訴えは、 に非整

合として申立て。

カナダ－

台湾産炭素鋼溶

接管に対する

措置

台湾

【中国、 、韓

国、ノルウェー、

アラブ首長国連

邦、米国、ブラジ

ル】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

パネル報告書配布

合意

カナダが履行通知

①台湾は、カナダによる台湾産炭

素鋼溶接管（

）の輸入に対する

協定措置は、 及び 協定に非

整合として申立て。

②パネルは、カナダの本件措置に

ついて、 個別輸出者のレート

が僅少であったにも関わらず調査

を継続した点が 協定第 条に

違反、 僅少の輸出者から最終

決定後に 協定税を徴収したこと

が 条に違反、 僅少の輸出者
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案件名（番

号は 紛争解

決機関の 番号

に対応）

申立国

【第三国参加国】
経 過

案件概要：①主な申立て事由

②パネル報告

③上級委報告

関連協定

第Ⅰ部

第Ⅱ部

記載

からの輸入を損害認定で含めたこ

とが 条に違反、 カナダ当局が

関連する全ての要素を考慮するこ

となく を適用したことは 条に

違反すること、等を認定した。

中国ーカ

ナダ産セルロー

スパルプに対す

る 措置

カナダ

【チリ、 、日

本、韓国、ノルウ

ェー、米国、ブラ

ジル、シンガポー

ル、ウルグアイ】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

パネル報告書配布

パネル報告書採択

①カナダは、中国によるカナダ産

セルロースパルプに対する 協定

税賦課措置は、 協定及び に

非整合として申立て。

②中国当局は調査期間の後半では

輸入価格が国内価格を上回ってい

るにもかかわらず価格効果につい

て説明していないとして、また因

果関係に就いても十分な説明を行

っていないとして、 協定 、

および 条違反を認定した。

インドネ

シアー鶏肉及び

鶏製品の輸入に

対する措置

ブラジル

【アルゼンチン、

豪州、カナダ、チ

リ、中国、 、イ

ンド、日本、韓

国、ニュージーラ

ンド、ノルウェ

ー、オマーン、パ

ラグアイ、カター

ル、ロシア、タ

イ、台湾、ベトナ

ム、米国】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

パネル報告書配布

①ブラジルは、インドネシアによ

る鶏肉及び鶏製品の輸入に対する

措置は、 協定、 協定、農業

協定、ライセンス協定、 に非

整合として申立て。

②パネルは、インドネシアがある

種の鶏製品について輸入許可リス

トに含めていない点を法的な輸入

禁止に等しいとして、また、特定

用途の鶏肉及び鶏製品の輸入制限

について、 第 条の違反を認

定した。また、一部の施行規則に

ついて 第 条の違反を認定

した。

ロシアー

農業製品、工業

製品に対する関

税措置

【ブラジル、カナ

ダ、チリ、中国、

コロンビア、イン

ド、日本、韓国、

モルドバ、ノルウ

ェー、ウクライ

ナ、米国】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

パネル報告書配布

パネル報告書採択

① は、ロシアによる農業製品及

び工業製品に対する関税措置は、

第 条、 条や、関税評価第

条、 条、 条、 条、 条、 条、

条に違反するとして申立て。

②パネルは の主張を全面的に認

め、ロシアの関税措置は 第

条に違反しているとしたが、ロシ

アの 番目の措置に関しては、そ

の措置の存在を立証していないと

し、 の主張を退けた。

ーパキ

スタン産ポリエ

チレンテレフタ

パキスタン

【中国、米国】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

パネル報告書配布

①パキスタンは、 によるパキス

タン産ポリエチレンテレフタレー

ト（

）の輸入に関連し

資料編

案件名（番

号は 紛争解

決機関の 番号

に対応）

申立国

【第三国参加国】
経 過

案件概要：①主な申立て事由

②パネル報告

③上級委報告

関連協定

第Ⅰ部

第Ⅱ部

記載

パネル・上級委報告

書採択

けたが、ロシア当局による 協定

税調査及び賦課は、国内産業につ

いての客観的な分析がかけている

として 協定第 条の、調査期

間の選択に客観性がかけるとして

第 条などの違反を認定した。

③上級委は 協定 条、 条、

条、についてはパネル報告書

を支持し、国内価格の上昇に係る

条と 条、 条（ロシア側

の主張）についてはパネル報告書

を補完したが、 条、 協定

条、 条（ＥＵ側の主張）

についてはパネル報告書は誤りで

あると認定した。

ーイン

ドネシア産バイ

オディーゼルに

対する 措置

インドネシア

【アルゼンチン、

豪州、カナダ、中

国、インド、日

本、ノルウェー、

ロシア、シンガポ

ール、トルコ、米

国】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

パネル報告書配布

パネル報告書採択

①インドネシアは、 による

ダンピングされた商品がヨーロッ

パ圏外の国から輸入されることに

対する保護措置、 インドネシ

アからのバイオディーゼルに対す

る 協定措置は、 協定、 協

定及び に非整合として申立

て。

②パネルはコスト計算において生

産者の記録を用いなかった点が

協定第 条に違反する等、

インドネシアの主張をほぼ全面的

に認めた。

インドネ

シアークローブ

タバコ事件に関

する 条

上の訴え

協議要請

における二国間

合意を受け、 が協議停止を申請

① は、クローブ入りタバコの流

通・生産に関する措置（ ）

に関連した、インドネシアによる

条上の訴えは、 に非整

合として申立て。

カナダ－

台湾産炭素鋼溶

接管に対する

措置

台湾

【中国、 、韓

国、ノルウェー、

アラブ首長国連

邦、米国、ブラジ

ル】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

パネル報告書配布

合意

カナダが履行通知

①台湾は、カナダによる台湾産炭

素鋼溶接管（

）の輸入に対する

協定措置は、 及び 協定に非

整合として申立て。

②パネルは、カナダの本件措置に

ついて、 個別輸出者のレート

が僅少であったにも関わらず調査

を継続した点が 協定第 条に

違反、 僅少の輸出者から最終

決定後に 協定税を徴収したこと

が 条に違反、 僅少の輸出者
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第３章 紛争案件一覧

案件名（番

号は 紛争解

決機関の 番号

に対応）

申立国

【第三国参加国】
経 過

案件概要：①主な申立て事由

②パネル報告

③上級委報告

関連協定

第Ⅰ部

第Ⅱ部

記載

分けなどが 協定 条に反す

ると認定した。他方、コスト計算

や手続的瑕疵に関する韓国の主張

は、十分な証拠が示されていない

としてこれを棄却した。

中国 — デ

モンストレーシ

ョンベースと共

通サービスプラ

ットフォームプ

ログラムに関す

る措置

米国

【豪州、ブラジ

ル、カナダ、 、

インド、日本、韓

国、ロシア、コロ

ンビア、ドミニカ

共和国、サウジア

ラビア、シンガポ

ール、台湾】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

二国間合意通報

①米国は、中国が輸出実績を条件

に複数産業に対して交付している

補助金措置は、補助金協定に非整

合として申立て。

インドネシ

アー鉄鋼および

鉄製品に関する

セーフガード措

置

台湾

【豪州、チリ、中

国、 、インド、

日本、韓国、ロシ

ア、ウクライナ、

ベトナム、米国】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

パネルと合併

パネル報告書配布

インドネシアが上級

委申立て

台湾が上級委申立て

上級委報告書配布

パネル・上級委報告

書採択

①台湾は、インドネシアの鉄鋼及

び鉄製品に関する 協定措置並び

に調査及び決定は、 及び 協

定に非整合と申立て。

②パネルは本件貨物についてイン

ドネシアは譲許を行っておらず、

したがって関税を引き上げたとし

てもこれは 上の義務の停止や

譲許の撤回・修正には当たらな

い。仮にインドネシア自身がこの

ような行為を 協定と述べていて

も、このような行為は 協定の審

査対象とはならない。他方、パネ

ルは、本件の追加関税が一部の加

盟国について除外をしている点は

第 条の最恵国待遇義務に反

すると認定した。

③上級委はパネル報告を支持。

米国―イン

ドネシア産塗装

紙に対する 措

置および相殺措

置

インドネシア

【カナダ、中国、

、韓国、トル

コ】

協議要請

パネル設置用

パネル設置

パネル報告書配布

パネル報告書採択

①インドネシアは、米国のインド

ネシア産塗装紙に対する 協定税

賦課及び相殺措置は、補助金協

定、 協定及び に非整合とし

て申立て。

②パネルはインドネシアの請求を

全て棄却し、米国の違反を認めな

かった。

、

－家禽肉

製品に対する関

税譲許に関する

措置

中国

【ブラジル、ロシ

ア、米国、アルゼ

ンチン、カナダ】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

①中国は、 の鶏肉製品の関税譲

許表を修正する措置は、 に非

整合として申立て。

資料編

案件名（番

号は 紛争解

決機関の 番号

に対応）

申立国

【第三国参加国】
経 過

案件概要：①主な申立て事由

②パネル報告

③上級委報告

関連協定

第Ⅰ部

第Ⅱ部

記載

レートに対する

相殺措置

が上級委申立て

パキスタンが上級委

申立て

上級委報告書配布

パネル・上級委報告

書採択

た相殺措置の賦課は、 及び補

助金協定に非整合として申立て。

②パネルは、 の補助金額の認定

に誤りがあるとして補助金協定

条 の違反を、輸出

補助金の認定に誤りがあるとして

条の違反を、同等な商業的貸

付けと比較しうる政府貸付けを特

定していないとして 条違反を

認定した。また、 は非協力的な

域内の生産者との競争や原油価

格の影響が見られないことについ

て立証しておらず因果関係の分析

に誤りがあるとして、 条違反

を認定した。

③上級委はＥＵの主張を退け、パ

ネル判断を支持した。

米国ー大

型民間航空機に

対する税制上の

優遇措置

【ブラジル、中

国、インド、日

本、韓国、ロシ

ア、豪州、カナ

ダ】

協議要請

パネル設置

パネル設置

パネル報告書配布

米国が上級委申立て

が上級委申立て

上級委報告書配布

パネル・上級委報告

書採択

① は、米国が民間大型航空機の

開発、製造及び販売において、ワ

シントン州で実施されている条件

付きの税制上優遇措置は禁止補助

金に該当し、補助金協定に非整合

として申立て。

②パネルは、米国のワシントン州

が同州内の航空機産業に対して付

与している税制措置は補助金協定

上の補助金であると判断した上

で、 の同措置に対する

の主張は退けたが、 に

対する主張を認め、米国の同措置

は補助金協定に違反していると認

定。

③上級委は の主張を全て退けた

が、米国の に関する主張

を認め、当該補助金は協定で禁止

される補助金ではないとして、結

論として米国の協定違反はないと

判断した。

米国ー韓

国産油井管に対

する 措置

韓国

【カナダ、中国、

、インド、ロシ

ア、トルコ、メキ

シコ】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

パネル報告書配布

①韓国は、米国による韓国産油井

管に対する 協定措置及び、措置

に係る調査手法は、 協定及び

に非整合として申立て。

②パネルは、米当局が構成価格の

計算において回答者の実際の国内

データを用いなかった点や対象貨

物に関する不当に厳格なカテゴリ

778



第３章 紛争案件一覧

案件名（番

号は 紛争解

決機関の 番号

に対応）

申立国

【第三国参加国】
経 過

案件概要：①主な申立て事由

②パネル報告

③上級委報告

関連協定

第Ⅰ部

第Ⅱ部

記載

分けなどが 協定 条に反す

ると認定した。他方、コスト計算

や手続的瑕疵に関する韓国の主張

は、十分な証拠が示されていない

としてこれを棄却した。

中国 — デ

モンストレーシ

ョンベースと共

通サービスプラ

ットフォームプ

ログラムに関す

る措置

米国

【豪州、ブラジ

ル、カナダ、 、

インド、日本、韓

国、ロシア、コロ

ンビア、ドミニカ

共和国、サウジア

ラビア、シンガポ

ール、台湾】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

二国間合意通報

①米国は、中国が輸出実績を条件

に複数産業に対して交付している

補助金措置は、補助金協定に非整

合として申立て。

インドネシ

アー鉄鋼および

鉄製品に関する

セーフガード措

置

台湾

【豪州、チリ、中

国、 、インド、

日本、韓国、ロシ

ア、ウクライナ、

ベトナム、米国】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

パネルと合併

パネル報告書配布

インドネシアが上級

委申立て

台湾が上級委申立て

上級委報告書配布

パネル・上級委報告

書採択

①台湾は、インドネシアの鉄鋼及

び鉄製品に関する 協定措置並び

に調査及び決定は、 及び 協

定に非整合と申立て。

②パネルは本件貨物についてイン

ドネシアは譲許を行っておらず、

したがって関税を引き上げたとし

てもこれは 上の義務の停止や

譲許の撤回・修正には当たらな

い。仮にインドネシア自身がこの

ような行為を 協定と述べていて

も、このような行為は 協定の審

査対象とはならない。他方、パネ

ルは、本件の追加関税が一部の加

盟国について除外をしている点は

第 条の最恵国待遇義務に反

すると認定した。

③上級委はパネル報告を支持。

米国―イン

ドネシア産塗装

紙に対する 措

置および相殺措

置

インドネシア

【カナダ、中国、

、韓国、トル

コ】

協議要請

パネル設置用

パネル設置

パネル報告書配布

パネル報告書採択

①インドネシアは、米国のインド

ネシア産塗装紙に対する 協定税

賦課及び相殺措置は、補助金協

定、 協定及び に非整合とし

て申立て。

②パネルはインドネシアの請求を

全て棄却し、米国の違反を認めな

かった。

、

－家禽肉

製品に対する関

税譲許に関する

措置

中国

【ブラジル、ロシ

ア、米国、アルゼ

ンチン、カナダ】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

①中国は、 の鶏肉製品の関税譲

許表を修正する措置は、 に非

整合として申立て。

資料編

案件名（番

号は 紛争解

決機関の 番号

に対応）

申立国

【第三国参加国】
経 過

案件概要：①主な申立て事由

②パネル報告

③上級委報告

関連協定

第Ⅰ部

第Ⅱ部

記載

レートに対する

相殺措置

が上級委申立て

パキスタンが上級委

申立て

上級委報告書配布

パネル・上級委報告

書採択

た相殺措置の賦課は、 及び補

助金協定に非整合として申立て。

②パネルは、 の補助金額の認定

に誤りがあるとして補助金協定

条 の違反を、輸出

補助金の認定に誤りがあるとして

条の違反を、同等な商業的貸

付けと比較しうる政府貸付けを特

定していないとして 条違反を

認定した。また、 は非協力的な

域内の生産者との競争や原油価

格の影響が見られないことについ

て立証しておらず因果関係の分析

に誤りがあるとして、 条違反

を認定した。

③上級委はＥＵの主張を退け、パ

ネル判断を支持した。

米国ー大

型民間航空機に

対する税制上の

優遇措置

【ブラジル、中

国、インド、日

本、韓国、ロシ

ア、豪州、カナ

ダ】

協議要請

パネル設置

パネル設置

パネル報告書配布

米国が上級委申立て

が上級委申立て

上級委報告書配布

パネル・上級委報告

書採択

① は、米国が民間大型航空機の

開発、製造及び販売において、ワ

シントン州で実施されている条件

付きの税制上優遇措置は禁止補助

金に該当し、補助金協定に非整合

として申立て。

②パネルは、米国のワシントン州

が同州内の航空機産業に対して付

与している税制措置は補助金協定

上の補助金であると判断した上

で、 の同措置に対する

の主張は退けたが、 に

対する主張を認め、米国の同措置

は補助金協定に違反していると認

定。

③上級委は の主張を全て退けた

が、米国の に関する主張

を認め、当該補助金は協定で禁止

される補助金ではないとして、結

論として米国の協定違反はないと

判断した。

米国ー韓

国産油井管に対

する 措置

韓国

【カナダ、中国、

、インド、ロシ

ア、トルコ、メキ

シコ】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

パネル報告書配布

①韓国は、米国による韓国産油井

管に対する 協定措置及び、措置

に係る調査手法は、 協定及び

に非整合として申立て。

②パネルは、米当局が構成価格の

計算において回答者の実際の国内

データを用いなかった点や対象貨

物に関する不当に厳格なカテゴリ
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第３章 紛争案件一覧

案件名（番

号は 紛争解

決機関の 番号

に対応）

申立国

【第三国参加国】
経 過

案件概要：①主な申立て事由

②パネル報告

③上級委報告

関連協定

第Ⅰ部

第Ⅱ部

記載

ブラジル

－工業品税及び

その他各種税制

の内外差別的運

用

日本

【アルゼンチン、

オーストラリア、

カナダ、中国、コ

ロンビア、 、イ

ンド、韓国、ロシ

ア、シンガポー

ル、トルコ、ウク

ライナ、米国】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

とパネル合併

①日本は、ブラジルの自動車産

業、電子及び技術産業、経済特区

で製造された物品及び輸出者に対

する優遇税に関する課税及び課徴

金に係る措置について、 、補

助金協定及び 協定に非整合

として申立て。

② を参照

インド－

台湾及びその独

立関税地域から

の フラッシ

ュドライブ輸入

に対する 措置

台湾 協議要請 ①台湾は、インドが台湾からの

フラッシュドライブに対して

賦課している 協定税及びその調

査は、 協定及び に非整合と

して申立て。

ロシア－

鉄道製品及びそ

の部品の輸入に

対する措置

ウクライナ

【カナダ、中国、

、インド、イン

ドネシア、日本、

シンガポール、米

国】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

パネル報告書配布

ウクライナが上級委

申立て

ロシアが上級委申立

て

①ウクライナは、ロシアのウクラ

イナからの鉄道製品及びその部品

の輸入に対する措置が 及び

協定に非整合として申立て。

②パネルは、ウクライナの 協

定に関する主張は適切にパネルに

申し立てられなかったとして判断

を下さなかった。また、ウクライ

ナはロシアによるウクライナから

の鉄道製品及びその部品の輸入の

制度的制限の存在を示さなかった

として、ロシアの無差別義務違反

Ⅰ、 と貿易制限措置

を取らない義務違反（ ）

に関する主張を証明しなかったと

認定した。

南アフリ

カ－パキスタン

からのポルトラ

ンドセメント輸

入に対する暫定

措置

パキスタン 協議要請 ①パキスタンは、南アフリカのポ

ルトランドセメントに対する暫定

協定措置は 協定及び に非

整合として申立て。

中国－国

内製造航空機に

対する課税措置

米国 協議要請 ①米国は、中国の国内製造航空機

に対する課税措置は 及び中国

加盟議定書に非整合として申立

て。

加盟議定書

コロンビ

ア－輸入蒸留酒

に関する措置

【ブラジル、カナ

ダ、チリ、中国、

エルサルバドル、

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

① は、コロンビアの輸入蒸留酒

に対する措置は に非整合とし

て申立て。

資料編

案件名（番

号は 紛争解

決機関の 番号

に対応）

申立国

【第三国参加国】
経 過

案件概要：①主な申立て事由

②パネル報告

③上級委報告

関連協定

第Ⅰ部

第Ⅱ部

記載

ウクライ

ナ－硝酸アンモ

ニウムに対する

措置

ロシア

【カナダ、中国、

コロンビア、 、

日本、カザフスタ

ン、ノルウェー、

米国】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

パネル報告書配布

ウクライナが上級委

申立て

①ロシアは、ウクライナのロシア

産硝酸アンモニウムに対する 協

定措置は、 及び 協定に非整

合として申立て。

②パネルは、ロシアの 協定

条、 条、 Ⅱのパラグラ

フ ， ， 、 条、 条に

基づく主張については違反を認め

ず、 協定の 条、 ． 条

に基づく儒帳は付託範囲外である

と認定した（その他については違

反を認定）。

、

－ロシ

アからの輸入に

関する 措置及

びコスト調整方

法

ロシア

【アルゼンチン、

豪州、ブラジル、

カナダ、中国、イ

ンド、インドネシ

ア、日本、韓国、

メキシコ、ノルウ

ェー、ウクライ

ナ、米国、ヴェト

ナム】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

①ロシアは、 によるロシアから

の輸入に対する 協定調査及び見

直しに関し、ダンピング・マージ

ンの計算における「価格調整」手

法の使用について、 協定、補助

金協定、 、 協定に非整合

として申立て。

韓国によ

る日本産水産物

等の輸入規制

日本

【米国、 、ノル

ウェー、ニュージ

ーランド、イン

ド、ロシア、台

湾、中国、グアテ

マラ、カナダ、ブ

ラジル】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

パネル報告書配布

韓国が上級委申立て

日本が上級委申立て

①日本は、韓国による 一部の

食料品の輸入禁止措置、 放射

性物質の検知に係る追加試験及び

認証要件、 協定上の透明

性確保義務に関して、、 協定

及び に非整合として申立

て。

②パネルは 及び について恣

意的又は不当な差別に当たり、ま

た、必要以上に貿易制限的である

として 協定 条 及び 条 に非

整合である、 について利害関

係を有する加盟国が知ることので

きるよう速やかに公表することを

確保する義務等（ 協定第 条

等）に整合しない、として韓国措

置の 協定違反を認定した。

インドネ

シアー鉄鋼およ

び鉄製品に関す

るセーフガード

措置

ベトナム

【米国、 、イン

ド、韓国、ロシ

ア、中国、チリ、

オーストラリア、

日本、台湾】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置（ と

合併）

①ベトナムは、インドネシアの鉄

鋼及び鉄製品に関する 協定措置

並びに調査及び決定は、 及び

協定に非整合と申立て

② を参照
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第３章 紛争案件一覧

案件名（番

号は 紛争解

決機関の 番号

に対応）

申立国

【第三国参加国】
経 過

案件概要：①主な申立て事由

②パネル報告

③上級委報告

関連協定

第Ⅰ部

第Ⅱ部

記載

ブラジル

－工業品税及び

その他各種税制

の内外差別的運

用

日本

【アルゼンチン、

オーストラリア、

カナダ、中国、コ

ロンビア、 、イ

ンド、韓国、ロシ

ア、シンガポー

ル、トルコ、ウク

ライナ、米国】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

とパネル合併

①日本は、ブラジルの自動車産

業、電子及び技術産業、経済特区

で製造された物品及び輸出者に対

する優遇税に関する課税及び課徴

金に係る措置について、 、補

助金協定及び 協定に非整合

として申立て。

② を参照

インド－

台湾及びその独

立関税地域から

の フラッシ

ュドライブ輸入

に対する 措置

台湾 協議要請 ①台湾は、インドが台湾からの

フラッシュドライブに対して

賦課している 協定税及びその調

査は、 協定及び に非整合と

して申立て。

ロシア－

鉄道製品及びそ

の部品の輸入に

対する措置

ウクライナ

【カナダ、中国、

、インド、イン

ドネシア、日本、

シンガポール、米

国】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

パネル報告書配布

ウクライナが上級委

申立て

ロシアが上級委申立

て

①ウクライナは、ロシアのウクラ

イナからの鉄道製品及びその部品

の輸入に対する措置が 及び

協定に非整合として申立て。

②パネルは、ウクライナの 協

定に関する主張は適切にパネルに

申し立てられなかったとして判断

を下さなかった。また、ウクライ

ナはロシアによるウクライナから

の鉄道製品及びその部品の輸入の

制度的制限の存在を示さなかった

として、ロシアの無差別義務違反

Ⅰ、 と貿易制限措置

を取らない義務違反（ ）

に関する主張を証明しなかったと

認定した。

南アフリ

カ－パキスタン

からのポルトラ

ンドセメント輸

入に対する暫定

措置

パキスタン 協議要請 ①パキスタンは、南アフリカのポ

ルトランドセメントに対する暫定

協定措置は 協定及び に非

整合として申立て。

中国－国

内製造航空機に

対する課税措置

米国 協議要請 ①米国は、中国の国内製造航空機

に対する課税措置は 及び中国

加盟議定書に非整合として申立

て。

加盟議定書

コロンビ

ア－輸入蒸留酒

に関する措置

【ブラジル、カナ

ダ、チリ、中国、

エルサルバドル、

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

① は、コロンビアの輸入蒸留酒

に対する措置は に非整合とし

て申立て。

資料編

案件名（番

号は 紛争解

決機関の 番号

に対応）

申立国

【第三国参加国】
経 過

案件概要：①主な申立て事由

②パネル報告

③上級委報告

関連協定

第Ⅰ部

第Ⅱ部

記載

ウクライ

ナ－硝酸アンモ

ニウムに対する

措置

ロシア

【カナダ、中国、

コロンビア、 、

日本、カザフスタ

ン、ノルウェー、

米国】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

パネル報告書配布

ウクライナが上級委

申立て

①ロシアは、ウクライナのロシア

産硝酸アンモニウムに対する 協

定措置は、 及び 協定に非整

合として申立て。

②パネルは、ロシアの 協定

条、 条、 Ⅱのパラグラ

フ ， ， 、 条、 条に

基づく主張については違反を認め

ず、 協定の 条、 ． 条

に基づく儒帳は付託範囲外である

と認定した（その他については違

反を認定）。

、

－ロシ

アからの輸入に

関する 措置及

びコスト調整方

法

ロシア

【アルゼンチン、

豪州、ブラジル、

カナダ、中国、イ

ンド、インドネシ

ア、日本、韓国、

メキシコ、ノルウ

ェー、ウクライ

ナ、米国、ヴェト

ナム】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

①ロシアは、 によるロシアから

の輸入に対する 協定調査及び見

直しに関し、ダンピング・マージ

ンの計算における「価格調整」手

法の使用について、 協定、補助

金協定、 、 協定に非整合

として申立て。

韓国によ

る日本産水産物

等の輸入規制

日本

【米国、 、ノル

ウェー、ニュージ

ーランド、イン

ド、ロシア、台

湾、中国、グアテ

マラ、カナダ、ブ

ラジル】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

パネル報告書配布

韓国が上級委申立て

日本が上級委申立て

①日本は、韓国による 一部の

食料品の輸入禁止措置、 放射

性物質の検知に係る追加試験及び

認証要件、 協定上の透明

性確保義務に関して、、 協定

及び に非整合として申立

て。

②パネルは 及び について恣

意的又は不当な差別に当たり、ま

た、必要以上に貿易制限的である

として 協定 条 及び 条 に非

整合である、 について利害関

係を有する加盟国が知ることので

きるよう速やかに公表することを

確保する義務等（ 協定第 条

等）に整合しない、として韓国措

置の 協定違反を認定した。

インドネ

シアー鉄鋼およ

び鉄製品に関す

るセーフガード

措置

ベトナム

【米国、 、イン

ド、韓国、ロシ

ア、中国、チリ、

オーストラリア、

日本、台湾】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置（ と

合併）

①ベトナムは、インドネシアの鉄

鋼及び鉄製品に関する 協定措置

並びに調査及び決定は、 及び

協定に非整合と申立て

② を参照
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第３章 紛争案件一覧

案件名（番

号は 紛争解

決機関の 番号

に対応）

申立国

【第三国参加国】
経 過

案件概要：①主な申立て事由

②パネル報告

③上級委報告

関連協定

第Ⅰ部

第Ⅱ部

記載

ン、韓国、メキシ

コ、ノルウェー、

ロシア、シンガポ

ール、台湾、ベト

ナム】

他、米国の中国加盟議定書上の利

益を無効化又は侵害しているとし

て申立て。

中国－原

材料に係る輸出

税及びその他の

措置

【ブラジル、カナ

ダ、チリ、コロン

ビア、インド、イ

ンドネシア、日

本、カザフスタ

ン、韓国、メキシ

コ、ノルウェー、

オマーン、ロシ

ア、シンガポー

ル、台湾、米国、

ベトナム】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

① は、中国のアンチモン、コバ

ルト、銅、黒鉛、鉛、マグネシ

ア、タルク、タンタル及び錫に対

する輸出税の賦課は、加盟議定書

パート及び に非整合である

他、米国の中国加盟議定書上の利

益を無効化又は侵害しているとし

て申立て

加盟議定書パート 、

米国－再

生可能エネルギ

ー産業に関する

措置

インド

【ブラジル、中

国、 、インドネ

シア、日本、韓

国、ノルウェー、

ロシア、サウジア

ラビア

、シンガポール、

台湾、トルコ】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

①インドは、米国の一部の州政府

がエネルギー産業に対して国産比

率要求及び補助金を付与している

措置に関して、 、 協定

及び補助金協定に非整合として申

立て。

中国－農

業生産者に対す

る国内助成措置

米国

【豪州、ブラジ

ル、カナダ、コロ

ンビア、エクアド

ル、エジプト、エ

ルサルバドル、

、グアテマラ、

インド、インドネ

シア、イスラエ

ル、日本、カザフ

スタン、韓国、諾

威、パキスタン、

パラグアイ、フィ

リピン、ロシア、

サウジアラビア、

シンガポール台

湾、タイ、トル

コ、ウクライナ、

ヴェトナム】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

①米国は、中国の小麦、インディ

カ米、ジャポニカ米及びトウモロ

コシ生産者に対する国内助成措置

は生産者を優遇しており、農業協

定に非整合として申立て。

資料編

案件名（番

号は 紛争解

決機関の 番号

に対応）

申立国

【第三国参加国】
経 過

案件概要：①主な申立て事由

②パネル報告

③上級委報告

関連協定

第Ⅰ部

第Ⅱ部

記載

グアテマラ、イン

ド、カザフスタ

ン、韓国、メキシ

コ、パナマ、ロシ

ア、台湾、米国】

米国－非

移民査証に関す

る措置

インド 協議要請 ①インドは、米国の非移民に係る

及び 査証に対する措置は

に非整合として申立て。

韓国－日

本製空気圧伝送

用バルブに対す

る 措置

日本

【ブラジル、中

国、エクアドル、

、ノルウェー、

シンガポール、ト

ルコ、米国、ベト

ナム】

協議要請

パネル設置用

パネル設置

パネル報告書配布

日本が上級委申立

韓国が上級委申立

①日本は、韓国の日本製空気圧伝

送用バルブに対する 協定措置に

関して、賦課に係る文書及び情報

は 協定及び に非整合として

申立て。

②パネルは、主張の法的根拠を示

していないとして 協定に関する

日本の主張のいくつかを付託事項

外であると認定した。 協定

条、 条、 条については日本

が十分な証拠を示さなかったとし

て違反を認定しなかった部分もあ

るが、その他については協定に非

整合と認定した。

米国－カ

ナダからのスー

パー仕上げ紙に

対する対抗措置

カナダ

【ブラジル、中

国、 、インド、

日本、韓国、メキ

シコ、トルコ】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

パネル報告書配布

米国が上級委申立

①カナダは、米国のカナダからの

スーパー仕上げ紙に対する相殺関

税の賦課及びその調査について、

補助金協定及び に非整合とし

て申立て。

②パネルは、 の相殺関税の

賦課及びその調査委について、補

助金協定および 違反を認定。

インドネ

シア－牛肉製品

の輸入に関する

措置

ブラジル 協議要請 ①ブラジルは、インドネシアの牛

肉製品の輸入に係る措置はライセ

ンス協定、農業協定、 協定、

、及び 協定に非整合とし

て申立て。

付属書

タイ－砂

糖に関する補助

金

ブラジル 協議要請 ①ブラジルは、タイの砂糖の対す

る補助金は農業協定及び補助金協

定に反するとして申立て。

中国－原

材料に係る輸出

税

米国

【ブラジル、カナ

ダ、 、インド、

インドネシア、日

本、カザフスタ

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

①米国は、中国のアンチモン、コ

バルト、銅、黒鉛、鉛、マグネシ

ア、タルク、タンタル及び錫に対

する輸出税の賦課は、加盟議定書

パート及び に非整合である

加盟議定書パート 、
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第３章 紛争案件一覧

案件名（番

号は 紛争解

決機関の 番号

に対応）

申立国

【第三国参加国】
経 過

案件概要：①主な申立て事由

②パネル報告

③上級委報告

関連協定

第Ⅰ部

第Ⅱ部

記載

ン、韓国、メキシ

コ、ノルウェー、

ロシア、シンガポ

ール、台湾、ベト

ナム】

他、米国の中国加盟議定書上の利

益を無効化又は侵害しているとし

て申立て。

中国－原

材料に係る輸出

税及びその他の

措置

【ブラジル、カナ

ダ、チリ、コロン

ビア、インド、イ

ンドネシア、日

本、カザフスタ

ン、韓国、メキシ

コ、ノルウェー、

オマーン、ロシ

ア、シンガポー

ル、台湾、米国、

ベトナム】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

① は、中国のアンチモン、コバ

ルト、銅、黒鉛、鉛、マグネシ

ア、タルク、タンタル及び錫に対

する輸出税の賦課は、加盟議定書

パート及び に非整合である

他、米国の中国加盟議定書上の利

益を無効化又は侵害しているとし

て申立て

加盟議定書パート 、

米国－再

生可能エネルギ

ー産業に関する

措置

インド

【ブラジル、中

国、 、インドネ

シア、日本、韓

国、ノルウェー、

ロシア、サウジア

ラビア

、シンガポール、

台湾、トルコ】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

①インドは、米国の一部の州政府

がエネルギー産業に対して国産比

率要求及び補助金を付与している

措置に関して、 、 協定

及び補助金協定に非整合として申

立て。

中国－農

業生産者に対す

る国内助成措置

米国

【豪州、ブラジ

ル、カナダ、コロ

ンビア、エクアド

ル、エジプト、エ

ルサルバドル、

、グアテマラ、

インド、インドネ

シア、イスラエ

ル、日本、カザフ

スタン、韓国、諾

威、パキスタン、

パラグアイ、フィ

リピン、ロシア、

サウジアラビア、

シンガポール台

湾、タイ、トル

コ、ウクライナ、

ヴェトナム】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

①米国は、中国の小麦、インディ

カ米、ジャポニカ米及びトウモロ

コシ生産者に対する国内助成措置

は生産者を優遇しており、農業協

定に非整合として申立て。

資料編

案件名（番

号は 紛争解

決機関の 番号

に対応）

申立国

【第三国参加国】
経 過

案件概要：①主な申立て事由

②パネル報告

③上級委報告

関連協定

第Ⅰ部

第Ⅱ部

記載

グアテマラ、イン

ド、カザフスタ

ン、韓国、メキシ

コ、パナマ、ロシ

ア、台湾、米国】

米国－非

移民査証に関す

る措置

インド 協議要請 ①インドは、米国の非移民に係る

及び 査証に対する措置は

に非整合として申立て。

韓国－日

本製空気圧伝送

用バルブに対す

る 措置

日本

【ブラジル、中

国、エクアドル、

、ノルウェー、

シンガポール、ト

ルコ、米国、ベト

ナム】

協議要請

パネル設置用

パネル設置

パネル報告書配布

日本が上級委申立

韓国が上級委申立

①日本は、韓国の日本製空気圧伝

送用バルブに対する 協定措置に

関して、賦課に係る文書及び情報

は 協定及び に非整合として

申立て。

②パネルは、主張の法的根拠を示

していないとして 協定に関する

日本の主張のいくつかを付託事項

外であると認定した。 協定

条、 条、 条については日本

が十分な証拠を示さなかったとし

て違反を認定しなかった部分もあ

るが、その他については協定に非

整合と認定した。

米国－カ

ナダからのスー

パー仕上げ紙に

対する対抗措置

カナダ

【ブラジル、中

国、 、インド、

日本、韓国、メキ

シコ、トルコ】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

パネル報告書配布

米国が上級委申立

①カナダは、米国のカナダからの

スーパー仕上げ紙に対する相殺関

税の賦課及びその調査について、

補助金協定及び に非整合とし

て申立て。

②パネルは、 の相殺関税の

賦課及びその調査委について、補

助金協定および 違反を認定。

インドネ

シア－牛肉製品

の輸入に関する

措置

ブラジル 協議要請 ①ブラジルは、インドネシアの牛

肉製品の輸入に係る措置はライセ

ンス協定、農業協定、 協定、

、及び 協定に非整合とし

て申立て。

付属書

タイ－砂

糖に関する補助

金

ブラジル 協議要請 ①ブラジルは、タイの砂糖の対す

る補助金は農業協定及び補助金協

定に反するとして申立て。

中国－原

材料に係る輸出

税

米国

【ブラジル、カナ

ダ、 、インド、

インドネシア、日

本、カザフスタ

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

①米国は、中国のアンチモン、コ

バルト、銅、黒鉛、鉛、マグネシ

ア、タルク、タンタル及び錫に対

する輸出税の賦課は、加盟議定書

パート及び に非整合である

加盟議定書パート 、
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第３章 紛争案件一覧

案件名（番

号は 紛争解

決機関の 番号

に対応）

申立国

【第三国参加国】
経 過

案件概要：①主な申立て事由

②パネル報告

③上級委報告

関連協定

第Ⅰ部

第Ⅱ部

記載

シコ、ノルウェー

ロシア、台湾、タ

ジキスタン、アラ

ブ首長国連邦、米

国】

中国―一

部の農産品に対

する関税割当制

度

米国

【オーストラリ

ア、ブラジル、カ

ナダ、エクアド

ル、 、グアテマ

ラ、インド、イン

ドネシア、日本、

カザフスタン、韓

国、ノルウェー、

ロシア、シンガポ

ール、台湾、ウク

ライナ、ベトナ

ム】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

①米国は、中国の小麦、コメ、ト

ウモロコシ等の農産品に対する関

税割当制度の運用は、 及び加

盟議定書に非整合として申立て。

加盟議定書

インド－

鉄鋼製品の輸入

に対する措置

日本

【オーストラリ

ア、中国、 、イ

ンドネシア、カザ

フスタン、韓国、

オマーン、カター

ル、ロシア、シン

ガポール、台湾、

ウクライナ、米

国、ベトナム】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

パネル報告書配布

インドが上級委に申

立て

①日本は、インドの日本からの鉄

鋼製品に対するセーフガード措置

は、事情の予見されなかった発展

及び因果関係等、その調査及び措

置決定は 協定及び 第 条

に非整合である他、鉄鋼製品の輸

入に最低輸入価格を設定すること

は 第 条に非整合として申立

て。

②パネルは、インドは事情の予想

されなかった発展や因果関係等を

十分に示しておらず、 協定およ

び に非整合と認定。

中国－ア

ルミ地金生産者

に対する補助金

措置

米国 協議要請 ①米国は、 年以降、中国が同

国アルミ地金生産者に対し、政府

機関、公的機関又は私的組織を介

して付与しているローン及びその

他の財政支援は補助金協定に非整

合として申立て。

カナダ－食

料品店における

葡萄酒販売を統

制する措置

米国 協議要請 ①米国は、カナダのブリティッシ

ュコロンビア州の食料品店におけ

るワイン販売に係る措置は、同州

産のワインに対し、同州での排他

的な卸売り権利を与えており、輸

入ワインを差別的に扱っていると

し、 に非整合として申立て。

資料編

案件名（番

号は 紛争解

決機関の 番号

に対応）

申立国

【第三国参加国】
経 過

案件概要：①主な申立て事由

②パネル報告

③上級委報告

関連協定

第Ⅰ部

第Ⅱ部

記載

ロシア－

通過に係る措置

ウクライナ

【オーストラリ

ア、ボリビア、ブ

ラジル、カナダ、

チリ、中国、

インド、日本、韓

国、モルドバ、ノ

ルウェ、パラグア

イ、サウジアラビ

ア、シンガポー

ル、トルコ、米

国】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

①ウクライナは、ウクライナを介

してロシアから第三国に移転され

る物資に対する複数の制限を課し

ている措置は、 及びロシアの

加盟議定書に非整合として申立て

加盟議定書

モロッコ

－熱延鋼板に係

る 措置

トルコ

【中国、エジプ

ト、 、インド、

日本、カザフスタ

ン、韓国、ロシ

ア、シンガポー

ル、米国】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

モロッコが上級委に

申立

①トルコは、モロッコによる熱延

鋼板に対する 協定措置の賦課及

びそれに係る調査により、「国内

産業の確立の実質的な遅延」（

協定 条注 ・GATTⅥ(a)）が生じ

たとして、 協定、 及びライ

センス協定に非整合であるとして

申立て。

②パネルは 協定 条注 ・ Ⅵ

に基づくトルコの主張につい

て判断しなかったが、トルコの国

内産業が「確立していない」とし

てモロッコの 協定違反を認定し

た。

米国－ブ

ラジルからの冷

延及び熱延鋼板

に対する相殺措

置

ブラジル 協議要請 ①ブラジルは、米国のブラジルか

らの熱延及び冷延鋼板に対する相

殺措置及び措置の調査は、補助金

協定及び に非整合として申立

て。

米国－ア

ンチ・ダンピン

グ手続に係る価

格比較手法

中国 協議要請 ①中国は、米国及び の中国製品

の 協定手続において、「非市場

国」価格を用いることは 協定、

及び 協定に非整合として

申立て。

－アン

チ・ダンピング

手続に係る価格

比較手法

中国

【オーストラリ

ア、バーレーン、

ブラジル、カナ

ダ、コロンビア、

エクアドル、イン

ド、インドネシ

ア、日本、カザフ

スタン韓国、メキ

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

参照
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第３章 紛争案件一覧

案件名（番

号は 紛争解

決機関の 番号

に対応）

申立国

【第三国参加国】
経 過

案件概要：①主な申立て事由

②パネル報告

③上級委報告

関連協定

第Ⅰ部

第Ⅱ部

記載

シコ、ノルウェー

ロシア、台湾、タ

ジキスタン、アラ

ブ首長国連邦、米

国】

中国―一

部の農産品に対

する関税割当制

度

米国

【オーストラリ

ア、ブラジル、カ

ナダ、エクアド

ル、 、グアテマ

ラ、インド、イン

ドネシア、日本、

カザフスタン、韓

国、ノルウェー、

ロシア、シンガポ

ール、台湾、ウク

ライナ、ベトナ

ム】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

①米国は、中国の小麦、コメ、ト

ウモロコシ等の農産品に対する関

税割当制度の運用は、 及び加

盟議定書に非整合として申立て。

加盟議定書

インド－

鉄鋼製品の輸入

に対する措置

日本

【オーストラリ

ア、中国、 、イ

ンドネシア、カザ

フスタン、韓国、

オマーン、カター

ル、ロシア、シン

ガポール、台湾、

ウクライナ、米

国、ベトナム】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

パネル報告書配布

インドが上級委に申

立て

①日本は、インドの日本からの鉄

鋼製品に対するセーフガード措置

は、事情の予見されなかった発展

及び因果関係等、その調査及び措

置決定は 協定及び 第 条

に非整合である他、鉄鋼製品の輸

入に最低輸入価格を設定すること

は 第 条に非整合として申立

て。

②パネルは、インドは事情の予想

されなかった発展や因果関係等を

十分に示しておらず、 協定およ

び に非整合と認定。

中国－ア

ルミ地金生産者

に対する補助金

措置

米国 協議要請 ①米国は、 年以降、中国が同

国アルミ地金生産者に対し、政府

機関、公的機関又は私的組織を介

して付与しているローン及びその

他の財政支援は補助金協定に非整

合として申立て。

カナダ－食

料品店における

葡萄酒販売を統

制する措置

米国 協議要請 ①米国は、カナダのブリティッシ

ュコロンビア州の食料品店におけ

るワイン販売に係る措置は、同州

産のワインに対し、同州での排他

的な卸売り権利を与えており、輸

入ワインを差別的に扱っていると

し、 に非整合として申立て。

資料編

案件名（番

号は 紛争解

決機関の 番号

に対応）

申立国

【第三国参加国】
経 過

案件概要：①主な申立て事由

②パネル報告

③上級委報告

関連協定

第Ⅰ部

第Ⅱ部

記載

ロシア－

通過に係る措置

ウクライナ

【オーストラリ

ア、ボリビア、ブ

ラジル、カナダ、

チリ、中国、

インド、日本、韓

国、モルドバ、ノ

ルウェ、パラグア

イ、サウジアラビ

ア、シンガポー

ル、トルコ、米

国】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

①ウクライナは、ウクライナを介

してロシアから第三国に移転され

る物資に対する複数の制限を課し

ている措置は、 及びロシアの

加盟議定書に非整合として申立て

加盟議定書

モロッコ

－熱延鋼板に係

る 措置

トルコ

【中国、エジプ

ト、 、インド、

日本、カザフスタ

ン、韓国、ロシ

ア、シンガポー

ル、米国】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

モロッコが上級委に

申立

①トルコは、モロッコによる熱延

鋼板に対する 協定措置の賦課及

びそれに係る調査により、「国内

産業の確立の実質的な遅延」（

協定 条注 ・GATTⅥ(a)）が生じ

たとして、 協定、 及びライ

センス協定に非整合であるとして

申立て。

②パネルは 協定 条注 ・ Ⅵ

に基づくトルコの主張につい

て判断しなかったが、トルコの国

内産業が「確立していない」とし

てモロッコの 協定違反を認定し

た。

米国－ブ

ラジルからの冷

延及び熱延鋼板

に対する相殺措

置

ブラジル 協議要請 ①ブラジルは、米国のブラジルか

らの熱延及び冷延鋼板に対する相

殺措置及び措置の調査は、補助金

協定及び に非整合として申立

て。

米国－ア

ンチ・ダンピン

グ手続に係る価

格比較手法

中国 協議要請 ①中国は、米国及び の中国製品

の 協定手続において、「非市場

国」価格を用いることは 協定、

及び 協定に非整合として

申立て。

－アン

チ・ダンピング

手続に係る価格

比較手法

中国

【オーストラリ

ア、バーレーン、

ブラジル、カナ

ダ、コロンビア、

エクアドル、イン

ド、インドネシ

ア、日本、カザフ

スタン韓国、メキ

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

参照
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第３章 紛争案件一覧

案件名（番

号は 紛争解

決機関の 番号

に対応）

申立国

【第三国参加国】
経 過

案件概要：①主な申立て事由

②パネル報告

③上級委報告

関連協定

第Ⅰ部

第Ⅱ部

記載

加盟議定書

（ ）

アラブ首

長国連邦―物

品・サービス貿

易および知的所

有権の貿易関連

の側面に関する

措置

カタール

【アフガニスタ

ン、オーストラリ

ア、バーレーン、

ブラジル、中国、

エジプト、 、グ

アテマラ、ホンジ

ュラス、日本、カ

ザフスタン、韓

国、マレーシア、

メキシコ、ノルウ

ェー、フィリピ

ン、ロシア、サウ

ジアラビア、シン

ガポール、台湾、

トルコ、ウクライ

ナ、米国、イエメ

ン】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

カタールは、カタールとの物品貿

易、サービス貿易及び知的所有権

の貿易関連の側面に関してアラブ

首長国連邦の取る措置が 、

及び に非整合として申

立て。

（

）

（

）

バーレー

ン―物品・サー

ビス貿易および

知的所有権の貿

易関連の側面に

関する措置

カタール 協議要請 カタールは、カタールとの物品貿

易、サービス貿易及び知的所有権

の貿易関連の側面に関してバーレ

ーンの取る措置が 、 及び

に非整合として申立て。

（

）

（

）

サウジア

ラビア―物品・

サービス貿易お

よび知的所有権

の貿易関連の側

面に関する措置

カタール 協議要請 カタールは、カタールとの物品貿

易、サービス貿易及び知的所有権

の貿易関連の側面に関してサウジ

アラビアの取る措置が 、

及び に非整合として申立

て。

（

）

（

）

オースト

ラリアー コピ

ー用紙に対する

アンチ・ダンピ

ング措置

インドネシア

【カナダ、中国、

エジプト、ＥＵ、

インド、イスラエ

ル、日本、韓国、

ロシア、シンガポ

ール、タイ、ウク

ライナ、米国、ベ

トナム】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

インドネシアは、オーストラリア

の同国産 コピー用紙に対する

協定措置が 協定に不整合である

として申立て。

カザフス

タンー鉄パイプ

に対するアン

ウクライナ 協議要請 ウクライナは、カザフスタンの同

国産の鉄パイプに対する 協定措

（ ）

資料編

案件名（番

号は 紛争解

決機関の 番号

に対応）

申立国

【第三国参加国】
経 過

案件概要：①主な申立て事由

②パネル報告

③上級委報告

関連協定

第Ⅰ部

第Ⅱ部

記載

－ロシ

ア産冷延鋼板に

対する 措置

ロシア 協議要請 ①ロシアは、同国産冷延鋼板に対

する の 協定税課税措置に係る

調査は、価額計算、ダンピングの

認定における客観的判断、証拠の

正確性及び妥当性の検討等におい

て 協定及び に非整合として

申立て。

カナダ－

商業用航空機の

貿易に関する措

置

ブラジル

【中国、 、日

本、ロシア、シン

ガポール、米国】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

① ブラジルは、カナダの航空

機製造会社ボンバルディア

が同国の中央政府、州政

府、地方政府より受領して

いる財政支援措置等は補助

金協定の禁止補助金に該当

し、よって同協定に非整合

として申立て。

米国－あ

る種のパイプお

よびチューブ製

品に対する相殺

措置

トルコ

【ブラジル、カナ

ダ、中国、 、日

本、カザフスタ

ン、韓国、メキシ

コ、ロシア、サウ

ジアラビア、アラ

ブ首長国連邦】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

パネル報告書配布

①トルコは、同国産のある種のパ

イプ及びチューブ製品に対する米

国の 課税措置に係る調査は、

公的機関の範囲、利益、特定性、

利用可能な事実の適用、損害の認

定について の補助金協定及び

に非整合として申立て。

②パネルは、米国は必要な失われ

た情報の「合理的な代替」として

事実を選定する際に、根拠づけと

評価の過程を経なかったため、補

助金協定に非整合と認定した。し

かしパネルは、 条は同種性

判断の文脈で適用されるものであ

るとしてサンセットレビューに関

するトルコの要求を棄却した。

コスタリ

カーメキシコか

らの生鮮アボカ

ド輸入に関する

措置

メキシコ

【カナダ、中国、

ＥＵ、エルサルバ

ドル、ホンジュラ

ス、インド、パナ

マ、ロシア、米

国】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

メキシコは、コスタリカがメキシ

コ産生鮮アボカドの輸入を制限も

しくは禁止しており、この措置が

協定および に非整合とし

て申立て。

ウクライ

ナー物品及びサ

ービス貿易に関

する措置

ロシア 協議要請 ロシアは、ウクライナの物品及び

サービス貿易または通過に関する

制限、禁止、及び手続が 、

、 協定、 協定などに非

整合として申立て。
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第３章 紛争案件一覧

案件名（番

号は 紛争解

決機関の 番号

に対応）

申立国

【第三国参加国】
経 過

案件概要：①主な申立て事由

②パネル報告

③上級委報告

関連協定

第Ⅰ部

第Ⅱ部

記載

加盟議定書

（ ）

アラブ首

長国連邦―物

品・サービス貿

易および知的所

有権の貿易関連

の側面に関する

措置

カタール

【アフガニスタ

ン、オーストラリ

ア、バーレーン、

ブラジル、中国、

エジプト、 、グ

アテマラ、ホンジ

ュラス、日本、カ

ザフスタン、韓

国、マレーシア、

メキシコ、ノルウ

ェー、フィリピ

ン、ロシア、サウ

ジアラビア、シン

ガポール、台湾、

トルコ、ウクライ

ナ、米国、イエメ

ン】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

カタールは、カタールとの物品貿

易、サービス貿易及び知的所有権

の貿易関連の側面に関してアラブ

首長国連邦の取る措置が 、

及び に非整合として申

立て。

（

）

（

）

バーレー

ン―物品・サー

ビス貿易および

知的所有権の貿

易関連の側面に

関する措置

カタール 協議要請 カタールは、カタールとの物品貿

易、サービス貿易及び知的所有権

の貿易関連の側面に関してバーレ

ーンの取る措置が 、 及び

に非整合として申立て。

（

）

（

）

サウジア

ラビア―物品・

サービス貿易お

よび知的所有権

の貿易関連の側

面に関する措置

カタール 協議要請 カタールは、カタールとの物品貿

易、サービス貿易及び知的所有権

の貿易関連の側面に関してサウジ

アラビアの取る措置が 、

及び に非整合として申立

て。

（

）

（

）

オースト

ラリアー コピ

ー用紙に対する

アンチ・ダンピ

ング措置

インドネシア

【カナダ、中国、

エジプト、ＥＵ、

インド、イスラエ

ル、日本、韓国、

ロシア、シンガポ

ール、タイ、ウク

ライナ、米国、ベ

トナム】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

インドネシアは、オーストラリア

の同国産 コピー用紙に対する

協定措置が 協定に不整合である

として申立て。

カザフス

タンー鉄パイプ

に対するアン

ウクライナ 協議要請 ウクライナは、カザフスタンの同

国産の鉄パイプに対する 協定措

（ ）

資料編

案件名（番

号は 紛争解

決機関の 番号

に対応）

申立国

【第三国参加国】
経 過

案件概要：①主な申立て事由

②パネル報告

③上級委報告

関連協定

第Ⅰ部

第Ⅱ部

記載

－ロシ

ア産冷延鋼板に

対する 措置

ロシア 協議要請 ①ロシアは、同国産冷延鋼板に対

する の 協定税課税措置に係る

調査は、価額計算、ダンピングの

認定における客観的判断、証拠の

正確性及び妥当性の検討等におい

て 協定及び に非整合として

申立て。

カナダ－

商業用航空機の

貿易に関する措

置

ブラジル

【中国、 、日

本、ロシア、シン

ガポール、米国】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

① ブラジルは、カナダの航空

機製造会社ボンバルディア

が同国の中央政府、州政

府、地方政府より受領して

いる財政支援措置等は補助

金協定の禁止補助金に該当

し、よって同協定に非整合

として申立て。

米国－あ

る種のパイプお

よびチューブ製

品に対する相殺

措置

トルコ

【ブラジル、カナ

ダ、中国、 、日

本、カザフスタ

ン、韓国、メキシ

コ、ロシア、サウ

ジアラビア、アラ

ブ首長国連邦】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

パネル報告書配布

①トルコは、同国産のある種のパ

イプ及びチューブ製品に対する米

国の 課税措置に係る調査は、

公的機関の範囲、利益、特定性、

利用可能な事実の適用、損害の認

定について の補助金協定及び

に非整合として申立て。

②パネルは、米国は必要な失われ

た情報の「合理的な代替」として

事実を選定する際に、根拠づけと

評価の過程を経なかったため、補

助金協定に非整合と認定した。し

かしパネルは、 条は同種性

判断の文脈で適用されるものであ

るとしてサンセットレビューに関

するトルコの要求を棄却した。

コスタリ

カーメキシコか

らの生鮮アボカ

ド輸入に関する

措置

メキシコ

【カナダ、中国、

ＥＵ、エルサルバ

ドル、ホンジュラ

ス、インド、パナ

マ、ロシア、米

国】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

メキシコは、コスタリカがメキシ

コ産生鮮アボカドの輸入を制限も

しくは禁止しており、この措置が

協定および に非整合とし

て申立て。

ウクライ

ナー物品及びサ

ービス貿易に関

する措置

ロシア 協議要請 ロシアは、ウクライナの物品及び

サービス貿易または通過に関する

制限、禁止、及び手続が 、

、 協定、 協定などに非

整合として申立て。

787

　　　　　　　　　

第
３
章
紛
争
案
件
一
覧

　　　資
料
編



第３章 紛争案件一覧

案件名（番

号は 紛争解

決機関の 番号

に対応）

申立国

【第三国参加国】
経 過

案件概要：①主な申立て事由

②パネル報告

③上級委報告

関連協定

第Ⅰ部

第Ⅱ部

記載

カナダー

葡萄酒販売を統

制する措置

オーストラリア

【アルゼンチン、

チリ、中国、Ｅ

Ｕ、インド、イス

ラエル、韓国、メ

キシコ、ニュージ

ーランド、ロシ

ア、南アフリカ、

台湾、ウクライ

ナ、米国、ウルグ

アイ】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

オーストラリアは、カナダ政府及

びブリティッシュコロンビア州、

オンタリオ州、ケベック州、ノバ

スコチア州の葡萄酒販売を統制す

る措置が に非整合として申立

て。

パキスタ

ンーアラブ首長

国連合からのプ

ロピレン二軸配

向フィルムに対

するアンチ・ダ

ンピング措置

アラブ首長国連合

【アフガニスタ

ン、中国、ＥＵ、

日本、ロシア、サ

ウジアラビア、米

国、オマーン】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

アラブ首長国連合は、パキスタン

のプロピレン二軸配向フィルムに

対する 協定措置が 協定及び

に非整合として申立て。

（

）

（ ）

米国―ア

ンチ・ダンピン

グ及び相殺措置

及び入手可能な

事実

韓国

【ブラジル、カナ

ダ、中国、エジプ

ト、ＥＵ、イン

ド、日本、カザフ

スタン、メキシ

コ、ノルウェー、

ロシア】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

①韓国は、米国 協定及び相殺措

置及び入手可能な事実の利用が

協定、 協定、 、マラケシ

ュ協定に非整合として申立。

米国―ベト

ナムからのパン

ガシウス製品

ベトナム 協議要請 ①ベトナムは、米国によるパンガ

シウス製品（魚介類）の輸入制限

措置がＳＰＳ協定とＧＡＴＴに非

整合として申立。

インド―輸

出関連措置

米国

【ブラジル、カナ

ダ、中国、エジプ

ト、ＥＵ、日本、

カザフスタン、韓

国、ロシア、スリ

ランカ、台湾、タ

イ】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

①米国は、インドによる補助金が

ＳＣＭ協定に非整合として申立。

中国―知的

財産権の保護に

関する措置

米国

【ブラジル、カナ

ダ、エジプト、Ｅ

Ｕ、インド、カザ

フスタン、韓国、

ニュージーラン

ド、ノルウェー、

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

①米国は、中国による知的財産権

の保護に関する措置がＴＲＩＰＳ

協定に非整合であるとして申立。

資料編

案件名（番

号は 紛争解

決機関の 番号

に対応）

申立国

【第三国参加国】
経 過

案件概要：①主な申立て事由

②パネル報告

③上級委報告

関連協定

第Ⅰ部

第Ⅱ部

記載

チ・ダンピング

措置

置が 協定及び に不整合であ

るとして申立て。

カナダー

食料品店におけ

る葡萄酒販売を

統制する措置

米国

【アルゼンチン、

オーストラリア、

チリ、中国、Ｅ

Ｕ、インド、イス

ラエル、韓国、メ

キシコ、ニュージ

ーランド、ロシ

ア、南アフリカ、

台湾】

協議要請（ の再

度提訴）

パネル設置要請

パネル設置

①米国は、カナダのブリティッシ

ュコロンビア州の食料品店におけ

るワイン販売に係る措置は、同州

産のワインに対し、同州での排他

的な卸売り権利を与えており、輸

入ワインを差別的に扱っていると

し、 に非整合として申立て。

ロシアー

ウクライナ産品

の輸入および通

過に関する措置

ウクライナ 協議要請 ウクライナは、ロシアの自国産ジ

ュース、ビール類及びその他アル

コール飲料、菓子、壁紙に関する

ロシアの措置が 、 、 協

定、 協定などに非整合として

申立て。

（ ）

（ ）

（ ）

（

）

加盟議定書

米国―カ

ナダ産軟材に対

する相殺措置

カナダ

【ブラジル、中

国、ＥＵ、日本、

カザフスタン、韓

国、ロシアトル

コ、ベトナム】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

カナダは、米国のカナダ産軟材に

対する相殺措置が 及び補助金

協定に非整合として申立て。

（ ）

（

）

米国―カ

ナダ産軟材に対

する異なった価

格手法の適用に

関する措置

カナダ

【ブラジル、中

国、ＥＵ、日本、

カザフスタン、韓

国、ロシア、ベト

ナム】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

カナダは、米国のカナダ産軟材に

対する異なった価格手法の適用に

関する措置が 協定並びに に

非整合として申立て。

米国―あ

る種の貿易救済

措置

カナダ 協議要請 カナダは、米国の 協定および

に関する法令等が 協定、

、補助金協定に非整合として

申立て。

（ ）

（

）

（

）

米国―ベ

トナムからの魚

の切り身に対す

るアンチ・ダン

ピング措置

ベトナム

【カナダ、中国、

ＥＵ、エジプト、

インド、日本、マ

レーシア、ロシ

ア、シンガポー

ル、タイ】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

ベトナムは、米国のベトナムから

の魚の切り身に対する 協定措置

および米国の国内法令が 協定、

などに非整合として申立て。

（

）

マラケシュ協定

（ ）

加盟議定書
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第３章 紛争案件一覧

案件名（番

号は 紛争解

決機関の 番号

に対応）

申立国

【第三国参加国】
経 過

案件概要：①主な申立て事由

②パネル報告

③上級委報告

関連協定

第Ⅰ部

第Ⅱ部

記載

カナダー

葡萄酒販売を統

制する措置

オーストラリア

【アルゼンチン、

チリ、中国、Ｅ

Ｕ、インド、イス

ラエル、韓国、メ

キシコ、ニュージ

ーランド、ロシ

ア、南アフリカ、

台湾、ウクライ

ナ、米国、ウルグ

アイ】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

オーストラリアは、カナダ政府及

びブリティッシュコロンビア州、

オンタリオ州、ケベック州、ノバ

スコチア州の葡萄酒販売を統制す

る措置が に非整合として申立

て。

パキスタ

ンーアラブ首長

国連合からのプ

ロピレン二軸配

向フィルムに対

するアンチ・ダ

ンピング措置

アラブ首長国連合

【アフガニスタ

ン、中国、ＥＵ、

日本、ロシア、サ

ウジアラビア、米

国、オマーン】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

アラブ首長国連合は、パキスタン

のプロピレン二軸配向フィルムに

対する 協定措置が 協定及び

に非整合として申立て。

（

）

（ ）

米国―ア

ンチ・ダンピン

グ及び相殺措置

及び入手可能な

事実

韓国

【ブラジル、カナ

ダ、中国、エジプ

ト、ＥＵ、イン

ド、日本、カザフ

スタン、メキシ

コ、ノルウェー、

ロシア】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

①韓国は、米国 協定及び相殺措

置及び入手可能な事実の利用が

協定、 協定、 、マラケシ

ュ協定に非整合として申立。

米国―ベト

ナムからのパン

ガシウス製品

ベトナム 協議要請 ①ベトナムは、米国によるパンガ

シウス製品（魚介類）の輸入制限

措置がＳＰＳ協定とＧＡＴＴに非

整合として申立。

インド―輸

出関連措置

米国

【ブラジル、カナ

ダ、中国、エジプ

ト、ＥＵ、日本、

カザフスタン、韓

国、ロシア、スリ

ランカ、台湾、タ

イ】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

①米国は、インドによる補助金が

ＳＣＭ協定に非整合として申立。

中国―知的

財産権の保護に

関する措置

米国

【ブラジル、カナ

ダ、エジプト、Ｅ

Ｕ、インド、カザ

フスタン、韓国、

ニュージーラン

ド、ノルウェー、

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

①米国は、中国による知的財産権

の保護に関する措置がＴＲＩＰＳ

協定に非整合であるとして申立。

資料編

案件名（番

号は 紛争解

決機関の 番号

に対応）

申立国

【第三国参加国】
経 過

案件概要：①主な申立て事由

②パネル報告

③上級委報告

関連協定

第Ⅰ部

第Ⅱ部

記載

チ・ダンピング

措置

置が 協定及び に不整合であ

るとして申立て。

カナダー

食料品店におけ

る葡萄酒販売を

統制する措置

米国

【アルゼンチン、

オーストラリア、

チリ、中国、Ｅ

Ｕ、インド、イス

ラエル、韓国、メ

キシコ、ニュージ

ーランド、ロシ

ア、南アフリカ、

台湾】

協議要請（ の再

度提訴）

パネル設置要請

パネル設置

①米国は、カナダのブリティッシ

ュコロンビア州の食料品店におけ

るワイン販売に係る措置は、同州

産のワインに対し、同州での排他

的な卸売り権利を与えており、輸

入ワインを差別的に扱っていると

し、 に非整合として申立て。

ロシアー

ウクライナ産品

の輸入および通

過に関する措置

ウクライナ 協議要請 ウクライナは、ロシアの自国産ジ

ュース、ビール類及びその他アル

コール飲料、菓子、壁紙に関する

ロシアの措置が 、 、 協

定、 協定などに非整合として

申立て。

（ ）

（ ）

（ ）

（

）

加盟議定書

米国―カ

ナダ産軟材に対

する相殺措置

カナダ

【ブラジル、中

国、ＥＵ、日本、

カザフスタン、韓

国、ロシアトル

コ、ベトナム】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

カナダは、米国のカナダ産軟材に

対する相殺措置が 及び補助金

協定に非整合として申立て。

（ ）

（

）

米国―カ

ナダ産軟材に対

する異なった価

格手法の適用に

関する措置

カナダ

【ブラジル、中

国、ＥＵ、日本、

カザフスタン、韓

国、ロシア、ベト

ナム】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

カナダは、米国のカナダ産軟材に

対する異なった価格手法の適用に

関する措置が 協定並びに に

非整合として申立て。

米国―あ

る種の貿易救済

措置

カナダ 協議要請 カナダは、米国の 協定および

に関する法令等が 協定、

、補助金協定に非整合として

申立て。

（ ）

（

）

（

）

米国―ベ

トナムからの魚

の切り身に対す

るアンチ・ダン

ピング措置

ベトナム

【カナダ、中国、

ＥＵ、エジプト、

インド、日本、マ

レーシア、ロシ

ア、シンガポー

ル、タイ】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

ベトナムは、米国のベトナムから

の魚の切り身に対する 協定措置

および米国の国内法令が 協定、

などに非整合として申立て。

（

）

マラケシュ協定

（ ）

加盟議定書
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第３章 紛争案件一覧

案件名（番

号は 紛争解

決機関の 番号

に対応）

申立国

【第三国参加国】
経 過

案件概要：①主な申立て事由

②パネル報告

③上級委報告

関連協定

第Ⅰ部

第Ⅱ部

記載

ン、メキシコ、ノ

ルウェー、ロシ

ア、タイ、ベトナ

ム】

米国―スチ

ール・アルミニ

ウム製品に対す

る措置

インド

【バーレーン、ブ

ラジル、カナダ、

中国、コロンビ

ア、ＥＵ、グァテ

マラ、香港、アイ

スランド、インド

ネシア、日本、カ

ザフスタン、マレ

ーシア、メキシ

コ、ニュージーラ

ンド、ノルウェ

ー、カタール、ロ

シア、サウジアラ

ビア、シンガポー

ル、南アフリカ、

スイス、台湾、タ

イ、トルコ、ウク

ライナ、ベネズエ

ラ】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

①インドは、米国がインドからの

スチール・アルミニウム製品に課

した輸入制限措置が、 協定と

に非整合として申立。

米国―スチ

ール・アルミニ

ウム製品に対す

る措置

ＥＵ

【バーレーン、ブ

ラジル、カナダ、

中国、コロンビ

ア、グァテマラ、

香港、アイスラン

ド、インド、イン

ドネシア、日本、

カザフスタン、マ

レーシア、メキシ

コ、ニュージーラ

ンド、ノルウェ

ー、カタール、ロ

シア、サウジアラ

ビア、シンガポー

ル、南アフリカ、

スイス、台湾、タ

イ、トルコ、ウク

ライナ、ベネズエ

ラ】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

①ＥＵは、米国がＥＵからのスチ

ール・アルミニウム製品に課した

輸入制限措置が、 協定、 、

協定に非整合として申立。

資料編

案件名（番

号は 紛争解

決機関の 番号

に対応）

申立国

【第三国参加国】
経 過

案件概要：①主な申立て事由

②パネル報告

③上級委報告

関連協定

第Ⅰ部

第Ⅱ部

記載

ロシア、シンガポ

ール、スイス、台

湾、トルコ、ウク

ライナ】

米国―中国

からの製品に対

する関税措置

（中国）

中国 協議要請

パネル設置要請

①中国は、米国による 年通商

法 ～ 条の実施措置である中

国に対する関税措置が と

に非整合として申立。

Ⅰ

米国―スチ

ール・アルミニ

ウム製品に関す

る措置

中国

【バーレーン、ブ

ラジル、カナダ、

コロンビア、Ｅ

Ｕ、グァテマラ、

香港、アイスラン

ド、インド、イン

ドネシア、日本、

カザフスタン、マ

レーシア、メキシ

コ、ニュージーラ

ンド、ノルウェ

ー、カタール、ロ

シア、サウジアラ

ビア、シンガポー

ル、南アフリカ、

スイス、台湾、タ

イ、トルコ、ウク

ライナ、ベネズエ

ラ】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

①中国は、米国が中国からのスチ

ール・アルミニウム製品輸入に課

している関税がセーフガード協定

と に非整合として申立。

米国―水晶

シリコン太陽電

池製品に対する

セーフガード措

置

韓国

【ブラジル、カナ

ダ、中国、ＥＵ、

エジプト、イン

ド、日本、カザフ

スタン、マレーシ

ア、メキシコ、ノ

ルウェー、フィリ

ピン、ロシア、シ

ンガポール、台

湾、タイ、ベトナ

ム】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

①韓国は、米国が水晶シリコン太

陽電池製品に課したセーフガード

措置が、 協定と に非整合と

して申立。

米国―大型

家庭用洗濯機に

対するセーフガ

ード措置

韓国

【ブラジル、中

国、ＥＵ、エジプ

ト、インド、日

本、カザフスタ

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

①韓国は、米国が大型家庭用洗濯

機に課したセーフガード措置が、

協定と に非整合として申

立。
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第３章 紛争案件一覧

案件名（番

号は 紛争解

決機関の 番号

に対応）

申立国

【第三国参加国】
経 過

案件概要：①主な申立て事由

②パネル報告

③上級委報告

関連協定

第Ⅰ部

第Ⅱ部

記載

ン、メキシコ、ノ

ルウェー、ロシ

ア、タイ、ベトナ

ム】

米国―スチ

ール・アルミニ

ウム製品に対す

る措置

インド

【バーレーン、ブ

ラジル、カナダ、

中国、コロンビ

ア、ＥＵ、グァテ

マラ、香港、アイ

スランド、インド

ネシア、日本、カ

ザフスタン、マレ

ーシア、メキシ

コ、ニュージーラ

ンド、ノルウェ

ー、カタール、ロ

シア、サウジアラ

ビア、シンガポー

ル、南アフリカ、

スイス、台湾、タ

イ、トルコ、ウク

ライナ、ベネズエ

ラ】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

①インドは、米国がインドからの

スチール・アルミニウム製品に課

した輸入制限措置が、 協定と

に非整合として申立。

米国―スチ

ール・アルミニ

ウム製品に対す

る措置

ＥＵ

【バーレーン、ブ

ラジル、カナダ、

中国、コロンビ

ア、グァテマラ、

香港、アイスラン

ド、インド、イン

ドネシア、日本、

カザフスタン、マ

レーシア、メキシ

コ、ニュージーラ

ンド、ノルウェ

ー、カタール、ロ

シア、サウジアラ

ビア、シンガポー

ル、南アフリカ、

スイス、台湾、タ

イ、トルコ、ウク

ライナ、ベネズエ

ラ】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

①ＥＵは、米国がＥＵからのスチ

ール・アルミニウム製品に課した

輸入制限措置が、 協定、 、

協定に非整合として申立。

資料編

案件名（番

号は 紛争解

決機関の 番号

に対応）

申立国

【第三国参加国】
経 過

案件概要：①主な申立て事由

②パネル報告

③上級委報告

関連協定

第Ⅰ部

第Ⅱ部

記載

ロシア、シンガポ

ール、スイス、台

湾、トルコ、ウク

ライナ】

米国―中国

からの製品に対

する関税措置

（中国）

中国 協議要請

パネル設置要請

①中国は、米国による 年通商

法 ～ 条の実施措置である中

国に対する関税措置が と

に非整合として申立。

Ⅰ

米国―スチ

ール・アルミニ

ウム製品に関す

る措置

中国

【バーレーン、ブ

ラジル、カナダ、

コロンビア、Ｅ

Ｕ、グァテマラ、

香港、アイスラン

ド、インド、イン

ドネシア、日本、

カザフスタン、マ

レーシア、メキシ

コ、ニュージーラ

ンド、ノルウェ

ー、カタール、ロ

シア、サウジアラ

ビア、シンガポー

ル、南アフリカ、

スイス、台湾、タ

イ、トルコ、ウク

ライナ、ベネズエ

ラ】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

①中国は、米国が中国からのスチ

ール・アルミニウム製品輸入に課

している関税がセーフガード協定

と に非整合として申立。

米国―水晶

シリコン太陽電

池製品に対する

セーフガード措

置

韓国

【ブラジル、カナ

ダ、中国、ＥＵ、

エジプト、イン

ド、日本、カザフ

スタン、マレーシ

ア、メキシコ、ノ

ルウェー、フィリ

ピン、ロシア、シ

ンガポール、台

湾、タイ、ベトナ

ム】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

①韓国は、米国が水晶シリコン太

陽電池製品に課したセーフガード

措置が、 協定と に非整合と

して申立。

米国―大型

家庭用洗濯機に

対するセーフガ

ード措置

韓国

【ブラジル、中

国、ＥＵ、エジプ

ト、インド、日

本、カザフスタ

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

①韓国は、米国が大型家庭用洗濯

機に課したセーフガード措置が、

協定と に非整合として申

立。
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第３章 紛争案件一覧

案件名（番

号は 紛争解

決機関の 番号

に対応）

申立国

【第三国参加国】
経 過

案件概要：①主な申立て事由

②パネル報告

③上級委報告

関連協定

第Ⅰ部

第Ⅱ部

記載

米国―スチ

ール・アルミニ

ウム製品に対す

る措置

ノルウェー

【バーレーン、ブ

ラジル、カナダ、

中国、コロンビ

ア、ＥＵ、グァテ

マラ、香港、アイ

スランド、イン

ド、インドネシ

ア、日本、カザフ

スタン、マレーシ

ア、メキシコ、ニ

ュージーランド、

カタール、ロシ

ア、サウジアラビ

ア、シンガポー

ル、南アフリカ、

スイス、台湾、タ

イ、トルコ、ウク

ライナ、ベネズエ

ラ】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

①ノルウェーは、米国がノルウェ

ーからのスチール・アルミニウム

製品に課した輸入制限措置が、

協定、 、 協定に非整合と

して申立。

韓国―ステ

ンレススチール

棒に対する 措

置のサンセット

レビュー

日本

【中国、ＥＵ，イ

ンド、カザフスタ

ン、ロシア、台

湾、米国】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

①日本は、サンセットレビューに

基づき韓国が下した、日本・イン

ド・スペインからのステンレスス

チール棒に対する 措置を継続す

るとした判断が、 協定と に

非整合として申立。

Ⅱ

Ⅵ

米国―スチ

ール・アルミニ

ウム製品に対す

る措置

ロシア

【バーレーン、ブ

ラジル、カナダ、

中国、コロンビ

ア、ＥＵ、グァテ

マラ、香港、アイ

スランド、イン

ド、インドネシ

ア、日本、カザフ

スタン、マレーシ

ア、メキシコ、ニ

ュージーランド、

ノルウェー、カタ

ール、サウジアラ

ビア、シンガポー

ル、南アフリカ、

スイス、台湾、タ

イ、トルコ、ウク

ライナ、ベネズエ

ラ】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

①ロシアは、米国がロシアからの

スチール・アルミニウム製品に課

した輸入制限措置が、 協定、

に非整合として申立。

資料編

案件名（番

号は 紛争解

決機関の 番号

に対応）

申立国

【第三国参加国】
経 過

案件概要：①主な申立て事由

②パネル報告

③上級委報告

関連協定

第Ⅰ部

第Ⅱ部

記載

中国―技術

移転に関する措

置

ＥＵ 協議要請 ①ＥＵは、中国への技術移転に対

して課された措置が 協定、

、加盟議定書に非整合として

申立。

Ⅹ

加盟議定書

米国―スチ

ール・アルミニ

ウム製品に対す

る措置

カナダ

【バーレーン、ブ

ラジル、中国、コ

ロンビア、ＥＵ、

グァテマラ、香

港、アイスラン

ド、インド、イン

ドネシア、日本、

カザフスタン、マ

レーシア、メキシ

コ、ニュージーラ

ンド、ノルウェ

ー、カタール、ロ

シア、サウジアラ

ビア、シンガポー

ル、南アフリカ、

スイス、台湾、タ

イ、トルコ、ウク

ライナ、ベネズエ

ラ】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

①カナダは、米国がカナダからの

スチール・アルミニウム製品に課

した輸入制限措置が、 協定、

、 協定に非整合として申

立。

米国―スチ

ール・アルミニ

ウム製品に対す

る措置

メキシコ

【バーレーン、ブ

ラジル、カナダ、

中国、コロンビ

ア、ＥＵ、グァテ

マラ、香港、アイ

スランド、イン

ド、インドネシ

ア、日本、カザフ

スタン、マレーシ

ア、ニュージーラ

ンド、ノルウェ

ー、カタール、ロ

シア、サウジアラ

ビア、シンガポー

ル、南アフリカ、

スイス、台湾、タ

イ、トルコ、ウク

ライナ、ベネズエ

ラ】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

①メキシコは、米国がメキシコか

らのスチール・アルミニウム製品

に課した輸入制限措置が、 協

定、 、 協定に非整合とし

て申立。
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第３章 紛争案件一覧

案件名（番

号は 紛争解

決機関の 番号

に対応）

申立国

【第三国参加国】
経 過

案件概要：①主な申立て事由

②パネル報告

③上級委報告

関連協定

第Ⅰ部

第Ⅱ部

記載

米国―スチ

ール・アルミニ

ウム製品に対す

る措置

ノルウェー

【バーレーン、ブ

ラジル、カナダ、

中国、コロンビ

ア、ＥＵ、グァテ

マラ、香港、アイ

スランド、イン

ド、インドネシ

ア、日本、カザフ

スタン、マレーシ

ア、メキシコ、ニ

ュージーランド、

カタール、ロシ

ア、サウジアラビ

ア、シンガポー

ル、南アフリカ、

スイス、台湾、タ

イ、トルコ、ウク

ライナ、ベネズエ

ラ】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

①ノルウェーは、米国がノルウェ

ーからのスチール・アルミニウム

製品に課した輸入制限措置が、

協定、 、 協定に非整合と

して申立。

韓国―ステ

ンレススチール

棒に対する 措

置のサンセット

レビュー

日本

【中国、ＥＵ，イ

ンド、カザフスタ

ン、ロシア、台

湾、米国】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

①日本は、サンセットレビューに

基づき韓国が下した、日本・イン

ド・スペインからのステンレスス

チール棒に対する 措置を継続す

るとした判断が、 協定と に

非整合として申立。

Ⅱ

Ⅵ

米国―スチ

ール・アルミニ

ウム製品に対す

る措置

ロシア

【バーレーン、ブ

ラジル、カナダ、

中国、コロンビ

ア、ＥＵ、グァテ

マラ、香港、アイ

スランド、イン

ド、インドネシ

ア、日本、カザフ

スタン、マレーシ

ア、メキシコ、ニ

ュージーランド、

ノルウェー、カタ

ール、サウジアラ

ビア、シンガポー

ル、南アフリカ、

スイス、台湾、タ

イ、トルコ、ウク

ライナ、ベネズエ

ラ】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

①ロシアは、米国がロシアからの

スチール・アルミニウム製品に課

した輸入制限措置が、 協定、

に非整合として申立。

資料編

案件名（番

号は 紛争解

決機関の 番号

に対応）

申立国

【第三国参加国】
経 過

案件概要：①主な申立て事由

②パネル報告

③上級委報告

関連協定

第Ⅰ部

第Ⅱ部

記載

中国―技術

移転に関する措

置

ＥＵ 協議要請 ①ＥＵは、中国への技術移転に対

して課された措置が 協定、

、加盟議定書に非整合として

申立。

Ⅹ

加盟議定書

米国―スチ

ール・アルミニ

ウム製品に対す

る措置

カナダ

【バーレーン、ブ

ラジル、中国、コ

ロンビア、ＥＵ、

グァテマラ、香

港、アイスラン

ド、インド、イン

ドネシア、日本、

カザフスタン、マ

レーシア、メキシ

コ、ニュージーラ

ンド、ノルウェ

ー、カタール、ロ

シア、サウジアラ

ビア、シンガポー

ル、南アフリカ、

スイス、台湾、タ

イ、トルコ、ウク

ライナ、ベネズエ

ラ】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

①カナダは、米国がカナダからの

スチール・アルミニウム製品に課

した輸入制限措置が、 協定、

、 協定に非整合として申

立。

米国―スチ

ール・アルミニ

ウム製品に対す

る措置

メキシコ

【バーレーン、ブ

ラジル、カナダ、

中国、コロンビ

ア、ＥＵ、グァテ

マラ、香港、アイ

スランド、イン

ド、インドネシ

ア、日本、カザフ

スタン、マレーシ

ア、ニュージーラ

ンド、ノルウェ

ー、カタール、ロ

シア、サウジアラ

ビア、シンガポー

ル、南アフリカ、

スイス、台湾、タ

イ、トルコ、ウク

ライナ、ベネズエ

ラ】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

①メキシコは、米国がメキシコか

らのスチール・アルミニウム製品

に課した輸入制限措置が、 協

定、 、 協定に非整合とし

て申立。
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第３章 紛争案件一覧

案件名（番

号は 紛争解

決機関の 番号

に対応）

申立国

【第三国参加国】
経 過

案件概要：①主な申立て事由

②パネル報告

③上級委報告

関連協定

第Ⅰ部

第Ⅱ部

記載

ンド、ノルウェ

ー、ロシア、シン

ガポール、南アフ

リカ、スイス、台

湾、タイ、トル

コ、ウクライナ、

ベネズエラ】

ＥＵ―米国

からの製品に対

する追加的措置

米国

【ブラジル、カナ

ダ、エジプト、Ｅ

Ｕ、グァテマラ、

インド、インドネ

シア、日本、カザ

フスタン、メキシ

コ、ニュージーラ

ンド、ノルウェ

ー、ロシア、シン

ガポール、南アフ

リカ、スイス、台

湾、タイ、トル

コ、ウクライナ、

ベネズエラ】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

①米国は、ＥＵが米国製品に対し

て課した追加的措置が に非整

合として申立。

Ⅰ Ⅱ

メキシコ―

米国からの製品

に対する追加的

措置

米国

【ブラジル、カナ

ダ、エジプト、Ｅ

Ｕ、グァテマラ、

インド、インドネ

シア、日本、カザ

フスタン、メキシ

コ、ニュージーラ

ンド、ノルウェ

ー、ロシア、シン

ガポール、南アフ

リカ、スイス、台

湾、タイ、トル

コ、ウクライナ、

ベネズエラ】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

①米国は、メキシコが米国製品に

対して課した追加的措置が に

非整合として申立。

Ⅰ

トルコ―米

国からの製品に

対する追加的措

置

米国

【ブラジル、カナ

ダ、エジプト、Ｅ

Ｕ、グァテマラ、

インド、インドネ

シア、日本、カザ

フスタン、メキシ

コ、ニュージーラ

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

①米国は、トルコが米国製品に対

して課した追加的措置が に非

整合として申立。

Ⅰ Ⅱ

資料編

案件名（番

号は 紛争解

決機関の 番号

に対応）

申立国

【第三国参加国】
経 過

案件概要：①主な申立て事由

②パネル報告

③上級委報告

関連協定

第Ⅰ部

第Ⅱ部

記載

モロッコ―

学校教材本に対

する暫定 措置

チュニジア 協議要請 ①チュニジアは、モロッコがチュ

ニジアからの学校教材本の輸入に

対して課した暫定 措置が 協定

に非整合として申立。

米国―スチ

ール・アルミニ

ウム製品に対す

る措置

スイス

【バーレーン、ブ

ラジル、カナダ、

中国、コロンビ

ア、ＥＵ、グァテ

マラ、香港、アイ

スランド、イン

ド、インドネシ

ア、日本、カザフ

スタン、マレーシ

ア、メキシコ、ニ

ュージーランド、

ノルウェー、カタ

ール、ロシア、サ

ウジアラビア、シ

ンガポール、南ア

フリカ、台湾、タ

イ、トルコ、ウク

ライナ、ベネズエ

ラ】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

①スイスは、米国がスイスからの

スチール・アルミニウム製品に課

した輸入制限措置が、 協定、

、 協定に非整合として申

立。

カナダー米

国からの製品に

対する追加的措

置

米国

【中国、ＥＵ、グ

ァテマラ、イン

ド、インドネシ

ア、日本、カザフ

スタン、メキシ

コ、ノルウェー、

ロシア、シンガポ

ール、南アフリ

カ、スイス、台

湾、タイ、トル

コ、ウクライナ、

ベネズエラ】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

①米国は、カナダが米国製品に対

して課した追加的措置が に非

整合として申立。

Ⅰ Ⅱ

中国―米国

からの製品に対

する追加的措置

米国

【ブラジル、カナ

ダ、エジプト、Ｅ

Ｕ、グァテマラ、

インド、インドネ

シア、日本、カザ

フスタン、メキシ

コ、ニュージーラ

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

①米国は、中国が米国製品に対し

て課した追加的措置が に非整

合として申立。

Ⅰ Ⅱ

794



第３章 紛争案件一覧

案件名（番

号は 紛争解

決機関の 番号

に対応）

申立国

【第三国参加国】
経 過

案件概要：①主な申立て事由

②パネル報告

③上級委報告

関連協定

第Ⅰ部

第Ⅱ部

記載

ンド、ノルウェ

ー、ロシア、シン

ガポール、南アフ

リカ、スイス、台

湾、タイ、トル

コ、ウクライナ、

ベネズエラ】

ＥＵ―米国

からの製品に対

する追加的措置

米国

【ブラジル、カナ

ダ、エジプト、Ｅ

Ｕ、グァテマラ、

インド、インドネ

シア、日本、カザ

フスタン、メキシ

コ、ニュージーラ

ンド、ノルウェ

ー、ロシア、シン

ガポール、南アフ

リカ、スイス、台

湾、タイ、トル

コ、ウクライナ、

ベネズエラ】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

①米国は、ＥＵが米国製品に対し

て課した追加的措置が に非整

合として申立。

Ⅰ Ⅱ

メキシコ―

米国からの製品

に対する追加的

措置

米国

【ブラジル、カナ

ダ、エジプト、Ｅ

Ｕ、グァテマラ、

インド、インドネ

シア、日本、カザ

フスタン、メキシ

コ、ニュージーラ

ンド、ノルウェ

ー、ロシア、シン

ガポール、南アフ

リカ、スイス、台

湾、タイ、トル

コ、ウクライナ、

ベネズエラ】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

①米国は、メキシコが米国製品に

対して課した追加的措置が に

非整合として申立。

Ⅰ

トルコ―米

国からの製品に

対する追加的措

置

米国

【ブラジル、カナ

ダ、エジプト、Ｅ

Ｕ、グァテマラ、

インド、インドネ

シア、日本、カザ

フスタン、メキシ

コ、ニュージーラ

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

①米国は、トルコが米国製品に対

して課した追加的措置が に非

整合として申立。

Ⅰ Ⅱ

資料編

案件名（番

号は 紛争解

決機関の 番号

に対応）

申立国

【第三国参加国】
経 過

案件概要：①主な申立て事由

②パネル報告

③上級委報告

関連協定

第Ⅰ部

第Ⅱ部

記載

モロッコ―

学校教材本に対

する暫定 措置

チュニジア 協議要請 ①チュニジアは、モロッコがチュ

ニジアからの学校教材本の輸入に

対して課した暫定 措置が 協定

に非整合として申立。

米国―スチ

ール・アルミニ

ウム製品に対す

る措置

スイス

【バーレーン、ブ

ラジル、カナダ、

中国、コロンビ

ア、ＥＵ、グァテ

マラ、香港、アイ

スランド、イン

ド、インドネシ

ア、日本、カザフ

スタン、マレーシ

ア、メキシコ、ニ

ュージーランド、

ノルウェー、カタ

ール、ロシア、サ

ウジアラビア、シ

ンガポール、南ア

フリカ、台湾、タ

イ、トルコ、ウク

ライナ、ベネズエ

ラ】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

①スイスは、米国がスイスからの

スチール・アルミニウム製品に課

した輸入制限措置が、 協定、

、 協定に非整合として申

立。

カナダー米

国からの製品に

対する追加的措

置

米国

【中国、ＥＵ、グ

ァテマラ、イン

ド、インドネシ

ア、日本、カザフ

スタン、メキシ

コ、ノルウェー、

ロシア、シンガポ

ール、南アフリ

カ、スイス、台

湾、タイ、トル

コ、ウクライナ、

ベネズエラ】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

①米国は、カナダが米国製品に対

して課した追加的措置が に非

整合として申立。

Ⅰ Ⅱ

中国―米国

からの製品に対

する追加的措置

米国

【ブラジル、カナ

ダ、エジプト、Ｅ

Ｕ、グァテマラ、

インド、インドネ

シア、日本、カザ

フスタン、メキシ

コ、ニュージーラ

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

①米国は、中国が米国製品に対し

て課した追加的措置が に非整

合として申立。

Ⅰ Ⅱ
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第３章 紛争案件一覧

案件名（番

号は 紛争解

決機関の 番号

に対応）

申立国

【第三国参加国】
経 過

案件概要：①主な申立て事由

②パネル報告

③上級委報告

関連協定

第Ⅰ部

第Ⅱ部

記載

インド、インドネ

シア、日本、カザ

フスタン、メキシ

コ、ニュージーラ

ンド、ノルウェ

ー、ロシア、シン

ガポール、南アフ

リカ、スイス、台

湾、タイ、トル

コ、ウクライナ、

ベネズエラ】

サウジアラ

ビア―知的財産

権の保護に関す

る措置

カタール

【オーストラリ

ア、バーレーン、

中国、ＥＵ、イン

ド、日本、韓国、

メキシコ、ノルウ

ェー、ロシア、シ

ンガポール、台

湾、トルコ、アラ

ブ首長国連邦、米

国】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

①カタールは、サウジアラビアが

カタール国内に本拠地を置く企業

の知的財産権に対して十分な保護

を与えなかったことが、 協

定に非整合として申立。

中国―砂糖

の輸入に関する

措置

ブラジル 協議要請 ①ブラジルは、中国に対し、 ⅰ

砂糖の輸入に対して課したセーフ

ガード措置、（ⅱ）砂糖の関税率

割当に関する運営、（ⅲ）割当外

の輸入ライセンス制度、が 協定

や などに非整合として申立。

ⅰ

Ⅱ

ⅱ 加盟議定書

ⅲ

農業協定

Ⅹ

加盟議定書

アルメニア

―スチールパイ

プに関する 措

置

ウクライナ 協議要請 ①ウクライナは、アルメニアがス

チールパイプの輸入に対して課し

た 措置が 協定と に非整合

として申立。

Ⅵ

キルギス―

スチールパイプ

に関する 措置

ウクライナ 協議要請 ①ウクライナは、キルギスがスチ

ールパイプの輸入に対して課した

措置が 協定と に非整合と

して申立。

Ⅵ

韓国―商

船貿易に影響を

与える措置 日

本

日本 協議要請 ①日本は、韓国にによる日本の商

船貿易に影響を与えうる措置が、

補助金協定と に非整合として

申立。

Ⅲ Ⅵ

資料編

案件名（番

号は 紛争解

決機関の 番号

に対応）

申立国

【第三国参加国】
経 過

案件概要：①主な申立て事由

②パネル報告

③上級委報告

関連協定

第Ⅰ部

第Ⅱ部

記載

ンド、ノルウェ

ー、ロシア、シン

ガポール、南アフ

リカ、スイス、台

湾、タイ、トル

コ、ウクライナ、

ベネズエラ】

米国―水晶

シリコン太陽電

池製品に対する

セーフガード措

置

中国 協議要請 ①中国は、米国が水晶シリコン太

陽電池製品に課したセーフガード

措置が、 協定と に非整合と

して申立。

米国―再生

可能エネルギー

に対する措置

中国 協議要請 ①中国は、米国内において採用・

維持されているエネルギーセクタ

ーにおける補助金と国内規制が

協定、 協定、 に非整

合として申立。

Ⅲ

米国―スチ

ール・アルミニ

ウム製品に対す

る措置

トルコ

【バーレーン、ブ

ラジル、カナダ、

中国、コロンビ

ア、ＥＵ、グァテ

マラ、香港、アイ

スランド、イン

ド、インドネシ

ア、日本、カザフ

スタン、マレーシ

ア、メキシコ、ニ

ュージーランド、

ノルウェー、カタ

ール、ロシア、サ

ウジアラビア、シ

ンガポール、南ア

フリカ、スイス、

台湾、タイ、ウク

ライナ、ベネズエ

ラ】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

①トルコは、米国がトルコからの

スチール・アルミニウム製品に課

した輸入制限措置が、 協定、

、 協定に非整合として申

立。

米国―中

国からの製品に

対する課税措置

Ⅱ

中国 協議要請 ①中国は、米国が中国製品に課し

た課税措置が と に非整合

として申立。

Ⅰ Ⅱ

ロシア―米

国からの製品に

対する追加的措

置

米国

【ブラジル、カナ

ダ、エジプト、Ｅ

Ｕ、グァテマラ、

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

①米国は、トルコが米国製品に対

して課した追加的措置が に非

整合として申立。

Ⅰ Ⅱ

796



第３章 紛争案件一覧

案件名（番

号は 紛争解

決機関の 番号

に対応）

申立国

【第三国参加国】
経 過

案件概要：①主な申立て事由

②パネル報告

③上級委報告

関連協定

第Ⅰ部

第Ⅱ部

記載

インド、インドネ

シア、日本、カザ

フスタン、メキシ

コ、ニュージーラ

ンド、ノルウェ

ー、ロシア、シン

ガポール、南アフ

リカ、スイス、台

湾、タイ、トル

コ、ウクライナ、

ベネズエラ】

サウジアラ

ビア―知的財産

権の保護に関す

る措置

カタール

【オーストラリ

ア、バーレーン、

中国、ＥＵ、イン

ド、日本、韓国、

メキシコ、ノルウ

ェー、ロシア、シ

ンガポール、台

湾、トルコ、アラ

ブ首長国連邦、米

国】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

①カタールは、サウジアラビアが

カタール国内に本拠地を置く企業

の知的財産権に対して十分な保護

を与えなかったことが、 協

定に非整合として申立。

中国―砂糖

の輸入に関する

措置

ブラジル 協議要請 ①ブラジルは、中国に対し、 ⅰ

砂糖の輸入に対して課したセーフ

ガード措置、（ⅱ）砂糖の関税率

割当に関する運営、（ⅲ）割当外

の輸入ライセンス制度、が 協定

や などに非整合として申立。

ⅰ

Ⅱ

ⅱ 加盟議定書

ⅲ

農業協定

Ⅹ

加盟議定書

アルメニア

―スチールパイ

プに関する 措

置

ウクライナ 協議要請 ①ウクライナは、アルメニアがス

チールパイプの輸入に対して課し

た 措置が 協定と に非整合

として申立。

Ⅵ

キルギス―

スチールパイプ

に関する 措置

ウクライナ 協議要請 ①ウクライナは、キルギスがスチ

ールパイプの輸入に対して課した

措置が 協定と に非整合と

して申立。

Ⅵ

韓国―商

船貿易に影響を

与える措置 日

本

日本 協議要請 ①日本は、韓国にによる日本の商

船貿易に影響を与えうる措置が、

補助金協定と に非整合として

申立。

Ⅲ Ⅵ

資料編

案件名（番

号は 紛争解

決機関の 番号

に対応）

申立国

【第三国参加国】
経 過

案件概要：①主な申立て事由

②パネル報告

③上級委報告

関連協定

第Ⅰ部

第Ⅱ部

記載

ンド、ノルウェ

ー、ロシア、シン

ガポール、南アフ

リカ、スイス、台

湾、タイ、トル

コ、ウクライナ、

ベネズエラ】

米国―水晶

シリコン太陽電

池製品に対する

セーフガード措

置

中国 協議要請 ①中国は、米国が水晶シリコン太

陽電池製品に課したセーフガード

措置が、 協定と に非整合と

して申立。

米国―再生

可能エネルギー

に対する措置

中国 協議要請 ①中国は、米国内において採用・

維持されているエネルギーセクタ

ーにおける補助金と国内規制が

協定、 協定、 に非整

合として申立。

Ⅲ

米国―スチ

ール・アルミニ

ウム製品に対す

る措置

トルコ

【バーレーン、ブ

ラジル、カナダ、

中国、コロンビ

ア、ＥＵ、グァテ

マラ、香港、アイ

スランド、イン

ド、インドネシ

ア、日本、カザフ

スタン、マレーシ

ア、メキシコ、ニ

ュージーランド、

ノルウェー、カタ

ール、ロシア、サ

ウジアラビア、シ

ンガポール、南ア

フリカ、スイス、

台湾、タイ、ウク

ライナ、ベネズエ

ラ】

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

①トルコは、米国がトルコからの

スチール・アルミニウム製品に課

した輸入制限措置が、 協定、

、 協定に非整合として申

立。

米国―中

国からの製品に

対する課税措置

Ⅱ

中国 協議要請 ①中国は、米国が中国製品に課し

た課税措置が と に非整合

として申立。

Ⅰ Ⅱ

ロシア―米

国からの製品に

対する追加的措

置

米国

【ブラジル、カナ

ダ、エジプト、Ｅ

Ｕ、グァテマラ、

協議要請

パネル設置要請

パネル設置

①米国は、トルコが米国製品に対

して課した追加的措置が に非

整合として申立。

Ⅰ Ⅱ
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資料編

案件名（番

号は 紛争解

決機関の 番号

に対応）

申立国

【第三国参加国】
経 過

案件概要：①主な申立て事由

②パネル報告

③上級委報告

関連協定

第Ⅰ部

第Ⅱ部

記載

ペルー―ア

ルゼンチン製バ

イオディーゼル

に対するアンチ

ダンピング、相

殺関税措置

アルゼンチン 協議要請 ①アルゼンチンは、ペルーがアル

ゼンチンからのバイオディーゼル

に対して課したアンチダンピング

措置と相殺関税措置が 協定や補

助金協定などに非整合として申

立。

トルコ―タ

イからのエアコ

ンに対する追加

的措置

タイ 協議要請 ①タイは、トルコがタイからのエ

アコンの輸入に対して課した追加

的措置が、 協定と に非整合

として申立。

米国―物

品・サービス貿

易に関する措置

ベネズエラ 協議要請 ①ベネズエラは、米国がベネズエ

ラに課した貿易制限措置が、

と に非整合として申立。

コロンビア

―液体燃料の分

配に関する措置

ベネズエラ 協議要請 ①ベネズエラは、コロンビアによ

る一連の液体燃料分配・ライセン

ス措置が輸入品を差別しているこ

とが に非整合として申立。

案件は、 ホームページの案件一覧を参照

：

なお、案件名に下線を引いている案件については、通商機構部にて運営するＷＴＯ

パネル・上級委員会報告書研究会にて、パネル及び上級委員会報告書の調査分析レポ

ートを取りまとめ、公開しておりますので、ご参照ください。

：

798


